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Ⅰ．調査の概要 

１．調査目的 

本調査は、市民の人権に関する意識や経験を把握し、豊中市が行う人権教育・啓発など、今後の人権に

関する施策を推進するうえでの基礎資料とすることを目的として実施した。 

 

２．調査項目 

（１）人権や差別問題に関する見方・考え方 

（２）人権侵害の経験と対応 

（３）人権に関する意識や考え方 

（４）人権教育について 

（５）回答者の属性 

 

３．調査設計 

調査対象 豊中市内に居住している満16歳以上の男女2,500人 

抽出方法 

住民基本台帳から、市内の性別・年齢別構成を考慮し、2,000人を層化抽出した（これを

標準サンプルという）。回収率が低いとみられる16～19歳、20～29歳については、別に

500人を抽出し、これを追加した（これを追加サンプルという）。 

調査方法 
郵送による配付・回収  ※インターネットによる回収を併用した 

（調査期間中に、はがきによるお礼状兼催促状を1回送付） 

調査期間 令和７年（2025年）7月9日（水）～8月8日（金） 

 

４．回収結果 

（１）配付数 

 豊中市民の性別・年齢別構成を反映した標準サンプルと、16～19 歳、20～29歳の追加サンプルの調

査票配付数は、以下の表のとおりである。 

 総数 
16 

～19 歳 

20 

～29 歳 

30 

～39 歳 

40 

～49 歳 

50 

～59 歳 

60 

～69 歳 
70 歳以上 

標

準 

男性 934 45 106 118 150 171 119 225 

女性 1,066 55 124 134 170 194 133 256 

追

加 

男性 231 141 90      

女性 269 159 110 
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（２）回収状況 

 調査票の回収状況は、以下の表のとおりである。 

  

割当 

標本数 

不到達

標本数 

到達 

標本数 
回収数 

無効 

回答数 

有効 

回答数 

割当標本数

に対する 

有効回答率 

到達標本数

に対する 

有効回答率 

（a） （b） 
（c）= 

（a）-（b） 
（d） （e） 

（f）= 

（d）-（e） 
（g）=（f）/（a） （h）=（f）/（c） 

満 16 歳以上 2,000 11 1,989 579 2 577 28.9% 29.0% 

満 16 歳以上

29 歳以下 
500 3 497 82 0 82 16.4% 16.5% 

合計 2,500 14 2,486 661 2 659 26.4% 26.5% 

※不到達：転居先不明等で市に返戻されたもの（引き抜き分含む） 

※無効回答：白票 

 

（３）性別・年齢別回収率 

性別・年齢別の回収率は、以下の表のとおりである。 

 総数 
16 

～19 歳 

20 

～29 歳 

30 

～39 歳 

40 

～49 歳 

50 

～59 歳 

60 

～69 歳 
70 歳以上 

標

準 

男性 25.1％ 20.0％ 12.3％ 27.1％ 18.0％ 25.1％ 33.6％ 30.7％ 

女性 31.5％ 14.5％ 21.0％ 29.1％ 30.0％ 37.1％ 45.1％ 30.9％ 

追

加 

男性 15.6％ 18.4％ 11.1％      

女性 16.7％ 12.6％ 22.7％ 

 

５．報告書の見方 

（１）調査結果を総数、男女別で示す場合は、市内の性別・年齢別構成を反映した2,000人（標準サンプ

ル）についてのデータ（有効回答数577件）で示し、前回調査との比較にあたっても標準サンプル

のデータで行っている。年齢別に調査結果を示す場合は、16～19歳と20～29歳に追加分500人（追

加サンプル）についてのデータ（有効回答数82件）を加えたもので示している。 

（２）今回の調査では、過去の調査と同じように、回答者の性別を問う設問の選択肢を「男性」「女性」

「その他」とした。「その他」を加えたのは、自分の性別を「男性」でも「女性」でもないと考え

る市民がいることに配慮したからである。回収した調査票で、性別を「その他」とした回答者は 

2 人いたが、調査結果を「男性」「女性」「その他」で表示すると、性別を「その他」とした回答

者の各質問への回答状況がそのまま出てしまうため、性別による調査結果の表示は「男性」「女性」

とし、「その他」はあげないことにした。 

（３）回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（%）で示してある。小数点第2位を四捨五

入しているため、比率の合計が100.0%にならない場合がある。また、複数回答を求めた質問では、

回答比率の合計が100.0%を超える。総数と性別における集計は満16歳以上の男女2,000人の有効

回答数である577件を対象とし、年齢別における集計は満16歳以上の男女2,000人と満16歳以上29

歳以下の男女500人の有効回答数である659件を対象としている。 
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（４）無記入、回答の読み取りが著しく困難な場合、1つまでの回答を求めている設問に対し2つ以上回

答していた場合は「不明・無回答」として処理している。 

（５）グラフ中の数字は、特に断り書きのないかぎりすべて構成比を意味し、単位は%である。 

（６）回答者数（Ｎ）が少ない場合は、比率の数字に偏りが生じやすく、厳密な比較をすることは難し

いので、おおよその回答の傾向をみることになる。 

（７）図表において、コンピューターの入力の都合上、回答選択肢の見出しを簡略化している場合があ

る。 

（８）性別・年齢別の集計の表内の「全体」には、性別「不明・無回答」のデータも含まれている。 

（９）図表において、各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（%）は小数点第2位を四捨五入して

いるため、図表の各項目の数値を足したものと文章中の数値が一致しない場合がある。 

（10）性別・年齢別・実施年別の集計については、各クロス項目で、他のクロス項目と比べて統計的有

意差（有意水準5%、p<0.05）が確認できた選択肢を記載している。検定結果は各表の統計検定欄

に示した。（記載方法 *：5％有意、**：1％有意、空白：それ以外） 

 

６．標本誤差 

 本調査は、標本調査であり、調査結果の誤差の計算は、下記の計算式によって計算できる。 

±1.96√
N − n

N − 1
×
𝑝(100 − 𝑝)

n
 

       Ｎ：母集団（満 16歳以上の豊中市民（令和 7 年 4 月末現在）） 

       ｎ：有効回答者数 

       ｐ：回答比率 

 

■信頼度 95%の主要な回答比率の信頼区間 1/2幅 

 

たとえば、回答者数（577 人）を 100%とする質問で、ある回答選択肢に対する回答比率が 50%であっ

たとすると、母集団（満 16 歳以上の豊中市民）における回答比率は、45.9%～54.1%の間であると推測さ

れる。信頼度 95%とは、同じ方法で 100 回調査した場合、95回は母集団の値が上式で求めた誤差の範囲

内に入るという意味である。  

5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％ 50％

95％ 90％ 85％ 80％ 75％ 70％ 65％ 60％ 55％ 50％

全体 577 1.8 2.4 2.9 3.3 3.5 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1

男性 234 2.8 3.8 4.6 5.1 5.5 5.9 6.1 6.3 6.4 6.4

女性 336 2.3 3.2 3.8 4.3 4.6 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3

16～19歳 65 5.3 7.3 8.7 9.7 10.5 11.1 11.6 11.9 12.1 12.1

20～29歳 74 5.0 6.8 8.1 9.1 9.9 10.4 10.9 11.2 11.3 11.4

30～39歳 71 5.1 7.0 8.3 9.3 10.1 10.7 11.1 11.4 11.6 11.6

40～49歳 78 4.8 6.7 7.9 8.9 9.6 10.2 10.6 10.9 11.0 11.1

50～59歳 115 4.0 5.5 6.5 7.3 7.9 8.4 8.7 8.9 9.1 9.1

60～69歳 101 4.2 5.8 7.0 7.8 8.4 8.9 9.3 9.5 9.7 9.7

70歳以上 150 3.5 4.8 5.7 6.4 6.9 7.3 7.6 7.8 8.0 8.0

n

P
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７．調査票の設計と分析 

学識経験者によるワーキング・グループを組織し、調査票の設計と分析を行った。参加した有識者

は、 次のとおりである。 

  石元 清英（関西大学名誉教授） 

  玉置 好徳（梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 教授） 

  水島 郁子（大阪大学大学院高等司法研究科 教授） 

  濱元 伸彦（関西学院大学教育学部 准教授） 
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Ⅱ．調査結果 

１．回答者の属性 

（１）性別 

【図 17－１－１ 性別】 

 

 

 

【表 17－１－１ 年齢別 性別】 

 

 

  

N=577

今回(N=577)

母集団
(N=348,408)

40.6

46.7

58.2

53.3

0.3

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性

その他・いずれでもない 不明・無回答

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性

女
性

そ
の
他
・

い
ず
れ
で

も
な
い

不
明
・

無
回
答

577 234 336 2 5

100.0 40.6 58.2 0.3 0.9

65 35 28 2 0

100.0 53.8 43.1 3.1 0.0

74 23 51 0 0

100.0 31.1 68.9 0.0 0.0

71 32 39 0 0

100.0 45.1 54.9 0.0 0.0

78 27 51 0 0

100.0 34.6 65.4 0.0 0.0

115 43 72 0 0

100.0 37.4 62.6 0.0 0.0

101 40 60 1 0

100.0 39.6 59.4 1.0 0.0

150 69 79 0 2

100.0 46.0 52.7 0.0 1.3

全体

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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（２）年齢 

【図 17－２－１ 年齢】 

 

 

 

【表 17－２－１ 性別 年齢】 

 

 

 

 

 

  

今回(N=577)

母集団
(N=348,408)

3.1

4.3

6.8

11.5

12.3

12.7

13.5

16.0

19.9

18.4

17.5

12.7

26.0

24.4

0.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳

４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳

７０歳以上 不明・無回答

（上段：人、下段：％）

合
計

１
６
～

１
９
歳

２
０
～

２
９
歳

３
０
～

３
９
歳

４
０
～

４
９
歳

５
０
～

５
９
歳

６
０
～

６
９
歳

７
０
歳
以
上

不
明
・
無
回
答

577 18 39 71 78 115 101 150 5

100.0 3.1 6.8 12.3 13.5 19.9 17.5 26.0 0.9

234 9 13 32 27 43 40 69 1

100.0 3.8 5.6 13.7 11.5 18.4 17.1 29.5 0.4

336 8 26 39 51 72 60 79 1

100.0 2.4 7.7 11.6 15.2 21.4 17.9 23.5 0.3

全体

性
別

男性

女性



7 

 

２．人権や差別問題全般に関する見方・考え 

（１）慣習や俗説に関する考え方 

問１ 次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図１－１ 慣習や俗説に関する考え方】 

 

 

慣習や俗説に関する各項目について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたところ、「そう思う」

の割合が最も高いのは、「イ．葬式では『清め塩』を用意すべきだ」（19.9%）で、次いで「ア．家

を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」（16.5%）となっている。「そう思

う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』の割合は、「ア．家を建てたり、買

うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」（51.1%）で 50％を超えている。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「カ．占いを信じるほうだ」（36.7％）で、次い

で「エ．結婚相手を決めるときは、家柄や血筋も考慮すべきだ」（28.1％）となっている。「そう

思わない」と「どちらかといえばそうは思わない」を合わせた『そう思わない』の割合は、「カ．

占いを信じるほうだ」（56.8％）で 50％を超えている。 

  

N=577

(ア) 家を建てたり、買うときには、家
相や方角なども考慮すべきだ

51.1 26.7

(イ) 葬式では「清め塩」を用意すべき
だ

49.6 27.4

(ウ) 伝統なのだから、祭礼の山車や
「だんじり」に女性が乗れないの
は、仕方がない

27.4 47.1

(エ) 結婚相手を決めるときは、家柄や
血筋も考慮すべきだ

25.3 47.3

(オ) 大勢の人の考えや行動に合わせた
方が何かと無難である

27.7 33.1

(カ) 占いを信じるほうだ 16.8 56.8

(キ) 「あの世」や「来世」があると信
じるほうだ

32.6 41.9

(ク) 「お守り」や「お札」の力を信じ
るほうだ

37.8 36.0

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

16.5

19.9

11.8

6.4

4.9

2.8

11.6

8.5

34.7

29.6

15.6

18.9

22.9

14.0

21.0

29.3

22.0

22.7

25.1

27.0

38.3

26.2

25.1

26.0

12.3

11.3

19.2

19.2

15.1

20.1

16.5

16.1

14.4

16.1

27.9

28.1

18.0

36.7

25.5

19.9

0.2

0.3

0.3

0.3

0.9

0.2

0.3

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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【表１－１ 性別・年齢別 慣習や俗説に関する考え方①】 

 

 

 

 

 

  

（ア）家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ （イ）葬式では「清め塩」を用意すべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 95 200 127 71 83 1 295 154 115 171 131 65 93 2 286 158

100.0 16.5 34.7 22.0 12.3 14.4 0.2 51.1 26.7 19.9 29.6 22.7 11.3 16.1 0.3 49.6 27.4

234 44 61 53 28 48 0 105 76 47 69 57 21 39 1 116 60

100.0 18.8 26.1 22.6 12.0 20.5 0.0 44.9 32.5 20.1 29.5 24.4 9.0 16.7 0.4 49.6 25.6

336 50 137 74 40 34 1 187 74 66 101 73 43 52 1 167 95

100.0 14.9 40.8 22.0 11.9 10.1 0.3 55.7 22.0 19.6 30.1 21.7 12.8 15.5 0.3 49.7 28.3

65 19 23 8 5 10 0 42 15 14 15 15 10 11 0 29 21

100.0 29.2 35.4 12.3 7.7 15.4 0.0 64.6 23.1 21.5 23.1 23.1 15.4 16.9 0.0 44.6 32.3

74 11 37 13 5 8 0 48 13 11 21 23 11 8 0 32 19

100.0 14.9 50.0 17.6 6.8 10.8 0.0 64.9 17.6 14.9 28.4 31.1 14.9 10.8 0.0 43.2 25.7

71 14 17 13 14 13 0 31 27 13 22 17 9 10 0 35 19

100.0 19.7 23.9 18.3 19.7 18.3 0.0 43.7 38.0 18.3 31.0 23.9 12.7 14.1 0.0 49.3 26.8

78 9 38 14 7 10 0 47 17 11 37 12 3 15 0 48 18

100.0 11.5 48.7 17.9 9.0 12.8 0.0 60.3 21.8 14.1 47.4 15.4 3.8 19.2 0.0 61.5 23.1

115 20 40 27 15 13 0 60 28 24 33 22 14 22 0 57 36

100.0 17.4 34.8 23.5 13.0 11.3 0.0 52.2 24.3 20.9 28.7 19.1 12.2 19.1 0.0 49.6 31.3

101 20 33 24 11 13 0 53 24 21 22 29 11 18 0 43 29

100.0 19.8 32.7 23.8 10.9 12.9 0.0 52.5 23.8 20.8 21.8 28.7 10.9 17.8 0.0 42.6 28.7

150 23 43 40 17 26 1 66 43 36 38 36 16 22 2 74 38

100.0 15.3 28.7 26.7 11.3 17.3 0.7 44.0 28.7 24.0 25.3 24.0 10.7 14.7 1.3 49.3 25.3

（エ）結婚相手を決めるときは、家柄や血筋も考慮すべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 68 90 145 111 161 2 158 272 37 109 156 111 162 2 146 273

100.0 11.8 15.6 25.1 19.2 27.9 0.3 27.4 47.1 6.4 18.9 27.0 19.2 28.1 0.3 25.3 47.3

234 29 41 47 33 83 1 70 116 16 35 52 48 83 0 51 131

100.0 12.4 17.5 20.1 14.1 35.5 0.4 29.9 49.6 6.8 15.0 22.2 20.5 35.5 0.0 21.8 56.0

336 38 49 96 78 74 1 87 152 21 72 103 63 75 2 93 138

100.0 11.3 14.6 28.6 23.2 22.0 0.3 25.9 45.2 6.3 21.4 30.7 18.8 22.3 0.6 27.7 41.1

65 14 10 14 9 18 0 24 27 5 8 10 16 26 0 13 42

100.0 21.5 15.4 21.5 13.8 27.7 0.0 36.9 41.5 7.7 12.3 15.4 24.6 40.0 0.0 20.0 64.6

74 7 17 19 16 15 0 24 31 3 14 14 17 26 0 17 43

100.0 9.5 23.0 25.7 21.6 20.3 0.0 32.4 41.9 4.1 18.9 18.9 23.0 35.1 0.0 23.0 58.1

71 6 11 18 12 24 0 17 36 3 20 14 15 19 0 23 34

100.0 8.5 15.5 25.4 16.9 33.8 0.0 23.9 50.7 4.2 28.2 19.7 21.1 26.8 0.0 32.4 47.9

78 7 8 23 19 21 0 15 40 5 14 26 15 17 1 19 32

100.0 9.0 10.3 29.5 24.4 26.9 0.0 19.2 51.3 6.4 17.9 33.3 19.2 21.8 1.3 24.4 41.0

115 13 16 31 22 33 0 29 55 3 18 44 16 34 0 21 50

100.0 11.3 13.9 27.0 19.1 28.7 0.0 25.2 47.8 2.6 15.7 38.3 13.9 29.6 0.0 18.3 43.5

101 9 21 20 19 32 0 30 51 7 20 26 21 27 0 27 48

100.0 8.9 20.8 19.8 18.8 31.7 0.0 29.7 50.5 6.9 19.8 25.7 20.8 26.7 0.0 26.7 47.5

150 21 21 39 27 40 2 42 67 15 25 37 34 38 1 40 72

100.0 14.0 14.0 26.0 18.0 26.7 1.3 28.0 44.7 10.0 16.7 24.7 22.7 25.3 0.7 26.7 48.0

性
別

男性

**

女性

40～49歳

50～59歳

60～69歳

全体

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性

（ウ）伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、
　　　仕方がない

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表１－１ 性別・年齢別 慣習や俗説に関する考え方②】 

 

 
 

性別については、「イ．葬式では『清め塩』を用意すべきだ」「オ．大勢の人の考えや行動に合

わせた方が何かと無難である」以外で有意差が確認できた。「ウ．伝統なのだから、祭礼の山車や

『だんじり』に女性が乗れないのは、仕方がない」以外は女性の方が男性より『そう思う』が高

く、特に「キ．『あの世』や『来世』があると信じるほうだ」「ク．『お守り』や『お札』の力を信

じるほうだ」では、女性の方が男性より 15 ポイント以上高くなっている。 

年齢別では、「イ．葬式では『清め塩』を用意すべきだ」「ウ．伝統なのだから、祭礼の山車や

『だんじり』に女性が乗れないのは、仕方がない」以外で有意差が確認できた。「オ．大勢の人の

考えや行動に合わせた方が何かと無難である」「カ．占いを信じるほうだ」「キ．『あの世』や『来

世』があると信じるほうだ」「ク．『お守り』や『お札』の力を信じるほうだ」は、30～39歳でや

や低いものの、概ね若年になるほど『そう思う』が高めである。 

（オ）大勢の人の考えや行動に合わせた方が何かと無難である （カ）占いを信じるほうだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 28 132 221 87 104 5 160 191 16 81 151 116 212 1 97 328

100.0 4.9 22.9 38.3 15.1 18.0 0.9 27.7 33.1 2.8 14.0 26.2 20.1 36.7 0.2 16.8 56.8

234 14 50 79 39 50 2 64 89 7 14 54 48 111 0 21 159

100.0 6.0 21.4 33.8 16.7 21.4 0.9 27.4 38.0 3.0 6.0 23.1 20.5 47.4 0.0 9.0 67.9

336 12 81 140 48 52 3 93 100 9 67 94 67 98 1 76 165

100.0 3.6 24.1 41.7 14.3 15.5 0.9 27.7 29.8 2.7 19.9 28.0 19.9 29.2 0.3 22.6 49.1

65 10 26 11 6 12 0 36 18 6 15 19 8 17 0 21 25

100.0 15.4 40.0 16.9 9.2 18.5 0.0 55.4 27.7 9.2 23.1 29.2 12.3 26.2 0.0 32.3 38.5

74 6 23 19 15 11 0 29 26 2 20 14 20 18 0 22 38

100.0 8.1 31.1 25.7 20.3 14.9 0.0 39.2 35.1 2.7 27.0 18.9 27.0 24.3 0.0 29.7 51.4

71 9 14 27 9 11 1 23 20 1 12 15 13 30 0 13 43

100.0 12.7 19.7 38.0 12.7 15.5 1.4 32.4 28.2 1.4 16.9 21.1 18.3 42.3 0.0 18.3 60.6

78 1 27 26 11 13 0 28 24 3 11 23 16 25 0 14 41

100.0 1.3 34.6 33.3 14.1 16.7 0.0 35.9 30.8 3.8 14.1 29.5 20.5 32.1 0.0 17.9 52.6

115 2 25 46 18 23 1 27 41 3 14 37 19 42 0 17 61

100.0 1.7 21.7 40.0 15.7 20.0 0.9 23.5 35.7 2.6 12.2 32.2 16.5 36.5 0.0 14.8 53.0

101 3 21 42 16 19 0 24 35 2 13 30 25 31 0 15 56

100.0 3.0 20.8 41.6 15.8 18.8 0.0 23.8 34.7 2.0 12.9 29.7 24.8 30.7 0.0 14.9 55.4

150 6 27 66 21 27 3 33 48 4 17 27 28 73 1 21 101

100.0 4.0 18.0 44.0 14.0 18.0 2.0 22.0 32.0 2.7 11.3 18.0 18.7 48.7 0.7 14.0 67.3

（キ）「あの世」や「来世」があると信じるほうだ （ク）「お守り」や「お札」の力を信じるほうだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 67 121 145 95 147 2 188 242 49 169 150 93 115 1 218 208

100.0 11.6 21.0 25.1 16.5 25.5 0.3 32.6 41.9 8.5 29.3 26.0 16.1 19.9 0.2 37.8 36.0

234 20 33 62 31 87 1 53 118 14 49 61 41 69 0 63 110

100.0 8.5 14.1 26.5 13.2 37.2 0.4 22.6 50.4 6.0 20.9 26.1 17.5 29.5 0.0 26.9 47.0

336 47 88 78 63 59 1 135 122 34 118 89 51 43 1 152 94

100.0 14.0 26.2 23.2 18.8 17.6 0.3 40.2 36.3 10.1 35.1 26.5 15.2 12.8 0.3 45.2 28.0

65 10 23 14 10 8 0 33 18 9 24 13 8 11 0 33 19

100.0 15.4 35.4 21.5 15.4 12.3 0.0 50.8 27.7 13.8 36.9 20.0 12.3 16.9 0.0 50.8 29.2

74 10 23 12 16 13 0 33 29 8 27 14 12 13 0 35 25

100.0 13.5 31.1 16.2 21.6 17.6 0.0 44.6 39.2 10.8 36.5 18.9 16.2 17.6 0.0 47.3 33.8

71 6 13 13 16 23 0 19 39 6 18 20 11 16 0 24 27

100.0 8.5 18.3 18.3 22.5 32.4 0.0 26.8 54.9 8.5 25.4 28.2 15.5 22.5 0.0 33.8 38.0

78 8 21 21 10 18 0 29 28 9 25 19 8 17 0 34 25

100.0 10.3 26.9 26.9 12.8 23.1 0.0 37.2 35.9 11.5 32.1 24.4 10.3 21.8 0.0 43.6 32.1

115 13 27 33 12 30 0 40 42 12 44 25 15 19 0 56 34

100.0 11.3 23.5 28.7 10.4 26.1 0.0 34.8 36.5 10.4 38.3 21.7 13.0 16.5 0.0 48.7 29.6

101 14 20 27 20 19 1 34 39 8 26 38 18 11 0 34 29

100.0 13.9 19.8 26.7 19.8 18.8 1.0 33.7 38.6 7.9 25.7 37.6 17.8 10.9 0.0 33.7 28.7

150 17 19 38 27 48 1 36 75 6 31 39 29 44 1 37 73

100.0 11.3 12.7 25.3 18.0 32.0 0.7 24.0 50.0 4.0 20.7 26.0 19.3 29.3 0.7 24.7 48.7

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

* *

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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（２）人権や差別問題に関する考え方 

問２ 人権や差別などに関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～コのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図２－１ 人権や差別問題に関する考え方】 

 

 

  

N=577

(ア) 人権には必ず義務が伴う 60.7 12.8

(イ) 思いやりや優しさをみんながもて
ば、人権問題は解決する

55.1 25.1

(ウ) 差別の原因は、差別された人の側
にもある

16.6 45.4

(エ) 差別された人は、まず世のなかに
受け入れられるように努力する必
要がある

18.7 47.0

(オ) 人権問題は、差別する人と差別さ
れる人の問題であり、自分には関
係がない

8.1 72.3

(カ) 差別に対して抗議や反対をするこ
とによって、かえって問題が解決
しにくくなる

21.3 44.9

(キ) ささいなことまで差別だ、人権侵
害だと声をあげるのは、世の中を
窮屈にさせる

54.6 20.1

(ク) 社会福祉に頼るより、個人がもっ
と努力する必要がある

30.2 32.2

(ケ) 競争社会だから、競争に負けた人
が不利益を受けるのは、仕方がな
い

21.8 50.8

(コ) 日本国憲法は、国民が従うべき
ルールである

70.9 11.8

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

28.9

18.2

3.6

4.9

2.4

6.2

22.2

9.7

5.2

34.3

31.7

36.9

13.0

13.9

5.7

15.1

32.4

20.5

16.6

36.6

25.3

18.9

37.6

33.6

18.9

33.3

24.6

37.3

27.0

16.8

5.5

13.0

18.7

20.3

25.1

21.1

9.7

20.1

23.4

5.5

7.3

12.1

26.7

26.7

47.1

23.7

10.4

12.1

27.4

6.2

1.2

0.9

0.3

0.7

0.7

0.5

0.7

0.3

0.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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人権や差別問題に関する各項目について、「そう思う」の割合が最も高いのは、「コ．日本国憲

法は、国民が従うべきルールである」（34.3%）で、次いで「ア．人権には必ず義務が伴う」

（28.9%）となっている。「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』

の割合が最も高いのは、「コ．日本国憲法は、国民が従うべきルールである」（70.9%）で、次いで

「ア．人権には必ず義務が伴う」（60.7%）となっている。「イ．思いやりや優しさをみんながもて

ば、人権問題は解決する」「キ．ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声をあげるのは、世の中

を窮屈にさせる」も、『そう思う』が 50％を超えている。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「オ．人権問題は、差別する人と差別される人

の問題であり、自分には関係がない」（47.1％）で、次いで「ケ．競争社会だから、競争に負けた

人が不利益を受けるのは、仕方がない」（27.4％）となっている。「そう思わない」と「どちらか

といえばそうは思わない」を合わせた『そう思わない』の割合が最も高いのは、「オ．人権問題

は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない」（72.3％）で、次いで「ケ．

競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは、仕方がない」（50.8％）となっている。

「エ．差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある」「ウ．差別の

原因は、差別された人の側にもある」「カ．差別に対して抗議や反対をすることによって、かえっ

て問題が解決しにくくなる」も『そう思わない』が４割台で続いている。 
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【表２－１ 性別・年齢別 差別や人権問題に関する考え方①】 

 

 

 

 

  

（ア）人権には必ず義務が伴う （イ）思いやりや優しさをみんながもてば、人権問題は解決する

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 167 183 146 32 42 7 350 74 105 213 109 75 70 5 318 145

100.0 28.9 31.7 25.3 5.5 7.3 1.2 60.7 12.8 18.2 36.9 18.9 13.0 12.1 0.9 55.1 25.1

234 91 62 45 15 20 1 153 35 51 75 42 30 35 1 126 65

100.0 38.9 26.5 19.2 6.4 8.5 0.4 65.4 15.0 21.8 32.1 17.9 12.8 15.0 0.4 53.8 27.8

336 73 119 99 17 22 6 192 39 51 136 67 45 34 3 187 79

100.0 21.7 35.4 29.5 5.1 6.5 1.8 57.1 11.6 15.2 40.5 19.9 13.4 10.1 0.9 55.7 23.5

65 23 27 10 1 4 0 50 5 16 18 9 11 11 0 34 22

100.0 35.4 41.5 15.4 1.5 6.2 0.0 76.9 7.7 24.6 27.7 13.8 16.9 16.9 0.0 52.3 33.8

74 21 24 15 11 2 1 45 13 4 27 11 20 12 0 31 32

100.0 28.4 32.4 20.3 14.9 2.7 1.4 60.8 17.6 5.4 36.5 14.9 27.0 16.2 0.0 41.9 43.2

71 19 24 15 6 6 1 43 12 12 21 13 13 12 0 33 25

100.0 26.8 33.8 21.1 8.5 8.5 1.4 60.6 16.9 16.9 29.6 18.3 18.3 16.9 0.0 46.5 35.2

78 20 21 28 1 8 0 41 9 15 27 15 10 11 0 42 21

100.0 25.6 26.9 35.9 1.3 10.3 0.0 52.6 11.5 19.2 34.6 19.2 12.8 14.1 0.0 53.8 26.9

115 30 37 31 10 7 0 67 17 21 42 27 13 12 0 63 25

100.0 26.1 32.2 27.0 8.7 6.1 0.0 58.3 14.8 18.3 36.5 23.5 11.3 10.4 0.0 54.8 21.7

101 29 36 23 2 10 1 65 12 18 40 15 13 15 0 58 28

100.0 28.7 35.6 22.8 2.0 9.9 1.0 64.4 11.9 17.8 39.6 14.9 12.9 14.9 0.0 57.4 27.7

150 53 43 34 8 8 4 96 16 33 61 30 13 9 4 94 22

100.0 35.3 28.7 22.7 5.3 5.3 2.7 64.0 10.7 22.0 40.7 20.0 8.7 6.0 2.7 62.7 14.7

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 21 75 217 108 154 2 96 262 28 80 194 117 154 4 108 271

100.0 3.6 13.0 37.6 18.7 26.7 0.3 16.6 45.4 4.9 13.9 33.6 20.3 26.7 0.7 18.7 47.0

234 12 39 82 41 60 0 51 101 17 41 73 33 69 1 58 102

100.0 5.1 16.7 35.0 17.5 25.6 0.0 21.8 43.2 7.3 17.5 31.2 14.1 29.5 0.4 24.8 43.6

336 8 36 133 65 92 2 44 157 10 38 119 83 83 3 48 166

100.0 2.4 10.7 39.6 19.3 27.4 0.6 13.1 46.7 3.0 11.3 35.4 24.7 24.7 0.9 14.3 49.4

65 8 10 15 15 17 0 18 32 7 14 17 12 15 0 21 27

100.0 12.3 15.4 23.1 23.1 26.2 0.0 27.7 49.2 10.8 21.5 26.2 18.5 23.1 0.0 32.3 41.5

74 2 11 20 19 22 0 13 41 0 16 20 14 24 0 16 38

100.0 2.7 14.9 27.0 25.7 29.7 0.0 17.6 55.4 0.0 21.6 27.0 18.9 32.4 0.0 21.6 51.4

71 2 10 25 15 19 0 12 34 4 7 25 13 21 1 11 34

100.0 2.8 14.1 35.2 21.1 26.8 0.0 16.9 47.9 5.6 9.9 35.2 18.3 29.6 1.4 15.5 47.9

78 1 6 31 20 20 0 7 40 2 12 22 20 22 0 14 42

100.0 1.3 7.7 39.7 25.6 25.6 0.0 9.0 51.3 2.6 15.4 28.2 25.6 28.2 0.0 17.9 53.8

115 2 16 48 18 31 0 18 49 2 11 39 26 37 0 13 63

100.0 1.7 13.9 41.7 15.7 27.0 0.0 15.7 42.6 1.7 9.6 33.9 22.6 32.2 0.0 11.3 54.8

101 1 15 41 15 29 0 16 44 3 11 35 26 26 0 14 52

100.0 1.0 14.9 40.6 14.9 28.7 0.0 15.8 43.6 3.0 10.9 34.7 25.7 25.7 0.0 13.9 51.5

150 10 22 51 26 39 2 32 65 15 25 55 22 30 3 40 52

100.0 6.7 14.7 34.0 17.3 26.0 1.3 21.3 43.3 10.0 16.7 36.7 14.7 20.0 2.0 26.7 34.7

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

* *

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

* **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（エ）差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように
　　　努力する必要がある

（ウ）差別の原因は、差別された人の側にもある
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【表２－１ 性別・年齢別 差別や人権問題に関する考え方②】 

 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 14 33 109 145 272 4 47 417 36 87 192 122 137 3 123 259

100.0 2.4 5.7 18.9 25.1 47.1 0.7 8.1 72.3 6.2 15.1 33.3 21.1 23.7 0.5 21.3 44.9

234 8 20 48 43 114 1 28 157 23 35 68 48 59 1 58 107

100.0 3.4 8.5 20.5 18.4 48.7 0.4 12.0 67.1 9.8 15.0 29.1 20.5 25.2 0.4 24.8 45.7

336 5 13 61 100 154 3 18 254 12 52 122 72 76 2 64 148

100.0 1.5 3.9 18.2 29.8 45.8 0.9 5.4 75.6 3.6 15.5 36.3 21.4 22.6 0.6 19.0 44.0

65 6 8 11 17 23 0 14 40 7 11 23 11 13 0 18 24

100.0 9.2 12.3 16.9 26.2 35.4 0.0 21.5 61.5 10.8 16.9 35.4 16.9 20.0 0.0 27.7 36.9

74 1 2 7 29 35 0 3 64 7 11 24 16 16 0 18 32

100.0 1.4 2.7 9.5 39.2 47.3 0.0 4.1 86.5 9.5 14.9 32.4 21.6 21.6 0.0 24.3 43.2

71 4 8 13 20 26 0 12 46 3 15 18 17 17 1 18 34

100.0 5.6 11.3 18.3 28.2 36.6 0.0 16.9 64.8 4.2 21.1 25.4 23.9 23.9 1.4 25.4 47.9

78 1 3 16 18 40 0 4 58 3 13 19 22 21 0 16 43

100.0 1.3 3.8 20.5 23.1 51.3 0.0 5.1 74.4 3.8 16.7 24.4 28.2 26.9 0.0 20.5 55.1

115 1 6 22 29 57 0 7 86 5 14 41 28 27 0 19 55

100.0 0.9 5.2 19.1 25.2 49.6 0.0 6.1 74.8 4.3 12.2 35.7 24.3 23.5 0.0 16.5 47.8

101 0 4 19 25 52 1 4 77 8 16 36 21 20 0 24 41

100.0 0.0 4.0 18.8 24.8 51.5 1.0 4.0 76.2 7.9 15.8 35.6 20.8 19.8 0.0 23.8 40.6

150 6 8 32 30 71 3 14 101 12 18 59 23 36 2 30 59

100.0 4.0 5.3 21.3 20.0 47.3 2.0 9.3 67.3 8.0 12.0 39.3 15.3 24.0 1.3 20.0 39.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 128 187 142 56 60 4 315 116 56 118 215 116 70 2 174 186

100.0 22.2 32.4 24.6 9.7 10.4 0.7 54.6 20.1 9.7 20.5 37.3 20.1 12.1 0.3 30.2 32.2

234 76 72 44 18 22 2 148 40 33 58 79 36 28 0 91 64

100.0 32.5 30.8 18.8 7.7 9.4 0.9 63.2 17.1 14.1 24.8 33.8 15.4 12.0 0.0 38.9 27.4

336 49 114 98 36 37 2 163 73 21 60 133 80 40 2 81 120

100.0 14.6 33.9 29.2 10.7 11.0 0.6 48.5 21.7 6.3 17.9 39.6 23.8 11.9 0.6 24.1 35.7

65 22 21 10 8 4 0 43 12 11 22 16 11 5 0 33 16

100.0 33.8 32.3 15.4 12.3 6.2 0.0 66.2 18.5 16.9 33.8 24.6 16.9 7.7 0.0 50.8 24.6

74 21 20 17 11 5 0 41 16 2 13 26 25 8 0 15 33

100.0 28.4 27.0 23.0 14.9 6.8 0.0 55.4 21.6 2.7 17.6 35.1 33.8 10.8 0.0 20.3 44.6

71 21 20 14 6 10 0 41 16 8 18 21 18 6 0 26 24

100.0 29.6 28.2 19.7 8.5 14.1 0.0 57.7 22.5 11.3 25.4 29.6 25.4 8.5 0.0 36.6 33.8

78 18 25 19 8 8 0 43 16 6 14 31 20 7 0 20 27

100.0 23.1 32.1 24.4 10.3 10.3 0.0 55.1 20.5 7.7 17.9 39.7 25.6 9.0 0.0 25.6 34.6

115 22 44 26 12 11 0 66 23 6 23 47 22 17 0 29 39

100.0 19.1 38.3 22.6 10.4 9.6 0.0 57.4 20.0 5.2 20.0 40.9 19.1 14.8 0.0 25.2 33.9

101 21 35 25 6 14 0 56 20 10 21 39 15 15 1 31 30

100.0 20.8 34.7 24.8 5.9 13.9 0.0 55.4 19.8 9.9 20.8 38.6 14.9 14.9 1.0 30.7 29.7

150 30 43 42 17 14 4 73 31 19 32 52 26 20 1 51 46

100.0 20.0 28.7 28.0 11.3 9.3 2.7 48.7 20.7 12.7 21.3 34.7 17.3 13.3 0.7 34.0 30.7

全体

性
別

男性

** *

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（オ）人権問題は、差別する人と差別される人の問題であり、
　　　自分には関係がない

（カ）差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が
　　　解決しにくくなる

（キ）ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声をあげるのは、
　　　世の中を窮屈にさせる

（ク）社会福祉に頼るより、個人がもっと努力する必要がある
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【表２－１ 性別・年齢別 差別や人権問題に関する考え方③】 

 

 

 

性別については、「イ．思いやりや優しさをみんながもてば、人権問題は解決する」「ウ．差別

の原因は、差別された人の側にもある」以外で有意差が確認できた。「イ．思いやりや優しさをみ

んながもてば、人権問題は解決する」以外の項目で男性の『そう思う』の割合が女性より高く、

特に「ケ．競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは、仕方がない」で 18.9ポイン

ト差と最も差が大きくなっている。 

年齢別では、「カ．差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が解決しにくく

なる」「キ．ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声をあげるのは、世の中を窮屈にさせる」

「ク．社会福祉に頼るより、個人がもっと努力する必要がある」「コ．日本国憲法は、国民が従う

べきルールである」以外で有意差が確認できた。「イ．思いやりや優しさをみんながもてば、人権

問題は解決する」と「コ．日本国憲法は、国民が従うべきルールである」を除く 8 項目では、『そ

う思う』の割合が 16～19 歳で最も高くなっている。 

 

  

（ケ）競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは、仕方がない （コ）日本国憲法は、国民が従うべきルールである

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 30 96 156 135 158 2 126 293 198 211 97 32 36 3 409 68

100.0 5.2 16.6 27.0 23.4 27.4 0.3 21.8 50.8 34.3 36.6 16.8 5.5 6.2 0.5 70.9 11.8

234 22 55 60 32 64 1 77 96 109 69 31 6 18 1 178 24

100.0 9.4 23.5 25.6 13.7 27.4 0.4 32.9 41.0 46.6 29.5 13.2 2.6 7.7 0.4 76.1 10.3

336 8 39 95 101 92 1 47 193 85 141 65 26 17 2 226 43

100.0 2.4 11.6 28.3 30.1 27.4 0.3 14.0 57.4 25.3 42.0 19.3 7.7 5.1 0.6 67.3 12.8

65 12 15 15 16 7 0 27 23 26 20 13 1 5 0 46 6

100.0 18.5 23.1 23.1 24.6 10.8 0.0 41.5 35.4 40.0 30.8 20.0 1.5 7.7 0.0 70.8 9.2

74 6 7 25 21 15 0 13 36 30 25 14 3 2 0 55 5

100.0 8.1 9.5 33.8 28.4 20.3 0.0 17.6 48.6 40.5 33.8 18.9 4.1 2.7 0.0 74.3 6.8

71 5 21 17 16 12 0 26 28 20 29 16 2 4 0 49 6

100.0 7.0 29.6 23.9 22.5 16.9 0.0 36.6 39.4 28.2 40.8 22.5 2.8 5.6 0.0 69.0 8.5

78 6 12 24 21 15 0 18 36 25 30 11 9 3 0 55 12

100.0 7.7 15.4 30.8 26.9 19.2 0.0 23.1 46.2 32.1 38.5 14.1 11.5 3.8 0.0 70.5 15.4

115 1 21 28 31 33 1 22 64 33 49 18 10 5 0 82 15

100.0 0.9 18.3 24.3 27.0 28.7 0.9 19.1 55.7 28.7 42.6 15.7 8.7 4.3 0.0 71.3 13.0

101 5 11 26 25 34 0 16 59 35 33 17 5 10 1 68 15

100.0 5.0 10.9 25.7 24.8 33.7 0.0 15.8 58.4 34.7 32.7 16.8 5.0 9.9 1.0 67.3 14.9

150 8 19 41 27 54 1 27 81 62 51 21 3 11 2 113 14

100.0 5.3 12.7 27.3 18.0 36.0 0.7 18.0 54.0 41.3 34.0 14.0 2.0 7.3 1.3 75.3 9.3

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上



15 

 

【表２－２ 過去の調査結果との比較 差別や人権問題に関する考え方】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、「ウ．差別の原因は、差別された人の側にもある」「エ．差別さ

れた人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある」ともに、『そう思う』は低

下傾向で、特に 2019 年から 2025 年にかけては、いずれも 10 ポイント以上低下している。 

 
 
 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 21 75 217 108 154 2 96 262 28 80 194 117 154 4 108 271

100.0 3.6 13.0 37.6 18.7 26.7 0.3 16.6 45.4 4.9 13.9 33.6 20.3 26.7 0.7 18.7 47.0

2019年 1060 53 234 377 208 166 22 287 374 99 266 369 180 124 22 365 304

100.0 5.0 22.1 35.6 19.6 15.7 2.1 27.1 35.3 9.3 25.1 34.8 17.0 11.7 2.1 34.4 28.7

2013年 1551 83 394 577 258 201 38 477 459 231 456 499 218 114 33 687 332

100.0 5.4 25.4 37.2 16.6 13.0 2.5 30.8 29.6 14.9 29.4 32.2 14.1 7.4 2.1 44.3 21.4

※（ウ）（エ）とも、過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取

** **

（ウ）差別の原因は、差別された人の側にもある （エ）差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように
　　　努力する必要がある
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３．人権侵害の経験と対応 

（１）直近５年間における人権侵害の経験の有無 

問３ 日常生活の中で、あなたはここ５年くらいの間に、人権を侵害されたことがありますか。（○は１つ） 

【図３－１ 直近５年間における人権侵害の経験の有無】 

 

 

直近５年間での人権侵害の経験について尋ねたところ、「よくある」が 2.3％、「時々ある」が

8.0％で、「よくある」と「時々ある」を合わせた『ある』の割合は 10.2％である。 

 

 

  

N=577

よくある 2.3%

時々ある 8.0%

ほとんど

ない

32.2%まったく

ない

37.8%

わからない

12.1%

不明・無回答

7.6%
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【表３－１ 性別・年齢別 直近５年間における人権侵害の経験の有無】 

 

 

 

性別・年齢別については、有意差はみられなかった。 

 

 

【表３－２ 過去の調査結果との比較 直近５年間における人権侵害の経験の有無】 

 

 

 

過去の調査結果との比較については、有意差はみられなかった。 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

よ
く
あ
る

時
々
あ
る

ほ
と
ん
ど
な
い

ま
っ

た
く
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・

無
回
答

『

あ
る
』

『

な
い
』

統
計
的

検
定

577 13 46 186 218 70 44 59 404

100.0 2.3 8.0 32.2 37.8 12.1 7.6 10.2 70.0

234 8 17 65 102 24 18 25 167

100.0 3.4 7.3 27.8 43.6 10.3 7.7 10.7 71.4

336 5 29 118 114 45 25 34 232

100.0 1.5 8.6 35.1 33.9 13.4 7.4 10.1 69.0

65 2 6 24 18 10 5 8 42

100.0 3.1 9.2 36.9 27.7 15.4 7.7 12.3 64.6

74 0 14 19 29 7 5 14 48

100.0 0.0 18.9 25.7 39.2 9.5 6.8 18.9 64.9

71 1 6 21 34 4 5 7 55

100.0 1.4 8.5 29.6 47.9 5.6 7.0 9.9 77.5

78 4 9 25 22 14 4 13 47

100.0 5.1 11.5 32.1 28.2 17.9 5.1 16.7 60.3

115 3 7 37 41 19 8 10 78

100.0 2.6 6.1 32.2 35.7 16.5 7.0 8.7 67.8

101 2 7 36 34 14 8 9 70

100.0 2.0 6.9 35.6 33.7 13.9 7.9 8.9 69.3

150 2 8 51 63 14 12 10 114

100.0 1.3 5.3 34.0 42.0 9.3 8.0 6.7 76.0

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

（上段：人、下段：％）

合
計

よ
く
あ
る

時
々
あ
る

ほ
と
ん
ど
な
い

ま
っ

た
く
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
る
』

『

な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 13 46 186 218 70 44 59 404

100.0 2.3 8.0 32.2 37.8 12.1 7.6 10.2 70.0

2019年 1060 18 108 362 380 115 77 126 742

100.0 1.7 10.2 34.2 35.8 10.8 7.3 11.9 70.0

2013年 1551 31 140 551 592 165 72 171 1143

100.0 2.0 9.0 35.5 38.2 10.6 4.6 11.0 73.7

2007年 1774 31 133 687 568 319 36 164 1255

100.0 1.7 7.5 38.7 32.0 18.0 2.0 9.2 70.7
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（２）人権侵害を受けたときの対応 

問３－１ 問３で「１」または「２」を選んだ方にお聞きします。 

あなたは人権侵害を受けたそのとき、どのように対応しましたか。主なものを選んでください。 

（○はいくつでも） 

【図３－１－１ 人権侵害を受けたときの対応】 

 

 

人権侵害を受けたときの対応について尋ねたところ、「黙って我慢した」が 59.3％で最も高く、

次いで「友人・家族など身近な人に相談した」が 39.0％、「相手に抗議した」が 33.9％で続いて

いる。 

 

 

  

（複数回答）

区分

 黙って我慢した (n=35)

 相手に抗議した (n=20)

 友人・家族など身近な人に相談した (n=23)

 学校の先生に相談した (n=1)

 職場の上司や地域の有力者に相談した (n=7)

 弁護士に相談した (n=2)

 市民団体に相談した (n=0)

 法務局または人権擁護委員に相談した (n=0)

 民生委員・児童委員に相談した (n=0)

 市役所に相談した (n=1)

 男女共同参画推進センターすてっぷに相談した (n=0)

 とよなか国際交流センターに相談した (n=0)

 人権平和センターに相談した (n=0)

 警察に相談した (n=2)

 その他 (n=1)

 不明・無回答 (n=1)

全体 (n=59)

59.3

33.9

39.0

1.7

11.9

3.4

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

3.4

1.7

1.7

0% 20% 40% 60% 80%
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【表３－１－１ 性別・年齢別 人権侵害を受けたときの対応】 

 

 

 

有意差のみられた「黙って我慢した」については、性別では男性で 76.0％、女性で 47.1％と、

大きな差がみられた。 

年齢別については、16～19 歳、40～49 歳で８割台と高い一方、50～59 歳、70 歳以上では３割

と低くなっている。 

 

 

【表３－１－２ 過去の調査結果との比較 人権侵害を受けたときの対応】 

 

 

 

過去の調査結果との比較については、有意差はみられなかった。 

（上段：人、下段：％）

合
計

黙
っ

て
我
慢
し
た

相
手
に
抗
議
し
た

友
人
・
家
族
な
ど
身
近
な
人

に
相
談
し
た

学
校
の
先
生
に
相
談
し
た

職
場
の
上
司
や
地
域
の
有
力

者
に
相
談
し
た

弁
護
士
に
相
談
し
た

市
民
団
体
に
相
談
し
た

法
務
局
ま
た
は
人
権
擁
護
委

員
に
相
談
し
た

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
相

談
し
た

市
役
所
に
相
談
し
た

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー

す
て
っ

ぷ
に
相
談
し
た

と
よ
な
か
国
際
交
流
セ
ン

タ
ー

に
相
談
し
た

人
権
平
和
セ
ン
タ
ー

に
相
談

し
た

警
察
に
相
談
し
た

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

59 35 20 23 1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1

100.0 59.3 33.9 39.0 1.7 11.9 3.4 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3.4 1.7 1.7

25 19 7 7 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

100.0 76.0 28.0 28.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

34 16 13 16 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

100.0 47.1 38.2 47.1 2.9 11.8 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9

8 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 87.5 25.0 37.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 10 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 71.4 14.3 21.4 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 71.4 28.6 42.9 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 11 6 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

100.0 84.6 46.2 46.2 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0

10 3 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 30.0 40.0 40.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0

9 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 55.6 22.2 44.4 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 3 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

100.0 30.0 30.0 40.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

性別 *

年齢 *
統計的検定

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

（上段：人、下段：％）

合
計

黙
っ

て
我
慢
し
た

相
手
に
抗
議
し
た

友
人
・
家
族
な
ど
身
近
な
人

に
相
談
し
た

学
校
の
先
生
に
相
談
し
た

職
場
の
上
司
や
地
域
の
有
力

者
に
相
談
し
た

弁
護
士
に
相
談
し
た

市
民
団
体
に
相
談
し
た

法
務
局
ま
た
は
人
権
擁
護
委

員
に
相
談
し
た

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
相

談
し
た

市
役
所
に
相
談
し
た

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー

す
て
っ

ぷ
に
相
談
し
た

と
よ
な
か
国
際
交
流
セ
ン

タ
ー

に
相
談
し
た

人
権
平
和
セ
ン
タ
ー

に
相
談

し
た

警
察
に
相
談
し
た

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

2025年 59 35 20 23 1 7 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1

100.0 59.3 33.9 39.0 1.7 11.9 3.4 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3.4 1.7 1.7

2019年 126 73 41 60 3 23 8 5 2 9 6 10 1

100.0 57.9 32.5 47.6 2.4 18.3 6.3 4.0 1.6 7.1 4.8 7.9 0.8

2013年 171 103 54 77 2 22 9 4 3 3 8 10 1

100.0 60.2 31.6 45.0 1.2 12.9 5.3 2.3 1.8 1.8 4.7 5.8 0.6

2007年 164 88 63 63 5 18 9 1 2 2 7 18 2

100.0 53.7 38.4 38.4 3.0 11.0 5.5 0.6 1.2 1.2 4.3 11.0 1.2

統計的検定
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４．人権に関する意識や考え方 

（１）日本国憲法における国民の権利 

問４ あなたは、憲法により義務ではなく、「国民の権利」と定められているのはどれだと思いますか。 

（○はいくつでも） 

【図４－１ 日本国憲法における国民の権利】 

 

 

日本国憲法に定められている権利の認識について尋ねたところ、「人間らしい暮らしをする」が

88.6％で最も高く、次いで「思っていることを世間に発表する」が 45.9％、「労働組合をつくる」

が 29.5％で続いている。 

 

 

  

（複数回答）

区分

 思っていることを世間に発表する (n=265)

 税金を納める (n=156)

 目上の人に従う (n=12)

 道路の右側を歩く (n=43)

 人間らしい暮らしをする (n=511)

 労働組合をつくる (n=170)

 憲法に何が定められているかわからない (n=19)

 不明・無回答 (n=6)

全体 (n=577)

45.9

27.0

2.1

7.5

88.6

29.5

3.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【表４－１ 性別・年齢別 日本国憲法における国民の権利】 

 

 

 

性別については、有意差はみられなかった。 

年齢別については、「思っていることを世間に発表する」「目上の人に従う」「道路の右側を歩

く」「労働組合をつくる」で有意差が確認できた。「思っていることを世間に発表する」は、59 歳

以下では 50％を超えているが、60歳以上では３割台と低めである。「労働組合をつくる」は、29

歳以下では４割台で、年代が高くなるほど低くなっている。 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

思
っ

て
い
る
こ
と
を
世
間
に

発
表
す
る

税
金
を
納
め
る

目
上
の
人
に
従
う

道
路
の
右
側
を
歩
く

人
間
ら
し
い
暮
ら
し
を
す
る

労
働
組
合
を
つ
く
る

憲
法
に
何
が
定
め
ら
れ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

577 265 156 12 43 511 170 19 6

100.0 45.9 27.0 2.1 7.5 88.6 29.5 3.3 1.0

234 116 60 6 18 207 77 8 2

100.0 49.6 25.6 2.6 7.7 88.5 32.9 3.4 0.9

336 147 94 5 24 298 92 10 4

100.0 43.8 28.0 1.5 7.1 88.7 27.4 3.0 1.2

65 42 16 11 9 49 28 4 3

100.0 64.6 24.6 16.9 13.8 75.4 43.1 6.2 4.6

74 43 20 4 7 62 35 3 1

100.0 58.1 27.0 5.4 9.5 83.8 47.3 4.1 1.4

71 41 20 0 3 62 27 3 1

100.0 57.7 28.2 0.0 4.2 87.3 38.0 4.2 1.4

78 44 19 5 3 69 26 1 0

100.0 56.4 24.4 6.4 3.8 88.5 33.3 1.3 0.0

115 59 24 2 7 101 38 4 2

100.0 51.3 20.9 1.7 6.1 87.8 33.0 3.5 1.7

101 36 26 0 4 96 30 3 0

100.0 35.6 25.7 0.0 4.0 95.0 29.7 3.0 0.0

150 47 56 2 21 133 26 5 1

100.0 31.3 37.3 1.3 14.0 88.7 17.3 3.3 0.7

性別

年齢 ** ** ** **
統計的検定

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳



22 

 

【表４－２ 正答率 日本国憲法における国民の権利】 

 

 

日本国憲法における国民の権利について、「思っていることを世間に発表する」「人間らしい暮

らしをする」「労働組合をつくる」の３つだけを選んだ回答者を「完全正解者」、３つのうちの一

部を選んだ回答者や３つの全部または一部を選択したうえで、それ以外の項目も選んだ回答者を

「部分正解者」、３つ以外の項目だけを選んだ回答者を「不正解者」として分類した。 

「完全正解者」「部分正解者」「不正解者」の割合をみると、「完全正解者」が 18.7％、「部分正

解者」が 72.6％、「不正解者」が 7.6％である。 

性別については、有意差はみられなかった。 

年齢別にみると、「完全正解者」の割合は、20～29 歳で 29.7％と最も高く、30～39 歳が 28.2％

と僅差で続いている。70 歳以上では「完全正解者」の割合は 8.7％と低い。 

 

【表４－３ 過去の調査結果との比較 日本国憲法における国民の権利】 

 

 

（上段：人、下段：％）

合
計

完
全
正
解
者

部
分
正
解
者

不
正
解
者

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

577 108 419 44 6

100.0 18.7 72.6 7.6 1.0

234 46 169 17 2

100.0 19.7 72.2 7.3 0.9

336 62 244 26 4

100.0 18.5 72.6 7.7 1.2

65 13 43 6 3

100.0 20.0 66.2 9.2 4.6

74 22 44 7 1

100.0 29.7 59.5 9.5 1.4

71 20 45 5 1

100.0 28.2 63.4 7.0 1.4

78 14 57 7 0

100.0 17.9 73.1 9.0 0.0

115 27 78 8 2

100.0 23.5 67.8 7.0 1.7

101 18 78 5 0

100.0 17.8 77.2 5.0 0.0

150 13 122 14 1

100.0 8.7 81.3 9.3 0.7

*
年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

（上段：人、下段：％）

合
計

思
っ

て
い
る
こ
と
を
世
間
に

発
表
す
る

税
金
を
納
め
る

目
上
の
人
に
従
う

道
路
の
右
側
を
歩
く

人
間
ら
し
い
暮
ら
し
を
す
る

労
働
組
合
を
つ
く
る

憲
法
に
何
が
定
め
ら
れ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

2025年 577 265 156 12 43 511 170 19 6

100.0 45.9 27.0 2.1 7.5 88.6 29.5 3.3 1.0

2019年 1060 439 253 19 44 958 233 74 24

100.0 41.4 23.9 1.8 4.2 90.4 22.0 7.0 2.3

2013年 1551 600 387 33 77 1366 369 125 34

100.0 38.7 25.0 2.1 5.0 88.1 23.8 8.1 2.2

** * ** **統計的検定
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過去の調査結果と比較すると、「道路の右側を歩く」「人間らしい暮らしをする」「労働組合をつ

くる」「憲法に何が定められているかわからない」で有意差が確認できた。「労働組合をつくる」

については、2019 年の 22.0％から 2025 年の 29.5％と、7.5ポイント上昇している。  
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（２）家族や性別役割に関する考え方 

問５ 家族や性別役割などに関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～シのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図５－１ 家族や性別役割に関する考え方】 

 

 

  

N=577

(ア) 結婚しても、必ずしも子どもをも
つ必要はない

68.3 10.1

(イ) 女の子は女の子らしく、男の子は
男の子らしく育てるべきだ

23.9 51.0

(ウ) 子どもが3歳くらいまでは、母親
は育児に専念すべきだ

25.8 46.8

(エ) 夫が外で働き、妻は家庭を守るべ
きだ

9.2 65.5

(オ) 妻が働いていなくても、夫は家
事・育児をするべきだ

66.0 12.8

(カ) 夫の親を妻が介護するのは当然だ 7.5 64.6

(キ) 夫が遠隔地に転勤する場合、妻は
働いていても仕事を辞めて、夫に
同行すべきだ

5.0 69.3

(ク) 妻が働きに出る場合は、フルタイ
ムの仕事を避け、パート・アルバ
イトなどにとどめるべきだ

6.8 71.8

(ケ) 結婚したら、妻は夫の姓を名乗る
ほうがよい

22.0 43.2

(コ) 男性どうし、女性どうしの結婚も
認めるべきだ

38.3 26.2

(サ) 自分の身内が未婚のまま子どもを
産むことは好ましくない

35.9 36.6

(シ) 男性は家族を養って一人前だ 27.0 45.1

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

45.1

5.2

8.5

2.1

29.3

1.6

1.6

2.1

9.4

22.2

13.3

9.5

23.2

18.7

17.3

7.1

36.7

5.9

3.5

4.7

12.7

16.1

22.5

17.5

20.5

24.1

26.3

24.1

19.8

26.0

24.4

19.9

33.6

34.1

26.3

26.5

5.4

18.9

15.8

17.2

5.9

19.4

20.3

14.7

9.9

8.5

14.7

12.7

4.7

32.1

31.0

48.4

6.9

45.2

49.0

57.0

33.3

17.7

21.8

32.4

1.2

1.0

1.0

1.2

1.4

1.9

1.2

1.6

1.2

1.4

1.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答



25 

 

家族や性別役割に関する各項目について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたところ、「そう思

う」の割合が最も高いのは、「ア．結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない」（45.1%）で、

次いで「オ．妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」（29.3%）となっている。「そ

う思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』の割合が最も高いのは、「ア．

結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない」（68.3%）で、次いで「オ．妻が働いていなくて

も、夫は家事・育児をするべきだ」（66.0%）となっており、「そう思う」の順位と同じだが、『そ

う思う』の方が差が小さく僅差になっている。『そう思う』の割合は、「コ．男性どうし、女性ど

うしの結婚も認めるべきだ」「サ．自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない」が

３割台で続いている。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「ク．妻が働きに出る場合は、フルタイムの仕

事を避け、パート・アルバイトなどにとどめるべきだ」（57.0％）で、次いで「キ．夫が遠隔地に

転勤する場合、妻は働いていても仕事を辞めて、夫に同行すべきだ」（49.0％）となっている。

「そう思わない」と「どちらかといえばそうは思わない」を合わせた『そう思わない』の割合が

最も高いのは、「ク．妻が働きに出る場合は、フルタイムの仕事を避け、パート・アルバイトなど

にとどめるべきだ」（71.8％）で、次いで「キ．夫が遠隔地に転勤する場合、妻は働いていても仕

事を辞めて、夫に同行すべきだ」（69.3％）となっており、「そう思わない」の順位と同じだが、

『そう思わない』の方が差が小さく僅差になっている。「エ．夫が外で働き、妻は家庭を守るべき

だ」「カ．夫の親を妻が介護するのは当然だ」も『そう思わない』は６割台と高めである。 
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【表５－１ 性別・年齢別 家族や性別役割に関する考え方①】 

 

 

 

 

  

（ア）結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない （イ）女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 260 134 118 31 27 7 394 58 30 108 139 109 185 6 138 294

100.0 45.1 23.2 20.5 5.4 4.7 1.2 68.3 10.1 5.2 18.7 24.1 18.9 32.1 1.0 23.9 51.0

234 95 45 59 16 15 4 140 31 24 66 58 29 54 3 90 83

100.0 40.6 19.2 25.2 6.8 6.4 1.7 59.8 13.2 10.3 28.2 24.8 12.4 23.1 1.3 38.5 35.5

336 160 88 59 15 11 3 248 26 6 40 79 80 128 3 46 208

100.0 47.6 26.2 17.6 4.5 3.3 0.9 73.8 7.7 1.8 11.9 23.5 23.8 38.1 0.9 13.7 61.9

65 45 13 2 2 3 0 58 5 4 8 11 15 27 0 12 42

100.0 69.2 20.0 3.1 3.1 4.6 0.0 89.2 7.7 6.2 12.3 16.9 23.1 41.5 0.0 18.5 64.6

74 55 13 5 1 0 0 68 1 1 8 13 18 34 0 9 52

100.0 74.3 17.6 6.8 1.4 0.0 0.0 91.9 1.4 1.4 10.8 17.6 24.3 45.9 0.0 12.2 70.3

71 46 14 6 2 3 0 60 5 3 11 14 15 28 0 14 43

100.0 64.8 19.7 8.5 2.8 4.2 0.0 84.5 7.0 4.2 15.5 19.7 21.1 39.4 0.0 19.7 60.6

78 46 19 8 0 5 0 65 5 2 10 19 14 33 0 12 47

100.0 59.0 24.4 10.3 0.0 6.4 0.0 83.3 6.4 2.6 12.8 24.4 17.9 42.3 0.0 15.4 60.3

115 47 35 23 7 2 1 82 9 5 16 35 26 32 1 21 58

100.0 40.9 30.4 20.0 6.1 1.7 0.9 71.3 7.8 4.3 13.9 30.4 22.6 27.8 0.9 18.3 50.4

101 43 21 26 10 1 0 64 11 5 22 23 17 34 0 27 51

100.0 42.6 20.8 25.7 9.9 1.0 0.0 63.4 10.9 5.0 21.8 22.8 16.8 33.7 0.0 26.7 50.5

150 33 32 52 11 16 6 65 27 13 42 35 25 30 5 55 55

100.0 22.0 21.3 34.7 7.3 10.7 4.0 43.3 18.0 8.7 28.0 23.3 16.7 20.0 3.3 36.7 36.7

（ウ）子どもが3歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ （エ）夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 49 100 152 91 179 6 149 270 12 41 139 99 279 7 53 378

100.0 8.5 17.3 26.3 15.8 31.0 1.0 25.8 46.8 2.1 7.1 24.1 17.2 48.4 1.2 9.2 65.5

234 32 43 70 25 61 3 75 86 6 23 71 32 98 4 29 130

100.0 13.7 18.4 29.9 10.7 26.1 1.3 32.1 36.8 2.6 9.8 30.3 13.7 41.9 1.7 12.4 55.6

336 16 55 82 63 117 3 71 180 6 18 65 67 177 3 24 244

100.0 4.8 16.4 24.4 18.8 34.8 0.9 21.1 53.6 1.8 5.4 19.3 19.9 52.7 0.9 7.1 72.6

65 14 14 12 10 15 0 28 25 2 5 11 13 34 0 7 47

100.0 21.5 21.5 18.5 15.4 23.1 0.0 43.1 38.5 3.1 7.7 16.9 20.0 52.3 0.0 10.8 72.3

74 2 15 16 16 25 0 17 41 2 2 10 15 45 0 4 60

100.0 2.7 20.3 21.6 21.6 33.8 0.0 23.0 55.4 2.7 2.7 13.5 20.3 60.8 0.0 5.4 81.1

71 7 9 17 9 29 0 16 38 2 9 11 14 35 0 11 49

100.0 9.9 12.7 23.9 12.7 40.8 0.0 22.5 53.5 2.8 12.7 15.5 19.7 49.3 0.0 15.5 69.0

78 3 11 17 12 35 0 14 47 0 2 21 9 46 0 2 55

100.0 3.8 14.1 21.8 15.4 44.9 0.0 17.9 60.3 0.0 2.6 26.9 11.5 59.0 0.0 2.6 70.5

115 4 17 32 23 37 2 21 60 1 4 28 22 59 1 5 81

100.0 3.5 14.8 27.8 20.0 32.2 1.7 18.3 52.2 0.9 3.5 24.3 19.1 51.3 0.9 4.3 70.4

101 11 16 29 15 30 0 27 45 3 5 18 22 53 0 8 75

100.0 10.9 15.8 28.7 14.9 29.7 0.0 26.7 44.6 3.0 5.0 17.8 21.8 52.5 0.0 7.9 74.3

150 20 32 48 18 28 4 52 46 5 19 48 22 50 6 24 72

100.0 13.3 21.3 32.0 12.0 18.7 2.7 34.7 30.7 3.3 12.7 32.0 14.7 33.3 4.0 16.0 48.0

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

* **

女性

全体
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【表５－１ 性別・年齢別 家族や性別役割に関する考え方②】 

 

 

 

  

（オ）妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ （カ）夫の親を妻が介護するのは当然だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 169 212 114 34 40 8 381 74 9 34 150 112 261 11 43 373

100.0 29.3 36.7 19.8 5.9 6.9 1.4 66.0 12.8 1.6 5.9 26.0 19.4 45.2 1.9 7.5 64.6

234 64 84 47 17 18 4 148 35 5 20 75 36 93 5 25 129

100.0 27.4 35.9 20.1 7.3 7.7 1.7 63.2 15.0 2.1 8.5 32.1 15.4 39.7 2.1 10.7 55.1

336 101 126 67 17 21 4 227 38 4 13 74 74 165 6 17 239

100.0 30.1 37.5 19.9 5.1 6.3 1.2 67.6 11.3 1.2 3.9 22.0 22.0 49.1 1.8 5.1 71.1

65 19 20 12 6 8 0 39 14 0 3 11 13 38 0 3 51

100.0 29.2 30.8 18.5 9.2 12.3 0.0 60.0 21.5 0.0 4.6 16.9 20.0 58.5 0.0 4.6 78.5

74 26 29 7 6 6 0 55 12 0 1 6 11 56 0 1 67

100.0 35.1 39.2 9.5 8.1 8.1 0.0 74.3 16.2 0.0 1.4 8.1 14.9 75.7 0.0 1.4 90.5

71 26 24 12 6 3 0 50 9 0 4 15 10 42 0 4 52

100.0 36.6 33.8 16.9 8.5 4.2 0.0 70.4 12.7 0.0 5.6 21.1 14.1 59.2 0.0 5.6 73.2

78 23 27 15 3 10 0 50 13 1 2 12 14 49 0 3 63

100.0 29.5 34.6 19.2 3.8 12.8 0.0 64.1 16.7 1.3 2.6 15.4 17.9 62.8 0.0 3.8 80.8

115 39 38 23 7 7 1 77 14 0 3 29 24 56 3 3 80

100.0 33.9 33.0 20.0 6.1 6.1 0.9 67.0 12.2 0.0 2.6 25.2 20.9 48.7 2.6 2.6 69.6

101 32 41 19 4 5 0 73 9 1 8 26 22 44 0 9 66

100.0 31.7 40.6 18.8 4.0 5.0 0.0 72.3 8.9 1.0 7.9 25.7 21.8 43.6 0.0 8.9 65.3

150 27 54 37 12 13 7 81 25 7 14 59 32 30 8 21 62

100.0 18.0 36.0 24.7 8.0 8.7 4.7 54.0 16.7 4.7 9.3 39.3 21.3 20.0 5.3 14.0 41.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 9 20 141 117 283 7 29 400 12 27 115 85 329 9 39 414

100.0 1.6 3.5 24.4 20.3 49.0 1.2 5.0 69.3 2.1 4.7 19.9 14.7 57.0 1.6 6.8 71.8

234 5 11 61 36 117 4 16 153 7 13 60 30 121 3 20 151

100.0 2.1 4.7 26.1 15.4 50.0 1.7 6.8 65.4 3.0 5.6 25.6 12.8 51.7 1.3 8.5 64.5

336 4 9 79 78 163 3 13 241 4 14 55 53 204 6 18 257

100.0 1.2 2.7 23.5 23.2 48.5 0.9 3.9 71.7 1.2 4.2 16.4 15.8 60.7 1.8 5.4 76.5

65 1 1 11 13 39 0 2 52 2 5 10 15 33 0 7 48

100.0 1.5 1.5 16.9 20.0 60.0 0.0 3.1 80.0 3.1 7.7 15.4 23.1 50.8 0.0 10.8 73.8

74 0 2 9 18 45 0 2 63 0 1 5 11 57 0 1 68

100.0 0.0 2.7 12.2 24.3 60.8 0.0 2.7 85.1 0.0 1.4 6.8 14.9 77.0 0.0 1.4 91.9

71 1 5 15 12 38 0 6 50 1 2 14 12 42 0 3 54

100.0 1.4 7.0 21.1 16.9 53.5 0.0 8.5 70.4 1.4 2.8 19.7 16.9 59.2 0.0 4.2 76.1

78 0 3 19 13 43 0 3 56 0 2 15 8 53 0 2 61

100.0 0.0 3.8 24.4 16.7 55.1 0.0 3.8 71.8 0.0 2.6 19.2 10.3 67.9 0.0 2.6 78.2

115 2 1 20 30 61 1 3 91 0 6 17 20 71 1 6 91

100.0 1.7 0.9 17.4 26.1 53.0 0.9 2.6 79.1 0.0 5.2 14.8 17.4 61.7 0.9 5.2 79.1

101 1 6 21 16 56 1 7 72 2 2 18 9 70 0 4 79

100.0 1.0 5.9 20.8 15.8 55.4 1.0 6.9 71.3 2.0 2.0 17.8 8.9 69.3 0.0 4.0 78.2

150 4 4 54 33 50 5 8 83 7 14 44 24 53 8 21 77

100.0 2.7 2.7 36.0 22.0 33.3 3.3 5.3 55.3 4.7 9.3 29.3 16.0 35.3 5.3 14.0 51.3

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（キ）夫が遠隔地に転勤する場合、妻は働いていても仕事を辞めて、
　　　夫に同行すべきだ

（ク）妻が働きに出る場合は、フルタイムの仕事を避け、
　　　パート・アルバイトなどにとどめるべきだ

全体

性
別

男性

*

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

**

女性
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【表５－１ 性別・年齢別 家族や性別役割に関する考え方③】 

 

 

 

  

（ケ）結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい （コ）男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 54 73 194 57 192 7 127 249 128 93 197 49 102 8 221 151

100.0 9.4 12.7 33.6 9.9 33.3 1.2 22.0 43.2 22.2 16.1 34.1 8.5 17.7 1.4 38.3 26.2

234 37 36 78 18 62 3 73 80 33 22 81 25 70 3 55 95

100.0 15.8 15.4 33.3 7.7 26.5 1.3 31.2 34.2 14.1 9.4 34.6 10.7 29.9 1.3 23.5 40.6

336 16 36 114 39 127 4 52 166 92 71 113 23 32 5 163 55

100.0 4.8 10.7 33.9 11.6 37.8 1.2 15.5 49.4 27.4 21.1 33.6 6.8 9.5 1.5 48.5 16.4

65 5 10 23 8 19 0 15 27 25 15 17 4 4 0 40 8

100.0 7.7 15.4 35.4 12.3 29.2 0.0 23.1 41.5 38.5 23.1 26.2 6.2 6.2 0.0 61.5 12.3

74 1 6 19 10 38 0 7 48 29 15 18 7 5 0 44 12

100.0 1.4 8.1 25.7 13.5 51.4 0.0 9.5 64.9 39.2 20.3 24.3 9.5 6.8 0.0 59.5 16.2

71 10 8 17 8 28 0 18 36 22 14 17 7 11 0 36 18

100.0 14.1 11.3 23.9 11.3 39.4 0.0 25.4 50.7 31.0 19.7 23.9 9.9 15.5 0.0 50.7 25.4

78 5 6 28 5 34 0 11 39 19 19 24 5 10 1 38 15

100.0 6.4 7.7 35.9 6.4 43.6 0.0 14.1 50.0 24.4 24.4 30.8 6.4 12.8 1.3 48.7 19.2

115 3 11 39 16 45 1 14 61 26 19 41 9 19 1 45 28

100.0 2.6 9.6 33.9 13.9 39.1 0.9 12.2 53.0 22.6 16.5 35.7 7.8 16.5 0.9 39.1 24.3

101 8 8 43 7 35 0 16 42 23 18 34 12 14 0 41 26

100.0 7.9 7.9 42.6 6.9 34.7 0.0 15.8 41.6 22.8 17.8 33.7 11.9 13.9 0.0 40.6 25.7

150 26 32 48 15 23 6 58 38 11 13 65 11 44 6 24 55

100.0 17.3 21.3 32.0 10.0 15.3 4.0 38.7 25.3 7.3 8.7 43.3 7.3 29.3 4.0 16.0 36.7

（サ）自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない （シ）男性は家族を養って一人前だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 77 130 152 85 126 7 207 211 55 101 153 73 187 8 156 260

100.0 13.3 22.5 26.3 14.7 21.8 1.2 35.9 36.6 9.5 17.5 26.5 12.7 32.4 1.4 27.0 45.1

234 47 53 52 35 44 3 100 79 39 58 64 20 49 4 97 69

100.0 20.1 22.6 22.2 15.0 18.8 1.3 42.7 33.8 16.7 24.8 27.4 8.5 20.9 1.7 41.5 29.5

336 30 77 96 49 80 4 107 129 14 43 87 53 135 4 57 188

100.0 8.9 22.9 28.6 14.6 23.8 1.2 31.8 38.4 4.2 12.8 25.9 15.8 40.2 1.2 17.0 56.0

65 8 17 19 7 14 0 25 21 9 12 18 5 21 0 21 26

100.0 12.3 26.2 29.2 10.8 21.5 0.0 38.5 32.3 13.8 18.5 27.7 7.7 32.3 0.0 32.3 40.0

74 11 17 15 11 20 0 28 31 3 12 13 17 29 0 15 46

100.0 14.9 23.0 20.3 14.9 27.0 0.0 37.8 41.9 4.1 16.2 17.6 23.0 39.2 0.0 20.3 62.2

71 10 19 7 11 24 0 29 35 10 8 16 8 29 0 18 37

100.0 14.1 26.8 9.9 15.5 33.8 0.0 40.8 49.3 14.1 11.3 22.5 11.3 40.8 0.0 25.4 52.1

78 10 12 22 16 18 0 22 34 5 11 20 8 34 0 16 42

100.0 12.8 15.4 28.2 20.5 23.1 0.0 28.2 43.6 6.4 14.1 25.6 10.3 43.6 0.0 20.5 53.8

115 10 30 25 17 32 1 40 49 8 19 33 15 39 1 27 54

100.0 8.7 26.1 21.7 14.8 27.8 0.9 34.8 42.6 7.0 16.5 28.7 13.0 33.9 0.9 23.5 47.0

101 16 20 30 11 24 0 36 35 7 16 25 16 36 1 23 52

100.0 15.8 19.8 29.7 10.9 23.8 0.0 35.6 34.7 6.9 15.8 24.8 15.8 35.6 1.0 22.8 51.5

150 24 33 55 20 12 6 57 32 17 33 50 17 27 6 50 44

100.0 16.0 22.0 36.7 13.3 8.0 4.0 38.0 21.3 11.3 22.0 33.3 11.3 18.0 4.0 33.3 29.3

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性
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性別については、「オ．妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」「キ．夫が遠隔

地に転勤する場合、妻は働いていても仕事を辞めて、夫に同行すべきだ」以外で有意差が確認で

きた。「ウ．子どもが３歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ」「ケ．結婚したら、妻は夫

の姓を名乗るほうがよい」「サ．自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない」は男

性が女性より 10 ポイント以上、「イ．女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべき

だ」「シ．男性は家族を養って一人前だ」は男性が女性より 20 ポイント以上、『そう思う』が高

い。一方、「ア．結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない」は女性が男性より 10 ポイント

以上、「コ．男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ」は女性が男性より 20 ポイント以

上、『そう思う』が高い。 

年齢別では、「オ．妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」以外で有意差が確認

できた。「ア．結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない」では『そう思う』の割合は、20～

29 歳で 91.9％、16～19歳で 89.2％、30 歳以上では高齢になるほど『そう思う』は低くなってい

る。「イ．女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ」「エ．夫が外で働き、妻

は家庭を守るべきだ」「カ．夫の親を妻が介護するのは当然だ」「キ．夫が遠隔地に転勤する場

合、妻は働いていても仕事を辞めて、夫に同行すべきだ」「ク．妻が働きに出る場合は、フルタイ

ムの仕事を避け、パート・アルバイトなどにとどめるべきだ」「ケ．結婚したら、妻は夫の姓を名

乗るほうがよい」「コ．男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ」「サ．自分の身内が未婚

のまま子どもを産むことは好ましくない」「シ．男性は家族を養って一人前だ」では、『そう思わ

ない』が 70歳以上で特に低くなっている。 
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【表５－２ 過去の調査結果との比較 家族や性別役割に関する考え方①】 

 

 

 

 

  

（ア）結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない （イ）女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 260 134 118 31 27 7 394 58 30 108 139 109 185 6 138 294

100.0 45.1 23.2 20.5 5.4 4.7 1.2 68.3 10.1 5.2 18.7 24.1 18.9 32.1 1.0 23.9 51.0

2019年 1060 569 197 176 76 31 11 766 107 101 192 286 167 302 12 293 469

100.0 53.7 18.6 16.6 7.2 2.9 1.0 72.3 10.1 9.5 18.1 27.0 15.8 28.5 1.1 27.6 44.2

2013年 1551 559 330 320 184 117 41 889 301 225 422 427 231 204 42 647 435

100.0 36.0 21.3 20.6 11.9 7.5 2.6 57.3 19.4 14.5 27.2 27.5 14.9 13.2 2.7 41.7 28.0

（ウ）子どもが3歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ （エ）夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 49 100 152 91 179 6 149 270 12 41 139 99 279 7 53 378

100.0 8.5 17.3 26.3 15.8 31.0 1.0 25.8 46.8 2.1 7.1 24.1 17.2 48.4 1.2 9.2 65.5

2019年 1060 191 264 277 129 189 10 455 318 45 96 326 190 387 16 141 577

100.0 18.0 24.9 26.1 12.2 17.8 0.9 42.9 30.0 4.2 9.1 30.8 17.9 36.5 1.5 13.3 54.4

2013年 1551 416 467 365 115 145 43 883 260 102 254 558 261 336 40 356 597

100.0 26.8 30.1 23.5 7.4 9.3 2.8 56.9 16.8 6.6 16.4 36.0 16.8 21.7 2.6 23.0 38.5

※過去調査では「子どもが３歳くらいまでは母親の手で育てるべきだ」で聴取

（オ）妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ （カ）夫の親を妻が介護するのは当然だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 169 212 114 34 40 8 381 74 9 34 150 112 261 11 43 373

100.0 29.3 36.7 19.8 5.9 6.9 1.4 66.0 12.8 1.6 5.9 26.0 19.4 45.2 1.9 7.5 64.6

2019年 1060 245 395 263 95 48 14 640 143 52 110 333 207 344 14 162 551

100.0 23.1 37.3 24.8 9.0 4.5 1.3 60.4 13.5 4.9 10.4 31.4 19.5 32.5 1.3 15.3 52.0

2013年 1551 226 553 493 147 86 46 779 233 95 274 618 230 292 42 369 522

100.0 14.6 35.7 31.8 9.5 5.5 3.0 50.2 15.0 6.1 17.7 39.8 14.8 18.8 2.7 23.8 33.7

（ケ）結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい （コ）男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 54 73 194 57 192 7 127 249 128 93 197 49 102 8 221 151

100.0 9.4 12.7 33.6 9.9 33.3 1.2 22.0 43.2 22.2 16.1 34.1 8.5 17.7 1.4 38.3 26.2

2019年 1060 112 192 446 91 207 12 304 298 238 220 330 91 163 18 458 254

100.0 10.6 18.1 42.1 8.6 19.5 1.1 28.7 28.1 22.5 20.8 31.1 8.6 15.4 1.7 43.2 24.0

2013年 1551 264 383 582 99 180 43 647 279 163 203 533 202 400 50 366 602

100.0 17.0 24.7 37.5 6.4 11.6 2.8 41.7 18.0 10.5 13.1 34.4 13.0 25.8 3.2 23.6 38.8

** **

**

** **

** **
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【表５－２ 過去の調査結果との比較 家族や性別役割に関する考え方②】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、「コ．男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ」以外で有

意差が確認できた。「ウ．子どもが３歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ」「サ．自分の

身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない」は、2019 年から 2025 年にかけて『そう思

う』が 15 ポイント以上低下している。一方、「ケ．結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよ

い」は 2019年から 2025年にかけて 15 ポイント以上、「エ．夫が外で働き、妻は家庭を守るべき

だ」「カ．夫の親を妻が介護するのは当然だ」は 2019 年から 2025 年にかけて 10 ポイント以上、

『そう思わない』が上昇している。 

 
 
 

  

（サ）自分の身内が未婚のまま子どもを産むことは好ましくない

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 77 130 152 85 126 7 207 211

100.0 13.3 22.5 26.3 14.7 21.8 1.2 35.9 36.6

2019年 1060 260 308 224 110 146 12 568 256

100.0 24.5 29.1 21.1 10.4 13.8 1.1 53.6 24.2

2013年 1551 404 484 339 128 157 39 888 285

100.0 26.0 31.2 21.9 8.3 10.1 2.5 57.3 18.4

**
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（３）子どもの人権に関する考え方 

問６ 子どもの人権に関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図６－１ 子どもの人権に関する考え方】 

 

 

  

N=577

(ア) いじめはいじめを受ける子どもに
も問題がある

15.6 51.1

(イ)
教師が子どもを指導するために、
ときには体罰を加えることも必要
だ

21.1 57.9

(ウ) 保護者が子どものしつけのために
体罰を加えるのは、仕方がない

23.1 53.2

(エ) 家族の世話のために、子どもが学
校の部活動に参加しづらくなるこ
とは問題だ

77.8 6.9

(オ) 学校の規則等を定める際に、子ど
もの意見表明の場がないことはよ
くない

75.9 6.9

(カ) 不登校は本人が努力すれば克服で
きるはずだ

10.9 64.1

(キ) 家庭の経済力によって、子どもが
希望しても大学に進学できないの
は、やむを得ない

14.9 66.4

(ク) 子どもは成長途上なので、人権が
制限されても仕方がない

12.0 67.2

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

3.5

5.4

5.2

51.3

38.6

3.8

3.1

2.6

12.1

15.8

17.9

26.5

37.3

7.1

11.8

9.4

31.9

19.9

22.5

13.7

15.9

23.4

17.5

19.6

18.5

19.1

20.3

2.9

3.3

24.1

22.4

16.6

32.6

38.8

32.9

4.0

3.6

40.0

44.0

50.6

1.4

1.0

1.2

1.6

1.2

1.6

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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子どもの人権に関する各項目について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたところ、「そう思

う」の割合が最も高いのは、「エ．家族の世話のために、子どもが学校の部活動に参加しづらくな

ることは問題だ」（51.3%）で、次いで「オ．学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場

がないことはよくない」（38.6%）となっている。「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を

合わせた『そう思う』の割合が最も高いのは、「エ．家族の世話のために、子どもが学校の部活動

に参加しづらくなることは問題だ」（77.8%）で、次いで「オ．学校の規則等を定める際に、子ど

もの意見表明の場がないことはよくない」（75.9%）となっており、「そう思う」の順位と同じだ

が、『そう思う』の方が差が小さく僅差になっている。その他の項目では、『そう思う』は 25％未

満。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「ク．子どもは成長途上なので、人権が制限さ

れても仕方がない」（50.6％）で、次いで「キ．家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学

に進学できないのは、やむを得ない」（44.0％）となっている。「そう思わない」と「どちらかと

いえばそう思わない」を合わせた『そう思わない』の割合が最も高いのは、「ク．子どもは成長途

上なので、人権が制限されても仕方がない」（67.2％）で、次いで「キ．家庭の経済力によって、

子どもが希望しても大学に進学できないのは、やむを得ない」（66.4％）となっている。「カ．不

登校は本人が努力すれば克服できるはずだ」も『そう思わない』が 61.4％と高めである。 
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【表６－１ 性別・年齢別 子どもの人権に関する考え方①】 

 

 

 

  

（ア）いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある （イ）教師が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 20 70 184 107 188 8 90 295 31 91 115 110 224 6 122 334

100.0 3.5 12.1 31.9 18.5 32.6 1.4 15.6 51.1 5.4 15.8 19.9 19.1 38.8 1.0 21.1 57.9

234 15 34 76 36 69 4 49 105 21 66 51 30 63 3 87 93

100.0 6.4 14.5 32.5 15.4 29.5 1.7 20.9 44.9 9.0 28.2 21.8 12.8 26.9 1.3 37.2 39.7

336 5 35 106 71 115 4 40 186 10 25 64 79 155 3 35 234

100.0 1.5 10.4 31.5 21.1 34.2 1.2 11.9 55.4 3.0 7.4 19.0 23.5 46.1 0.9 10.4 69.6

65 14 15 12 11 13 0 29 24 2 6 9 13 34 1 8 47

100.0 21.5 23.1 18.5 16.9 20.0 0.0 44.6 36.9 3.1 9.2 13.8 20.0 52.3 1.5 12.3 72.3

74 2 12 16 17 27 0 14 44 2 12 15 14 31 0 14 45

100.0 2.7 16.2 21.6 23.0 36.5 0.0 18.9 59.5 2.7 16.2 20.3 18.9 41.9 0.0 18.9 60.8

71 3 10 19 10 29 0 13 39 5 8 9 15 34 0 13 49

100.0 4.2 14.1 26.8 14.1 40.8 0.0 18.3 54.9 7.0 11.3 12.7 21.1 47.9 0.0 18.3 69.0

78 0 10 24 15 29 0 10 44 0 15 10 18 35 0 15 53

100.0 0.0 12.8 30.8 19.2 37.2 0.0 12.8 56.4 0.0 19.2 12.8 23.1 44.9 0.0 19.2 67.9

115 5 14 36 18 41 1 19 59 8 24 28 21 33 1 32 54

100.0 4.3 12.2 31.3 15.7 35.7 0.9 16.5 51.3 7.0 20.9 24.3 18.3 28.7 0.9 27.8 47.0

101 1 9 37 19 35 0 10 54 7 13 22 16 43 0 20 59

100.0 1.0 8.9 36.6 18.8 34.7 0.0 9.9 53.5 6.9 12.9 21.8 15.8 42.6 0.0 19.8 58.4

150 5 16 53 30 40 6 21 70 8 24 36 25 52 5 32 77

100.0 3.3 10.7 35.3 20.0 26.7 4.0 14.0 46.7 5.3 16.0 24.0 16.7 34.7 3.3 21.3 51.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 30 103 130 117 190 7 133 307 296 153 79 17 23 9 449 40

100.0 5.2 17.9 22.5 20.3 32.9 1.2 23.1 53.2 51.3 26.5 13.7 2.9 4.0 1.6 77.8 6.9

234 19 66 51 39 56 3 85 95 107 59 41 10 12 5 166 22

100.0 8.1 28.2 21.8 16.7 23.9 1.3 36.3 40.6 45.7 25.2 17.5 4.3 5.1 2.1 70.9 9.4

336 11 35 77 78 131 4 46 209 185 93 37 7 10 4 278 17

100.0 3.3 10.4 22.9 23.2 39.0 1.2 13.7 62.2 55.1 27.7 11.0 2.1 3.0 1.2 82.7 5.1

65 2 9 11 14 29 0 11 43 37 17 6 2 3 0 54 5

100.0 3.1 13.8 16.9 21.5 44.6 0.0 16.9 66.2 56.9 26.2 9.2 3.1 4.6 0.0 83.1 7.7

74 3 11 15 16 29 0 14 45 47 17 5 2 3 0 64 5

100.0 4.1 14.9 20.3 21.6 39.2 0.0 18.9 60.8 63.5 23.0 6.8 2.7 4.1 0.0 86.5 6.8

71 4 12 14 17 24 0 16 41 41 17 6 2 5 0 58 7

100.0 5.6 16.9 19.7 23.9 33.8 0.0 22.5 57.7 57.7 23.9 8.5 2.8 7.0 0.0 81.7 9.9

78 3 10 18 15 32 0 13 47 47 23 7 0 1 0 70 1

100.0 3.8 12.8 23.1 19.2 41.0 0.0 16.7 60.3 60.3 29.5 9.0 0.0 1.3 0.0 89.7 1.3

115 7 25 23 20 39 1 32 59 63 23 16 6 5 2 86 11

100.0 6.1 21.7 20.0 17.4 33.9 0.9 27.8 51.3 54.8 20.0 13.9 5.2 4.3 1.7 74.8 9.6

101 5 16 23 25 32 0 21 57 56 29 10 3 3 0 85 6

100.0 5.0 15.8 22.8 24.8 31.7 0.0 20.8 56.4 55.4 28.7 9.9 3.0 3.0 0.0 84.2 5.9

150 8 29 38 29 40 6 37 69 53 43 36 3 8 7 96 11

100.0 5.3 19.3 25.3 19.3 26.7 4.0 24.7 46.0 35.3 28.7 24.0 2.0 5.3 4.7 64.0 7.3

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ウ）保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのは、仕方がない

全体

性
別

男性

** *

女性

（エ）家族の世話のために、子どもが学校の部活動に参加しづらくなる
　　　ことは問題だ

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

** **

女性
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【表６－１ 性別・年齢別 子どもの人権に関する考え方②】 

 

 

 

性別については、全ての項目で有意差が確認できた。「エ．家族の世話のために、子どもが学校

の部活動に参加しづらくなることは問題だ」「オ．学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明

の場がないことはよくない」以外は男性の方が『そう思う』が高くなっており、特に「イ．教師

が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ」「ウ．保護者が子どものしつけ

のために体罰を加えるのは、仕方がない」といった体罰に関する項目では、20ポイント以上の差

がみられた。 

年齢別では、「ア．いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある」「エ．家族の世話のため

に、子どもが学校の部活動に参加しづらくなることは問題だ」「カ．不登校は本人が努力すれば克

服できるはずだ」で有意差が確認できた。「ア．いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある」

（カ）不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 223 215 92 19 21 7 438 40 22 41 135 139 231 9 63 370

100.0 38.6 37.3 15.9 3.3 3.6 1.2 75.9 6.9 3.8 7.1 23.4 24.1 40.0 1.6 10.9 64.1

234 85 79 41 10 16 3 164 26 14 22 61 49 84 4 36 133

100.0 36.3 33.8 17.5 4.3 6.8 1.3 70.1 11.1 6.0 9.4 26.1 20.9 35.9 1.7 15.4 56.8

336 134 134 50 9 5 4 268 14 7 17 74 87 146 5 24 233

100.0 39.9 39.9 14.9 2.7 1.5 1.2 79.8 4.2 2.1 5.1 22.0 25.9 43.5 1.5 7.1 69.3

65 34 22 6 1 2 0 56 3 6 7 15 18 19 0 13 37

100.0 52.3 33.8 9.2 1.5 3.1 0.0 86.2 4.6 9.2 10.8 23.1 27.7 29.2 0.0 20.0 56.9

74 32 30 9 3 0 0 62 3 0 2 15 28 27 2 2 55

100.0 43.2 40.5 12.2 4.1 0.0 0.0 83.8 4.1 0.0 2.7 20.3 37.8 36.5 2.7 2.7 74.3

71 30 20 12 4 5 0 50 9 5 3 17 14 32 0 8 46

100.0 42.3 28.2 16.9 5.6 7.0 0.0 70.4 12.7 7.0 4.2 23.9 19.7 45.1 0.0 11.3 64.8

78 31 29 11 2 5 0 60 7 0 3 13 22 40 0 3 62

100.0 39.7 37.2 14.1 2.6 6.4 0.0 76.9 9.0 0.0 3.8 16.7 28.2 51.3 0.0 3.8 79.5

115 45 46 17 4 2 1 91 6 2 6 30 35 41 1 8 76

100.0 39.1 40.0 14.8 3.5 1.7 0.9 79.1 5.2 1.7 5.2 26.1 30.4 35.7 0.9 7.0 66.1

101 44 39 9 3 5 1 83 8 4 5 21 18 53 0 9 71

100.0 43.6 38.6 8.9 3.0 5.0 1.0 82.2 7.9 4.0 5.0 20.8 17.8 52.5 0.0 8.9 70.3

150 47 53 37 5 3 5 100 8 9 18 44 29 44 6 27 73

100.0 31.3 35.3 24.7 3.3 2.0 3.3 66.7 5.3 6.0 12.0 29.3 19.3 29.3 4.0 18.0 48.7

（ク）子どもは成長途上なので、人権が制限されても仕方がない

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 18 68 101 129 254 7 86 383 15 54 113 96 292 7 69 388

100.0 3.1 11.8 17.5 22.4 44.0 1.2 14.9 66.4 2.6 9.4 19.6 16.6 50.6 1.2 12.0 67.2

234 12 37 33 48 101 3 49 149 9 32 47 31 112 3 41 143

100.0 5.1 15.8 14.1 20.5 43.2 1.3 20.9 63.7 3.8 13.7 20.1 13.2 47.9 1.3 17.5 61.1

336 5 29 68 80 150 4 34 230 5 21 66 64 176 4 26 240

100.0 1.5 8.6 20.2 23.8 44.6 1.2 10.1 68.5 1.5 6.3 19.6 19.0 52.4 1.2 7.7 71.4

65 2 9 6 17 31 0 11 48 2 5 11 12 35 0 7 47

100.0 3.1 13.8 9.2 26.2 47.7 0.0 16.9 73.8 3.1 7.7 16.9 18.5 53.8 0.0 10.8 72.3

74 1 8 14 10 41 0 9 51 3 5 16 13 37 0 8 50

100.0 1.4 10.8 18.9 13.5 55.4 0.0 12.2 68.9 4.1 6.8 21.6 17.6 50.0 0.0 10.8 67.6

71 3 14 14 16 24 0 17 40 1 7 12 13 38 0 8 51

100.0 4.2 19.7 19.7 22.5 33.8 0.0 23.9 56.3 1.4 9.9 16.9 18.3 53.5 0.0 11.3 71.8

78 2 10 9 17 40 0 12 57 1 5 14 9 49 0 6 58

100.0 2.6 12.8 11.5 21.8 51.3 0.0 15.4 73.1 1.3 6.4 17.9 11.5 62.8 0.0 7.7 74.4

115 3 9 19 29 54 1 12 83 3 10 23 23 55 1 13 78

100.0 2.6 7.8 16.5 25.2 47.0 0.9 10.4 72.2 2.6 8.7 20.0 20.0 47.8 0.9 11.3 67.8

101 2 9 22 17 51 0 11 68 3 10 17 13 58 0 13 71

100.0 2.0 8.9 21.8 16.8 50.5 0.0 10.9 67.3 3.0 9.9 16.8 12.9 57.4 0.0 12.9 70.3

150 7 17 26 35 59 6 24 94 5 17 35 25 62 6 22 87

100.0 4.7 11.3 17.3 23.3 39.3 4.0 16.0 62.7 3.3 11.3 23.3 16.7 41.3 4.0 14.7 58.0

（オ）学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことは
　　　よくない

（キ）家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できない
　　　のは、やむを得ない

年
齢

16～19歳

全体

年
齢

16～19歳

全体

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性
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は 16～19 歳で『そう思う』が特に高くなっており、「エ．家族の世話のために、子どもが学校の

部活動に参加しづらくなることは問題だ」は 70 歳以上で、『そう思う』が特に低くなっている。 

 

【表６－２ 過去の調査結果との比較 子どもの人権に関する考え方】 

 

 

過去の調査結果との比較については、「ア．いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある」以

外で有意差が確認できた。「オ．学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことは

よくない」では 2019 年から 2025 年にかけて『そう思う』が上昇しており、「イ．教師が子どもを

指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ」「ウ．保護者が子どものしつけのために体

罰を加えるのは、仕方がない」「カ．不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ」「キ．家庭の

経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できないのは、やむを得ない」では 2019年から

2025 年にかけて『そう思わない』が上昇している。 

 

  

（ア）いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある （イ）教師が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 20 70 184 107 188 8 90 295 31 91 115 110 224 6 122 334

100.0 3.5 12.1 31.9 18.5 32.6 1.4 15.6 51.1 5.4 15.8 19.9 19.1 38.8 1.0 21.1 57.9

2019年 1060 31 140 332 224 314 19 171 538 84 208 252 164 334 18 292 498

100.0 2.9 13.2 31.3 21.1 29.6 1.8 16.1 50.8 7.9 19.6 23.8 15.5 31.5 1.7 27.5 47.0

2013年 1551 95 224 506 294 400 32 319 694 134 308 374 263 440 32 442 703

100.0 6.1 14.4 32.6 19.0 25.8 2.1 20.6 44.7 8.6 19.9 24.1 17.0 28.4 2.1 28.5 45.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 30 103 130 117 190 7 133 307 223 215 92 19 21 7 438 40

100.0 5.2 17.9 22.5 20.3 32.9 1.2 23.1 53.2 38.6 37.3 15.9 3.3 3.6 1.2 75.9 6.9

2019年 1060 65 229 292 197 256 21 294 453 359 380 181 80 39 21 739 119

100.0 6.1 21.6 27.5 18.6 24.2 2.0 27.7 42.7 33.9 35.8 17.1 7.5 3.7 2.0 69.7 11.2

2013年 1551 122 359 477 297 252 44 481 549 472 541 293 127 74 44 1013 201

100.0 7.9 23.1 30.8 19.1 16.2 2.8 31.0 35.4 30.4 34.9 18.9 8.2 4.8 2.8 65.3 13.0

（カ）不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 22 41 135 139 231 9 63 370 18 68 101 129 254 7 86 383

100.0 3.8 7.1 23.4 24.1 40.0 1.6 10.9 64.1 3.1 11.8 17.5 22.4 44.0 1.2 14.9 66.4

2019年 1060 53 90 314 254 329 20 143 583 65 148 219 221 388 19 213 609

100.0 5.0 8.5 29.6 24.0 31.0 1.9 13.5 55.0 6.1 14.0 20.7 20.8 36.6 1.8 20.1 57.5

2013年 1551 133 202 543 255 386 32 335 641

100.0 8.6 13.0 35.0 16.4 24.9 2.1 21.6 41.3

（ウ）保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのは、仕方がない （オ）学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことは
　　　よくない

（キ）家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できない
　　　のは、やむを得ない

**

** **

** **
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（４）高齢者や障害者の人権に関する考え方 

問７ 高齢者や障害者に関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～キのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図７－１ 高齢者や障害者の人権に関する考え方】 

 

 

高齢者や障害者の人権に関する各項目について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたところ、

「そう思う」の割合が最も高いのは、「オ．障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が

反対することは人権侵害である」（31.0%）で、次いで「イ．高齢者が一人暮らしを理由にマンシ

ョンなどの入居を拒否されることは問題だ」（30.0%）となっている。「そう思う」と「どちらかと

いえばそう思う」を合わせた『そう思う』の割合が最も高いのは、「イ．高齢者が一人暮らしを理

由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ」（71.9%）で、次いで「カ．障害者が一人

暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ」（63.1%）となっている。「オ．

障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対することは人権侵害である」も、『そう

思う』は 60.7％と高い。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「ウ．悪徳商法や詐欺などによる被害が多いの

は、高齢者の注意が足りないからだ」と「キ．民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進

まなくても仕方がない」がともに 33.1％で最も高くなっている。「そう思わない」と「どちらかと

いえばそうは思わない」を合わせた『そう思わない』の割合が最も高いのは、「キ．民間企業は利

N=577

(ア) 高齢者の就職が困難であったり、
労働条件が悪くなることは、人権
侵害である

43.3 25.6

(イ) 高齢者が一人暮らしを理由にマン
ションなどの入居を拒否されるこ
とは問題だ

71.9 10.1

(ウ) 悪徳商法や詐欺などによる被害が
多いのは、高齢者の注意が足りな
いからだ

19.8 54.8

(エ) 介護を受ける高齢者が、あまりあ
れこれ自己主張するのはよくない

23.6 40.7

(オ) 障害者が結婚したり、子どもを育
てることに、周囲が反対すること
は人権侵害である

60.7 14.6

(カ) 障害者が一人暮らしを理由にマン
ションなどの入居を拒否されるこ
とは問題だ

63.1 9.4

(キ) 民間企業は利益が第一なので、障
害者の雇用が進まなくても仕方が
ない

13.7 56.0

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

15.8

30.0

4.7

5.9

31.0

28.1

3.5

27.6

41.9

15.1

17.7

29.6

35.0

10.2

29.8

17.0

24.4

34.5

23.7

26.5

29.3

17.7

7.1

21.7

21.8

7.1

5.5

22.9

8.0

2.9

33.1

18.9

7.5

3.8

33.1

1.2

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても仕方がない」（56.0％）で、次いで「ウ．悪徳商法

や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が足りないからだ」（54.8％）となっている。 

【表７－１ 性別・年齢別 高齢者や障害者の人権に関する考え方①】 

 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 91 159 172 102 46 7 250 148 173 242 98 41 17 6 415 58

100.0 15.8 27.6 29.8 17.7 8.0 1.2 43.3 25.6 30.0 41.9 17.0 7.1 2.9 1.0 71.9 10.1

234 48 43 60 49 31 3 91 80 80 79 44 15 14 2 159 29

100.0 20.5 18.4 25.6 20.9 13.2 1.3 38.9 34.2 34.2 33.8 18.8 6.4 6.0 0.9 67.9 12.4

336 40 113 112 52 15 4 153 67 89 160 54 26 3 4 249 29

100.0 11.9 33.6 33.3 15.5 4.5 1.2 45.5 19.9 26.5 47.6 16.1 7.7 0.9 1.2 74.1 8.6

65 5 21 13 12 14 0 26 26 24 14 16 6 5 0 38 11

100.0 7.7 32.3 20.0 18.5 21.5 0.0 40.0 40.0 36.9 21.5 24.6 9.2 7.7 0.0 58.5 16.9

74 10 19 27 7 11 0 29 18 14 25 20 9 6 0 39 15

100.0 13.5 25.7 36.5 9.5 14.9 0.0 39.2 24.3 18.9 33.8 27.0 12.2 8.1 0.0 52.7 20.3

71 11 20 10 24 6 0 31 30 16 33 9 7 6 0 49 13

100.0 15.5 28.2 14.1 33.8 8.5 0.0 43.7 42.3 22.5 46.5 12.7 9.9 8.5 0.0 69.0 18.3

78 5 18 24 22 9 0 23 31 10 39 15 10 4 0 49 14

100.0 6.4 23.1 30.8 28.2 11.5 0.0 29.5 39.7 12.8 50.0 19.2 12.8 5.1 0.0 62.8 17.9

115 21 29 41 15 7 2 50 22 38 43 22 8 2 2 81 10

100.0 18.3 25.2 35.7 13.0 6.1 1.7 43.5 19.1 33.0 37.4 19.1 7.0 1.7 1.7 70.4 8.7

101 22 24 35 10 10 0 46 20 40 44 14 2 1 0 84 3

100.0 21.8 23.8 34.7 9.9 9.9 0.0 45.5 19.8 39.6 43.6 13.9 2.0 1.0 0.0 83.2 3.0

150 25 45 47 20 8 5 70 28 56 56 25 7 2 4 112 9

100.0 16.7 30.0 31.3 13.3 5.3 3.3 46.7 18.7 37.3 37.3 16.7 4.7 1.3 2.7 74.7 6.0

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 27 87 141 125 191 6 114 316 34 102 199 126 109 7 136 235

100.0 4.7 15.1 24.4 21.7 33.1 1.0 19.8 54.8 5.9 17.7 34.5 21.8 18.9 1.2 23.6 40.7

234 15 49 59 45 64 2 64 109 21 53 79 42 36 3 74 78

100.0 6.4 20.9 25.2 19.2 27.4 0.9 27.4 46.6 9.0 22.6 33.8 17.9 15.4 1.3 31.6 33.3

336 11 37 80 78 126 4 48 204 12 47 117 83 73 4 59 156

100.0 3.3 11.0 23.8 23.2 37.5 1.2 14.3 60.7 3.6 14.0 34.8 24.7 21.7 1.2 17.6 46.4

65 9 11 14 20 11 0 20 31 11 20 14 11 9 0 31 20

100.0 13.8 16.9 21.5 30.8 16.9 0.0 30.8 47.7 16.9 30.8 21.5 16.9 13.8 0.0 47.7 30.8

74 2 18 12 20 22 0 20 42 8 17 16 18 15 0 25 33

100.0 2.7 24.3 16.2 27.0 29.7 0.0 27.0 56.8 10.8 23.0 21.6 24.3 20.3 0.0 33.8 44.6

71 2 14 13 20 22 0 16 42 8 12 20 14 17 0 20 31

100.0 2.8 19.7 18.3 28.2 31.0 0.0 22.5 59.2 11.3 16.9 28.2 19.7 23.9 0.0 28.2 43.7

78 1 8 6 20 43 0 9 63 2 9 28 23 16 0 11 39

100.0 1.3 10.3 7.7 25.6 55.1 0.0 11.5 80.8 2.6 11.5 35.9 29.5 20.5 0.0 14.1 50.0

115 2 11 30 26 44 2 13 70 5 18 45 23 22 2 23 45

100.0 1.7 9.6 26.1 22.6 38.3 1.7 11.3 60.9 4.3 15.7 39.1 20.0 19.1 1.7 20.0 39.1

101 3 14 28 20 36 0 17 56 2 19 35 24 21 0 21 45

100.0 3.0 13.9 27.7 19.8 35.6 0.0 16.8 55.4 2.0 18.8 34.7 23.8 20.8 0.0 20.8 44.6

150 16 26 49 23 32 4 42 55 11 27 57 29 21 5 38 50

100.0 10.7 17.3 32.7 15.3 21.3 2.7 28.0 36.7 7.3 18.0 38.0 19.3 14.0 3.3 25.3 33.3

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ウ）悪徳商法や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が
　　　足りないからだ

（エ）介護を受ける高齢者が、あまりあれこれ自己主張するのはよくない

全体

性
別

男性

** **

女性

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ア）高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなることは、
　　　人権侵害である

（イ）高齢者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否される
　　　ことは問題だ

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳
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【表７－１ 性別・年齢別 高齢者や障害者の人権に関する考え方②】 

 

 

 

性別については、「オ．障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対することは人

権侵害である」以外で有意差が確認できた。「ア．高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪

くなることは、人権侵害である」「イ．高齢者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否

されることは問題だ」以外は、男性の方が女性より『そう思う』が高くなっており、特に「エ．

介護を受ける高齢者が、あまりあれこれ自己主張するのはよくない」で 14.0 ポイントと差が最も

大きくなっている。 

年齢別では、全ての項目で有意差が確認できた。「イ．高齢者が一人暮らしを理由にマンション

などの入居を拒否されることは問題だ」は、50 歳以上で『そう思う』が高くなっている。「オ．障

害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対することは人権侵害である」「カ．障害者

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 179 171 137 41 43 6 350 84 162 202 153 32 22 6 364 54

100.0 31.0 29.6 23.7 7.1 7.5 1.0 60.7 14.6 28.1 35.0 26.5 5.5 3.8 1.0 63.1 9.4

234 87 64 48 14 19 2 151 33 78 74 53 18 9 2 152 27

100.0 37.2 27.4 20.5 6.0 8.1 0.9 64.5 14.1 33.3 31.6 22.6 7.7 3.8 0.9 65.0 11.5

336 88 106 88 27 23 4 194 50 80 126 99 14 13 4 206 27

100.0 26.2 31.5 26.2 8.0 6.8 1.2 57.7 14.9 23.8 37.5 29.5 4.2 3.9 1.2 61.3 8.0

65 27 17 10 5 6 0 44 11 30 14 9 7 5 0 44 12

100.0 41.5 26.2 15.4 7.7 9.2 0.0 67.7 16.9 46.2 21.5 13.8 10.8 7.7 0.0 67.7 18.5

74 17 23 12 9 13 0 40 22 15 21 23 9 6 0 36 15

100.0 23.0 31.1 16.2 12.2 17.6 0.0 54.1 29.7 20.3 28.4 31.1 12.2 8.1 0.0 48.6 20.3

71 12 21 22 9 7 0 33 16 13 23 23 10 2 0 36 12

100.0 16.9 29.6 31.0 12.7 9.9 0.0 46.5 22.5 18.3 32.4 32.4 14.1 2.8 0.0 50.7 16.9

78 15 21 26 5 11 0 36 16 11 29 29 3 6 0 40 9

100.0 19.2 26.9 33.3 6.4 14.1 0.0 46.2 20.5 14.1 37.2 37.2 3.8 7.7 0.0 51.3 11.5

115 38 36 25 8 6 2 74 14 34 42 28 5 4 2 76 9

100.0 33.0 31.3 21.7 7.0 5.2 1.7 64.3 12.2 29.6 36.5 24.3 4.3 3.5 1.7 66.1 7.8

101 43 28 25 3 2 0 71 5 37 37 20 4 3 0 74 7

100.0 42.6 27.7 24.8 3.0 2.0 0.0 70.3 5.0 36.6 36.6 19.8 4.0 3.0 0.0 73.3 6.9

150 53 46 30 9 8 4 99 17 49 55 35 5 2 4 104 7

100.0 35.3 30.7 20.0 6.0 5.3 2.7 66.0 11.3 32.7 36.7 23.3 3.3 1.3 2.7 69.3 4.7

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 20 59 169 132 191 6 79 323

100.0 3.5 10.2 29.3 22.9 33.1 1.0 13.7 56.0

234 14 35 60 40 83 2 49 123

100.0 6.0 15.0 25.6 17.1 35.5 0.9 20.9 52.6

336 6 23 108 90 105 4 29 195

100.0 1.8 6.8 32.1 26.8 31.3 1.2 8.6 58.0

65 10 13 19 12 11 0 23 23

100.0 15.4 20.0 29.2 18.5 16.9 0.0 35.4 35.4

74 3 9 27 14 21 0 12 35

100.0 4.1 12.2 36.5 18.9 28.4 0.0 16.2 47.3

71 4 13 20 19 15 0 17 34

100.0 5.6 18.3 28.2 26.8 21.1 0.0 23.9 47.9

78 1 8 27 16 26 0 9 42

100.0 1.3 10.3 34.6 20.5 33.3 0.0 11.5 53.8

115 3 10 33 32 35 2 13 67

100.0 2.6 8.7 28.7 27.8 30.4 1.7 11.3 58.3

101 2 6 25 19 49 0 8 68

100.0 2.0 5.9 24.8 18.8 48.5 0.0 7.9 67.3

150 5 14 45 30 52 4 19 82

100.0 3.3 9.3 30.0 20.0 34.7 2.7 12.7 54.7

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（キ）民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても
　　　仕方がない

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（オ）障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対する
　　　ことは人権侵害である

全体

性
別

男性

*

女性

（カ）障害者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否される
　　　ことは問題だ
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が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ」は、20～49 歳で『そう

思う』が低くなっている。 

 

【表７－２ 過去の調査結果との比較 高齢者や障害者の人権に関する考え方】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、いずれも有意差が確認できた。「ア．高齢者の就職が困難であっ

たり、労働条件が悪くなることは、人権侵害である」「オ．障害者が結婚したり、子どもを育てる

ことに、周囲が反対することは人権侵害である」ともに、2019 年から 2025 年にかけて『そう思わ

ない』が 5ポイント以上上昇している。 

 
 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 91 159 172 102 46 7 250 148 179 171 137 41 43 6 350 84

100.0 15.8 27.6 29.8 17.7 8.0 1.2 43.3 25.6 31.0 29.6 23.7 7.1 7.5 1.0 60.7 14.6

2019年 1060 153 349 348 151 39 20 502 190 339 341 264 66 29 21 680 95

100.0 14.4 32.9 32.8 14.2 3.7 1.9 47.4 17.9 32.0 32.2 24.9 6.2 2.7 2.0 64.2 9.0

2013年 1551 513 420 439 69 80 30 933 149

100.0 33.1 27.1 28.3 4.4 5.2 1.9 60.2 9.6

※（ア）（オ）とも、過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取

（ア）高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなることは、
　　　人権侵害である

（オ）障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対する
　　　ことは人権侵害である

** **
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（５）外国人の人権に関する考え方 

問８ 日本で暮らす外国人に関する次のような意見や考え方について、あなたはどう思いますか。 

ア～クのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図８－１ 外国人の人権に関する考え方】 

 

  

N=577

(ア) 外国人は職場で仕事の内容や待遇
面に関して不利益な扱いを受けて
も仕方がない

7.6 72.3

(イ) 外国人であることを理由に、賃貸
住宅への入居を拒否されることは
問題だ

53.2 18.7

(ウ) 理由に関わらず、不法滞在の外国
人を国外に強制退去させることは
問題だ

18.5 51.5

(エ) 自分が住んでいる地域に外国人が
増えると、治安や秩序が乱れると
いう気持ちがある

46.4 20.5

(オ) 外国人を親にもつ子どもは、日本
の文化や言葉に適応するよう努力
すべきだ

48.5 19.2

(カ) 日本政府が難民の受け入れに消極
的であることは問題だ

27.6 35.9

(キ) 在日外国人の地方参政権を認めて
いないことは人権侵害である

23.1 41.9

(ク) 外国人は文化や価値観が日本人と
は違うので、日本社会に受け入れ
ることがむずかしい

25.5 38.3

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

2.6

23.6

8.1

18.4

15.1

9.4

9.5

7.6

5.0

29.6

10.4

28.1

33.4

18.2

13.5

17.9

18.9

26.9

28.2

31.9

31.2

35.5

33.4

35.2

29.8

11.3

19.8

10.4

10.2

15.1

13.9

22.4

42.5

7.5

31.7

10.1

9.0

20.8

28.1

15.9

1.2

1.2

1.7

1.2

1.0

1.0

1.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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外国人の人権に関する各項目について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたところ、「そう思

う」の割合が最も高いのは、「イ．外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されるこ

とは問題だ」（23.6％）、次いで「エ．自分が住んでいる地域に外国人が増えると、治安や秩序が

乱れるという気持ちがある」（18.4%）となっている。「そう思う」と「どちらかといえばそう思

う」を合わせた『そう思う』の割合が最も高いのは、「イ．外国人であることを理由に、賃貸住宅

への入居を拒否されることは問題だ」（53.2%）で、次いで「オ．外国人を親にもつ子どもは、日

本の文化や言葉に適応するよう努力すべきだ」（48.5%）となっている。「エ．自分が住んでいる地

域に外国人が増えると、治安や秩序が乱れるという気持ちがある」も、『そう思う』は 46.4％と高

い。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「ア．外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関

して不利益な扱いを受けても仕方がない」（42.5％）で、次いで「ウ．理由に関わらず、不法滞在

の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」（31.7％）となっている。「そう思わない」と

「どちらかといえばそうは思わない」を合わせた『そう思わない』の割合が最も高いのは、「ア．

外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを受けても仕方がない」（72.3％）で、

次いで「ウ．理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」

（51.5％）となっている。 
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【表８－１ 性別・年齢別 外国人の人権に関する考え方①】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 15 29 109 172 245 7 44 417 136 171 155 65 43 7 307 108

100.0 2.6 5.0 18.9 29.8 42.5 1.2 7.6 72.3 23.6 29.6 26.9 11.3 7.5 1.2 53.2 18.7

234 11 21 50 57 93 2 32 150 51 64 67 24 25 3 115 49

100.0 4.7 9.0 21.4 24.4 39.7 0.9 13.7 64.1 21.8 27.4 28.6 10.3 10.7 1.3 49.1 20.9

336 4 8 58 114 147 5 12 261 84 103 87 40 18 4 187 58

100.0 1.2 2.4 17.3 33.9 43.8 1.5 3.6 77.7 25.0 30.7 25.9 11.9 5.4 1.2 55.7 17.3

65 5 9 7 20 24 0 14 44 27 16 9 6 7 0 43 13

100.0 7.7 13.8 10.8 30.8 36.9 0.0 21.5 67.7 41.5 24.6 13.8 9.2 10.8 0.0 66.2 20.0

74 4 2 9 29 30 0 6 59 21 21 13 13 6 0 42 19

100.0 5.4 2.7 12.2 39.2 40.5 0.0 8.1 79.7 28.4 28.4 17.6 17.6 8.1 0.0 56.8 25.7

71 4 5 12 19 31 0 9 50 15 19 17 12 8 0 34 20

100.0 5.6 7.0 16.9 26.8 43.7 0.0 12.7 70.4 21.1 26.8 23.9 16.9 11.3 0.0 47.9 28.2

78 1 4 14 23 36 0 5 59 18 24 24 7 5 0 42 12

100.0 1.3 5.1 17.9 29.5 46.2 0.0 6.4 75.6 23.1 30.8 30.8 9.0 6.4 0.0 53.8 15.4

115 3 2 22 33 53 2 5 86 24 39 34 8 8 2 63 16

100.0 2.6 1.7 19.1 28.7 46.1 1.7 4.3 74.8 20.9 33.9 29.6 7.0 7.0 1.7 54.8 13.9

101 2 4 17 23 55 0 6 78 24 27 27 11 12 0 51 23

100.0 2.0 4.0 16.8 22.8 54.5 0.0 5.9 77.2 23.8 26.7 26.7 10.9 11.9 0.0 50.5 22.8

150 1 8 38 48 50 5 9 98 38 40 44 20 3 5 78 23

100.0 0.7 5.3 25.3 32.0 33.3 3.3 6.0 65.3 25.3 26.7 29.3 13.3 2.0 3.3 52.0 15.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 47 60 163 114 183 10 107 297 106 162 184 60 58 7 268 118

100.0 8.1 10.4 28.2 19.8 31.7 1.7 18.5 51.5 18.4 28.1 31.9 10.4 10.1 1.2 46.4 20.5

234 17 20 49 44 100 4 37 144 62 70 58 16 26 2 132 42

100.0 7.3 8.5 20.9 18.8 42.7 1.7 15.8 61.5 26.5 29.9 24.8 6.8 11.1 0.9 56.4 17.9

336 27 40 112 70 81 6 67 151 43 92 123 42 32 4 135 74

100.0 8.0 11.9 33.3 20.8 24.1 1.8 19.9 44.9 12.8 27.4 36.6 12.5 9.5 1.2 40.2 22.0

65 12 2 22 10 19 0 14 29 11 19 13 14 8 0 30 22

100.0 18.5 3.1 33.8 15.4 29.2 0.0 21.5 44.6 16.9 29.2 20.0 21.5 12.3 0.0 46.2 33.8

74 6 6 14 15 33 0 12 48 19 23 14 8 10 0 42 18

100.0 8.1 8.1 18.9 20.3 44.6 0.0 16.2 64.9 25.7 31.1 18.9 10.8 13.5 0.0 56.8 24.3

71 2 5 13 15 36 0 7 51 20 17 20 5 9 0 37 14

100.0 2.8 7.0 18.3 21.1 50.7 0.0 9.9 71.8 28.2 23.9 28.2 7.0 12.7 0.0 52.1 19.7

78 3 4 20 16 35 0 7 51 17 19 27 7 8 0 36 15

100.0 3.8 5.1 25.6 20.5 44.9 0.0 9.0 65.4 21.8 24.4 34.6 9.0 10.3 0.0 46.2 19.2

115 8 7 36 23 39 2 15 62 21 32 34 14 12 2 53 26

100.0 7.0 6.1 31.3 20.0 33.9 1.7 13.0 53.9 18.3 27.8 29.6 12.2 10.4 1.7 46.1 22.6

101 12 15 27 14 33 0 27 47 19 28 32 14 8 0 47 22

100.0 11.9 14.9 26.7 13.9 32.7 0.0 26.7 46.5 18.8 27.7 31.7 13.9 7.9 0.0 46.5 21.8

150 15 26 49 31 21 8 41 52 17 48 55 13 13 4 65 26

100.0 10.0 17.3 32.7 20.7 14.0 5.3 27.3 34.7 11.3 32.0 36.7 8.7 8.7 2.7 43.3 17.3

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

（ウ）理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは
　　　問題だ

（エ）自分が住んでいる地域に外国人が増えると、治安や秩序が乱れる
　　　という気持ちがある

全体

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ア）外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを受けても
　　　仕方がない

（イ）外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されることは
　　　問題だ



44 

 

【表８－１ 性別・年齢別 外国人の人権に関する考え方②】 

 

 

 

  

（カ）日本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題だ

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 87 193 180 59 52 6 280 111 54 105 205 87 120 6 159 207

100.0 15.1 33.4 31.2 10.2 9.0 1.0 48.5 19.2 9.4 18.2 35.5 15.1 20.8 1.0 27.6 35.9

234 59 71 65 14 23 2 130 37 32 34 69 33 64 2 66 97

100.0 25.2 30.3 27.8 6.0 9.8 0.9 55.6 15.8 13.7 14.5 29.5 14.1 27.4 0.9 28.2 41.5

336 25 120 113 45 29 4 145 74 20 69 135 53 55 4 89 108

100.0 7.4 35.7 33.6 13.4 8.6 1.2 43.2 22.0 6.0 20.5 40.2 15.8 16.4 1.2 26.5 32.1

65 15 20 13 13 4 0 35 17 8 7 17 18 15 0 15 33

100.0 23.1 30.8 20.0 20.0 6.2 0.0 53.8 26.2 12.3 10.8 26.2 27.7 23.1 0.0 23.1 50.8

74 12 22 23 11 6 0 34 17 6 12 18 13 25 0 18 38

100.0 16.2 29.7 31.1 14.9 8.1 0.0 45.9 23.0 8.1 16.2 24.3 17.6 33.8 0.0 24.3 51.4

71 11 27 16 8 9 0 38 17 3 10 19 10 29 0 13 39

100.0 15.5 38.0 22.5 11.3 12.7 0.0 53.5 23.9 4.2 14.1 26.8 14.1 40.8 0.0 18.3 54.9

78 8 27 22 11 10 0 35 21 4 4 28 16 26 0 8 42

100.0 10.3 34.6 28.2 14.1 12.8 0.0 44.9 26.9 5.1 5.1 35.9 20.5 33.3 0.0 10.3 53.8

115 16 40 35 12 10 2 56 22 10 22 39 22 20 2 32 42

100.0 13.9 34.8 30.4 10.4 8.7 1.7 48.7 19.1 8.7 19.1 33.9 19.1 17.4 1.7 27.8 36.5

101 14 36 35 6 10 0 50 16 14 16 37 15 19 0 30 34

100.0 13.9 35.6 34.7 5.9 9.9 0.0 49.5 15.8 13.9 15.8 36.6 14.9 18.8 0.0 29.7 33.7

150 26 44 57 9 10 4 70 19 19 40 64 14 9 4 59 23

100.0 17.3 29.3 38.0 6.0 6.7 2.7 46.7 12.7 12.7 26.7 42.7 9.3 6.0 2.7 39.3 15.3

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 55 78 193 80 162 9 133 242 44 103 203 129 92 6 147 221

100.0 9.5 13.5 33.4 13.9 28.1 1.6 23.1 41.9 7.6 17.9 35.2 22.4 15.9 1.0 25.5 38.3

234 25 20 59 32 95 3 45 127 33 37 82 44 36 2 70 80

100.0 10.7 8.5 25.2 13.7 40.6 1.3 19.2 54.3 14.1 15.8 35.0 18.8 15.4 0.9 29.9 34.2

336 28 58 133 46 66 5 86 112 10 66 119 81 56 4 76 137

100.0 8.3 17.3 39.6 13.7 19.6 1.5 25.6 33.3 3.0 19.6 35.4 24.1 16.7 1.2 22.6 40.8

65 10 10 19 9 17 0 20 26 8 15 17 15 10 0 23 25

100.0 15.4 15.4 29.2 13.8 26.2 0.0 30.8 40.0 12.3 23.1 26.2 23.1 15.4 0.0 35.4 38.5

74 6 12 23 9 24 0 18 33 5 20 19 18 12 0 25 30

100.0 8.1 16.2 31.1 12.2 32.4 0.0 24.3 44.6 6.8 27.0 25.7 24.3 16.2 0.0 33.8 40.5

71 4 10 13 7 37 0 14 44 10 10 27 11 13 0 20 24

100.0 5.6 14.1 18.3 9.9 52.1 0.0 19.7 62.0 14.1 14.1 38.0 15.5 18.3 0.0 28.2 33.8

78 7 7 29 13 22 0 14 35 3 16 22 21 16 0 19 37

100.0 9.0 9.0 37.2 16.7 28.2 0.0 17.9 44.9 3.8 20.5 28.2 26.9 20.5 0.0 24.4 47.4

115 9 17 40 20 27 2 26 47 8 13 41 31 20 2 21 51

100.0 7.8 14.8 34.8 17.4 23.5 1.7 22.6 40.9 7.0 11.3 35.7 27.0 17.4 1.7 18.3 44.3

101 13 14 31 13 30 0 27 43 10 19 36 22 14 0 29 36

100.0 12.9 13.9 30.7 12.9 29.7 0.0 26.7 42.6 9.9 18.8 35.6 21.8 13.9 0.0 28.7 35.6

150 16 20 61 21 26 6 36 47 10 28 62 30 16 4 38 46

100.0 10.7 13.3 40.7 14.0 17.3 4.0 24.0 31.3 6.7 18.7 41.3 20.0 10.7 2.7 25.3 30.7

（オ）外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう
　　　努力すべきだ

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

（ク）外国人は文化や価値観が日本人とは違うので、日本社会に受け入れる
　　　ことがむずかしい

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（キ）在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である

全体
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性別については、「イ．外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されることは問題

だ」以外で有意差が確認できた。「ア．外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱い

を受けても仕方がない」「エ．自分が住んでいる地域に外国人が増えると、治安や秩序が乱れると

いう気持ちがある」「オ．外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう努力すべ

きだ」は、男性が女性より『そう思う』が 10ポイント以上高くなっている。 

年齢別では、「ア．外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを受けても仕方が

ない」「ウ．理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」「カ．日

本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題だ」「キ.在日外国人の地方参政権を認めてい

ないことは人権侵害である」で有意差が確認できた。「ア．外国人は職場で仕事の内容や待遇面に

関して不利益な扱いを受けても仕方がない」「キ.在日外国人の地方参政権を認めていないことは

人権侵害である」は 16～19 歳で、「ウ．理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去さ

せることは問題だ」は 60 歳以上、「カ．日本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題

だ」は 70 歳以上で『そう思う』が高くなっている。 
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【表８－２ 過去の調査結果との比較 外国人の人権に関する考え方】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、「ウ．理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させ

ることは問題だ」「オ．外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう努力すべき

だ」「キ．在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である」で、有意差が確認でき

た。2019 年から 2025 年にかけて、「ウ．理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去さ

せることは問題だ」は、『そう思う』が 6.8 ポイント低下、「キ．在日外国人の地方参政権を認め

ていないことは人権侵害である」は、『そう思う』が 18.5ポイント低下している。 

 
 
 
 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 47 60 163 114 183 10 107 297 106 162 184 60 58 7 268 118

100.0 8.1 10.4 28.2 19.8 31.7 1.7 18.5 51.5 18.4 28.1 31.9 10.4 10.1 1.2 46.4 20.5

2019年 1060 88 180 324 195 260 13 268 455 140 396 295 151 68 10 536 219

100.0 8.3 17.0 30.6 18.4 24.5 1.2 25.3 42.9 13.2 37.4 27.8 14.2 6.4 0.9 50.6 20.7

2013年 1551 104 242 452 290 426 37 346 716

100.0 6.7 15.6 29.1 18.7 27.5 2.4 22.3 46.2

2007年 1774 198 313 591 272 343 57 511 615

100.0 11.2 17.6 33.3 15.3 19.3 3.2 28.8 34.7

※過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 87 193 180 59 52 6 280 111 55 78 193 80 162 9 133 242

100.0 15.1 33.4 31.2 10.2 9.0 1.0 48.5 19.2 9.5 13.5 33.4 13.9 28.1 1.6 23.1 41.9

2019年 1060 111 392 343 143 58 13 503 201 192 249 350 116 126 27 441 242

100.0 10.5 37.0 32.4 13.5 5.5 1.2 47.5 19.0 18.1 23.5 33.0 10.9 11.9 2.5 41.6 22.8

2013年 1551 273 306 545 166 221 40 579 387

100.0 17.6 19.7 35.1 10.7 14.2 2.6 37.3 25.0

※過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取 ※過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取

（ウ）理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは
　　　問題だ

（エ）自分が住んでいる地域に外国人が増えると、治安や秩序が乱れる
　　　という気持ちがある

（オ）外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう
　　　努力すべきだ

****

**

（キ）在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である

※過去調査では選択肢は「問題がある」～「問題があるとは思わない」の５件法で聴取
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（６）同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度 

問９ あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚を反対され

ているとします。あなたがその親類から相談を受けた場合、どのような態度をとると思いますか。 

（○は１つ） 

【図９－１ 同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度】 

 

 

同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度について尋ねたところ、「慎重に考

えたほうがよいと言う」が 25.6％で最も高く、次いで「どう言えばよいのかわからない」が

25.0％、「迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う」が 21.8％で続いている。 

 

 

  

N=577

反対する家族を説得するなど、

力になろうと言う 13.5%

迷うことはない、自分の意思を

貫いて結婚しなさいと言う

21.8%

慎重に考えたほうが

よいと言う

25.6%

あきらめるように言う

1.2%

どう言えばよいのか

わからない

25.0%

その他

4.0%

不明・無回答

8.8%
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【表９－１ 性別・年齢別 同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度】 

 

 

 

性別については、「迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う」は男性が 12.7

ポイント、「どう言えばよいのかわからない」は女性が 15.7 ポイント高くなっている。 

年齢別では、「反対する家族を説得するなど、力になろうと言う」「迷うことはない、自分の意

思を貫いて結婚しなさいと言う」は 16～19 歳で、「慎重に考えたほうがよいと言う」は 30～39 歳

で、「どう言えばよいのかわからない」は 70 歳以上で、最も高くなっている。 

 

 

【表９－２ 過去の調査結果との比較 同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態

度】 

 

 

 

過去の調査結果との比較については、有意差はみられなかった。 

（上段：人、下段：％）

合
計

反
対
す
る
家
族
を

説
得
す
る
な
ど
、

力
に
な
ろ
う
と
言

う 迷
う
こ
と
は
な

い
、

自
分
の
意
思

を
貫
い
て
結
婚
し

な
さ
い
と
言
う

慎
重
に
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
と
言
う

あ
き
ら
め
る
よ
う

に
言
う

ど
う
言
え
ば
よ
い

の
か
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

統
計
的

検
定

577 78 126 148 7 144 23 51

100.0 13.5 21.8 25.6 1.2 25.0 4.0 8.8

234 34 68 63 3 37 14 15

100.0 14.5 29.1 26.9 1.3 15.8 6.0 6.4

336 44 55 85 4 106 9 33

100.0 13.1 16.4 25.3 1.2 31.5 2.7 9.8

65 14 26 9 0 9 4 3

100.0 21.5 40.0 13.8 0.0 13.8 6.2 4.6

74 13 24 16 0 17 1 3

100.0 17.6 32.4 21.6 0.0 23.0 1.4 4.1

71 6 17 26 2 14 2 4

100.0 8.5 23.9 36.6 2.8 19.7 2.8 5.6

78 14 16 23 2 14 6 3

100.0 17.9 20.5 29.5 2.6 17.9 7.7 3.8

115 22 23 33 1 28 3 5

100.0 19.1 20.0 28.7 0.9 24.3 2.6 4.3

101 11 22 26 0 27 6 9

100.0 10.9 21.8 25.7 0.0 26.7 5.9 8.9

150 15 23 31 2 50 6 23

100.0 10.0 15.3 20.7 1.3 33.3 4.0 15.3

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（上段：人、下段：％）

合
計

反
対
す
る
家
族
を
説
得
す

る
な
ど
、

力
に
な
ろ
う
と

言
う

迷
う
こ
と
は
な
い
、

自
分

の
意
思
を
貫
い
て
結
婚
し

な
さ
い
と
言
う

慎
重
に
考
え
た
ほ
う
が
よ

い
と
言
う

あ
き
ら
め
る
よ
う
に
言
う

ど
う
言
え
ば
よ
い
の
か
わ

か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

2025年 577 78 126 148 7 144 23 51

100.0 13.5 21.8 25.6 1.2 25.0 4.0 8.8

2019年 1060 135 294 299 25 230 51 26

100.0 12.7 27.7 28.2 2.4 21.7 4.8 2.5
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（７）同和地区出身者との結婚に否定的な理由 

問９－１ 問９で「３」または「４」を選んだ方にお聞きします。 

「結婚は慎重に考えたほうがよい」「結婚はあきらめたほうがよい」と考えるのは、どうしてですか。 

（○はいくつでも） 

【図９－１－１ 同和地区出身者との結婚に否定的な理由】 

 

 

 

同和地区出身者との結婚に否定的な理由を尋ねたところ、「将来、結婚した本人やその子どもが

差別を受けるかもしれないから」が 60.6％で最も高く、次いで「将来、結婚した本人がいろいろ

トラブルに巻き込まれるかもしれないから」が 58.7％で続いている。 

 

 

  

（複数回答）

区分

 家族が反対しているなら、それに従うべきだから (n=18)

 将来、結婚した本人がいろいろトラブルに
 巻き込まれるかもしれないから

(n=91)

 将来、結婚した本人やその子どもが差別を
 受けるかもしれないから

(n=94)

 同和地区の人と親戚になりたくないから (n=17)

 将来、自分や自分の家族が差別を受ける
 かもしれないから

(n=31)

 その他 (n=15)

 不明・無回答 (n=1)

全体 (n=155)

11.6

58.7

60.6

11.0

20.0

9.7

0.6

0% 20% 40% 60% 80%
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【表９－１－１ 性別・年齢別 同和地区出身者との結婚に否定的な理由】 

 

 

性別については、有意差はみられなかった。 

年齢別では、「家族が反対しているなら、それに従うべきだから」でのみ有意差が確認でき、70

歳以上では 21.2％と他の年代に比べて高めである。 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

家
族
が
反
対
し
て
い
る

な
ら
、

そ
れ
に
従
う
べ

き
だ
か
ら

将
来
、

結
婚
し
た
本
人

が
い
ろ
い
ろ
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら

将
来
、

結
婚
し
た
本
人

や
そ
の
子
ど
も
が
差
別

を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
か
ら

同
和
地
区
の
人
と
親
戚

に
な
り
た
く
な
い
か
ら

将
来
、

自
分
や
自
分
の

家
族
が
差
別
を
受
け
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

155 18 91 94 17 31 15 1

100.0 11.6 58.7 60.6 11.0 20.0 9.7 0.6

66 5 44 38 7 16 4 1

100.0 7.6 66.7 57.6 10.6 24.2 6.1 1.5

89 13 47 56 10 15 11 0

100.0 14.6 52.8 62.9 11.2 16.9 12.4 0.0

9 1 5 4 0 4 0 0

100.0 11.1 55.6 44.4 0.0 44.4 0.0 0.0

16 0 9 14 4 4 1 0

100.0 0.0 56.3 87.5 25.0 25.0 6.3 0.0

28 3 17 15 4 4 4 1

100.0 10.7 60.7 53.6 14.3 14.3 14.3 3.6

25 2 17 12 2 1 4 0

100.0 8.0 68.0 48.0 8.0 4.0 16.0 0.0

34 3 21 19 1 7 4 0

100.0 8.8 61.8 55.9 2.9 20.6 11.8 0.0

26 3 15 17 4 7 2 0

100.0 11.5 57.7 65.4 15.4 26.9 7.7 0.0

33 7 15 24 4 9 1 0

100.0 21.2 45.5 72.7 12.1 27.3 3.0 0.0

性別

年齢 **
統計的検定

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（８）直近 5 年間で同和問題に関する差別的な内容の発言を聞いた経験 

問１０ あなたは、この５年間に同和問題に関して、次のような発言を直接聞いたことがありますか。 

複数ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。（○は１つ） 

【図 10－１ 直近 5 年間で同和問題に関する差別的な内容の発言を聞いた経験】 

 
 

 

同和問題に関する差別的な内容の発言を６つ示し、直近 5 年間で直接聞いたことがあるかを尋

ねたところ、「聞いたことはない」が 70.4％と多数を占めた。次いで「住宅を購入する際、同和地

区内の物件を避けたほうがいい」が 7.6％、「同和地区は治安が悪い」が 6.1％で続いている。な

お、6 つの発言のいずれかを聞いたという回答は、19.5％である。 

 

 

  

（単一回答）

区分

 同和地区の人（子ども）とは、付き合っては
 （遊んでは）いけない

(n=6)

 同和地区の人とは、結婚してはいけない (n=10)

 同和地区の人はこわい (n=4)

 同和地区の人は無理難題を言う (n=14)

 同和地区は治安が悪い (n=35)

 住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けた
 ほうがいい

(n=44)

 聞いたことはない (n=406)

 不明・無回答 (n=58)

全体 (n=577)

1.0

1.7

0.7

2.4

6.1

7.6

70.4

10.1

0% 20% 40% 60% 80%
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【表 10－１ 性別・年齢別 直近 5 年間で同和問題に関する差別的な内容の発言を聞いた経験】 

 

 

 

性別・年齢別については、有意差はみられなかった。 

 

 

【表 10－２ 過去の調査結果との比較 直近 5 年間で同和問題に関する差別的な内容の発言を聞いた

経験】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、不明・無回答を除いて、２ポイント以上の差はみられなかっ

た。 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

同
和
地
区
の
人
（

子
ど
も
）

と
は
、

付
き
合
っ

て
は
（

遊

ん
で
は
）

い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
と
は
、

結
婚

し
て
は
い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
は
こ
わ
い

同
和
地
区
の
人
は
無
理
難
題

を
言
う

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い

住
宅
を
購
入
す
る
際
、

同
和

地
区
内
の
物
件
を
避
け
た
ほ

う
が
い
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

577 6 10 4 14 35 44 406 58

100.0 1.0 1.7 0.7 2.4 6.1 7.6 70.4 10.1

234 3 3 2 7 15 16 166 22

100.0 1.3 1.3 0.9 3.0 6.4 6.8 70.9 9.4

336 3 7 2 7 20 28 236 33

100.0 0.9 2.1 0.6 2.1 6.0 8.3 70.2 9.8

65 1 0 0 0 7 2 51 4

100.0 1.5 0.0 0.0 0.0 10.8 3.1 78.5 6.2

74 2 1 1 1 7 7 49 6

100.0 2.7 1.4 1.4 1.4 9.5 9.5 66.2 8.1

71 0 1 2 2 9 6 44 7

100.0 0.0 1.4 2.8 2.8 12.7 8.5 62.0 9.9

78 0 0 0 5 8 8 54 3

100.0 0.0 0.0 0.0 6.4 10.3 10.3 69.2 3.8

115 1 3 0 1 7 12 86 5

100.0 0.9 2.6 0.0 0.9 6.1 10.4 74.8 4.3

101 0 2 1 2 2 6 75 13

100.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.9 74.3 12.9

150 2 2 1 4 3 9 106 23

100.0 1.3 1.3 0.7 2.7 2.0 6.0 70.7 15.3

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

（上段：人、下段：％）

合
計

同
和
地
区
の
人
（

子
ど
も
）

と
は
、

付
き
合
っ

て
は
（

遊

ん
で
は
）

い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
と
は
、

結
婚

し
て
は
い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
は
こ
わ
い

同
和
地
区
の
人
は
無
理
難
題

を
言
う

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い

住
宅
を
購
入
す
る
際
、

同
和

地
区
内
の
物
件
を
避
け
た
ほ

う
が
い
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

2025年 577 6 10 4 14 35 44 406 58

100.0 1.0 1.7 0.7 2.4 6.1 7.6 70.4 10.1

2019年 1060 1 19 24 35 60 89 755 77

100.0 0.1 1.8 2.3 3.3 5.7 8.4 71.2 7.3

*
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（９）同和問題に関する差別的な発言をした人 

問１０－１ 問１０で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。 

それは誰から聞きましたか。主なものを選んでください（○は１つ） 

【図 10－１－１ 同和問題に関する差別的な発言をした人】 

 

 

同和問題に関する差別的な発言をした人について尋ねたところ、「家族」が 26.5％で最も高く、

次いで「職場の人」が 17.7％、「友人」が 14.2％で続いている。 

 

 

  

（単一回答）

区分

 家族 (n=30)

 親戚 (n=15)

 近所の人 (n=7)

 友人 (n=16)

 職場の人 (n=20)

 知らない人 (n=10)

 その他 (n=14)

 不明・無回答 (n=1)

全体 (n=113)

26.5

13.3

6.2

14.2

17.7

8.8

12.4

0.9

0% 10% 20% 30% 40%
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【表 10－１－１ 性別・年齢別 同和問題に関する差別的な発言をした人】 

 

 

 

性別・年齢別については、有意差はみられなかった。 

 

 

【表 10－１－２ 過去の調査結果との比較 同和問題に関する差別的な発言をした人】 

 

 

 

過去の調査結果との比較については、有意差はみられなかった。 

 
 
 

（上段：人、下段：％）

合
計

家
族

親
戚

近
所
の
人

友
人

職
場
の
人

知
ら
な
い
人

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

統
計
的

検
定

113 30 15 7 16 20 10 14 1

100.0 26.5 13.3 6.2 14.2 17.7 8.8 12.4 0.9

46 10 5 3 6 12 2 8 0

100.0 21.7 10.9 6.5 13.0 26.1 4.3 17.4 0.0

67 20 10 4 10 8 8 6 1

100.0 29.9 14.9 6.0 14.9 11.9 11.9 9.0 1.5

10 5 0 0 2 0 1 2 0

100.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 20.0 0.0

19 7 3 1 1 3 1 3 0

100.0 36.8 15.8 5.3 5.3 15.8 5.3 15.8 0.0

20 7 3 1 0 3 0 6 0

100.0 35.0 15.0 5.0 0.0 15.0 0.0 30.0 0.0

21 5 2 0 5 1 3 4 1

100.0 23.8 9.5 0.0 23.8 4.8 14.3 19.0 4.8

24 6 1 4 3 6 3 1 0

100.0 25.0 4.2 16.7 12.5 25.0 12.5 4.2 0.0

13 3 3 0 4 3 0 0 0

100.0 23.1 23.1 0.0 30.8 23.1 0.0 0.0 0.0

21 2 3 2 3 6 3 2 0

100.0 9.5 14.3 9.5 14.3 28.6 14.3 9.5 0.0

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

（上段：人、下段：％）

合
計

家
族

親
戚

近
所
の
人

友
人

職
場
の
人

知
ら
な
い
人

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

2025年 113 30 15 7 16 20 10 14 1

100.0 26.5 13.3 6.2 14.2 17.7 8.8 12.4 0.9

2019年 228 37 26 16 50 48 16 28 7

100.0 16.2 11.4 7.0 21.9 21.1 7.0 12.3 3.1
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（１０）同和問題に関する差別的な発言を聞いた際に感じたこと、とった行動 

問１０－２ 問１０で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。 

それを聞いたとき、どう感じましたか。また、どうしましたか。（○は１つ） 

【図 10－２－１ 同和問題に関する差別的な発言を聞いた際に感じたこと、とった行動】 

 

 

同和問題に関する差別的な発言を聞いた際に感じたこと、とった行動について尋ねたところ、

「そういう見方もあるのかと思った」が 55.8％で最も高く、「そのとおりと思った」が 19.5％、

「反発・疑問を感じたが、相手には何も言わなかった」が 11.5％で続いている。 

 

 

  

（単一回答）

区分

 そのとおりと思った (n=22)

 そういう見方もあるのかと思った (n=63)

 反発・疑問を感じたが、相手には何も言わなかった (n=13)

 反発・疑問を感じ、相手にその気持ちを伝えた (n=2)

 とくに何も思わなかった (n=12)

 不明・無回答 (n=1)

全体 (n=113)

19.5

55.8

11.5

1.8

10.6

0.9

0% 20% 40% 60%
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【表 10－２－１ 性別・年齢別 同和問題に関する差別的な発言を聞いた際に感じたこと、とった行

動】 

 

 

 

性別・年齢別については、有意差はみられなかった。 

 

【表 10－２－２ 過去の調査結果との比較 同和問題に関する差別的な発言を聞いた際に感じたこ

と、とった行動】 

 

 

 

過去の調査結果との比較については、有意差はみられなかった。 

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
の
と
お
り
と
思
っ

た

そ
う
い
う
見
方
も
あ
る

の
か
と
思
っ

た

反
発
・
疑
問
を
感
じ
た

が
、

相
手
に
は
何
も
言

わ
な
か
っ

た

反
発
・
疑
問
を
感
じ
、

相
手
に
そ
の
気
持
ち
を

伝
え
た

と
く
に
何
も
思
わ
な

か
っ

た

不
明
・
無
回
答

統
計
的

検
定

113 22 63 13 2 12 1

100.0 19.5 55.8 11.5 1.8 10.6 0.9

46 11 22 5 0 7 1

100.0 23.9 47.8 10.9 0.0 15.2 2.2

67 11 41 8 2 5 0

100.0 16.4 61.2 11.9 3.0 7.5 0.0

10 2 3 2 0 3 0

100.0 20.0 30.0 20.0 0.0 30.0 0.0

19 2 7 4 0 6 0

100.0 10.5 36.8 21.1 0.0 31.6 0.0

20 4 14 2 0 0 0

100.0 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0 0.0

21 5 10 2 1 3 0

100.0 23.8 47.6 9.5 4.8 14.3 0.0

24 5 15 0 0 4 0

100.0 20.8 62.5 0.0 0.0 16.7 0.0

13 3 5 2 1 1 1

100.0 23.1 38.5 15.4 7.7 7.7 7.7

21 3 15 3 0 0 0

100.0 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 0.0

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
の
と
お
り
と
思
っ

た

そ
う
い
う
見
方
も
あ
る
の
か

と
思
っ

た

反
発
・
疑
問
を
感
じ
た
が
、

相
手
に
は
何
も
言
わ
な
か
っ

た 反
発
・
疑
問
を
感
じ
、

相
手

に
そ
の
気
持
ち
を
伝
え
た

と
く
に
何
も
思
わ
な
か
っ

た

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

2025年 113 22 63 13 2 12 1

100.0 19.5 55.8 11.5 1.8 10.6 0.9

2019年 228 31 134 25 5 24 9

100.0 13.6 58.8 11.0 2.2 10.5 3.9



57 

 

（１１）同和地区への転居に関する考え方 

問１１ あなたが新たに住まいを選ぶ際、価格や交通の便などの希望条件に合致した物件が同和地区内にあったと

したら、あなたはどうしますか。（○は１つ） 

【図 11－１ 同和地区への転居に関する考え方】 

 

 

同和地区への転居に関する考え方について尋ねたところ、「どちらかといえば避けると思う」が

38.1％で最も高く、「避けると思う」が 21.3％、「どちらかといえば避けないと思う」が 20.3％と

続いている。「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」を合わせた『避けると思う』

は 59.4％となっている。 

 

 

  

N=577

避けると思う

21.3%

どちらかとい

えば

避けると思う

38.1%

どちらかといえば

避けないと思う

20.3%

避けないと思う

11.4%

不明・無回答

8.8%
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【表 11－１ 性別・年齢別 同和地区への転居に関する考え方】 

 

性別でみると、『避けると思う』の割合は、男性で 54.3％、女性で 63.7％と、女性の方が 9.4

ポイント高くなっている。 

年齢別では、『避けると思う』の割合は、50～59 歳で 69.6％と最も高く、16～19歳で 44.6％と

最も低い。 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

避
け
る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
避
け

る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
避
け

な
い
と
思
う

避
け
な
い
と
思
う

不
明
・
無
回
答

『

避
け
る
と
思
う
』

『

避
け
な
い
と
思
う
』

統
計
的
検
定

577 123 220 117 66 51 343 183

100.0 21.3 38.1 20.3 11.4 8.8 59.4 31.7

234 56 71 53 35 19 127 88

100.0 23.9 30.3 22.6 15.0 8.1 54.3 37.6

336 67 147 64 28 30 214 92

100.0 19.9 43.8 19.0 8.3 8.9 63.7 27.4

65 9 20 16 18 2 29 34

100.0 13.8 30.8 24.6 27.7 3.1 44.6 52.3

74 13 28 15 15 3 41 30

100.0 17.6 37.8 20.3 20.3 4.1 55.4 40.5

71 21 20 14 11 5 41 25

100.0 29.6 28.2 19.7 15.5 7.0 57.7 35.2

78 22 26 21 7 2 48 28

100.0 28.2 33.3 26.9 9.0 2.6 61.5 35.9

115 26 54 21 10 4 80 31

100.0 22.6 47.0 18.3 8.7 3.5 69.6 27.0

101 21 34 25 11 10 55 36

100.0 20.8 33.7 24.8 10.9 9.9 54.5 35.6

150 23 63 26 14 24 86 40

100.0 15.3 42.0 17.3 9.3 16.0 57.3 26.7

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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（１２）同和地区への転居を避けると思う理由 

問１１－１ 問１１で「１」または「２」を選んだ方にお聞きします。 

あなたはなぜそのように思うのですか。（○はいくつでも） 

【図 11－１－１ 同和地区への転居を避けると思う理由】 

 
 

 

同和地区への転居を避けると思う理由を尋ねたところ、「同和地区に住むことで、自分や家族が

差別を受けるかもしれないから」が 35.6％で最も高く、次いで「同和地区の生活環境や慣習など

が自分には合わないと思うから」が 32.7％、「同和地区は閉鎖的で、自分や家族が『よそ者』扱い

されそうだから」が 25.7％で続いている。 

 

 

  

（複数回答）

区分

 同和地区に住むことで、自分や家族が差別を
 受けるかもしれないから

(n=122)

 同和地区の生活環境や慣習などが自分には
 合わないと思うから

(n=112)

 同和地区は閉鎖的で、自分や家族が「よそ者」
 扱いされそうだから

(n=88)

 同和地区は治安が悪いから (n=69)

 同和地区の物件は価格上昇が見込めないから
 （転売が難しいと思うから）

(n=83)

 同和地区には住まない方がいいと聞いたこと
 があるから

(n=86)

 その他 (n=26)

 不明・無回答 (n=4)

全体 (n=343)

35.6

32.7

25.7

20.1

24.2

25.1

7.6

1.2

0% 10% 20% 30% 40%
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【表 11－１－１ 性別・年齢別 同和地区への転居を避けると思う理由】 

 

 

 

性別について、「同和地区は閉鎖的で、自分や家族が『よそ者』扱いされそうだから」「同和地

区には住まない方がいいと聞いたことがあるから」で有意差が確認できた。「同和地区は閉鎖的

で、自分や家族が『よそ者』扱いされそうだから」は男性が女性より 10 ポイント以上、「同和地

区には住まない方がいいと聞いたことがあるから」は女性が男性より 10 ポイント以上高くなって

いる。 

年齢別では、「同和地区は閉鎖的で、自分や家族が『よそ者』扱いされそうだから」「同和地区

には住まない方がいいと聞いたことがあるから」以外で有意差が確認できた。「同和地区の生活環

境や慣習などが自分には合わないと思うから」は 60 歳以上で４割台と高く、一方、「同和地区は

治安が悪いから」は 50歳以上で 9～15％と低い。「同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受

けるかもしれないから」は、16～19 歳で 44.8％、60～69歳で 45.5％と高い。 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

同
和
地
区
に
住
む
こ
と
で
、

自
分
や
家
族
が
差
別
を
受
け

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

同
和
地
区
の
生
活
環
境
や
慣

習
な
ど
が
自
分
に
は
合
わ
な

い
と
思
う
か
ら

同
和
地
区
は
閉
鎖
的
で
、

自

分
や
家
族
が
「

よ
そ
者
」

扱

い
さ
れ
そ
う
だ
か
ら

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い
か

ら 同
和
地
区
の
物
件
は
価
格
上

昇
が
見
込
め
な
い
か
ら
（

転

売
が
難
し
い
と
思
う
か
ら
）

同
和
地
区
に
は
住
ま
な
い
方

が
い
い
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

343 122 112 88 69 83 86 26 4

100.0 35.6 32.7 25.7 20.1 24.2 25.1 7.6 1.2

127 50 45 41 32 36 22 8 0

100.0 39.4 35.4 32.3 25.2 28.3 17.3 6.3 0.0

214 72 66 47 37 47 62 18 4

100.0 33.6 30.8 22.0 17.3 22.0 29.0 8.4 1.9

29 13 7 6 10 2 5 2 0

100.0 44.8 24.1 20.7 34.5 6.9 17.2 6.9 0.0

41 9 5 11 11 4 12 5 0

100.0 22.0 12.2 26.8 26.8 9.8 29.3 12.2 0.0

41 12 14 12 16 16 12 5 0

100.0 29.3 34.1 29.3 39.0 39.0 29.3 12.2 0.0

48 20 10 11 19 11 10 4 0

100.0 41.7 20.8 22.9 39.6 22.9 20.8 8.3 0.0

80 27 18 24 12 18 14 8 1

100.0 33.8 22.5 30.0 15.0 22.5 17.5 10.0 1.3

55 25 26 16 6 18 14 3 0

100.0 45.5 47.3 29.1 10.9 32.7 25.5 5.5 0.0

86 25 35 15 8 17 26 5 3

100.0 29.1 40.7 17.4 9.3 19.8 30.2 5.8 3.5

性別 * *

年齢 * ** ** *
統計的検定

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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（１３）男女の地位の平等感 

問１２ あなたは、次の各分野で男女の地位がどの程度平等になっていると思いますか。 

ア～ケのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図 12－１ 男女の地位の平等感】 

 

 

  

N=577

(ア) 学校教育の場では 19.8 5.4

(イ) 家庭生活の場では 44.0 12.0

(ウ) 職場では 62.4 4.3

(エ) 地域活動の場では 37.8 8.5

(オ)
社会通念や地域の慣習・
しきたりでは

66.9 3.1

(カ) 法律や制度の上では 47.1 5.4

(キ) 政治の場では 77.1 1.4

(ク) 経済界では 79.7 1.0

(ケ) 社会全体として 76.1 3.3

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

2.1

5.2

16.1

6.2

16.8

10.4

38.0

34.8

19.6

17.7

38.8

46.3

31.5

50.1

36.7

39.2

44.9

56.5

70.4

40.4

29.3

49.6

26.3

43.3

17.7

15.6

17.0

4.3

9.5

2.6

7.3

2.3

4.2

0.7

0.0

1.7

1.0

2.4

1.7

1.2

0.9

1.2

0.7

1.0

1.6

4.5

3.6

4.0

4.2

3.6

4.2

3.8

3.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性のほうが非常に優位である どちらかといえば男性のほうが優位である

平等である どちらかといえば女性のほうが優位である

女性のほうが非常に優位である 不明・無回答
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男女の地位の平等感に関する各項目について、それぞれどちらが優位と感じるかを尋ねたとこ

ろ、「男性のほうが非常に優位である」の割合が最も高いのは、「キ．政治の場では」（38.0%）

で、次いで「ク．経済界では」（34.8%）となっている。 

「男性のほうが非常に優位である」と「どちらかといえば男性のほうが優位である」を合わせ

た『男性のほうが優位』と、「女性のほうが非常に優位である」と「どちらかといえば女性のほう

が優位である」を合わせた『女性のほうが優位』を比較すると、いずれの項目でも『男性のほう

が優位』が上回っており、特に「キ．政治の場では」「ク．経済界では」「ケ．社会全体として」

では 70 ポイント以上の差がみられる。 

『女性のほうが優位』は、「イ．家庭生活の場では」で 12.0％と最も高く、その他の項目はいず

れも 1.0％～8.5％と低い。 

「ア．学校教育の場では」は、「平等である」が 70.4％と高く、『男性のほうが優位』と『女性

のほうが優位』の差が 14.4 ポイントと最も小さい。 
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【表 12－１ 性別・年齢別 男女の地位の平等感①】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

577 12 102 406 25 6 26 114 31 30 224 233 55 14 21 254 69

100.0 2.1 17.7 70.4 4.3 1.0 4.5 19.8 5.4 5.2 38.8 40.4 9.5 2.4 3.6 44.0 12.0

234 4 35 166 13 5 11 39 18 6 65 112 28 13 10 71 41

100.0 1.7 15.0 70.9 5.6 2.1 4.7 16.7 7.7 2.6 27.8 47.9 12.0 5.6 4.3 30.3 17.5

336 8 65 236 12 1 14 73 13 23 157 118 27 1 10 180 28

100.0 2.4 19.3 70.2 3.6 0.3 4.2 21.7 3.9 6.8 46.7 35.1 8.0 0.3 3.0 53.6 8.3

65 8 3 42 5 3 4 11 8 9 15 30 3 4 4 24 7

100.0 12.3 4.6 64.6 7.7 4.6 6.2 16.9 12.3 13.8 23.1 46.2 4.6 6.2 6.2 36.9 10.8

74 2 9 54 5 3 1 11 8 7 30 24 9 3 1 37 12

100.0 2.7 12.2 73.0 6.8 4.1 1.4 14.9 10.8 9.5 40.5 32.4 12.2 4.1 1.4 50.0 16.2

71 0 6 59 6 0 0 6 6 1 19 33 13 5 0 20 18

100.0 0.0 8.5 83.1 8.5 0.0 0.0 8.5 8.5 1.4 26.8 46.5 18.3 7.0 0.0 28.2 25.4

78 2 13 53 7 3 0 15 10 6 33 29 5 5 0 39 10

100.0 2.6 16.7 67.9 9.0 3.8 0.0 19.2 12.8 7.7 42.3 37.2 6.4 6.4 0.0 50.0 12.8

115 4 23 80 5 0 3 27 5 8 48 46 9 1 3 56 10

100.0 3.5 20.0 69.6 4.3 0.0 2.6 23.5 4.3 7.0 41.7 40.0 7.8 0.9 2.6 48.7 8.7

101 2 19 72 2 1 5 21 3 7 49 31 11 1 2 56 12

100.0 2.0 18.8 71.3 2.0 1.0 5.0 20.8 3.0 6.9 48.5 30.7 10.9 1.0 2.0 55.4 11.9

150 2 34 99 0 0 15 36 0 4 51 71 11 0 13 55 11

100.0 1.3 22.7 66.0 0.0 0.0 10.0 24.0 0.0 2.7 34.0 47.3 7.3 0.0 8.7 36.7 7.3

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

577 93 267 169 15 10 23 360 25 36 182 286 42 7 24 218 49

100.0 16.1 46.3 29.3 2.6 1.7 4.0 62.4 4.3 6.2 31.5 49.6 7.3 1.2 4.2 37.8 8.5

234 25 100 81 8 8 12 125 16 12 46 134 25 6 11 58 31

100.0 10.7 42.7 34.6 3.4 3.4 5.1 53.4 6.8 5.1 19.7 57.3 10.7 2.6 4.7 24.8 13.2

336 66 164 87 7 2 10 230 9 24 135 149 16 1 11 159 17

100.0 19.6 48.8 25.9 2.1 0.6 3.0 68.5 2.7 7.1 40.2 44.3 4.8 0.3 3.3 47.3 5.1

65 17 26 15 0 2 5 43 2 5 14 36 4 2 4 19 6

100.0 26.2 40.0 23.1 0.0 3.1 7.7 66.2 3.1 7.7 21.5 55.4 6.2 3.1 6.2 29.2 9.2

74 18 31 20 2 1 2 49 3 7 14 41 9 2 1 21 11

100.0 24.3 41.9 27.0 2.7 1.4 2.7 66.2 4.1 9.5 18.9 55.4 12.2 2.7 1.4 28.4 14.9

71 12 24 30 2 3 0 36 5 4 13 46 7 1 0 17 8

100.0 16.9 33.8 42.3 2.8 4.2 0.0 50.7 7.0 5.6 18.3 64.8 9.9 1.4 0.0 23.9 11.3

78 12 40 15 7 4 0 52 11 5 24 37 8 4 0 29 12

100.0 15.4 51.3 19.2 9.0 5.1 0.0 66.7 14.1 6.4 30.8 47.4 10.3 5.1 0.0 37.2 15.4

115 18 53 36 4 1 3 71 5 9 33 64 6 0 3 42 6

100.0 15.7 46.1 31.3 3.5 0.9 2.6 61.7 4.3 7.8 28.7 55.7 5.2 0.0 2.6 36.5 5.2

101 18 44 34 1 1 3 62 2 8 43 36 9 0 5 51 9

100.0 17.8 43.6 33.7 1.0 1.0 3.0 61.4 2.0 7.9 42.6 35.6 8.9 0.0 5.0 50.5 8.9

150 17 80 40 0 0 13 97 0 5 55 70 8 0 12 60 8

100.0 11.3 53.3 26.7 0.0 0.0 8.7 64.7 0.0 3.3 36.7 46.7 5.3 0.0 8.0 40.0 5.3

性
別

男性

**

女性

（ア）学校教育の場では （イ）家庭生活の場では

全体

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

（ウ）職場では （エ）地域活動の場では

全体

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 12－１ 性別・年齢別 男女の地位の平等感②】 

 

 

 

 

  

（カ）法律や制度の上では

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

577 97 289 152 13 5 21 386 18 60 212 250 24 7 24 272 31

100.0 16.8 50.1 26.3 2.3 0.9 3.6 66.9 3.1 10.4 36.7 43.3 4.2 1.2 4.2 47.1 5.4

234 30 105 78 6 5 10 135 11 11 66 122 17 7 11 77 24

100.0 12.8 44.9 33.3 2.6 2.1 4.3 57.7 4.7 4.7 28.2 52.1 7.3 3.0 4.7 32.9 10.3

336 66 180 73 7 0 10 246 7 47 145 125 7 0 12 192 7

100.0 19.6 53.6 21.7 2.1 0.0 3.0 73.2 2.1 14.0 43.2 37.2 2.1 0.0 3.6 57.1 2.1

65 14 25 16 4 2 4 39 6 9 21 23 5 3 4 30 8

100.0 21.5 38.5 24.6 6.2 3.1 6.2 60.0 9.2 13.8 32.3 35.4 7.7 4.6 6.2 46.2 12.3

74 15 30 24 2 2 1 45 4 9 22 36 3 3 1 31 6

100.0 20.3 40.5 32.4 2.7 2.7 1.4 60.8 5.4 12.2 29.7 48.6 4.1 4.1 1.4 41.9 8.1

71 15 29 26 1 0 0 44 1 8 26 28 9 0 0 34 9

100.0 21.1 40.8 36.6 1.4 0.0 0.0 62.0 1.4 11.3 36.6 39.4 12.7 0.0 0.0 47.9 12.7

78 17 37 19 1 4 0 54 5 14 32 25 3 4 0 46 7

100.0 21.8 47.4 24.4 1.3 5.1 0.0 69.2 6.4 17.9 41.0 32.1 3.8 5.1 0.0 59.0 9.0

115 20 68 22 2 0 3 88 2 15 44 49 4 0 3 59 4

100.0 17.4 59.1 19.1 1.7 0.0 2.6 76.5 1.7 13.0 38.3 42.6 3.5 0.0 2.6 51.3 3.5

101 21 48 28 1 0 3 69 1 11 39 44 4 0 3 50 4

100.0 20.8 47.5 27.7 1.0 0.0 3.0 68.3 1.0 10.9 38.6 43.6 4.0 0.0 3.0 49.5 4.0

150 14 78 42 4 0 12 92 4 5 55 75 0 0 15 60 0

100.0 9.3 52.0 28.0 2.7 0.0 8.0 61.3 2.7 3.3 36.7 50.0 0.0 0.0 10.0 40.0 0.0

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

577 219 226 102 4 4 22 445 8 201 259 90 0 6 21 460 6

100.0 38.0 39.2 17.7 0.7 0.7 3.8 77.1 1.4 34.8 44.9 15.6 0.0 1.0 3.6 79.7 1.0

234 65 82 69 4 3 11 147 7 56 101 62 0 5 10 157 5

100.0 27.8 35.0 29.5 1.7 1.3 4.7 62.8 3.0 23.9 43.2 26.5 0.0 2.1 4.3 67.1 2.1

336 152 142 31 0 1 10 294 1 143 155 27 0 1 10 298 1

100.0 45.2 42.3 9.2 0.0 0.3 3.0 87.5 0.3 42.6 46.1 8.0 0.0 0.3 3.0 88.7 0.3

65 26 22 9 2 2 4 48 4 20 21 16 2 2 4 41 4

100.0 40.0 33.8 13.8 3.1 3.1 6.2 73.8 6.2 30.8 32.3 24.6 3.1 3.1 6.2 63.1 6.2

74 33 25 12 3 0 1 58 3 32 25 14 1 1 1 57 2

100.0 44.6 33.8 16.2 4.1 0.0 1.4 78.4 4.1 43.2 33.8 18.9 1.4 1.4 1.4 77.0 2.7

71 33 19 19 0 0 0 52 0 28 23 19 0 0 1 51 0

100.0 46.5 26.8 26.8 0.0 0.0 0.0 73.2 0.0 39.4 32.4 26.8 0.0 0.0 1.4 71.8 0.0

78 33 31 8 3 3 0 64 6 30 38 6 0 4 0 68 4

100.0 42.3 39.7 10.3 3.8 3.8 0.0 82.1 7.7 38.5 48.7 7.7 0.0 5.1 0.0 87.2 5.1

115 54 39 18 0 1 3 93 1 46 46 19 0 1 3 92 1

100.0 47.0 33.9 15.7 0.0 0.9 2.6 80.9 0.9 40.0 40.0 16.5 0.0 0.9 2.6 80.0 0.9

101 39 45 14 0 0 3 84 0 42 48 9 0 0 2 90 0

100.0 38.6 44.6 13.9 0.0 0.0 3.0 83.2 0.0 41.6 47.5 8.9 0.0 0.0 2.0 89.1 0.0

150 35 65 37 0 0 13 100 0 33 78 27 0 0 12 111 0

100.0 23.3 43.3 24.7 0.0 0.0 8.7 66.7 0.0 22.0 52.0 18.0 0.0 0.0 8.0 74.0 0.0

（オ）社会通念や地域の慣習・しきたりでは

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

性
別

男性

** **

女性

（キ）政治の場では （ク）経済界では

全体

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 12－１ 性別・年齢別 男女の地位の平等感③】 

 

 

 

性別については、「ア．学校教育の場では」以外で有意差が確認できた。「ア．学校教育の場で

は」以外はいずれも、男性より女性の方が『男性のほうが優位』が高く、「ウ．職場では」「オ．

社会通念や地域の慣習・しきたりでは」では 10 ポイント以上、その他の項目では 20 ポイント以

上の差がみられた。 

年齢別では、全ての項目で有意差が確認できた。「イ．家庭生活の場では」では 30～39 歳で

『女性のほうが優位』が 25.4％と高くなっている。その他、「エ．地域活動の場では」では 60～

69 歳、「オ. 社会通念や地域の慣習・しきたりでは」では 50～59 歳で『男性のほうが優位』が高

い。「ケ．社会全体として」でみると、39 歳以下で「平等である」の割合が２割台と他の年代に比

べて高めである。 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

男
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

男
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

平
等
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

女
性
の
ほ
う
が
優
位

で
あ
る

女
性
の
ほ
う
が
非
常

に
優
位
で
あ
る

不
明
・
無
回
答

『

男
性
の
ほ
う
が

優
位
』

『

女
性
の
ほ
う
が

優
位
』

統
計
的
検
定

577 113 326 98 10 9 21 439 19

100.0 19.6 56.5 17.0 1.7 1.6 3.6 76.1 3.3

234 26 117 64 8 8 11 143 16

100.0 11.1 50.0 27.4 3.4 3.4 4.7 61.1 6.8

336 85 206 33 2 1 9 291 3

100.0 25.3 61.3 9.8 0.6 0.3 2.7 86.6 0.9

65 17 25 13 2 4 4 42 6

100.0 26.2 38.5 20.0 3.1 6.2 6.2 64.6 9.2

74 13 37 16 5 2 1 50 7

100.0 17.6 50.0 21.6 6.8 2.7 1.4 67.6 9.5

71 14 33 19 4 1 0 47 5

100.0 19.7 46.5 26.8 5.6 1.4 0.0 66.2 7.0

78 14 48 11 1 4 0 62 5

100.0 17.9 61.5 14.1 1.3 5.1 0.0 79.5 6.4

115 22 69 20 0 1 3 91 1

100.0 19.1 60.0 17.4 0.0 0.9 2.6 79.1 0.9

101 26 56 14 2 0 3 82 2

100.0 25.7 55.4 13.9 2.0 0.0 3.0 81.2 2.0

150 25 87 26 0 0 12 112 0

100.0 16.7 58.0 17.3 0.0 0.0 8.0 74.7 0.0

（ケ）社会全体として

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上



66 

 

（１４）さまざまな人権や差別に関する考え方 

問１３ あなたは、差別や人権に関する次のような意見や考え方についてどのように思いますか。 

ア～タのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図 13－１ さまざまな人権や差別に関する考え方】 

 

N=577

(ア) 結婚に際して相手が同和地区出身
者かどうかを調べることは人権侵
害である

44.4 20.3

(イ) 自分の身内は同和地区出身者とは
結婚してほしくない

28.4 31.2

(ウ) 同和問題は、そっとしておけば自
然となくなる問題だから、同和教
育・啓発はしないほうがよい

28.2 33.6

(エ) 同和地区住民は、現在でも生活の
さまざまな面で優遇されている

21.7 18.9

(オ) 同和問題は、他の人権問題に比べ
てわかりにくいと感じる

58.9 12.0

(カ) 就職の面接で、人事担当者が就職
希望者の家族構成を聞くことは問
題だ

43.0 25.5

(キ) 就職の面接で、人事担当者が女性
に対して結婚や出産の予定の有無
を聞くことは問題だ

59.4 18.7

(ク) 凶悪事件の場合であっても、未成
年の犯人の実名を公表するのは問
題だ

12.1 63.4

(ケ) 刑を終えて刑務所を出所した人の
就職が容易に決まらないことは問
題だ

34.1 30.0

(コ) 自分の身内に同性愛者はいてほし
くない

29.1 42.1

(サ) 同僚に性的マイノリティがいる職
場では働きたくない

13.2 61.2

(シ) 知人から性的マイノリティだと打
ち明けられたら、どう接するべき
かわからない

24.8 45.9

(ス) ハンセン病患者が強制隔離された
ことについては、仕方がなかった

23.1 36.0

(セ) ホームレスになるのは、本人の責
任が大きい

37.3 25.5

(ソ) 表現の自由に関わる問題なので、
インターネット上の情報規制は行
うべきではない

22.4 51.5

(タ) 新聞やテレビ等のマスメディアか
らの情報よりもSNSで得られる情
報のほうが信頼できる

14.9 53.6

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う

　
思
わ
な
い
』

22.0

8.3

11.1

5.7

21.0

22.9

34.8

5.4

12.0

15.8

6.8

9.5

7.6

12.0

11.8

7.3

22.4

20.1

17.2

15.9

38.0

20.1

24.6

6.8

22.2

13.3

6.4

15.3

15.4

25.3

10.6

7.6

34.3

39.2

37.3

57.5

27.2

30.5

21.0

22.9

34.8

27.7

24.4

27.6

40.0

36.2

24.8

30.3

9.5

12.5

20.1

9.4

5.7

14.2

11.4

20.6

14.6

14.2

17.5

16.1

15.1

13.2

25.0

17.7

10.7

18.7

13.5

9.5

6.2

11.3

7.3

42.8

15.4

27.9

43.7

29.8

21.0

12.3

26.5

35.9

1.0

1.2

0.9

1.9

1.9

1.0

0.9

1.6

1.0

1.0

1.2

1.7

0.9

1.0

1.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない

そう思わない 不明・無回答
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各対象者別の人権や差別に関する考え方について、それぞれにそう思うかどうか尋ねたとこ

ろ、「そう思う」の割合が最も高いのは、「キ．就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や

出産の予定の有無を聞くことは問題だ」（34.8%）で、次いで「カ．就職の面接で、人事担当者が

就職希望者の家族構成を聞くことは問題だ」（22.9%）となっている。「そう思う」と「どちらかと

いえばそう思う」を合わせた『そう思う』の割合が最も高いのは、「キ．就職の面接で、人事担当

者が女性に対して結婚や出産の予定の有無を聞くことは問題だ」（59.4%）で、次いで「オ．同和

問題は、他の人種問題に比べてわかりにくいと感じる」（58.9%）となっている。 

一方、「そう思わない」の割合が最も高いのは、「サ．同僚に性的マイノリティがいる職場では

働きたくない」（43.7％）で、次いで「ク．凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の実名を公

表するのは問題だ」（42.8％）となっている。「そう思わない」と「どちらかといえばそうは思わ

ない」を合わせた『そう思わない』の割合が最も高いのは、「ク．凶悪事件の場合であっても、未

成年の犯人の実名を公表するのは問題だ」（63.4％）で、次いで「サ．同僚に性的マイノリティが

いる職場では働きたくない」（61.2％）となっている。 
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【表 13－１ 性別・年齢別 さまざまな人権や差別に関する考え方①】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 127 129 198 55 62 6 256 117 48 116 226 72 108 7 164 180

100.0 22.0 22.4 34.3 9.5 10.7 1.0 44.4 20.3 8.3 20.1 39.2 12.5 18.7 1.2 28.4 31.2

234 60 38 75 25 34 2 98 59 24 34 94 24 55 3 58 79

100.0 25.6 16.2 32.1 10.7 14.5 0.9 41.9 25.2 10.3 14.5 40.2 10.3 23.5 1.3 24.8 33.8

336 64 90 122 30 26 4 154 56 23 82 129 48 50 4 105 98

100.0 19.0 26.8 36.3 8.9 7.7 1.2 45.8 16.7 6.8 24.4 38.4 14.3 14.9 1.2 31.3 29.2

65 14 6 21 10 14 0 20 24 2 14 15 9 25 0 16 34

100.0 21.5 9.2 32.3 15.4 21.5 0.0 30.8 36.9 3.1 21.5 23.1 13.8 38.5 0.0 24.6 52.3

74 8 21 25 11 9 0 29 20 4 8 26 14 22 0 12 36

100.0 10.8 28.4 33.8 14.9 12.2 0.0 39.2 27.0 5.4 10.8 35.1 18.9 29.7 0.0 16.2 48.6

71 9 15 24 7 16 0 24 23 6 12 30 11 11 1 18 22

100.0 12.7 21.1 33.8 9.9 22.5 0.0 33.8 32.4 8.5 16.9 42.3 15.5 15.5 1.4 25.4 31.0

78 20 11 27 10 10 0 31 20 7 15 26 12 18 0 22 30

100.0 25.6 14.1 34.6 12.8 12.8 0.0 39.7 25.6 9.0 19.2 33.3 15.4 23.1 0.0 28.2 38.5

115 23 26 39 14 13 0 49 27 6 28 48 12 21 0 34 33

100.0 20.0 22.6 33.9 12.2 11.3 0.0 42.6 23.5 5.2 24.3 41.7 10.4 18.3 0.0 29.6 28.7

101 28 30 27 7 8 1 58 15 10 17 41 14 18 1 27 32

100.0 27.7 29.7 26.7 6.9 7.9 1.0 57.4 14.9 9.9 16.8 40.6 13.9 17.8 1.0 26.7 31.7

150 36 34 60 8 7 5 70 15 14 34 63 14 20 5 48 34

100.0 24.0 22.7 40.0 5.3 4.7 3.3 46.7 10.0 9.3 22.7 42.0 9.3 13.3 3.3 32.0 22.7

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 64 99 215 116 78 5 163 194 33 92 332 54 55 11 125 109

100.0 11.1 17.2 37.3 20.1 13.5 0.9 28.2 33.6 5.7 15.9 57.5 9.4 9.5 1.9 21.7 18.9

234 28 43 84 40 37 2 71 77 18 46 125 20 22 3 64 42

100.0 12.0 18.4 35.9 17.1 15.8 0.9 30.3 32.9 7.7 19.7 53.4 8.5 9.4 1.3 27.4 17.9

336 33 56 130 74 40 3 89 114 15 46 203 32 32 8 61 64

100.0 9.8 16.7 38.7 22.0 11.9 0.9 26.5 33.9 4.5 13.7 60.4 9.5 9.5 2.4 18.2 19.0

65 9 9 31 10 6 0 18 16 4 2 36 12 11 0 6 23

100.0 13.8 13.8 47.7 15.4 9.2 0.0 27.7 24.6 6.2 3.1 55.4 18.5 16.9 0.0 9.2 35.4

74 6 13 30 16 9 0 19 25 2 4 40 14 14 0 6 28

100.0 8.1 17.6 40.5 21.6 12.2 0.0 25.7 33.8 2.7 5.4 54.1 18.9 18.9 0.0 8.1 37.8

71 11 13 28 10 9 0 24 19 3 8 45 4 10 1 11 14

100.0 15.5 18.3 39.4 14.1 12.7 0.0 33.8 26.8 4.2 11.3 63.4 5.6 14.1 1.4 15.5 19.7

78 7 12 28 18 13 0 19 31 5 11 46 7 9 0 16 16

100.0 9.0 15.4 35.9 23.1 16.7 0.0 24.4 39.7 6.4 14.1 59.0 9.0 11.5 0.0 20.5 20.5

115 11 19 37 29 19 0 30 48 6 24 67 10 8 0 30 18

100.0 9.6 16.5 32.2 25.2 16.5 0.0 26.1 41.7 5.2 20.9 58.3 8.7 7.0 0.0 26.1 15.7

101 10 16 40 18 16 1 26 34 9 26 46 8 9 3 35 17

100.0 9.9 15.8 39.6 17.8 15.8 1.0 25.7 33.7 8.9 25.7 45.5 7.9 8.9 3.0 34.7 16.8

150 19 29 54 27 17 4 48 44 6 22 93 12 10 7 28 22

100.0 12.7 19.3 36.0 18.0 11.3 2.7 32.0 29.3 4.0 14.7 62.0 8.0 6.7 4.7 18.7 14.7

（ア）結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは
　　　人権侵害である

（イ）自分の身内は同和地区出身者とは結婚してほしくない

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** *

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ウ）同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、
　　　同和教育・啓発はしないほうがよい

（エ）同和地区住民は、現在でも生活のさまざまな面で優遇されている

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 13－１ 性別・年齢別 さまざまな人権や差別に関する考え方②】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 121 219 157 33 36 11 340 69 132 116 176 82 65 6 248 147

100.0 21.0 38.0 27.2 5.7 6.2 1.9 58.9 12.0 22.9 20.1 30.5 14.2 11.3 1.0 43.0 25.5

234 47 89 60 16 17 5 136 33 63 49 65 27 28 2 112 55

100.0 20.1 38.0 25.6 6.8 7.3 2.1 58.1 14.1 26.9 20.9 27.8 11.5 12.0 0.9 47.9 23.5

336 73 129 95 16 17 6 202 33 68 65 110 55 34 4 133 89

100.0 21.7 38.4 28.3 4.8 5.1 1.8 60.1 9.8 20.2 19.3 32.7 16.4 10.1 1.2 39.6 26.5

65 17 22 14 7 5 0 39 12 20 13 16 10 6 0 33 16

100.0 26.2 33.8 21.5 10.8 7.7 0.0 60.0 18.5 30.8 20.0 24.6 15.4 9.2 0.0 50.8 24.6

74 28 21 18 6 1 0 49 7 20 11 19 16 8 0 31 24

100.0 37.8 28.4 24.3 8.1 1.4 0.0 66.2 9.5 27.0 14.9 25.7 21.6 10.8 0.0 41.9 32.4

71 15 24 21 4 6 1 39 10 19 11 21 10 10 0 30 20

100.0 21.1 33.8 29.6 5.6 8.5 1.4 54.9 14.1 26.8 15.5 29.6 14.1 14.1 0.0 42.3 28.2

78 16 30 20 5 7 0 46 12 20 14 20 15 9 0 34 24

100.0 20.5 38.5 25.6 6.4 9.0 0.0 59.0 15.4 25.6 17.9 25.6 19.2 11.5 0.0 43.6 30.8

115 26 49 26 6 8 0 75 14 34 22 32 15 12 0 56 27

100.0 22.6 42.6 22.6 5.2 7.0 0.0 65.2 12.2 29.6 19.1 27.8 13.0 10.4 0.0 48.7 23.5

101 20 40 21 9 8 3 60 17 26 25 29 11 9 1 51 20

100.0 19.8 39.6 20.8 8.9 7.9 3.0 59.4 16.8 25.7 24.8 28.7 10.9 8.9 1.0 50.5 19.8

150 22 56 51 7 7 7 78 14 16 33 59 20 17 5 49 37

100.0 14.7 37.3 34.0 4.7 4.7 4.7 52.0 9.3 10.7 22.0 39.3 13.3 11.3 3.3 32.7 24.7

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 201 142 121 66 42 5 343 108 31 39 132 119 247 9 70 366

100.0 34.8 24.6 21.0 11.4 7.3 0.9 59.4 18.7 5.4 6.8 22.9 20.6 42.8 1.6 12.1 63.4

234 89 54 48 21 20 2 143 41 17 15 40 40 119 3 32 159

100.0 38.0 23.1 20.5 9.0 8.5 0.9 61.1 17.5 7.3 6.4 17.1 17.1 50.9 1.3 13.7 67.9

336 109 86 72 45 21 3 195 66 12 23 91 77 127 6 35 204

100.0 32.4 25.6 21.4 13.4 6.3 0.9 58.0 19.6 3.6 6.8 27.1 22.9 37.8 1.8 10.4 60.7

65 22 14 16 7 6 0 36 13 6 6 12 18 23 0 12 41

100.0 33.8 21.5 24.6 10.8 9.2 0.0 55.4 20.0 9.2 9.2 18.5 27.7 35.4 0.0 18.5 63.1

74 19 19 17 11 8 0 38 19 2 2 12 13 45 0 4 58

100.0 25.7 25.7 23.0 14.9 10.8 0.0 51.4 25.7 2.7 2.7 16.2 17.6 60.8 0.0 5.4 78.4

71 25 15 10 13 8 0 40 21 2 2 9 14 44 0 4 58

100.0 35.2 21.1 14.1 18.3 11.3 0.0 56.3 29.6 2.8 2.8 12.7 19.7 62.0 0.0 5.6 81.7

78 27 19 13 13 6 0 46 19 2 3 21 15 37 0 5 52

100.0 34.6 24.4 16.7 16.7 7.7 0.0 59.0 24.4 2.6 3.8 26.9 19.2 47.4 0.0 6.4 66.7

115 40 32 22 11 10 0 72 21 4 3 24 29 55 0 7 84

100.0 34.8 27.8 19.1 9.6 8.7 0.0 62.6 18.3 3.5 2.6 20.9 25.2 47.8 0.0 6.1 73.0

101 43 20 23 10 4 1 63 14 6 11 22 12 49 1 17 61

100.0 42.6 19.8 22.8 9.9 4.0 1.0 62.4 13.9 5.9 10.9 21.8 11.9 48.5 1.0 16.8 60.4

150 45 47 36 12 6 4 92 18 14 15 47 35 31 8 29 66

100.0 30.0 31.3 24.0 8.0 4.0 2.7 61.3 12.0 9.3 10.0 31.3 23.3 20.7 5.3 19.3 44.0

（オ）同和問題は、他の人権問題に比べてわかりにくいと感じる

全体

性
別

男性

女性

（カ）就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くことは
　　　問題だ

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（キ）就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や出産の予定の
　　　有無を聞くことは問題だ

（ク）凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の実名を公表するのは
　　　問題だ

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 13－１ 性別・年齢別 さまざまな人権や差別に関する考え方③】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 69 128 201 84 89 6 197 173 91 77 160 82 161 6 168 243

100.0 12.0 22.2 34.8 14.6 15.4 1.0 34.1 30.0 15.8 13.3 27.7 14.2 27.9 1.0 29.1 42.1

234 33 42 75 32 50 2 75 82 58 34 65 29 45 3 92 74

100.0 14.1 17.9 32.1 13.7 21.4 0.9 32.1 35.0 24.8 14.5 27.8 12.4 19.2 1.3 39.3 31.6

336 35 82 124 52 39 4 117 91 31 42 94 53 113 3 73 166

100.0 10.4 24.4 36.9 15.5 11.6 1.2 34.8 27.1 9.2 12.5 28.0 15.8 33.6 0.9 21.7 49.4

65 6 12 22 12 13 0 18 25 4 8 13 13 27 0 12 40

100.0 9.2 18.5 33.8 18.5 20.0 0.0 27.7 38.5 6.2 12.3 20.0 20.0 41.5 0.0 18.5 61.5

74 5 7 17 27 18 0 12 45 4 2 10 20 38 0 6 58

100.0 6.8 9.5 23.0 36.5 24.3 0.0 16.2 60.8 5.4 2.7 13.5 27.0 51.4 0.0 8.1 78.4

71 7 8 16 19 21 0 15 40 8 8 18 11 26 0 16 37

100.0 9.9 11.3 22.5 26.8 29.6 0.0 21.1 56.3 11.3 11.3 25.4 15.5 36.6 0.0 22.5 52.1

78 5 11 33 15 14 0 16 29 7 6 20 13 32 0 13 45

100.0 6.4 14.1 42.3 19.2 17.9 0.0 20.5 37.2 9.0 7.7 25.6 16.7 41.0 0.0 16.7 57.7

115 12 29 39 16 19 0 41 35 12 16 30 21 36 0 28 57

100.0 10.4 25.2 33.9 13.9 16.5 0.0 35.7 30.4 10.4 13.9 26.1 18.3 31.3 0.0 24.3 49.6

101 13 29 40 6 12 1 42 18 15 12 27 18 28 1 27 46

100.0 12.9 28.7 39.6 5.9 11.9 1.0 41.6 17.8 14.9 11.9 26.7 17.8 27.7 1.0 26.7 45.5

150 27 41 59 11 7 5 68 18 45 29 58 5 8 5 74 13

100.0 18.0 27.3 39.3 7.3 4.7 3.3 45.3 12.0 30.0 19.3 38.7 3.3 5.3 3.3 49.3 8.7

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 39 37 141 101 252 7 76 353 55 88 159 93 172 10 143 265

100.0 6.8 6.4 24.4 17.5 43.7 1.2 13.2 61.2 9.5 15.3 27.6 16.1 29.8 1.7 24.8 45.9

234 26 27 61 35 83 2 53 118 33 45 67 28 58 3 78 86

100.0 11.1 11.5 26.1 15.0 35.5 0.9 22.6 50.4 14.1 19.2 28.6 12.0 24.8 1.3 33.3 36.8

336 12 10 78 66 165 5 22 231 21 43 89 64 112 7 64 176

100.0 3.6 3.0 23.2 19.6 49.1 1.5 6.5 68.8 6.3 12.8 26.5 19.0 33.3 2.1 19.0 52.4

65 2 7 21 8 27 0 9 35 5 11 20 11 18 0 16 29

100.0 3.1 10.8 32.3 12.3 41.5 0.0 13.8 53.8 7.7 16.9 30.8 16.9 27.7 0.0 24.6 44.6

74 2 2 9 19 42 0 4 61 4 9 9 19 33 0 13 52

100.0 2.7 2.7 12.2 25.7 56.8 0.0 5.4 82.4 5.4 12.2 12.2 25.7 44.6 0.0 17.6 70.3

71 4 1 12 8 46 0 5 54 5 8 13 12 33 0 13 45

100.0 5.6 1.4 16.9 11.3 64.8 0.0 7.0 76.1 7.0 11.3 18.3 16.9 46.5 0.0 18.3 63.4

78 2 4 13 9 50 0 6 59 3 9 21 14 31 0 12 45

100.0 2.6 5.1 16.7 11.5 64.1 0.0 7.7 75.6 3.8 11.5 26.9 17.9 39.7 0.0 15.4 57.7

115 4 4 23 28 56 0 8 84 6 19 28 23 39 0 25 62

100.0 3.5 3.5 20.0 24.3 48.7 0.0 7.0 73.0 5.2 16.5 24.3 20.0 33.9 0.0 21.7 53.9

101 3 7 21 19 50 1 10 69 7 9 31 18 35 1 16 53

100.0 3.0 6.9 20.8 18.8 49.5 1.0 9.9 68.3 6.9 8.9 30.7 17.8 34.7 1.0 15.8 52.5

150 22 20 61 23 18 6 42 41 30 33 54 11 13 9 63 24

100.0 14.7 13.3 40.7 15.3 12.0 4.0 28.0 27.3 20.0 22.0 36.0 7.3 8.7 6.0 42.0 16.0

（ケ）刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に決まらないことは
　　　問題だ

（コ）自分の身内に同性愛者はいてほしくない

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（サ）同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない （シ）知人から性的マイノリティだと打ち明けられたら、どう接する
　　　べきかわからない

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 13－１ 性別・年齢別 さまざまな人権や差別に関する考え方④】 

 

 

 

  

（セ）ホームレスになるのは、本人の責任が大きい

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 44 89 231 87 121 5 133 208 69 146 209 76 71 6 215 147

100.0 7.6 15.4 40.0 15.1 21.0 0.9 23.1 36.0 12.0 25.3 36.2 13.2 12.3 1.0 37.3 25.5

234 27 43 93 29 40 2 70 69 38 70 77 16 30 3 108 46

100.0 11.5 18.4 39.7 12.4 17.1 0.9 29.9 29.5 16.2 29.9 32.9 6.8 12.8 1.3 46.2 19.7

336 15 46 138 57 77 3 61 134 30 75 130 57 41 3 105 98

100.0 4.5 13.7 41.1 17.0 22.9 0.9 18.2 39.9 8.9 22.3 38.7 17.0 12.2 0.9 31.3 29.2

65 4 15 26 10 10 0 19 20 13 11 22 13 6 0 24 19

100.0 6.2 23.1 40.0 15.4 15.4 0.0 29.2 30.8 20.0 16.9 33.8 20.0 9.2 0.0 36.9 29.2

74 2 8 37 14 13 0 10 27 2 20 25 19 8 0 22 27

100.0 2.7 10.8 50.0 18.9 17.6 0.0 13.5 36.5 2.7 27.0 33.8 25.7 10.8 0.0 29.7 36.5

71 9 13 27 7 15 0 22 22 11 17 25 7 11 0 28 18

100.0 12.7 18.3 38.0 9.9 21.1 0.0 31.0 31.0 15.5 23.9 35.2 9.9 15.5 0.0 39.4 25.4

78 2 8 38 11 19 0 10 30 8 15 36 7 12 0 23 19

100.0 2.6 10.3 48.7 14.1 24.4 0.0 12.8 38.5 10.3 19.2 46.2 9.0 15.4 0.0 29.5 24.4

115 6 12 55 17 25 0 18 42 10 33 41 15 16 0 43 31

100.0 5.2 10.4 47.8 14.8 21.7 0.0 15.7 36.5 8.7 28.7 35.7 13.0 13.9 0.0 37.4 27.0

101 6 16 36 12 30 1 22 42 13 22 41 12 12 1 35 24

100.0 5.9 15.8 35.6 11.9 29.7 1.0 21.8 41.6 12.9 21.8 40.6 11.9 11.9 1.0 34.7 23.8

150 18 33 46 29 20 4 51 49 20 43 46 20 16 5 63 36

100.0 12.0 22.0 30.7 19.3 13.3 2.7 34.0 32.7 13.3 28.7 30.7 13.3 10.7 3.3 42.0 24.0

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

577 68 61 143 144 153 8 129 297 42 44 175 102 207 7 86 309

100.0 11.8 10.6 24.8 25.0 26.5 1.4 22.4 51.5 7.3 7.6 30.3 17.7 35.9 1.2 14.9 53.6

234 46 27 49 53 56 3 73 109 28 15 70 42 77 2 43 119

100.0 19.7 11.5 20.9 22.6 23.9 1.3 31.2 46.6 12.0 6.4 29.9 17.9 32.9 0.9 18.4 50.9

336 21 33 92 89 96 5 54 185 14 29 99 60 129 5 43 189

100.0 6.3 9.8 27.4 26.5 28.6 1.5 16.1 55.1 4.2 8.6 29.5 17.9 38.4 1.5 12.8 56.3

65 10 13 17 9 16 0 23 25 10 6 24 11 14 0 16 25

100.0 15.4 20.0 26.2 13.8 24.6 0.0 35.4 38.5 15.4 9.2 36.9 16.9 21.5 0.0 24.6 38.5

74 9 14 14 24 13 0 23 37 6 10 22 17 19 0 16 36

100.0 12.2 18.9 18.9 32.4 17.6 0.0 31.1 50.0 8.1 13.5 29.7 23.0 25.7 0.0 21.6 48.6

71 15 14 9 15 18 0 29 33 9 15 18 12 17 0 24 29

100.0 21.1 19.7 12.7 21.1 25.4 0.0 40.8 46.5 12.7 21.1 25.4 16.9 23.9 0.0 33.8 40.8

78 6 6 22 23 21 0 12 44 5 8 27 14 24 0 13 38

100.0 7.7 7.7 28.2 29.5 26.9 0.0 15.4 56.4 6.4 10.3 34.6 17.9 30.8 0.0 16.7 48.7

115 11 11 29 28 36 0 22 64 7 8 34 19 47 0 15 66

100.0 9.6 9.6 25.2 24.3 31.3 0.0 19.1 55.7 6.1 7.0 29.6 16.5 40.9 0.0 13.0 57.4

101 11 10 27 22 30 1 21 52 5 7 30 17 40 2 12 57

100.0 10.9 9.9 26.7 21.8 29.7 1.0 20.8 51.5 5.0 6.9 29.7 16.8 39.6 2.0 11.9 56.4

150 16 8 47 36 36 7 24 72 5 2 47 29 62 5 7 91

100.0 10.7 5.3 31.3 24.0 24.0 4.7 16.0 48.0 3.3 1.3 31.3 19.3 41.3 3.3 4.7 60.7

（ス）ハンセン病患者が強制隔離されたことについては、仕方がなかった

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ソ）表現の自由に関わる問題なので、インターネット上の情報規制は
　　　行うべきではない

（タ）新聞やテレビ等のマスメディアからの情報よりもSNSで得られる
　　　情報のほうが信頼できる

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

* **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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性別については、「ウ．同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、同和教育・

啓発はしないほうがよい」「エ．同和地区住民は、現在でも生活のさまざまな面で優遇されてい

る」「オ．同和問題は、他の人権問題に比べてわかりにくいと感じる」「カ．就職の面接で、人事

担当者が就職希望者の家族構成を聞くことは問題だ」「キ．就職の面接で、人事担当者が女性に対

して結婚や出産の予定の有無を聞くことは問題だ」以外で有意差が確認できた。「コ．自分の身内

に同性愛者はいてほしくない」「サ．同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない」

「シ．知人から性的マイノリティだと打ち明けられたら、どう接するべきかわからない」といっ

た性的マイノリティに関する項目や、「ス．ハンセン病患者が強制隔離されたことについては、仕

方がなかった」「セ．ホームレスになるのは、本人の責任が大きい」「ソ．表現の自由に関わる問

題なので、インターネット上の情報規制は行うべきではない」で、男性が女性より『そう思う』

が 10 ポイント以上高くなっている。 

年齢別では、「ウ．同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、同和教育・啓発

はしない方がよい」「カ．就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くことは問題

だ」「キ．就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や出産の予定の有無を聞くことは問題

だ」「セ．ホームレスになるのは、本人の責任が大きい」以外で有意差が確認できた。「ア．結婚

に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人権侵害である」「エ．同和地区住民は、

現在でも生活のさまざまな面で優遇されている」は、60～69 歳で高くなっている。「コ．自分の身

内に同性愛者はいてほしくない」「サ．同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない」

「シ．知人から性的マイノリティだと打ち明けられたら、どう接するべきかわからない」といっ

た性的マイノリティに関する項目は、70 歳以上で高くなっている。また、「ソ．表現の自由に関わ

る問題なので、インターネット上の情報規制は行うべきではない」は、39 歳以下で 31.1％～

40.8％、40歳以上で 15.4％～20.8％と、世代間で差がみられた。 
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【表 13－２ 過去の調査結果との比較 各対象者別の人権や差別に関する考え方】 

 

  

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 127 129 198 55 62 6 256 117 64 99 215 116 78 5 163 194

100.0 22.0 22.4 34.3 9.5 10.7 1.0 44.4 20.3 11.1 17.2 37.3 20.1 13.5 0.9 28.2 33.6

2019年 1060 446 253 221 78 38 24 699 116 111 160 406 221 145 17 271 366

100.0 42.1 23.9 20.8 7.4 3.6 2.3 65.9 10.9 10.5 15.1 38.3 20.8 13.7 1.6 25.6 34.5

2013年 1551 671 338 344 77 85 36 1009 162

100.0 43.3 21.8 22.2 5.0 5.5 2.3 65.1 10.4

※過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取 ※過去調査では選択肢は「よくあてはまる」～「まったくあてはまらない」の５件法で聴取

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 132 116 176 82 65 6 248 147 201 142 121 66 42 5 343 108

100.0 22.9 20.1 30.5 14.2 11.3 1.0 43.0 25.5 34.8 24.6 21.0 11.4 7.3 0.9 59.4 18.7

2019年 1060 196 249 269 180 153 13 445 333 341 293 213 126 76 11 634 202

100.0 18.5 23.5 25.4 17.0 14.4 1.2 42.0 31.4 32.2 27.6 20.1 11.9 7.2 1.0 59.8 19.1

2013年 1551 240 295 405 288 282 41 535 570

100.0 15.5 19.0 26.1 18.6 18.2 2.6 34.5 36.8

2007年 1774 231 280 439 392 375 57 511 767

100.0 13.0 15.8 24.7 22.1 21.1 3.2 28.8 43.2

※過去調査では選択肢は「問題である」～「問題があるとは思わない」の５件法で聴取 ※過去調査では選択肢は「問題である」～「問題があるとは思わない」の５件法で聴取

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 31 39 132 119 247 9 70 366 69 128 201 84 89 6 197 173

100.0 5.4 6.8 22.9 20.6 42.8 1.6 12.1 63.4 12.0 22.2 34.8 14.6 15.4 1.0 34.1 30.0

2019年 1060 73 84 264 250 379 10 157 629 145 294 392 136 80 13 439 216

100.0 6.9 7.9 24.9 23.6 35.8 0.9 14.8 59.3 13.7 27.7 37.0 12.8 7.5 1.2 41.4 20.4

2013年 1551 100 141 323 364 589 34 241 953 207 439 598 158 112 37 646 270

100.0 6.4 9.1 20.8 23.5 38.0 2.2 15.5 61.4 13.3 28.3 38.6 10.2 7.2 2.4 41.7 17.4

※過去調査では選択肢は「問題である」～「問題があるとは思わない」の５件法で聴取 ※過去調査では選択肢は「問題である」～「問題があるとは思わない」の５件法で聴取

（ア）結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは
　　　人権侵害である

（ウ）同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、
　　　同和教育・啓発はしないほうがよい

**

（カ）就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くことは
　　　問題だ

（キ）就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や出産の予定の
　　　有無を聞くことは問題だ

** **

（ク）凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の実名を公表するのは
　　　問題だ

（ケ）刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に決まらないことは
　　　問題だ

**
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過去の調査結果との比較については、「ウ．同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題

だから、同和教育・啓発はしないほうがよい」「ク．凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の

実名を公表するのは問題だ」以外で、有意差が確認できた。 

「ア．結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人権侵害である」は 2019 年

から 2025 年にかけて 21.5 ポイント低下、「コ．自分の身内に同性愛者はいてほしくない」は 2019

年から 2025年にかけて 11.5 ポイント低下、「ケ．刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に

決まらないことは問題だ」は、2019 年から 2025 年にかけて 7.3 ポイント低下している。 

 
 
 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

『

そ
う
思
う
』

『

そ
う
思
わ
な
い
』

統
計
的
検
定

2025年 577 91 77 160 82 161 6 168 243

100.0 15.8 13.3 27.7 14.2 27.9 1.0 29.1 42.1

2019年 1060 221 209 246 127 244 13 430 371

100.0 20.8 19.7 23.2 12.0 23.0 1.2 40.6 35.0

2013年 1551 478 376 325 134 199 39 854 333

100.0 30.8 24.2 21.0 8.6 12.8 2.5 55.1 21.5

（コ）自分の身内に同性愛者はいてほしくない

**
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５．人権教育について 

（１）人権教育を受けた経験 

問１４ あなたは、小学校から高校の間に、差別や人権に関する教育を受けたことがありますか。（○は１つ） 

【図 14－１ 人権教育を受けた経験】 

 

 

 

人権教育を受けた経験の有無について尋ねたところ、「受けたことはあるが、内容はよく覚えて

いない」が 39.0％で最も高く、次いで「受けたことがない」が 25.8％、「受けたことがあり、内

容は興味深かった」が 18.7％で続いている。 

 

 

  

N=577

受けたことがあり、

内容は興味深かった 18.7%

受けたことはあるが、

内容はつまらなかった 9.7%

受けたことはあるが、

内容はよく覚えていない

39.0%

受けたことがない

25.8%

不明・無回答

6.8%
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【表 14－１ 性別・年齢別 人権教育を受けた経験】 

 

 

 

性別については、男性は「受けたことがない」が女性より 7.6 ポイント高く、女性は「受けた

ことがあり、内容は興味深かった」が 5.0 ポイント、「受けたことはあるが、内容はよく覚えてい

ない」が 7.3 ポイント、男性より高い。 

年齢別では、「受けたことがあり、内容は興味深かった」は若年になるほど高い傾向で、最も高

い 16～19 歳で 46.2％、20～59 歳で２割台、70 歳以上で 4.7％となっている。「受けたことがな

い」は、70歳以上で 58.7％と非常に高く、その他の年代では 6.2％～19.8％となっている。 

 

【表 14－２ 過去の調査結果との比較 人権教育を受けた経験】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、2019 年から 2025 年にかけて「受けた」は 4.4 ポイント上昇して

いる。（※今回調査については、「受けた」は「受けたことがあり、内容は興味深かった」「受けた

ことはあるが、内容はつまらなかった」「受けたことはあるが、内容はよく覚えていない」の合

計。） 

（上段：人、下段：％）

合
計

受
け
た
こ
と
が
あ

り
、

内
容
は
興
味

深
か
っ

た

受
け
た
こ
と
は
あ

る
が
、

内
容
は
つ

ま
ら
な
か
っ

た

受
け
た
こ
と
は
あ

る
が
、

内
容
は
よ

く
覚
え
て
い
な
い

受
け
た
こ
と
が
な

い 不
明
・
無
回
答

『

受
け
た
』

統
計
的
検
定

577 108 56 225 149 39 389

100.0 18.7 9.7 39.0 25.8 6.8 67.4

234 37 28 82 70 17 147

100.0 15.8 12.0 35.0 29.9 7.3 62.8

336 70 28 142 75 21 240

100.0 20.8 8.3 42.3 22.3 6.3 71.4

65 30 13 16 4 2 59

100.0 46.2 20.0 24.6 6.2 3.1 90.8

74 21 9 29 11 4 59

100.0 28.4 12.2 39.2 14.9 5.4 79.7

71 18 8 33 8 4 59

100.0 25.4 11.3 46.5 11.3 5.6 83.1

78 20 14 32 10 2 66

100.0 25.6 17.9 41.0 12.8 2.6 84.6

115 27 14 52 17 5 93

100.0 23.5 12.2 45.2 14.8 4.3 80.9

101 20 10 43 20 8 73

100.0 19.8 9.9 42.6 19.8 7.9 72.3

150 7 3 37 88 15 47

100.0 4.7 2.0 24.7 58.7 10.0 31.3

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

*

女性

（上段：人、下段：％）

合
計

受
け
た

受
け
て
い
な
い

不
明
・
無
回
答

統
計
的
検
定

2025年 577 389 149 39

100.0 67.4 25.8 6.8

2019年 1060 668 343 49

100.0 63.0 32.4 4.6

2013年 1551 847 609 95

100.0 54.6 39.3 6.1

※過去調査では選択肢は「ある」「ない」で聴取

*
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（２）受けた人権教育の内容 

問１４－１ 問１４で「１」「２」「３」を選んだ方にお聞きします。 

どういう内容を教わりましたか。（○はそれぞれ１つ） 

【図 14－１－１ 受けた人権教育の内容】 

 

 

受けた人権教育の内容について尋ねたところ、「同和問題」が 63.5％で最も高く、次いで「在日

韓国・朝鮮人の人権問題」が 32.6％、「障害者の人権問題」が 30.6％、「戦争と人権」が 30.3％で

続いている。 

 

 

  

（複数回答）

区分

 女性の人権問題 (n=88)

 高齢者の人権問題 (n=15)

 障害者の人権問題 (n=119)

 同和問題 (n=247)

 在日韓国・朝鮮人の人権問題 (n=127)

 外国人労働者とその家族の人権問題 (n=15)

 ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者の人権問題 (n=59)

 ハンセン病回復者の人権問題 (n=39)

 アイヌ民族の人権問題 (n=85)

 子どもの人権問題 (n=45)

 子どもの権利条約 (n=29)

 性的マイノリティの人権問題 (n=31)

 インターネットと人権 (n=22)

 戦争と人権 (n=118)

 その他 (n=4)

 おぼえていない、わからない (n=62)

 不明・無回答 (n=1)

全体 (n=389)

22.6

3.9

30.6

63.5

32.6

3.9

15.2

10.0

21.9

11.6

7.5

8.0

5.7

30.3

1.0

15.9

0.3

0% 20% 40% 60% 80%
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【表 14－１－１ 性別・年齢別 受けた人権教育の内容】 

 

 

 

性別については、有意差はみられなかった。 

年齢別では、「ハンセン病回復者の人権問題」以外で有意差が確認できた。「女性の人権問題」

「障害者の人権問題」「アイヌ民族の人権問題」「子どもの人権問題」「子どもの権利条約」「戦争

と人権」については、若年になるほど高い傾向がみられる。「性的マイノリティの人権問題」「イ

ンターネットと人権」も若年になるほど高いが、特に 16～19 歳で非常に高くなっている。一方、

「同和問題」は、50～69 歳で 75.3％～80.8％と高くなっている。  

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

女
性
の
人
権
問
題

高
齢
者
の
人
権
問
題

障
害
者
の
人
権
問
題

同
和
問
題

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
人
権

問
題

外
国
人
労
働
者
と
そ
の
家
族

の
人
権
問
題

Ｈ
Ｉ
Ｖ
（

エ
イ
ズ
ウ
イ
ル

ス
）

感
染
者
の
人
権
問
題

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
人
権

問
題

ア
イ
ヌ
民
族
の
人
権
問
題

子
ど
も
の
人
権
問
題

子
ど
も
の
権
利
条
約

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
人
権

問
題

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
と
人
権

戦
争
と
人
権

そ
の
他

お
ぼ
え
て
い
な
い
、

わ
か
ら

な
い

不
明
・
無
回
答

389 88 15 119 247 127 15 59 39 85 45 29 31 22 118 4 62 1

100.0 22.6 3.9 30.6 63.5 32.6 3.9 15.2 10.0 21.9 11.6 7.5 8.0 5.7 30.3 1.0 15.9 0.3

147 28 5 49 99 48 7 23 13 37 15 14 13 10 40 2 21 0

100.0 19.0 3.4 33.3 67.3 32.7 4.8 15.6 8.8 25.2 10.2 9.5 8.8 6.8 27.2 1.4 14.3 0.0

240 59 10 70 146 79 8 36 26 48 30 15 17 12 77 2 41 1

100.0 24.6 4.2 29.2 60.8 32.9 3.3 15.0 10.8 20.0 12.5 6.3 7.1 5.0 32.1 0.8 17.1 0.4

59 34 10 36 33 18 14 16 12 23 20 16 33 24 28 0 4 0

100.0 57.6 16.9 61.0 55.9 30.5 23.7 27.1 20.3 39.0 33.9 27.1 55.9 40.7 47.5 0.0 6.8 0.0

59 27 6 29 27 17 7 16 6 20 12 9 16 17 24 0 9 0

100.0 45.8 10.2 49.2 45.8 28.8 11.9 27.1 10.2 33.9 20.3 15.3 27.1 28.8 40.7 0.0 15.3 0.0

59 18 4 24 25 18 4 15 6 17 10 6 8 3 23 0 11 0

100.0 30.5 6.8 40.7 42.4 30.5 6.8 25.4 10.2 28.8 16.9 10.2 13.6 5.1 39.0 0.0 18.6 0.0

66 19 1 20 41 24 0 16 8 18 6 5 3 1 26 1 9 0

100.0 28.8 1.5 30.3 62.1 36.4 0.0 24.2 12.1 27.3 9.1 7.6 4.5 1.5 39.4 1.5 13.6 0.0

93 13 2 32 70 29 2 11 5 14 11 6 2 0 30 2 9 0

100.0 14.0 2.2 34.4 75.3 31.2 2.2 11.8 5.4 15.1 11.8 6.5 2.2 0.0 32.3 2.2 9.7 0.0

73 7 1 16 59 25 0 3 5 11 6 3 1 1 9 0 11 0

100.0 9.6 1.4 21.9 80.8 34.2 0.0 4.1 6.8 15.1 8.2 4.1 1.4 1.4 12.3 0.0 15.1 0.0

47 8 1 8 24 15 2 1 5 9 1 0 0 0 8 1 14 1

100.0 17.0 2.1 17.0 51.1 31.9 4.3 2.1 10.6 19.1 2.1 0.0 0.0 0.0 17.0 2.1 29.8 2.1

性別

年齢 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
統計的検定

60～69歳

70歳以上

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳
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【表 14－１－２ 過去の調査結果との比較 受けた人権教育の内容】 

 

 

 

過去の調査結果と比較すると、「女性の人権問題」「障害者の人権問題」で有意差が確認でき

た。2019 年から 2025 年にかけて、「女性の人権問題」は 6.1 ポイント、「障害者の人権問題」は

12.5 ポイント低下している。 

 
 
 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

女
性
の
人
権
問
題

高
齢
者
の
人
権
問
題

障
害
者
の
人
権
問
題

同
和
問
題

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
人
権

問
題

外
国
人
労
働
者
と
そ
の
家
族

の
人
権
問
題

Ｈ
Ｉ
Ｖ
（

エ
イ
ズ
ウ
イ
ル

ス
）

感
染
者
の
人
権
問
題

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
人
権

問
題

ア
イ
ヌ
民
族
の
人
権
問
題

子
ど
も
の
人
権
問
題

子
ど
も
の
権
利
条
約

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
人
権

問
題

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
と
人
権

戦
争
と
人
権

そ
の
他

お
ぼ
え
て
い
な
い
、

わ
か
ら

な
い

不
明
・
無
回
答

2025年 389 88 15 119 247 127 15 59 39 85 45 29 31 22 118 4 62 1

100.0 22.6 3.9 30.6 63.5 32.6 3.9 15.2 10.0 21.9 11.6 7.5 8.0 5.7 30.3 1.0 15.9 0.3

2019年 668 192 44 288 442 190 34 114 78 127 100 61 46 4 92 1

100.0 28.7 6.6 43.1 66.2 28.4 5.1 17.1 11.7 19.0 15.0 9.1 6.9 0.6 13.8 0.1

2013年 847 210 47 301 600 262 31 123 92 113 107 61 24 69 15

100.0 24.8 5.5 35.5 70.8 30.9 3.7 14.5 10.9 13.3 12.6 7.2 2.8 8.1 1.8

* **統計的検定
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（３）人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知 

問１５ あなたは、以下の法律や条例、また、人権問題に関する行政の取組や相談窓口を知っていますか。 

ア～チのそれぞれについて選んでください。（○はそれぞれ１つ） 

【図 15－１ 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知】 

 

 

 N=577

(ア) 障害者差別解消法
（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

38.6

(イ) ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）

46.8

(ウ) 部落差別解消推進法
（部落差別の解消の推進に関する法律）

50.1

(エ) LGBT理解増進法（性的指向及びジェンダーアイデン
ティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する
法律）

46.6

(オ) 人権文化のまちづくりをすすめる条例 44.0

(カ) 広報とよなか　人権についてのお知らせ記事 62.6

(キ) ホームページの人権に関わる情報 40.7

(ク) 豊中市が作成した同和問題啓発動画 20.1

(ケ) 本人通知制度（戸籍謄本や住民票を第三者に交付した
時に事前に登録した本人にお知らせする制度）

22.5

(コ) 豊中市やさしい日本語啓発事業（やさしい日本語と
は、外国人だけでなく高齢者や障害者、子ども等、誰
にでもわかりやすいよう簡単にした日本語）

21.5

(サ) 豊中市パートナーシップ宣誓証明制度（性別、性的指
向、性自認に関わらず、お互いを人生のパートナーと
することを宣誓したことを市が証明する制度）

19.4

(シ) 豊中市立人権平和センター 53.4

(ス) とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 58.4

(セ) とよなか国際交流センター 54.4

(ソ) 人権相談、総合生活相談 34.0

(タ) 人権擁護委員による人権相談 26.9

(チ) 法務局による人権相談・救済措置 26.5

『

見
聞
き
あ
り
』

法
律
・
豊
中
市
の
条
例

豊
中
市
の
施
設
や
取
組

相
談
窓
口

6.2

6.1

6.6

6.9

2.1

10.4

3.6

1.4

5.5

3.8

2.9

8.0

10.1

9.2

4.2

2.4

2.8

32.4

40.7

43.5

39.7

41.9

52.2

37.1

18.7

17.0

17.7

16.5

45.4

48.4

45.2

29.8

24.4

23.7

59.3

51.0

47.8

51.1

53.2

34.7

56.5

77.3

74.9

75.7

77.6

43.7

39.0

42.5

63.4

70.5

70.9

2.1

2.3

2.1

2.3

2.8

2.8

2.8

2.6

2.6

2.8

2.9

2.9

2.6

3.1

2.6

2.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容（趣旨）まで知っている 聞いたことはあるが内容まで知らない

まったく知らない 不明・無回答
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人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知について尋ねたところ、「内容（趣旨）まで知っ

ている」の割合が最も高いのは、「カ．広報とよなか 人権についてのお知らせ記事」（10.4％）

で、次いで「ス．とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」（10.1％）、「セ．とよなか国際交

流センター」（9.2％）となっている。「内容（趣旨）まで知っている」と「聞いたことはあるが内

容までは知らない」を合わせた『見聞きあり』の割合が最も高いのは、「カ．広報とよなか 人権

についてのお知らせ記事」（62.6％）で、次いで「ス．とよなか男女共同参画推進センターすてっ

ぷ」（58.4％）、「セ．とよなか国際交流センター」（54.4％）となっている。 

一方、「まったく知らない」の割合が最も高いのは、「サ．豊中市パートナーシップ宣誓証明制

度」（77.6％）で、次いで「ク．豊中市が作成した同和問題啓発動画」（77.3％）、「コ．豊中市や

さしい日本語啓発事業」（75.7％）となっている。 

法律・豊中市の条例に関する各項目については、「聞いたことはあるが内容まで知らない」が３

割台～４割台、「まったく知らない」が４割～５割台となっている。 

相談窓口に関する各項目については、「聞いたことはあるが内容まで知らない」が２割台、「ま

ったく知らない」が６～７割台となっている。 
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【表 15－１ 性別・年齢別 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知①】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 36 187 342 12 223 35 235 294 13 270

100.0 6.2 32.4 59.3 2.1 38.6 6.1 40.7 51.0 2.3 46.8

234 21 69 141 3 90 25 104 102 3 129

100.0 9.0 29.5 60.3 1.3 38.5 10.7 44.4 43.6 1.3 55.1

336 14 116 197 9 130 9 128 190 9 137

100.0 4.2 34.5 58.6 2.7 38.7 2.7 38.1 56.5 2.7 40.8

65 15 26 23 1 41 16 19 29 1 35

100.0 23.1 40.0 35.4 1.5 63.1 24.6 29.2 44.6 1.5 53.8

74 7 29 38 0 36 7 36 31 0 43

100.0 9.5 39.2 51.4 0.0 48.6 9.5 48.6 41.9 0.0 58.1

71 5 24 41 1 29 4 26 40 1 30

100.0 7.0 33.8 57.7 1.4 40.8 5.6 36.6 56.3 1.4 42.3

78 5 28 45 0 33 5 35 38 0 40

100.0 6.4 35.9 57.7 0.0 42.3 6.4 44.9 48.7 0.0 51.3

115 7 38 70 0 45 4 53 58 0 57

100.0 6.1 33.0 60.9 0.0 39.1 3.5 46.1 50.4 0.0 49.6

101 7 29 62 3 36 6 39 53 3 45

100.0 6.9 28.7 61.4 3.0 35.6 5.9 38.6 52.5 3.0 44.6

150 4 46 94 6 50 6 57 81 6 63

100.0 2.7 30.7 62.7 4.0 33.3 4.0 38.0 54.0 4.0 42.0

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 38 251 276 12 289 40 229 295 13 269

100.0 6.6 43.5 47.8 2.1 50.1 6.9 39.7 51.1 2.3 46.6

234 23 102 106 3 125 20 93 118 3 113

100.0 9.8 43.6 45.3 1.3 53.4 8.5 39.7 50.4 1.3 48.3

336 13 147 167 9 160 19 133 175 9 152

100.0 3.9 43.8 49.7 2.7 47.6 5.7 39.6 52.1 2.7 45.2

65 16 25 23 1 41 18 24 22 1 42

100.0 24.6 38.5 35.4 1.5 63.1 27.7 36.9 33.8 1.5 64.6

74 6 39 29 0 45 16 29 29 0 45

100.0 8.1 52.7 39.2 0.0 60.8 21.6 39.2 39.2 0.0 60.8

71 5 28 37 1 33 6 36 28 1 42

100.0 7.0 39.4 52.1 1.4 46.5 8.5 50.7 39.4 1.4 59.2

78 7 39 32 0 46 7 36 35 0 43

100.0 9.0 50.0 41.0 0.0 59.0 9.0 46.2 44.9 0.0 55.1

115 4 56 55 0 60 5 47 63 0 52

100.0 3.5 48.7 47.8 0.0 52.2 4.3 40.9 54.8 0.0 45.2

101 5 43 50 3 48 7 35 56 3 42

100.0 5.0 42.6 49.5 3.0 47.5 6.9 34.7 55.4 3.0 41.6

150 10 56 78 6 66 1 51 92 6 52

100.0 6.7 37.3 52.0 4.0 44.0 0.7 34.0 61.3 4.0 34.7

（ア）障害者差別解消法
　　　（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

（イ）ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な差別的
　　　言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）

全体

性
別

男性

* **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ウ）部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律） （エ）LGBT理解増進法（性的指向及びジェンダーアイデンティティの
　　　多様性に関する国民の理解の増進に関する法律）

全体

性
別

男性

*

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 15－１ 性別・年齢別 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知②】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 12 242 307 16 254 60 301 200 16 361

100.0 2.1 41.9 53.2 2.8 44.0 10.4 52.2 34.7 2.8 62.6

234 6 86 137 5 92 28 108 94 4 136

100.0 2.6 36.8 58.5 2.1 39.3 12.0 46.2 40.2 1.7 58.1

336 6 154 166 10 160 32 190 104 10 222

100.0 1.8 45.8 49.4 3.0 47.6 9.5 56.5 31.0 3.0 66.1

65 6 23 35 1 29 4 24 36 1 28

100.0 9.2 35.4 53.8 1.5 44.6 6.2 36.9 55.4 1.5 43.1

74 4 33 37 0 37 7 23 44 0 30

100.0 5.4 44.6 50.0 0.0 50.0 9.5 31.1 59.5 0.0 40.5

71 1 23 45 2 24 5 34 31 1 39

100.0 1.4 32.4 63.4 2.8 33.8 7.0 47.9 43.7 1.4 54.9

78 2 30 46 0 32 8 31 39 0 39

100.0 2.6 38.5 59.0 0.0 41.0 10.3 39.7 50.0 0.0 50.0

115 1 51 63 0 52 10 75 30 0 85

100.0 0.9 44.3 54.8 0.0 45.2 8.7 65.2 26.1 0.0 73.9

101 5 44 49 3 49 12 53 32 4 65

100.0 5.0 43.6 48.5 3.0 48.5 11.9 52.5 31.7 4.0 64.4

150 0 69 73 8 69 19 87 38 6 106

100.0 0.0 46.0 48.7 5.3 46.0 12.7 58.0 25.3 4.0 70.7

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 21 214 326 16 235 8 108 446 15 116

100.0 3.6 37.1 56.5 2.8 40.7 1.4 18.7 77.3 2.6 20.1

234 15 79 135 5 94 5 36 188 5 41

100.0 6.4 33.8 57.7 2.1 40.2 2.1 15.4 80.3 2.1 17.5

336 6 132 188 10 138 3 69 255 9 72

100.0 1.8 39.3 56.0 3.0 41.1 0.9 20.5 75.9 2.7 21.4

65 5 15 44 1 20 2 11 51 1 13

100.0 7.7 23.1 67.7 1.5 30.8 3.1 16.9 78.5 1.5 20.0

74 4 20 50 0 24 2 10 62 0 12

100.0 5.4 27.0 67.6 0.0 32.4 2.7 13.5 83.8 0.0 16.2

71 2 20 48 1 22 2 7 61 1 9

100.0 2.8 28.2 67.6 1.4 31.0 2.8 9.9 85.9 1.4 12.7

78 0 28 50 0 28 0 10 68 0 10

100.0 0.0 35.9 64.1 0.0 35.9 0.0 12.8 87.2 0.0 12.8

115 1 51 63 0 52 0 23 92 0 23

100.0 0.9 44.3 54.8 0.0 45.2 0.0 20.0 80.0 0.0 20.0

101 6 34 57 4 40 4 22 72 3 26

100.0 5.9 33.7 56.4 4.0 39.6 4.0 21.8 71.3 3.0 25.7

150 9 63 71 7 72 1 38 104 7 39

100.0 6.0 42.0 47.3 4.7 48.0 0.7 25.3 69.3 4.7 26.0

（オ）人権文化のまちづくりをすすめる条例 （カ）広報とよなか　人権についてのお知らせ記事

全体

性
別

男性

*

女性

年
齢

16～19歳

* **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（キ）ホームページの人権に関わる情報 （ク）豊中市が作成した同和問題啓発動画

全体

性
別

男性

*

女性

年
齢

16～19歳

* *

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上



84 

 

【表 15－１ 性別・年齢別 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知③】 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 32 98 432 15 130 22 102 437 16 124

100.0 5.5 17.0 74.9 2.6 22.5 3.8 17.7 75.7 2.8 21.5

234 14 33 183 4 47 8 35 186 5 43

100.0 6.0 14.1 78.2 1.7 20.1 3.4 15.0 79.5 2.1 18.4

336 18 63 245 10 81 14 64 248 10 78

100.0 5.4 18.8 72.9 3.0 24.1 4.2 19.0 73.8 3.0 23.2

65 4 18 42 1 22 6 9 49 1 15

100.0 6.2 27.7 64.6 1.5 33.8 9.2 13.8 75.4 1.5 23.1

74 4 13 57 0 17 6 14 54 0 20

100.0 5.4 17.6 77.0 0.0 23.0 8.1 18.9 73.0 0.0 27.0

71 4 9 57 1 13 4 7 59 1 11

100.0 5.6 12.7 80.3 1.4 18.3 5.6 9.9 83.1 1.4 15.5

78 5 14 59 0 19 3 18 57 0 21

100.0 6.4 17.9 75.6 0.0 24.4 3.8 23.1 73.1 0.0 26.9

115 7 23 85 0 30 3 24 88 0 27

100.0 6.1 20.0 73.9 0.0 26.1 2.6 20.9 76.5 0.0 23.5

101 7 21 70 3 28 8 19 71 3 27

100.0 6.9 20.8 69.3 3.0 27.7 7.9 18.8 70.3 3.0 26.7

150 6 21 116 7 27 1 24 117 8 25

100.0 4.0 14.0 77.3 4.7 18.0 0.7 16.0 78.0 5.3 16.7

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 17 95 448 17 112 46 262 252 17 308

100.0 2.9 16.5 77.6 2.9 19.4 8.0 45.4 43.7 2.9 53.4

234 8 35 185 6 43 21 87 120 6 108

100.0 3.4 15.0 79.1 2.6 18.4 9.0 37.2 51.3 2.6 46.2

336 9 58 258 11 67 25 172 128 11 197

100.0 2.7 17.3 76.8 3.3 19.9 7.4 51.2 38.1 3.3 58.6

65 5 13 46 1 18 6 26 32 1 32

100.0 7.7 20.0 70.8 1.5 27.7 9.2 40.0 49.2 1.5 49.2

74 4 14 56 0 18 3 33 38 0 36

100.0 5.4 18.9 75.7 0.0 24.3 4.1 44.6 51.4 0.0 48.6

71 2 10 58 1 12 7 25 37 2 32

100.0 2.8 14.1 81.7 1.4 16.9 9.9 35.2 52.1 2.8 45.1

78 3 10 65 0 13 8 29 41 0 37

100.0 3.8 12.8 83.3 0.0 16.7 10.3 37.2 52.6 0.0 47.4

115 3 24 88 0 27 10 57 47 1 67

100.0 2.6 20.9 76.5 0.0 23.5 8.7 49.6 40.9 0.9 58.3

101 5 15 78 3 20 13 49 36 3 62

100.0 5.0 14.9 77.2 3.0 19.8 12.9 48.5 35.6 3.0 61.4

150 1 25 114 10 26 3 77 62 8 80

100.0 0.7 16.7 76.0 6.7 17.3 2.0 51.3 41.3 5.3 53.3

（ケ）本人通知制度（戸籍謄本や住民票を第三者に交付した時に事前に
　　　登録した本人にお知らせする制度）

（コ）豊中市やさしい日本語啓発事業（やさしい日本語とは、外国人
　　　だけでなく高齢者や障害者、子ども等、誰にでもわかりやすい
　　　よう簡単にした日本語）

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（サ）豊中市パートナーシップ宣誓証明制度（性別、性的指向、性自認に
　　　関わらず、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓したことを
　　　市が証明する制度）

（シ）豊中市立人権平和センター

全体

性
別

男性

**

女性

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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【表 15－１ 性別・年齢別 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知④】 

 

 

 

  

（セ）とよなか国際交流センター

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 58 279 225 15 337 53 261 245 18 314

100.0 10.1 48.4 39.0 2.6 58.4 9.2 45.2 42.5 3.1 54.4

234 17 94 117 6 111 19 89 118 8 108

100.0 7.3 40.2 50.0 2.6 47.4 8.1 38.0 50.4 3.4 46.2

336 40 184 103 9 224 33 170 123 10 203

100.0 11.9 54.8 30.7 2.7 66.7 9.8 50.6 36.6 3.0 60.4

65 12 20 32 1 32 12 21 31 1 33

100.0 18.5 30.8 49.2 1.5 49.2 18.5 32.3 47.7 1.5 50.8

74 4 32 38 0 36 4 22 48 0 26

100.0 5.4 43.2 51.4 0.0 48.6 5.4 29.7 64.9 0.0 35.1

71 7 23 40 1 30 4 19 46 2 23

100.0 9.9 32.4 56.3 1.4 42.3 5.6 26.8 64.8 2.8 32.4

78 14 36 28 0 50 12 29 37 0 41

100.0 17.9 46.2 35.9 0.0 64.1 15.4 37.2 47.4 0.0 52.6

115 11 65 39 0 76 10 58 47 0 68

100.0 9.6 56.5 33.9 0.0 66.1 8.7 50.4 40.9 0.0 59.1

101 12 50 36 3 62 13 53 32 3 66

100.0 11.9 49.5 35.6 3.0 61.4 12.9 52.5 31.7 3.0 65.3

150 7 82 53 8 89 8 81 51 10 89

100.0 4.7 54.7 35.3 5.3 59.3 5.3 54.0 34.0 6.7 59.3

（タ）人権擁護委員による人権相談

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 24 172 366 15 196 14 141 407 15 155

100.0 4.2 29.8 63.4 2.6 34.0 2.4 24.4 70.5 2.6 26.9

234 13 64 153 4 77 9 49 172 4 58

100.0 5.6 27.4 65.4 1.7 32.9 3.8 20.9 73.5 1.7 24.8

336 11 105 210 10 116 5 90 231 10 95

100.0 3.3 31.3 62.5 3.0 34.5 1.5 26.8 68.8 3.0 28.3

65 5 12 47 1 17 2 10 52 1 12

100.0 7.7 18.5 72.3 1.5 26.2 3.1 15.4 80.0 1.5 18.5

74 3 14 57 0 17 3 11 60 0 14

100.0 4.1 18.9 77.0 0.0 23.0 4.1 14.9 81.1 0.0 18.9

71 2 9 59 1 11 0 9 61 1 9

100.0 2.8 12.7 83.1 1.4 15.5 0.0 12.7 85.9 1.4 12.7

78 2 20 56 0 22 1 17 60 0 18

100.0 2.6 25.6 71.8 0.0 28.2 1.3 21.8 76.9 0.0 23.1

115 3 42 70 0 45 1 34 80 0 35

100.0 2.6 36.5 60.9 0.0 39.1 0.9 29.6 69.6 0.0 30.4

101 8 32 58 3 40 4 25 69 3 29

100.0 7.9 31.7 57.4 3.0 39.6 4.0 24.8 68.3 3.0 28.7

150 7 59 77 7 66 6 49 88 7 55

100.0 4.7 39.3 51.3 4.7 44.0 4.0 32.7 58.7 4.7 36.7

（ス）とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

** **

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ソ）人権相談、総合生活相談

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

**
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【表 15－１ 性別・年齢別 人権問題に関する行政の取組や相談窓口の認知⑤】 

 

 

 

性別については、「エ．ＬＧＢＴ理解増進法」「オ．人権文化のまちづくりをすすめる条例」

「ク．豊中市が作成した同和問題啓発動画」「ケ．本人通知制度」「コ．豊中市やさしい日本語啓

発事業」「サ．豊中市パートナーシップ宣誓証明制度」「ソ．人権相談、総合生活相談」「タ．人権

擁護委員による人権相談」「チ．法務局による人権相談・救済措置」以外で有意差が確認できた。

「イ．ヘイトスピーチ解消法」は、女性より男性で『見聞きあり』が 14.3 ポイント高い。一方、

「シ．豊中市立人権平和センター」「ス．とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」「セ．と

よなか国際交流センター」といった施設や取組については、女性の方が男性より『見聞きあり』

が 10 ポイント以上高い。 

年齢別では、「ケ．本人通知制度」「コ．豊中市やさしい日本語啓発事業」「サ．豊中市パートナ

ーシップ宣誓証明制度」以外で有意差が確認できた。法律・豊中市の情勢に関する各項目では、

「オ．人権文化のまちづくりをすすめる条例」以外は、概ね若年になるほど高い傾向がみられ

る。一方、豊中市の施設や取組に関する各項目、相談窓口に関する各項目については、概ね 50 歳

以上で高い傾向である。 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

内
容
（

趣
旨
）

ま
で

知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
知
ら
な

い ま
っ

た
く
知
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

見
聞
き
あ
り
』

統
計
的
検
定

577 16 137 409 15 153

100.0 2.8 23.7 70.9 2.6 26.5

234 10 52 168 4 62

100.0 4.3 22.2 71.8 1.7 26.5

336 6 82 238 10 88

100.0 1.8 24.4 70.8 3.0 26.2

65 3 10 51 1 13

100.0 4.6 15.4 78.5 1.5 20.0

74 4 14 56 0 18

100.0 5.4 18.9 75.7 0.0 24.3

71 0 11 59 1 11

100.0 0.0 15.5 83.1 1.4 15.5

78 1 15 62 0 16

100.0 1.3 19.2 79.5 0.0 20.5

115 1 33 81 0 34

100.0 0.9 28.7 70.4 0.0 29.6

101 5 23 70 3 28

100.0 5.0 22.8 69.3 3.0 27.7

150 7 47 89 7 54

100.0 4.7 31.3 59.3 4.7 36.0

（チ）法務局による人権相談・救済措置

全体

性
別

男性

女性

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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（４）孤立感 

問１６ あなたご自身について、以下のことがらにどの程度あてはまりますか。（○はそれぞれ１つ） 

【図 16－１ 孤立感】 

 

 

 

孤立感に関する各項目について尋ねたところ、「よくあてはまる」の割合が最も高いのは、

「ウ．自分には日常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる」（37.1%）で、次いで

「イ．自分は周りの人たちから大切にされていると感じる」（29.6%）となっている。「よくあては

まる」と「ややあてはまる」を合わせた『あてはまる』の割合が最も高いのは、「ウ．自分には日

常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる」（73.1%）で、次いで「イ．自分は周りの

人たちから大切にされていると感じる」（69.0％）、「ア．自分は毎日、大きな心配はなく、安心し

て生活できている」（63.6％）となっている。 

一方、「まったくあてはまらない」の割合が最も高いのは、「カ．自分は他の人たちから孤立し

ていると感じる」（37.3％）で、次いで「オ．自分は取り残されていると感じる」（35.7％）とな

っている。「まったくあてはまらない」と「あまりあてはまらない」を合わせた『あてはまらな

い』の割合が最も高いのは、「カ．自分は他の人たちから孤立していると感じる」（71.6％）で、

次いで「オ．自分は取り残されていると感じる」（68.1％）、「エ．自分には人とのつきあいがない

と感じる」（61.9％）となっている。 

  

N=577

(ア) 自分は毎日、大きな心配はなく、
安心して生活できている

63.6 16.6

(イ) 自分は周りの人たちから大切にさ
れていると感じる

69.0 7.8

(ウ) 自分には日常生活で、困ったとき
に相談できる相手が身近にいる

73.1 12.5

(エ) 自分には人とのつきあいがないと
感じる

20.8 61.9

(オ) 自分は取り残されていると感じる 12.7 68.1

(カ) 自分は他の人たちから孤立してい
ると感じる

9.4 71.6

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

25.5

29.6

37.1

5.7

2.6

2.8

38.1

39.3

36.0

15.1

10.1

6.6

19.1

22.5

13.5

16.6

18.4

18.4

12.5

4.9

7.8

33.8

32.4

34.3

4.2

2.9

4.7

28.1

35.7

37.3

0.7

0.7

0.9

0.7

0.9

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくあてはまる ややあてはまる

どちらともいえない あまりあてはまらない

まったくあてはまらない 不明・無回答
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【表 16－１ 性別・年齢別 孤立感①】 

 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

577 147 220 110 72 24 4 367 96 171 227 130 28 17 4 398 45

100.0 25.5 38.1 19.1 12.5 4.2 0.7 63.6 16.6 29.6 39.3 22.5 4.9 2.9 0.7 69.0 7.8

234 57 75 52 34 16 0 132 50 51 84 66 20 12 1 135 32

100.0 24.4 32.1 22.2 14.5 6.8 0.0 56.4 21.4 21.8 35.9 28.2 8.5 5.1 0.4 57.7 13.7

336 89 142 58 37 8 2 231 45 119 141 63 8 4 1 260 12

100.0 26.5 42.3 17.3 11.0 2.4 0.6 68.8 13.4 35.4 42.0 18.8 2.4 1.2 0.3 77.4 3.6

65 26 22 6 6 5 0 48 11 34 22 5 3 1 0 56 4

100.0 40.0 33.8 9.2 9.2 7.7 0.0 73.8 16.9 52.3 33.8 7.7 4.6 1.5 0.0 86.2 6.2

74 23 27 12 6 6 0 50 12 37 24 12 1 0 0 61 1

100.0 31.1 36.5 16.2 8.1 8.1 0.0 67.6 16.2 50.0 32.4 16.2 1.4 0.0 0.0 82.4 1.4

71 24 27 9 8 3 0 51 11 29 30 9 2 1 0 59 3

100.0 33.8 38.0 12.7 11.3 4.2 0.0 71.8 15.5 40.8 42.3 12.7 2.8 1.4 0.0 83.1 4.2

78 20 31 13 10 4 0 51 14 26 34 12 3 3 0 60 6

100.0 25.6 39.7 16.7 12.8 5.1 0.0 65.4 17.9 33.3 43.6 15.4 3.8 3.8 0.0 76.9 7.7

115 31 38 25 18 3 0 69 21 36 46 22 9 2 0 82 11

100.0 27.0 33.0 21.7 15.7 2.6 0.0 60.0 18.3 31.3 40.0 19.1 7.8 1.7 0.0 71.3 9.6

101 16 41 22 17 5 0 57 22 21 40 33 2 4 1 61 6

100.0 15.8 40.6 21.8 16.8 5.0 0.0 56.4 21.8 20.8 39.6 32.7 2.0 4.0 1.0 60.4 5.9

150 37 62 32 10 7 2 99 17 29 55 48 10 7 1 84 17

100.0 24.7 41.3 21.3 6.7 4.7 1.3 66.0 11.3 19.3 36.7 32.0 6.7 4.7 0.7 56.0 11.3

（上段：人、下段：％）

合
計

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

577 214 208 78 45 27 5 422 72 33 87 96 195 162 4 120 357

100.0 37.1 36.0 13.5 7.8 4.7 0.9 73.1 12.5 5.7 15.1 16.6 33.8 28.1 0.7 20.8 61.9

234 69 76 43 25 20 1 145 45 23 47 41 68 55 0 70 123

100.0 29.5 32.5 18.4 10.7 8.5 0.4 62.0 19.2 9.8 20.1 17.5 29.1 23.5 0.0 29.9 52.6

336 144 130 35 18 7 2 274 25 10 40 52 126 106 2 50 232

100.0 42.9 38.7 10.4 5.4 2.1 0.6 81.5 7.4 3.0 11.9 15.5 37.5 31.5 0.6 14.9 69.0

65 36 21 2 4 2 0 57 6 7 5 9 20 24 0 12 44

100.0 55.4 32.3 3.1 6.2 3.1 0.0 87.7 9.2 10.8 7.7 13.8 30.8 36.9 0.0 18.5 67.7

74 41 24 6 3 0 0 65 3 4 8 9 26 27 0 12 53

100.0 55.4 32.4 8.1 4.1 0.0 0.0 87.8 4.1 5.4 10.8 12.2 35.1 36.5 0.0 16.2 71.6

71 35 23 6 6 1 0 58 7 4 17 4 22 24 0 21 46

100.0 49.3 32.4 8.5 8.5 1.4 0.0 81.7 9.9 5.6 23.9 5.6 31.0 33.8 0.0 29.6 64.8

78 33 28 9 5 3 0 61 8 2 15 11 23 27 0 17 50

100.0 42.3 35.9 11.5 6.4 3.8 0.0 78.2 10.3 2.6 19.2 14.1 29.5 34.6 0.0 21.8 64.1

115 49 36 13 9 8 0 85 17 7 15 17 48 28 0 22 76

100.0 42.6 31.3 11.3 7.8 7.0 0.0 73.9 14.8 6.1 13.0 14.8 41.7 24.3 0.0 19.1 66.1

101 27 42 22 6 4 0 69 10 7 11 21 34 28 0 18 62

100.0 26.7 41.6 21.8 5.9 4.0 0.0 68.3 9.9 6.9 10.9 20.8 33.7 27.7 0.0 17.8 61.4

150 39 58 24 16 10 3 97 26 10 19 35 49 35 2 29 84

100.0 26.0 38.7 16.0 10.7 6.7 2.0 64.7 17.3 6.7 12.7 23.3 32.7 23.3 1.3 19.3 56.0

年
齢

16～19歳

** *

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ウ）自分には日常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる （エ）自分には人とのつきあいがないと感じる

全体

性
別

男性

** **

女性

年
齢

16～19歳

**

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（ア）自分は毎日、大きな心配はなく、安心して生活できている （イ）自分は周りの人たちから大切にされていると感じる

全体

性
別

男性

** **

女性
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【表 16－１ 性別・年齢別 孤立感②】 

 

 

 

性別については、全ての項目で有意差が確認できた。「ア．自分は毎日、大きな心配はなく、安

心して生活できている」「イ．自分は周りの人たちから大切にされていると感じる」「ウ．自分に

は日常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる」は女性の『あてはまる』の割合が男

性より 10 ポイント以上高い。 

年齢別では、「イ．自分は周りの人たちから大切にされていると感じる」「ウ．自分には日常生

活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる」は概ね年代が高くなるほど「よくあてはま

る」が低くなっている。また、「エ．自分には人とのつきあいがないと感じる」では、『あてはま

る』は 30～39 歳で 29.6％、「オ．自分は取り残されていると感じる」では 16～19歳で 21.5％と

高くなっている。 

 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

合
計

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り

あ
て
は
ま
ら
な
い

ま
っ

た
く

あ
て
は
ま
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

『

あ
て
は
ま
る
』

『

あ
て
は
ま
ら
な
い
』

統
計
的
検
定

577 15 58 106 187 206 5 73 393 16 38 106 198 215 4 54 413

100.0 2.6 10.1 18.4 32.4 35.7 0.9 12.7 68.1 2.8 6.6 18.4 34.3 37.3 0.7 9.4 71.6

234 14 22 55 72 70 1 36 142 12 19 56 68 79 0 31 147

100.0 6.0 9.4 23.5 30.8 29.9 0.4 15.4 60.7 5.1 8.1 23.9 29.1 33.8 0.0 13.2 62.8

336 1 35 51 114 133 2 36 247 4 18 50 129 133 2 22 262

100.0 0.3 10.4 15.2 33.9 39.6 0.6 10.7 73.5 1.2 5.4 14.9 38.4 39.6 0.6 6.5 78.0

65 7 7 8 18 24 1 14 42 3 3 13 18 28 0 6 46

100.0 10.8 10.8 12.3 27.7 36.9 1.5 21.5 64.6 4.6 4.6 20.0 27.7 43.1 0.0 9.2 70.8

74 3 4 18 26 23 0 7 49 1 5 12 27 29 0 6 56

100.0 4.1 5.4 24.3 35.1 31.1 0.0 9.5 66.2 1.4 6.8 16.2 36.5 39.2 0.0 8.1 75.7

71 4 8 8 22 29 0 12 51 2 7 14 18 30 0 9 48

100.0 5.6 11.3 11.3 31.0 40.8 0.0 16.9 71.8 2.8 9.9 19.7 25.4 42.3 0.0 12.7 67.6

78 4 6 11 25 32 0 10 57 3 3 14 26 32 0 6 58

100.0 5.1 7.7 14.1 32.1 41.0 0.0 12.8 73.1 3.8 3.8 17.9 33.3 41.0 0.0 7.7 74.4

115 1 13 17 37 47 0 14 84 5 6 16 41 47 0 11 88

100.0 0.9 11.3 14.8 32.2 40.9 0.0 12.2 73.0 4.3 5.2 13.9 35.7 40.9 0.0 9.6 76.5

101 2 12 18 34 35 0 14 69 2 7 18 36 38 0 9 74

100.0 2.0 11.9 17.8 33.7 34.7 0.0 13.9 68.3 2.0 6.9 17.8 35.6 37.6 0.0 8.9 73.3

150 2 14 39 50 43 2 16 93 3 10 32 57 46 2 13 103

100.0 1.3 9.3 26.0 33.3 28.7 1.3 10.7 62.0 2.0 6.7 21.3 38.0 30.7 1.3 8.7 68.7

年
齢

16～19歳

*

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（オ）自分は取り残されていると感じる （カ）自分は他の人たちから孤立していると感じる

全体

性
別

男性

** **

女性
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Ⅲ．調査結果の分析と考察 

 

調査結果からみえてきた人権教育・啓発の課題 

石元清英 

 

１．伝統や慣習などに関する意見や考え方について 

 伝統や慣習、俗伝などに関する意見や考え方についてどう思うのかを問うた問 1 によると（7 ペー

ジ）、「ア 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」と「イ 葬式では「清め

塩」を用意すべきだ」については、肯定回答（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせ

た『そう思う』）の割合が否定回答（「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」を合わせ

た『そう思わない』）の割合を 20 ポイント以上、上回っており、この 2 つの意見に対して『そう思

う』と回答した割合は、それぞれ 5 割ほどになっている。 

逆に、「エ 結婚相手を決めるときは、家柄や血筋も考慮すべきだ」と「カ 占いを信じるほうだ」

という意見については、否定回答の割合が肯定回答の割合を 20 ポイント以上、上回っている。そし

て、「ウ 伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がない」という意

見についても、否定回答の割合が肯定回答の割合を 20 ポイント近く上回っている。 

このように、家相や方角、清め塩にこだわる市民が多くみられる一方、結婚に際して家柄や血筋を考

慮すべきという意見や祭礼における女人禁制に否定的な市民が多くみられるのである。 

 問１の回答を年齢別にみると（8～9 ページ）、肯定回答（『そう思う』）が最も多くなっている年齢

は、「ア 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」では 16～19 歳と 20～29

歳、「ウ 伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がない」では 16～

19 歳、「エ 結婚相手を決めるときは、家柄や血筋も考慮すべきだ」では 30～39歳、「オ 大勢の人の

考えや行動に合わせた方が何かと無難である」「カ 占いを信じるほうだ」「キ 「あの世」や「来

世」があると信じるほうだ」「ク 「お守り」や「お札」の力を信じるほうだ」の 4 項目は、いずれも

16～19 歳である。このように、統計的検定により、有意な差が認められる 7 項目のうちの６項目で、

16～19 歳の肯定回答の割合が最も高くなっているのである。かつて若者は、伝統や慣習、俗伝などを

批判的にみていたのであるが、現在はそれが大きく変わってきているのである。 

 16～19 歳での肯定回答が多くなっていた「ア 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考

慮すべきだ」「ウ 伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がない」

「オ 大勢の人の考えや行動に合わせた方が何かと無難である」の 3 項目について、その回答別に問 2

の回答結果をクロス集計すると、表 1～３のようになる。 
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表 1 は、「ア 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」という意見に対する

回答別に問 2 の回答結果を示したものである。この表の見方を説明すると、表の左端の上から 1 つ目

「問 2－ウ 差別された原因は、差別された側にもある」とある横長の箱は、「家を建てたり、買うと

きには、家相や方角なども考慮すべきだ」という意見に対する回答別に「差別された原因は、差別さ

れた側にもある」という意見についてどう回答したのかを表している。表の右上に「そう思う」「どち

らかといえばそう思う」「どちらともいえない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と

あるのは、「差別された原因は、差別された側にもある」という意見に対する回答である。すなわち、

「家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」という意見に『そう思う』と回答

した 295 人は、「差別された原因は、差別された側にもある」という意見について、5.1％が「そう思

う」、16.9％が「どちらかといえばそう思う」、36.6％が「どちらともいえない」、21.0％が「どちらか

といえばそう思わない」、20.3％が「そう思わない」と回答したのである。 

 表 1 をみると、「ア 家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」という意見に

『そう思う』と回答した人（以下、家相や方角にこだわる人）と『そう思わない』と回答した人（以

下、家相や方角にこだわらない人）を比較すると、家相や方角にこだわらない人のほうが「差別の原

因は差別された人の側にもある」という意見に対して「そう思わない」と多く回答しており、「そう思

わない」の割合は、家相や方角にこだわる人のそれを 20.6 ポイントも上回っている。そして、「人権

問題は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない」という意見に対しても、そ

の意見を否定する回答（「そう思わない」）は、家相や方角にこだわらない人では 57.1％であり、家相

や方角にこだわる人の否定回答を 12.0 ポイント上回っている。 

「差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が解決しにくくなる」という意見に

『そう思わない』と回答した割合は、家相や方角にこだわる人で 40.3％、家相や方角にこだわらない

人で 59.1％と、家相や方角にこだわらない人のほうが否定回答が多くなっている。「些細なことまで差

表1　問1－ア「家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」という意見に対する回答別問2の回答割合 （％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

問1－ア「家を建てた
り、買うときには、家相
や方角なども考慮すべ
きだ」という意見に対す

る回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 295 5.1 16.9 36.6 21.0 20.3 0.0

どちらともいえない 127 1.6 11.0 46.5 16.5 24.4 0.0

『そう思わない』 154 2.6 7.1 32.5 16.2 40.9 0.6

『そう思う』 295 3.4 6.1 19.7 25.8 45.1 0.0

どちらともいえない 127 0.0 4.7 29.1 25.2 40.2 0.8

『そう思わない』 154 2.6 5.8 9.1 24.0 57.1 1.3

『そう思う』 295 6.8 20.3 32.5 19.3 21.0 0.0

どちらともいえない 127 6.3 7.9 46.5 20.5 18.1 0.8

『そう思わない』 154 5.2 11.0 24.0 25.3 33.8 0.6

『そう思う』 295 24.4 35.3 25.4 8.5 6.4 0.0

どちらともいえない 127 18.1 37.0 23.6 9.4 11.8 0.0

『そう思わない』 154 21.4 23.4 24.0 12.3 16.9 1.9

『そう思う』 295 10.5 22.0 38.0 21.0 8.5 0.0

どちらともいえない 127 4.7 22.8 40.2 20.5 11.0 0.8

『そう思わない』 154 12.3 15.6 33.8 18.2 20.1 0.0

『そう思う』 295 5.4 17.6 29.2 25.4 22.0 0.3

どちらともいえない 127 3.9 15.0 27.6 22.8 30.7 0.0

『そう思わない』 154 5.8 16.2 22.7 20.1 35.1 0.0

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

**

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

*

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

*

問2の回答割合

問2－ウ　差別された原因は、差別
された人の側にもある

**

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

**
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別だ、人権侵害だと声を上げるのは、世の中を窮屈にさせる」と「社会福祉に頼るより、個人がもっ

と努力する必要がある」という意見についても、家相や方角にこだわらない人のほうが「そう思わな

い」の割合が高くなっている。 

 このように、家相や方角にこだわる人のほうが差別の原因を差別される側にも求めたり、人権問題

を他人事としてとらえ、差別をなくしていこうとする取り組みを評価しないという傾向がみられるの

であり、公助よりも自助という自己責任論を容認する傾向があるといえる。 

 こうした傾向は、「伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がな

い」という意見に対する回答別に問 2 の回答結果をみた表 2、「大勢の人の考えや行動に合わせた方が

何かと無難である」という意見に対する回答別に問 2 の回答結果をみた表３についても、同様に認め

られる。祭礼の伝統にこだわったり、大勢の人の動向に従うのが無難と考える人ほど、問 2 の人権の

視点から問題があるとみられる意見や考え方を否定する回答が少ないのである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表2　問1－ウ「伝統なのだから、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がない」という意見に対する回答別問2の回答割合

（％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

問１－ウ「伝統なのだか
ら、祭礼の山車や「だん
じり」に女性が乗れない
のは、仕方がない」とい
う意見に対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 158 5.1 22.8 37.3 10.8 23.4 0.6

どちらともいえない 145 4.1 13.8 39.3 22.8 20.0 0.0

『そう思わない』 272 2.2 7.0 37.1 21.3 32.4 0.0

『そう思う』 158 5.1 8.9 19.0 22.8 43.7 0.6

どちらともいえない 145 0.7 4.8 26.2 28.3 39.3 0.7

『そう思わない』 272 1.5 4.4 15.1 25.0 53.7 0.4

『そう思う』 158 8.9 17.7 37.3 15.2 20.3 0.6

どちらともいえない 145 4.1 14.5 44.1 18.6 17.9 0.7

『そう思わない』 272 5.5 14.0 25.4 26.1 29.0 0.0

『そう思う』 158 31.6 34.8 22.2 5.1 5.7 0.6

どちらともいえない 145 17.9 33.1 31.7 7.6 9.0 0.7

『そう思わない』 272 18.8 30.9 22.4 13.6 14.0 0.4

『そう思う』 158 13.3 26.6 37.3 15.8 7.0 0.0

どちらともいえない 145 6.9 17.9 45.5 19.3 9.7 0.7

『そう思わない』 272 8.8 18.4 33.1 23.2 16.5 0.0

『そう思う』 158 10.1 24.1 25.9 17.1 22.2 0.6

どちらともいえない 145 3.4 13.8 31.7 30.3 20.7 0.0

『そう思わない』 272 2.9 14.0 25.4 23.5 34.2 0.0

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

**

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

**

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

**

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

**

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

**

問2の回答割合

問2－ウ　差別の原因は、差別され
た人の側にもある

**
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すでにみたように、「家を建てたり、買うときには、家相や方角なども考慮すべきだ」「伝統なのだ

から、祭礼の山車や「だんじり」に女性が乗れないのは、仕方がない」「大勢の人の考えや行動に合わ

せた方が何かと無難である」という意見を肯定する回答は、16～19 歳で最も多かった。これらの意見

への回答と、問 2 の人権の視点から問題があるとみられる意見や考え方への回答との間に強い相関が

みられることを考えると、伝統や慣習、俗伝などに対して若年層が批判的な視点をもつ契機となるよ

うな人権教育を行うことが若年層の人権意識の向上に有効であるといえるのではないだろうか。 

２．人権や差別などに関する意見や考え方について 

 人権や差別などに関するさまざまな意見や考え方を示し、それらについてどう思うのかを問うた問 2

をみると（10 ページ）、「ア．人権には必ず義務がともなう」「イ．思いやりや優しさをみんながもて

ば、人権問題は解決する」の２項目について、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせ

た『そう思う』の割合が 5 割を超え、「コ．日本国憲法は、国民が従うルールである」については『そ

う思う』の割合が 7 割となっている。このように、これらの意見を肯定する回答は多いのであるが、

この 3 項目の意見はいずれも正しくない。 

 人権は、すべての人が生まれながらにもっている権利であり、すべての人が無条件に人権をもって

いるのである。したがって、何らかの義務を果たした人に人権が与えられたり、義務を果たさなかっ

たという理由で、人権が奪われたりするものではない。権利の行使には責任がともなうが、義務はと

もなわないのである。責任と義務を混同しているのではないかと思われる。人権に義務がともなうと

いう誤解は、個々人の権利の行使を抑制し、我慢を強いることにもなりかねない。また、自分の権利

を主張することが「自分勝手」や「わがまま」といった間違った見方を生むことにもなる。 

 「思いやりや優しさ」をもつことは、決して間違ったことではなく、非常に大切なのであるが、そ

れだけで人権問題が解決されるわけではない。差別を生じさせたり、差別を支える制度や文化、慣習

などを変革していくことも大事であり、自分のなかに差別を肯定するような考え方があることに気づ

表3　問１－オ「大勢の人の考えや行動に合わせた方が何かと無難である」という意見に対する回答別問2の回答割合 （％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

問1－オ「大勢の人の考
えや行動に合わせた方
が何かと無難である」と
いう意見に対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 160 3.8 18.8 36.9 20.0 20.0 0.6

どちらともいえない 221 2.7 11.8 46.2 19.9 19.5 0.0

『そう思わない』 191 4.7 9.9 29.3 16.2 39.8 0.0

『そう思う』 160 4.4 9.4 18.1 28.8 38.1 1.3

どちらともいえない 221 0.9 5.4 26.2 28.1 39.4 0.0

『そう思わない』 191 2.6 3.1 11.0 19.4 63.4 0.5

『そう思う』 160 9.4 21.3 28.1 21.9 18.8 0.6

どちらともいえない 221 3.6 14.5 47.1 20.4 14.5 0.0

『そう思わない』 191 6.8 11.0 22.0 22.0 38.2 0.0

『そう思う』 160 26.3 38.1 21.9 8.1 5.0 0.6

どちらともいえない 221 18.1 34.8 32.6 9.0 5.4 0.0

『そう思わない』 191 23.6 25.7 17.8 12.0 19.9 1.0

『そう思う』 160 11.9 21.9 35.6 18.8 11.3 0.6

どちらともいえない 221 5.9 21.7 43.0 20.8 8.6 0.0

『そう思わない』 191 12.6 18.3 32.5 20.4 16.2 0.0

『そう思う』 160 6.9 23.8 25.6 20.0 23.8 0.0

どちらともいえない 221 3.6 10.4 33.9 31.2 20.4 0.5

『そう思わない』 191 5.8 18.3 20.4 17.8 37.7 0.0

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

**

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

**

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

**

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

問2－ウ　差別の原因は、差別され
た人の側にもある

**

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

**

問2の回答割合
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き、その考え方を変えていくことも重要である。「思いやりや優しさをみんながもてば、人権問題は解

決する」という意見は、制度・文化等や個人の考え方の変革という点を軽視することにつながり、問

題があるといえる。 

 「日本国憲法は、国民が従うべきルールである」という意見も間違っている。強大な力をもつ国家

が暴走し、国民の権利を侵害することがないように、国民が国家に対して、してはいけないこと、し

なければならないことを示したものが憲法であり、憲法は国家権力を縛り、国家の権力行使をコント

ロールするものである。したがって、憲法に従うのは国民ではなく、国家である。ちなみに日本国憲

法第 99 条には、憲法を尊重し、擁護する義務は、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他

の公務員にあると明記されている。今回の調査で「日本国憲法は、国民が従うべきルールである」と

いう意見を肯定する回答が 7 割に達したことは、憲法を誤解している市民がそれだけ多いということ

であり、大きな問題である。 

 権利や憲法への理解を高めるとともに、差別を生み、支える制度や文化などへの批判的視点を育む

教育・啓発が大事だといえる。 

 問 2 の「ウ．差別された原因は、差別された人の側にもある」「エ．差別された人は、まず世のなか

に受け入れられるように努力する必要がある」「カ．差別に対して抗議や反対をすることによって、か

えって問題が解決しにくくなる」、これらの意見は、差別の原因を差別される側に求め、差別を社会の

問題というより、個人の問題とみなし、差別をなくそうとする取り組みを否定するものである。これ

らの意見を肯定する回答（『そう思う』）の割合は、いずれも 2 割前後と、高いものとはなっていない

が、賛否の判断を保留する回答である「どちらともいえない」がそれぞれ 3 割を超えているため、否

定する回答（『そう思わない』）が 5割に達していない。「どちらともいえない」と回答した人は、賛否

を判断するための情報を十分にもっていないと考えられるので、「どちらともいえない」と回答した人

たちにこうした意見の問題点を伝えていく教育・啓発が否定回答（『そう思わない』）を増やしていく

ことにつながるといえる。 

 「キ．ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声を上げるのは、世の中を窮屈にさせる」という意

見については、『そう思う』が 54.6％と、『そう思わない』の 20.1％を大きく上回っていた。この社会

にはさまざまな差別問題があるが、それらが社会問題として広く認識されるに至る以前は、圧倒的多

数を占める非当事者にとって関心の薄い事柄であり、ささいな問題にすぎなかったのである。しか

し、当事者を中心としたさまざま取り組みが続けられ、当事者があげる声によってその問題性に気づ

く非当事者が増えていくにつれ、社会問題として認識されるようになるのである。したがって、非当

事者からはささいなことに感じられても、当事者にとってみれば非常に深刻な問題であることは数多

くあり、当事者の声に耳を傾けることは大事なことである。その意味で、「ささいなことまで差別だ、

人権侵害だと声を上げるのは、世の中を窮屈にさせる」という意見を肯定する回答が 5 割を超えてい

ることは、非常に問題であるといえる。 

 年齢別についてみると（12～14ページ）、「ア 人権には必ず義務がともなう」という意見に対して

「そう思う」という回答が最も多いのが 16～19 歳で、「どちらかといえばそう思う」という回答も 16

～19 歳が最も多くなっている。そのため、16～19 歳の『そう思う』の割合は 76.9％で、全体

（60.7％）を 16.2 ポイントも上回っている。 
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「ウ．差別の原因は、差別された人の側にもある」という意見について「そう思う」「どちらかとい

えばそう思う」という回答は、ともに 16～19歳で最も多くなっており、『そう思う』の割合

（27.7％）は全体（16.6％）よりも 11.1 ポイント高くなっている。 

 「エ．差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある」という意見に

ついて、「そう思う」が最も多いのは 16～19 歳であり、「どちらかといえばそう思う」が最も多いのは

20～29 歳であるが（21.6％）、16～19 歳でもほぼ同じとなっている（21.5％）。そのため、『そう思

う』の割合は 16～19 歳で 32.3％と、最も高くなっている。 

 「オ．人権問題は、差別する人と差別される人との問題であり、自分には関係がない」という意見

についても、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」が最も多いのは 16～19 歳で、16～19 歳の

『そう思う』の割合は 21.5％となっている（全体は 8.1％）。 

 「ケ．競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは、仕方がない」という意見について

は、「そう思う」が最も多いのが 16～19 歳、「どちらかといえばそう思う」が最も多いのが 30～39 歳

であったが、『そう思う』が最も多くなっているのは 16～19 歳である（41.5％、全体は 21.8％）。 

 このように、問 2 の年齢別回答結果で統計的検定により有意な差が認められた 6 項目のうち、5 項目

について 16～19 歳での肯定回答（『そう思う』）の割合が最も高くなっているのである。これらの 5 項

目は、人権について間違った考えや差別されるのは被差別者の責任であるかのような意見であった

り、人権問題を他人事とみなしたり、この社会で生きるなかでさまざまなマイナス要因を抱えてしま

うことを自己責任ととらえるような意見などで、人権の視点からいずれも問題がある内容となってい

る。これらを肯定する回答が 16～19 歳で最も多くなっていることは、人権教育の大きな課題である。 
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つぎに問 2 の項目と他の項目とのクロス集計についてみることにする。 

 表 4 は、問 2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別に問 2 のエ、オ、カ、

キ、ク、ケのそれぞれの意見についてどう回答したのかをみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表の見方は、表 1～3と同じである。「人権には必ず義務がともなう」という意見に対して『そう思

う』と回答した人（以下、「人権には義務がともなう」と考える人）と『そう思わない』と回答した人

（以下、「人権に義務はともなわない」と考える人）を比較すると、問 2－ウ「差別の原因は、差別さ

れた人の側にもある」という意見について「そう思わない」と回答した割合は、「人権には義務がとも

なう」と考える人では 23.1％であったが、「人権に義務はともなわない」と考える人は 41.9％と、

18.8 ポイントも高くなっている。同様に、「人権に義務はともなわない」と考える人は、「人権には義

務がともなう」と考える人よりも、問 2－エ「差別された人は、まず世の中に受け入れられるように努

力する必要がある」、問 2－カ「差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が解決し

にくくなる」など、人権の視点から問題であるという意見に対して否定回答（「そう思わない」）をよ

り多くしているのである。すなわち、「人権には必ず義務がともなう」という意見を否定し、人権を正

しく理解している人のほうが差別の原因を被差別者に求める意見や、差別に抗議したり、差別を告発

する取り組みを評価しないという意見などを否定的にみているといえる。このように、人権を正しく

理解している人のほうが人権意識は高いのである。 

 

  

表4　問2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別問2の回答割合 （％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

問2－ア　「人権には必
ず義務がともなう」とい

う意見に対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 350 4.3 15.1 41.1 16.3 23.1 0.0

どちらともいえない 146 2.1 11.0 37.7 21.9 27.4 0.0

『そう思わない』 74 4.1 8.1 23.0 23.0 41.9 0.0

『そう思う』 350 5.7 16.3 34.9 18.3 24.3 0.6

どちらともいえない 146 2.1 11.0 37.0 27.4 22.6 0.0

『そう思わない』 74 6.8 9.5 24.3 13.5 45.9 0.0

『そう思う』 350 2.0 5.7 18.6 25.1 48.0 0.6

どちらともいえない 146 2.1 6.8 23.3 28.8 39.0 0.0

『そう思わない』 74 4.1 4.1 13.5 18.9 59.5 0.0

『そう思う』 350 6.6 15.1 35.4 18.3 24.3 0.3

どちらともいえない 146 3.4 15.8 38.4 26.0 16.4 0.0

『そう思わない』 74 9.5 14.9 14.9 25.7 35.1 0.0

『そう思う』 350 23.1 37.4 20.9 9.1 8.9 0.6

どちらともいえない 146 17.8 29.5 34.9 11.0 6.8 0.0

『そう思わない』 74 24.3 17.6 23.0 9.5 25.7 0.0

『そう思う』 350 10.6 23.4 37.4 17.7 10.6 0.3

どちらともいえない 146 6.2 15.1 47.3 22.6 8.9 0.0

『そう思わない』 74 13.5 16.2 18.9 27.0 24.3 0.0

『そう思う』 350 6.6 20.6 25.4 21.1 26.0 0.3

どちらともいえない 146 2.7 8.9 36.3 30.8 21.2 0.0

『そう思わない』 74 4.1 12.2 17.6 21.6 44.6 0.0

**

**

**

**

**

**

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

問2の回答割合

問2－エ　差別された人は、まず世
の中に受け入れられるように努力
する必要がある

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

問2－ウ　差別の原因は、差別され
た人の側にもある
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 表 5 は、問 2－コ「日本国憲法は国民が従うべきルールである」という意見に対する回答別に問 2 の

エ、オ、カ、キ、ク、ケのそれぞれの意見についてどう回答したのかをみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これをみると、表 5 と同じく、「日本国憲法は国民が従うべきルールである」という意見を間違って

いるとみなす人ほど、問 2 のウ、エ、キ、ク、ケという、人権の視点から問題がある意見に対して、

それを否定する回答（「そう思わない」）をより多くしている。すなわち、憲法に従うのは国家である

という憲法の本質を理解している人のほうが問 2 のウ、エ、キ、ク、ケのそれぞれの意見の問題点を

見抜き、それらを否定しているのであり、その意味で人権意識が高いといえる。 

 

 

 

 

  

表5　問2－コ「日本国憲法は、国民が従うべきルールである」という意見に対する回答別問2の回答割合 （％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

問2－コ「日本国憲法
は、国民が従うべきルー
ルである」という意見に

対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 409 3.9 12.7 39.1 19.6 24.4 0.2

どちらともいえない 97 3.1 14.4 41.2 19.6 21.6 0.0

『そう思わない』 68 2.9 13.2 23.5 13.2 47.1 0.0

『そう思う』 409 5.9 15.9 34.7 20.0 23.0 0.5

どちらともいえない 97 2.1 8.2 37.1 23.7 27.8 1.0

『そう思わない』 68 2.9 10.3 22.1 17.6 47.1 0.0

『そう思う』 409 2.4 6.4 19.6 26.4 44.7 0.5

どちらともいえない 97 4.1 5.2 18.6 23.7 47.4 1.0

『そう思わない』 68 0.0 2.9 16.2 19.1 61.8 0.0

『そう思う』 409 6.4 14.4 35.0 21.8 22.0 0.5

どちらともいえない 97 7.2 17.5 34.0 22.7 18.6 0.0

『そう思わない』 68 4.4 16.2 22.1 16.2 41.2 0.0

『そう思う』 409 22.7 37.7 23.0 9.8 6.6 0.2

どちらともいえない 97 17.5 22.7 32.0 14.4 12.4 1.0

『そう思わない』 68 26.5 14.7 25.0 2.9 30.9 0.0

『そう思う』 409 11.0 22.2 37.9 19.6 9.3 0.0

どちらともいえない 97 2.1 18.6 45.4 20.6 13.4 0.0

『そう思わない』 68 13.2 13.2 23.5 23.5 26.5 0.0

『そう思う』 409 5.6 21.3 25.9 24.4 22.7 0.0

どちらともいえない 97 5.2 6.2 35.1 21.6 32.0 0.0

『そう思わない』 68 2.9 4.4 22.1 20.6 48.5 1.5

**

**

**

**

*

問2－エ　差別された人は、まず世
の中に受け入れられるように努力
する必要がある

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

問2の回答割合

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

問2－ウ　差別の原因は、差別され
た人の側にもある
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 表 6 は、問 2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別に問５，問 6、問 13

にどのように回答したのかをみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これによると、「人権には必ず義務がともなう」という意見に『そう思わない』と回答した人（「人

権に義務はともなわない」と考える人）のほうが性別役割に否定的で、自己責任論に依拠するような

意見（「いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある」「不登校は本人が努力すれば克服できるはず

だ」「家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できないのは、やむを得ない」「ホーム

レスになるのは、本人の責任が大きい」）を否定する傾向にある。このように、人権を正しく理解して

いる人の人権意識は高いといえる。 

 

  

表6　問2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別問5、問6、問13の回答割合 （％）

問5、問6、問13　人権や差別に
関する意見や考え方

問2－ア「人権には必ず
義務がともなう」という

意見に対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 350 6.6 23.1 24.6 18.0 26.3 1.4

どちらともいえない 146 3.4 12.3 30.8 17.1 36.3 0.0

『そう思わない』 74 2.7 8.1 10.8 27.0 50.0 1.4

『そう思う』 350 10.9 14.0 32.9 8.0 32.9 1.4

どちらともいえない 146 7.5 9.6 41.1 14.4 27.4 0.0

『そう思わない』 74 5.4 10.8 25.7 10.8 45.9 1.4

『そう思う』 350 20.3 15.4 35.4 9.7 17.7 1.4

どちらともいえない 146 21.9 18.5 39.0 4.8 15.1 0.7

『そう思わない』 74 33.8 13.5 20.3 9.5 21.6 1.4

『そう思う』 350 3.7 13.7 33.1 18.3 29.7 1.4

どちらともいえない 146 2.1 11.0 35.6 19.9 31.5 0.0

『そう思わない』 74 5.4 8.1 18.9 16.2 50.0 1.4

『そう思う』 350 5.1 18.0 20.9 18.9 36.0 1.1

どちらともいえない 146 5.5 13.7 21.2 23.3 36.3 0.0

『そう思わない』 74 6.8 10.8 13.5 12.2 55.4 1.4

『そう思う』 350 6.0 20.0 24.0 20.6 28.3 1.1

どちらともいえない 146 3.4 15.1 26.0 23.3 31.5 0.7

『そう思わない』 74 5.4 14.9 9.5 13.5 55.4 1.4

『そう思う』 350 2.9 6.9 24.6 26.9 37.1 1.7

どちらともいえない 146 3.4 9.6 26.7 22.6 37.7 0.0

『そう思わない』 74 9.5 4.1 12.2 14.9 58.1 1.4

『そう思う』 350 4.0 13.7 17.7 20.9 42.6 1.1

どちらともいえない 146 0.7 11.6 17.8 31.5 38.4 0.0

『そう思わない』 74 4.1 2.7 17.6 13.5 60.8 1.4

『そう思う』 350 22.9 22.6 32.9 10.3 10.3 1.1

どちらともいえない 146 15.1 23.3 42.5 7.5 11.0 0.7

『そう思わない』 74 33.8 17.6 25.7 9.5 13.5 0.0

『そう思う』 350 7.7 22.3 37.1 12.9 18.9 1.1

どちらともいえない 146 7.5 19.9 46.6 11.0 13.7 1.4

『そう思わない』 74 10.8 10.8 37.8 12.2 28.4 0.0

『そう思う』 350 7.7 6.6 26.9 16.9 41.1 0.9

どちらともいえない 146 5.5 4.8 21.9 21.2 44.5 2.1

『そう思わない』 74 5.4 9.5 17.6 12.2 55.4 0.0

『そう思う』 350 12.3 28.0 33.7 15.1 9.7 1.1

どちらともいえない 146 8.9 24.7 41.1 9.6 15.1 0.7

『そう思わない』 74 16.2 14.9 39.2 10.8 18.9 0.0

*

**

**

*

*

**

**

問5－コ　男性どうし、女性どうし
の結婚も認めるべきだ

問6－ア　いじめはいじめを受ける
子どもにも問題がある

問6－イ　教師が子どもを指導する
ために、ときには体罰を加えること
も必要だ

問6－ウ　保護者が子どものしつけ
のために体罰を加えるのは、仕方
がない

問6－カ　不登校は本人が努力す
れば克服できるはずだ

問6－キ　家庭の経済力によって、
子どもが希望しても大学に進学で
きないのは、やむを得ない

問13－ア　結婚に際して相手が同
和地区出身者かどうかを調べるこ
とは人権侵害である

問13－イ　自分の身内は同和地区
出身者とは結婚してほしくない

問13－サ　同僚に性的マイノリティ
がいる職場では働きたくない

問13－セ　ホームレスになるのは、
本人の責任が大きい

問５、問6、問13の回答割合

問5－イ　女の子は女の子らしく、
男の子は男の子らしく育てるべき
だ

問5－ケ　結婚したら、妻は夫の姓
を名乗るほうがよい
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 表 7 は、問 2－コ「日本国憲法は国民が従うべきルールである」という意見に対する回答別に問５，

問 6、問 13にどのように回答したのかをみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これによると、表 6 と同じように、憲法は国民が従うべきルールではないと考える人（憲法の本質

を理解している人）のほうが人権意識が高いといえる。 

 

 

 

  

  

表7　問2－コ「日本国憲法は、国民が従うべきルールである」という意見に対する回答別問5、問6、問13の回答割合 （％）

問5、問6、問13　人権や差別に
関する意見や考え方

問2－コ「日本国憲法
は、国民が従うべきルー
ルである」という意見に

対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 409 6.4 22.2 24.0 19.3 27.1 1.0

どちらともいえない 97 2.1 9.3 26.8 22.7 39.2 0.0

『そう思わない』 68 2.9 10.3 20.6 11.8 51.5 2.9

『そう思う』 409 11.2 14.9 30.8 10.8 31.3 1.0

どちらともいえない 97 7.2 4.1 45.4 8.2 35.1 0.0

『そう思わない』 68 1.5 11.8 32.4 7.4 44.1 2.9

『そう思う』 409 19.3 16.4 33.7 10.5 18.8 1.2

どちらともいえない 97 27.8 16.5 35.1 4.1 16.5 0.0

『そう思わない』 68 30.9 14.7 35.3 2.9 13.2 2.9

『そう思う』 409 3.7 13.2 33.0 19.1 29.8 1.2

どちらともいえない 97 2.1 8.2 38.1 18.6 33.0 0.0

『そう思わない』 68 4.4 11.8 16.2 16.2 48.5 2.9

『そう思う』 409 5.1 18.3 20.0 20.3 35.5 0.7

どちらともいえない 97 5.2 11.3 21.6 19.6 42.3 0.0

『そう思わない』 68 7.4 7.4 16.2 11.8 54.4 2.9

『そう思う』 409 5.6 20.3 24.2 20.3 28.9 0.7

どちらともいえない 97 4.1 11.3 20.6 26.8 36.1 1.0

『そう思わない』 68 4.4 11.8 16.2 11.8 52.9 2.9

『そう思う』 409 3.9 7.8 22.2 26.7 37.9 1.5

どちらともいえない 97 4.1 6.2 30.9 20.6 38.1 0.0

『そう思わない』 68 2.9 4.4 19.1 14.7 55.9 2.9

『そう思う』 409 3.9 14.4 17.1 22.7 40.8 1.0

どちらともいえない 97 0.0 7.2 20.6 23.7 48.5 0.0

『そう思わない』 68 2.9 2.9 14.7 19.1 57.4 2.9

『そう思う』 409 21.3 23.0 32.5 10.5 11.7 1.0

どちらともいえない 97 19.6 23.7 42.3 6.2 7.2 1.0

『そう思わない』 68 29.4 17.6 33.8 8.8 10.3 0.0

『そう思う』 409 9.3 19.6 38.6 12.7 18.6 1.2

どちらともいえない 97 8.2 19.6 42.3 14.4 15.5 0.0

『そう思わない』 68 2.9 23.5 39.7 8.8 25.0 0.0

『そう思う』 409 7.8 6.6 22.2 19.1 43.3 1.0

どちらともいえない 97 4.1 8.2 33.0 14.4 38.1 2.1

『そう思わない』 68 4.4 2.9 25.0 13.2 54.4 0.0

『そう思う』 409 12.7 28.1 34.5 13.9 9.8 1.0

どちらともいえない 97 11.3 21.6 42.3 13.4 11.3 0.0

『そう思わない』 68 8.8 14.7 38.2 8.8 29.4 0.0

問13－セ　ホームレスになるのは、
本人の責任が大きい

**

問13－イ　自分の身内は同和地区
出身者とは結婚してほしくない

問13－サ　同僚に性的マイノリティ
がいる職場では働きたくない

**

問6－カ　不登校は本人が努力す
れば克服できるはずだ

問6－キ　家庭の経済力によって、
子どもが希望しても大学に進学で
きないのは、やむを得ない

*

問6－ア　いじめはいじめを受ける
子どもにも問題がある

*

問6－イ　教師が子どもを指導する
ために、ときには体罰を加えること
も必要だ

問5－イ　女の子は女の子らしく、
男の子は男の子らしく育てるべき
だ

**

問5－ケ　結婚したら、妻は夫の姓
を名乗るほうがよい

**

問５，問6、問13の回答割合

問5－コ　男性どうし、女性どうし
の結婚も認めるべきだ

問6－ウ　保護者が子どものしつけ
のために体罰を加えるのは、仕方
がない

問13－ア　結婚に際して相手が同
和地区出身者かどうかを調べるこ
とは人権侵害である
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表 8 は、問 2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別に問 9（同和地区出身

者との結婚を家族から反対されている親類の相談を受けた際の対応）についてどう回答したのかをみ

たものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これによると、「反対する家族を説得するなど、力になろうと言う」の割合については大きな差がみ

られないものの、「人権に義務はともなわない」と考える人ほど、「迷うことはない、自分の意思を貫

いて結婚しなさいと言う」の割合が高く、「慎重に考えたほうがよいと言う」の割合が低くなってい

る。このように、人権を正しく理解している人のほうが同和地区出身者との結婚に関する親類からの

相談に対して積極的な対応をとると回答しているのである。 

 このように、人権や憲法の理解が高い人ほど、人権意識が高いという傾向が認められるのである。

したがって、人権や憲法についての理解を高める人権教育・啓発に取り組むことが人権意識の向上に

有効であるといえるのではないか。  

表8　問2－ア「人権には必ず義務がともなう」という意見に対する回答別同和地区出身者との結婚の相談への対応

（％）

　問2 ーア
「人権には必ず義務がと
もなう」という意見に対

する回答

合
計

反
対
す
る
家
族
を
説
得
す
る

な
ど

、
力
に
な
ろ
う
と
言
う

迷
う
こ
と
は
な
い

、
自
分
の

意
思
を
貫
い
て
結
婚
し
な
さ

い
と
言
う

慎
重
に
考
え
た
ほ
う
が
よ
い

と
言
う

あ
き
ら
め
る
よ
う
に
言
う

ど
う
言
え
ば
よ
い
の
か
わ
か

ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 350 14.0 22.0 27.7 0.9 22.9 3.7 8.9

どちらともいえない 146 13.7 14.4 27.4 1.4 30.1 2.7 10.3

『そう思わない』 74 12.2 36.5 12.2 2.7 23.0 8.1 5.4

問9 同和地区出身者と結婚の相談への対応

**
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 表 9 は、問 2－ウ「差別の原因は、差別される側にもある」という意見に対する回答別に問 2、問

5、問 6、問 8、問 13 の項目についてどう回答したのかを示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これによると、「差別の原因を差別された人の側にもある」という意見を否定する人（『そう思わな

い』と回答した人）は、それを肯定する人（『そう思う』と回答した人）に比べて、人権問題を他人事

とみなす意見や、差別に抗議・告発する取り組みを評価しないという意見を否定する傾向が強く、教

師・保護者の体罰や性別役割を容認する意見を否定し、同性婚を認めるべきだとする意見や、結婚相

手が同和地区出身者であるのか、調べることが人権侵害であるという意見を肯定する回答が多くなっ

ていることがわかる。 

 

  

表9　問2－ウ「差別の原因は、差別された人の側にもある」に対する回答別問2、問5、問6、問8、問13の回答割合 （％）

問2、問5、問6、問8、問13
人権や差別に関する意見や考え方

問2－ウ「差別の原因
は、差別された人の側
にもある」という意見に

対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 96 9.4 10.4 27.1 19.8 32.3 1.0

どちらともいえない 217 1.4 6.0 27.2 29.5 35.9 0.0

『そう思わない』 262 0.8 3.8 9.2 23.7 62.2 0.4

『そう思う』 96 21.9 25.0 33.3 11.5 8.3 0.0

どちらともいえない 217 5.5 16.6 44.2 18.0 15.7 0.0

『そう思わない』 262 1.1 10.3 24.4 27.5 36.3 0.4

『そう思う』 96 44.8 39.6 11.5 4.2 0.0 0.0

どちらともいえない 217 21.2 38.7 30.9 5.5 3.7 0.0

『そう思わない』 262 14.9 24.8 24.4 15.3 19.8 0.8

『そう思う』 96 14.6 32.3 22.9 15.6 13.5 1.0

どちらともいえない 217 2.3 15.2 37.3 24.4 20.7 0.0

『そう思わない』 262 4.2 12.2 20.2 25.6 37.8 0.0

『そう思う』 96 14.6 30.2 17.7 16.7 20.8 0.0

どちらともいえない 217 4.1 20.3 30.9 17.1 26.7 0.9

『そう思わない』 262 2.7 12.6 21.0 21.4 40.8 1.5

『そう思う』 96 19.8 24.0 21.9 9.4 24.0 1.0

どちらともいえない 217 7.8 12.9 44.7 6.5 27.2 0.9

『そう思わない』 262 6.5 8.4 29.0 13.0 42.0 1.1

『そう思う』 96 10.4 10.4 34.4 12.5 31.3 1.0

どちらともいえない 217 19.8 18.9 36.4 6.5 17.1 1.4

『そう思わない』 262 28.6 16.0 32.4 8.8 13.0 1.1

『そう思う』 96 12.5 32.3 19.8 15.6 19.8 0.0

どちらともいえない 217 5.5 14.3 28.1 19.8 31.3 0.9

『そう思わない』 262 2.7 11.1 13.4 19.5 52.3 1.1

『そう思う』 96 11.5 35.4 17.7 17.7 17.7 0.0

どちらともいえない 217 4.6 18.4 32.3 19.4 24.0 1.4

『そう思わない』 262 3.4 11.1 16.4 22.1 45.8 1.1

『そう思う』 96 14.6 26.0 37.5 17.7 4.2 0.0

どちらともいえない 217 7.4 19.4 38.2 24.0 10.6 0.5

『そう思わない』 262 5.3 13.4 32.1 22.9 24.8 1.5

『そう思う』 96 12.5 18.8 31.3 17.7 17.7 2.1

どちらともいえない 217 11.1 24.4 44.7 9.2 9.2 1.4

『そう思わない』 262 34.7 22.1 26.7 6.9 9.5 0.0

『そう思う』 96 24.0 27.1 33.3 7.3 6.3 2.1

どちらともいえない 217 6.0 24.9 43.3 13.8 10.6 1.4

『そう思わない』 262 4.6 13.4 38.2 13.4 30.2 0.4

問5－ケ　結婚したら、妻は夫の姓
を名乗るほうがよい

問5－コ　男性どうし、女性どうし
の結婚も認めるべきだ

問6－イ　教師が子どもを指導する
ために、ときには体罰を加えること
も必要だ

問6－ウ　保護者が子どものしつけ
のために体罰を加えるのは、仕方
がない

問8－ク　外国人は文化や価値観
が日本人とは違うので、日本社会
に受け入れることがむずかしい

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

問5－イ　女の子は女の子らしく、
男の子は男の子らしく育てるべき
だ

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

問2、問5、問6、問8、問13の回答割合

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

問13－ア　結婚に際して相手が同
和地区出身者かどうかを調べるこ
とは人権侵害である

問13－イ　自分の身内は同和地区
出身者とは結婚してほしくない
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 表 10 は、問 2－オ「人権問題は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない」

という意見に対する回答別に問 2、問 5、問 6、問 8、問 13の項目についてどう回答したのかを示した

ものである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これによると、「人権問題は自分には関係がない」という意見を否定する人（『そう思わない』と回

答した人）は、それを肯定する人（『そう思う』と回答した人）に比べて、差別の原因を被差別者の側

に求める意見や、差別を抗議・告発する取り組みを評価しないという意見を否定するとともに、教

師・保護者の体罰や性別役割を容認しないという傾向がみられ、同性婚を認めるべきだとする意見

や、結婚相手が同和地区出身者であるのか、調べることが人権侵害であるという意見を肯定する回答

が多くなっているのである。 

 表 9 と表 10 からは、差別の原因を被差別者の側にも求める意見と、人権問題を自分とは関係がない

とする意見、これらを否定する人ほど、人権の視点から問題があるとみなされる意見や考え方を否定

表10　問2－オ「人権問題は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない」に対する回答別問2、問5、問6、問8、

　　  　 問13の回答割合

　　　 （％）

問2、問5、問6、問13人権や差別
に関する意見や考え方

問2－オ「人権問題は、
差別する人と差別され
る人の問題で、自分に

は関係がない」という意
見に対する回答

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

『そう思う』 47 14.9 25.5 34.0 8.5 17.0 0.0

どちらともいえない 109 4.6 19.3 54.1 15.6 6.4 0.0

『そう思わない』 417 2.2 9.8 34.1 20.9 33.1 0.0

『そう思う』 47 25.5 36.2 17.0 14.9 6.4 0.0

どちらともいえない 109 10.1 21.1 48.6 12.8 6.4 0.9

『そう思わない』 417 2.9 11.0 31.4 24.2 30.5 0.0

『そう思う』 47 51.1 34.0 12.8 0.0 2.1 0.0

どちらともいえない 109 24.8 44.0 26.6 3.7 0.9 0.0

『そう思わない』 417 18.0 29.5 25.7 12.5 13.9 0.5

『そう思う』 47 25.5 31.9 21.3 14.9 6.4 0.0

どちらともいえない 109 5.5 14.7 43.1 26.6 10.1 0.0

『そう思わない』 417 2.9 15.3 23.7 23.7 34.1 0.2

『そう思う』 47 10.6 27.7 29.8 10.6 19.1 2.1

どちらともいえない 109 8.3 32.1 28.4 11.9 18.3 0.9

『そう思わない』 417 3.6 13.9 22.5 21.8 37.2 1.0

『そう思う』 47 23.4 25.5 19.1 8.5 21.3 2.1

どちらともいえない 109 15.6 18.3 36.7 4.6 22.9 1.8

『そう思わない』 417 5.8 9.8 34.5 11.5 37.6 0.7

『そう思う』 47 10.6 8.5 21.3 12.8 44.7 2.1

どちらともいえない 109 15.6 11.0 41.3 10.1 20.2 1.8

『そう思わない』 417 25.4 18.5 34.1 7.4 13.7 1.0

『そう思う』 47 17.0 23.4 19.1 14.9 23.4 2.1

どちらともいえない 109 5.5 24.8 29.4 19.3 20.2 0.9

『そう思わない』 417 4.1 12.7 17.5 19.4 45.6 0.7

『そう思う』 47 21.3 27.7 14.9 12.8 21.3 2.1

どちらともいえない 109 4.6 24.8 33.9 21.1 14.7 0.9

『そう思わない』 417 3.6 15.1 20.4 20.9 39.1 1.0

『そう思う』 47 19.1 19.1 29.8 25.5 6.4 0.0

どちらともいえない 109 10.1 23.9 45.9 10.1 9.2 0.9

『そう思わない』 417 5.5 15.8 33.3 25.4 18.9 1.0

『そう思う』 47 14.9 8.5 34.0 19.1 21.3 2.1

どちらともいえない 109 8.3 22.9 46.8 11.0 9.2 1.8

『そう思わない』 417 26.6 24.0 30.7 8.2 10.1 0.5

『そう思う』 47 23.4 19.1 36.2 10.6 10.6 0.0

どちらともいえない 109 11.9 25.7 49.5 5.5 5.5 1.8

『そう思わない』 417 5.5 18.7 36.9 14.6 23.3 1.0

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

問13－ア　結婚に際して相手が同
和地区出身者かどうかを調べるこ
とは人権侵害である

問13－イ　自分の身内は同和地区
出身者とは結婚してほしくない

**

**

問5－ケ　結婚したら、妻は夫の姓
を名乗るほうがよい

問5－コ　男性どうし、女性どうし
の結婚も認めるべきだ

問6－イ　教師が子どもを指導する
ために、ときには体罰を加えること
も必要だ

問6－ウ　保護者が子どものしつけ
のために体罰を加えるのは、仕方
がない

問8－ク　外国人は文化や価値観
が日本人とは違うので、日本社会
に受け入れることがむずかしい

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

問5－イ　女の子は女の子らしく、
男の子は男の子らしく育てるべき
だ

問2－ウ　差別の原因は、差別され
た人の側にもある

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

問2、問5、問6、問8、問13の回答割合
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する回答が多いことがわかった。したがって、「差別の原因は、差別される側にもある」「人権問題

は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない」という意見がどういう点で間違

っているのか、それを市民に伝えていくことが市民の人権意識を高めるために有効な教育・啓発とな

るのではないだろうか。 

３．憲法に決められている国民の権利について 

 憲法で国民の権利として決められているものを選択する問 4 では（20 ページ）、最も多かったのが

「人間らしい暮らしをする」88.6％で、次いで「思っていることを世間に発表する」45.9％、「労働組

合をつくる」29.5％となっており、憲法 25 条、21 条、28条が上位を占めているが、国民の権利では

ない「税金を納める」が 27.0％となっている。また、「労働組合をつくる」が３割程度となっているこ

ともあり、「人間らしい暮らしをする」「思っていることを世間に発表する」「労働組合をつくる」の 3

つだけを選択した人は 18.7％にすぎない。 

 自分がどんな権利をもっているのか、知らなければ、自分の権利を行使することなどできないし、

自分の権利を守ることもできないのである。市民の権利理解の低さがうかがわれる結果である。な

お、NHK 放送文化研究所が実施した「『日本人の意識』調査」（2018 年）でも同じ結果が出ており、こ

の権利意識の低さは豊中市だけの特徴ではない。 

 憲法の権利理解の程度を示した「完全正解者」「部分正解者」「不正解者」の割合を性別、年齢別に

みた表（22ページ）によると、性別による差はほとんどみられない。そして、「完全正解者」の割合

は、20～29歳で高く、70 歳以上で低くなっている。 

 表 11 は、憲法の権利理解別に問 2 の回答結果を示したものである。 

  表１1　憲法の権利の理解度別問2の回答割合 （％）

　問2 人権や差別などに関する
意見や考え方

　問4 憲法の権利の理
解度

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

統
計
的
検
定

完全正解者 108 1.9 5.6 33.3 25.0 34.3 0.0

部分正解者 419 3.8 13.6 38.7 18.1 25.3 0.5

不正解者 44 6.8 18.2 38.6 11.4 25.0 0.0

完全正解者 108 0.9 11.1 24.1 33.3 30.6 0.0

部分正解者 419 5.5 14.6 35.1 17.9 26.0 1.0

不正解者 44 9.1 13.6 38.6 11.4 27.3 0.0

完全正解者 108 0.9 3.7 7.4 33.3 54.6 0.0

部分正解者 419 2.1 6.2 21.5 23.6 45.6 1.0

不正解者 44 6.8 6.8 20.5 20.5 45.5 0.0

完全正解者 108 1.9 8.3 32.4 27.8 29.6 0.0

部分正解者 419 6.4 16.7 33.4 20.3 22.4 0.7

不正解者 44 9.1 18.2 34.1 13.6 25.0 0.0

完全正解者 108 15.7 32.4 29.6 12.0 10.2 0.0

部分正解者 419 22.9 33.4 22.9 9.8 10.0 1.0

不正解者 44 27.3 22.7 29.5 4.5 15.9 0.0

完全正解者 108 4.6 13.9 39.8 28.7 13.0 0.0

部分正解者 419 10.3 21.0 38.2 18.6 11.5 0.5

不正解者 44 15.9 29.5 20.5 15.9 18.2 0.0

完全正解者 108 6.5 19.4 18.5 21.3 34.3 0.0

部分正解者 419 4.3 15.8 28.9 23.9 27.0 0.2

不正解者 44 11.4 18.2 31.8 18.2 18.2 2.3

問2の回答割合

問2－ウ　差別された原因は、差別
された人の側にもある

問2－エ　差別された人は、まず世
の中に受け入れられるように努力
する必要がある

問2－オ　人権問題は、差別する人
と差別される人の問題であり、自
分には関係がない

問2－カ　差別に対して抗議や反対
をすることによって、かえって問題
が解決しにくくなる

問2－キ　ささいなことまで差別
だ、人権侵害だと声をあげるのは、
世の中を窮屈にさせる

問2－ク　社会福祉に頼るより、個
人がもっと努力する必要がある

問2－ケ　競争社会だから、競争に
負けた人が不利益を受けるのは、
仕方がない

*

**

*
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 これによると、「エ．差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある」

という意見に対して「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と回答したのは「完全正解

者」で多く、「完全正解者」の『そう思わない』の割合は、「部分正解者」のそれを 20 ポイントも上回

っている。「オ．人権問題は、差別する人と差別される人との問題であり、自分には関係がない」とい

う意見についても、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と回答したのは「完全正解

者」で多く、「完全正解者」の『そう思わない』の割合は、「部分正解者」のそれを 18.7 ポイント上回

っている。「ク 社会福祉に頼るより、個人がもっと努力する必要がある」という意見を肯定する回答

割合は、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」とも「完全正解者」で低く、「完全正解者」の『そ

う思う』の割合は、「部分正解者」のそれより 12.8 ポイント低くなっている。 

 統計的検定により、有意な差がみられなかった項目が 4 項目あるとはいえ、表 12 からは、差別の責

任を個人に求めたり、公助よりも自助を重視する自己責任論や、人権問題を他人事とみなすような考

え方を否定する傾向が憲法の権利理解が高い人ほど強いといえる。 

 表 12 は、憲法の権利理解別に問 9（同和地区出身者との結婚を家族から反対されている親類から相

談を受けた際の対応）についてどう回答したのかをみたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これによると、「完全正解者」で「反対する家族を説得するなど、力になろうという」「自分の意思

を貫いて、結婚するように言う」という回答が多く、「慎重に考えたほうがよいと言う」「どういえば

よいのかわからない」という回答が少なくなっている。 

 このように、憲法の権利理解が高い人ほど、人権意識が高いという傾向がみられるのである。人権

教育において憲法学習が重要であるといえるのではないだろうか。 

４．日本で暮らす外国人に関する意見や考え方について 

 日本で暮らす外国人に関する意見や考え方についてどう思うのかを問うた問 8 によると（40 ペー

ジ）、肯定回答（『そう思う』）が否定回答（『そう思わない』）を 20 ポイント以上上回っているのは、

「イ 外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されることは問題だ」「エ 自分が住んで

いる地域に外国人が増えると、治安や秩序が乱されるという気持ちがある」「オ 外国人を親にもつ子

どもは、日本の文化や言葉に適応するよう努力すべきだ」で、逆に否定回答が肯定回答を 20 ポイント

以上、上回っているのは、「ア 外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを受けても

表12　憲法の権利の理解度別問9の回答割合 （％）

　問4 憲法の権利の理
解度

合
計

反
対
す
る
家
族
を
説
得
す
る

な
ど

、
力
に
な
ろ
う
と
言
う

迷
う
こ
と
は
な
い

、
自
分
の

意
思
を
貫
い
て
結
婚
し
な
さ

い
と
言
う

慎
重
に
考
え
た
ほ
う
が
よ
い

と
言
う

あ
き
ら
め
る
よ
う
に
言
う

ど
う
言
え
ば
よ
い
の
か
わ
か

ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

統
計
的
検
定

完全正解者 108 17.6 40.7 13.9 0.9 16.7 6.5 3.7

部分正解者 419 12.9 17.9 28.4 1.0 26.3 3.6 10.0

不正解者 44 9.1 13.6 29.5 4.5 34.1 2.3 6.8

問9 同和地区出身者と結婚の相談への対応

**
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仕方がない」「ウ 理由にかかわらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」であ

る。また、「キ 在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である」と「ク 外国人は文

化や価値観が日本人とは違うので、日本社会に受け入れることはむずかしい」についても、否定回答

の割合が肯定回答のそれを 10 ポイント以上、上回っている。そして、肯定回答と否定回答の割合の差

が 10 ポイント未満になっているのは、「カ 日本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題

だ」だけである。このように、在日外国人に関する意見や考え方について、肯定回答と否定回答が拮

抗する項目は少ない。 

 年齢別にみると（42～43 ページ）、「ア 外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱い

を受けても仕方がない」では、16～19 歳で肯定回答が最も多くなっており、「ウ 理由にかかわらず、

不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」では、30～39 歳で否定回答が最も多くなっ

ている。そして、「カ 日本政府が難民の受け入れに消極的であることは問題だ」では、肯定回答は 70

歳以上で最も多く、否定回答は 30～39 歳で最も多くなっている。また、「キ 在日外国人の地方参政

権を認めていないことは人権侵害である」でも、30～39歳の否定回答が最も多くなっている。 

 このように、不法滞在の外国人の強制退去、日本政府が難民の受け入れに消極的であること、在日

外国人の地方参政権が認められていないこと、これらを容認する回答が 30 歳代で多くあがった。そし

て、外国人が職場で不利益を受けても仕方がないという考え方を肯定する回答が 16～19 歳で多くみら

れた（全体の肯定回答割合を 13.9ポイント上回っている）。この 2 つが年齢別比較における特徴とし

て指摘できる。  

５．時系列比較からみえてきたもの 

過去の調査結果と比較可能な項目については、今回調査の結果との比較を行ったが、そのなかで

前々回調査（2013 年）、前回調査（2019 年）とそれぞれ比較できる項目に関して、その変化の特徴を

みると、以下のようである。 

 問 2 の「ウ 差別の原因は、差別された人の側にもある」と「エ 差別された人は、まず世のなか

に受け入れられるように努力する必要がある」は、いずれも人権の視点から問題がある内容となって

いるが、これを肯定する回答（『そう思う』）の割合は、2013 年から 2025 年にかけて前者で 30.8％

→27.1％→16.6％、後者で 44.3％→34.4％→18.7％と、大きく低下してきている（15 ページ）。差別

の原因を被差別者の側にも求めたり、差別解消のために被差別者に努力を求めるような意見を肯定す

る回答が減少し続けているのである。 

 そして、問 5 の「イ 女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ」「ウ 子どもが

3 歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ」「カ 夫の親を妻が介護するのは当然だ」という意見

を肯定する回答（『そう思う』）の割合は、2013 年から 2025年にかけて大幅に減少している（30 ペー

ジ）。同じく問 5 の「オ 妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」という意見に対して

は、『そう思う』の割合が増え続けているのである。すなわち、性別役割や 3 歳児神話を肯定する回答

が減少し、家事・育児の分担の偏りを変えるべきだという意見を支持する回答が増えているのであ

る。また、問 13 の「コ 自分の身内に同性愛者はいてほしくない」という意見に対しても、『そう思

う』という回答は、2013 年は 55.1％であったが、2019 年には 40.6％、2025 年には 29.1％と、大幅に

減少している。 

 このように、時系列比較からは、この 12 年間に市民の人権意識が大きく向上してきていることがう

かがわれる。 
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 ところが、問 8 の「ウ 理由に関わらず、不法滞在の外国人を国外に強制退去させることは問題

だ」という意見に対して「そう思わない」と回答した割合は、前回調査の 24.5％から 31.7％へ増加

し、「外国人を親にもつ子どもは、日本の文化や言葉に適応するよう努力すべきだ」という意見に対し

て「そう思う」と回答した割合は、前回調査の 10.6％から 15.1％へと増加している。そして、「在日

外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である」という意見に対して「そう思わない」と

回答した割合は、前回調査の 11.9％から 28.1％へと大幅に増加している（46 ページ）。不法滞在の外

国人といっても、在留許可が切れてオーバーステイ状態となった人たちで、刑事事件を起こしたわけ

ではない。それにオーバーステイとなったのには、それぞれ多様な事情があるのだが、それらを無視

してひとくくりに国外への強制退去を容認する回答が増えているのである。また、外国人を親にもつ

子どもが日本に住み続けるのであれば、日本語に適応することは大事ではあるが、日本文化も含め

て、その適応に「努力すべきだ」と、同化を求めるかのような意見を肯定する回答が増え、在日外国

人の地方参政権問題を人権に関わる事柄であるとはみなさないという回答が大幅に増えている。これ

らの変化は、近年、顕在化してきた「在日外国人は優遇されている」「在日外国人が地域社会でさまざ

まなトラブルを引き起こしている」などの言説が影響しているものと考えられる。 

そして、問 13 の「ア 結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人権侵害であ

る」と「ケ 刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に決まらないことは問題だ」についても、

肯定回答（『そう思う』）は 2013 年から 2019 年にかけては、ほぼ横ばい状態であったが、2019 年から

2025 年では、前者で 21.5 ポイント、後者で 7.3ポイントの減少となっている（73ページ）。 

市民の人権意識の向上がみられる一方で、それとは異なる変化が認められるのである。これらが何に

よってもたらされたのか、綿密な考察が必要である。 
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分析と考察－相談体制とジェンダーを中心に 

水島郁子 

 

１．はじめに 

 本稿は、人権侵害の経験と対応（問３）、家族や性別役割に関する考え方（問５）、男女の地位の平

等感（問 12）、法制度や行政の取組や相談窓口の認知度（問 15）を検討対象とする。問３と問５につ

いては、過去の調査結果と比較しつつ、市民の意識の変化を分析する。問 12 と問 15 は、今回調査で

追加した項目である。問 12 は内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和 6 年 9月調査）＊

を参考にし、男女の地位の平等感に関する問いを設けた。同調査と比較しつつ、市民の意識を分析す

る。問 15 は法制度や行政の取組、相談窓口の認知度を調査するものであるが、本調査を契機に、回答

者に法制度や行政の取組、相談窓口を知ってもらいたいとのねらいもある。 

＊ https://survey.gov-online.go.jp/women_empowerment/202502/r06/r06-danjo/#sub11 

  

２．人権侵害の経験と対応（問 3、16～19 ページ） 

 ここ 5 年くらいの間に、人権を侵害されたことがあるかの問いに、「よくある」2.3％、「時々ある」

8.0％、「ほとんどない」と「まったくない」は合わせて 70.0％であった。過去の調査結果と比較する

と、ここ 5年くらいの間に、人権を侵害された経験がある者が約１割、「ほとんどない」「まったくな

い」とする者が約７割であることについて、有意差はみられない。 

 「よくある」と「時々ある」を合わせると 10.2％（59 人）である。これらの者について、人権侵害

を受けたときの対応をみると（複数回答）、「黙って我慢した」が最も多く（59.3％）、「友人・家族な

ど身近な人に相談した」（39.0％）、「相手に抗議した」（33.9％）が続く。過去の調査結果において

も、「黙って我慢した」者は 5 割を超えていた。対応として上位にあがる 3 つに変動はない。これらに

続くのは、「職場の上司や地域の有力者に相談した」（11.9％）である。「弁護士に相談した」、「警察に

相談した」は各 2 人、「市役所に相談した」は 1 人で、選択肢にあげた他の公的な機関への相談はなか

った。警察、市役所等の公的な機関に相談したという人は非常に少ない。前回の調査でも、公的な機

関に相談したという人は少なかったが、それでも、「市役所に相談した」が 9 人、「警察に相談した」

が 6 人、「法務局または人権擁護委員に相談した」が 2 人と、今回の調査に比べれば、一定の相談があ

った。今回の調査の回答者数が 59人であるのに対し、前回調査では 126 人であり、回答者数が今回の

調査では半数以下であることも影響していよう。人権侵害を受けても黙って我慢したという人が多

く、さらに、公的な機関に相談した人は非常に少ないことは、人権侵害に関する相談をどのような公

的機関が受け付けているのかわからない市民が多くいる可能性を示唆するものである。 

 性別でみると、「黙って我慢した」は男性が 76.0％、女性が 47.1％と、大きな差がある。前回調査

では男性が 48.4％、女性が 60.6％であり、大きな変化傾向がみられる。留意しなければならないの

は、前回調査の回答者数が男性 31人、女性 94人であるのに対し、今回の調査の回答者数は男性 25

人、女性 34人で、とくに女性について回答者数に大きな違いがある。 

 年齢別では、「黙って我慢した」は 16～19 歳、40～49 歳で 8 割台と高い一方、50～59 歳、70 歳以上

では 3 割と低くなっている。前回調査でも 16～19 歳に多くみられた。 
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３．家族に関する考え方（問 5、23～30 ページ） 

 「ア．結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない」は、「そう思う」が 45.1％、「どちらかとい

えばそう思う」が 23.2％で、7 割弱がこのように（＝『そう思う』）考える。前回調査は 7 割を超えて

おり、4 ポイント下がったが、「どちらともいえない」が前回調査より 4 ポイント増えており、この考

え方に否定的な割合が増加したわけではない。性別でみると、『そう思う』は男性が 59.8％、女性が

73.8％と、意識の差がみられるが、これは前回調査でも指摘された。年齢別では、20～29歳は 9 割を

超え、16～19 歳、30～39 歳、40～49 歳は 8 割を超える。一方で、60～69 歳は 63.4％、70 歳以上は

43.3％と低下する。結婚した夫婦が子どもをもつことについての考え方は、年齢により違いが顕著で

ある。 

 「ケ．結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい」は、「そう思わない」が 33.3％、「どちらかと

いえばそう思わない」が 9.9％で、4 割強がこのように（＝『そう思わない』）考える。前回調査は 3

割弱、前々回調査は 2割弱であり、考え方の変化がみられ、有意差が確認できる。性別でみると、女

性の半数近くが『そう思わない』と回答する。年齢別では、20～29 歳で『そう思わない』が 6 割を超

える。一方で、70 歳以上は『そう思わない』が 25.3％、『そう思う』が 38.7％で、年齢別で唯一、『そ

う思う』との考え方が『そう思わない』よりも優勢である。 

「コ．男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ」は、「そう思う」が 22.2％、「どちらかとい

えばそう思う」が 16.1％で、4 割弱がこのように（＝『そう思う』）考える。前回調査からは 5 ポイン

ト低下した。性別でみると、女性の半数近くが『そう思う』と回答するが、男性は 2 割台である。こ

のような性別による考え方の差は前回調査においてもみられた。年齢別では、16～19 歳で『そう思

う』が 6 割を超える。20～29 歳と 30～39 歳では 5 割を超え、40～49歳以上はいずれの年代でも 5 割

を下回る。 

問 5 で、『そう思う』と『そう思わない』の割合が最も近接したのは、「サ．自分の身内が未婚のま

ま子どもを産むことは好ましくない」で、『そう思う』が 35.9％、『そう思わない』が 36.6％であっ

た。『そう思う』は、前回調査では 53.6％、前々回調査では 57.3％といずれも半数を超え、有意差が

確認できる。『そう思う』と『そう思わない』の割合を比較した場合、性別でみると、男性は『そう思

う』が多く、女性は『そう思わない』が多い。年齢別でみると、20～29 歳、30～39 歳、40～49 歳、50

～59 歳は『そう思わない』が多く、16～19 歳、60～69 歳、70 歳以上は『そう思う』の方が多い。 

 伝統的な家族は、男性と女性が結婚し、男性の姓を名乗り、子どもをもち、育てる。年代が高いほ

ど、また性別では男性の方が、伝統的な家族像を志向する傾向にある。一方、若い世代は家族の多様

性を許容する傾向にある。同性カップルへの抵抗感も若い世代には希薄である。 

 

４．性別役割に関する考え方（問 5、23～30 ページ） 

 「イ．女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきだ」は、「そう思う」が 5.2％、「ど

ちらかといえばそう思う」が 18.7％で、2 割強がこのように（＝『そう思う』）考える。前々回調査は

41.7％、前回調査は 27.6％であり、低下傾向が顕著である。性別でみると、男性は 38.5％が『そう思

う』であるのに対し、女性は 13.7％にとどまる。 

 「シ．男性は家族を養って一人前だ」は、「そう思う」が 9.5％、「どちらかといえばそう思う」が

17.5％で、3 割弱がこのように（＝『そう思う』）考える。『そう思う』の回答を性別でみると、男性が
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41.5％で女性が 17.0％であり、「イ」に傾向が近い。「イ」「シ」からは、男性の約 4 割が、男の子は男

の子らしく、男性はかくあるべきと考えるのに対し、女性ではそのような考え方が少数にとどまるこ

とが、引き出される。 

 家族内の性別役割として、「ウ．子どもが 3歳くらいまでは、母親は育児に専念すべきだ」について

は、「そう思わない」が 31.0％、「どちらかといえばそう思わない」が 15.8％で、半数近くがこのよう

に（＝『そう思わない』）考える。『そう思わない』は前々回調査では 16.8％、前回調査では 30.0％

で、過去の調査では『そう思う』の方が多かったが、今回調査では、『そう思わない』が『そう思う』

を上回った。性別でみると、女性の半数以上が『そう思わない』と回答するが、男性は 36.8％にとど

まる。年齢別では、『そう思わない』が『そう思う』を上回るのが、20～69 歳の各年代で、16～19 歳

と 70 歳以上は『そう思う』が『そう思わない』を上回る。 

 「エ．夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ」は、「そう思わない」が 48.4％、「どちらかといえば

そう思わない」が 17.2％で（『そう思わない』65.5％）、一方、「そう思う」は 2.1％、「どちらかとい

えばそう思う」は 7.1％（『そう思う』9.2％）にとどまる。前々回調査、前回調査と比較すると、『そ

う思わない』が調査のたびに増え、『そう思う』が調査のたびに減っている。いずれの性別、いずれの

年齢別でも、『そう思わない』が『そう思う』を大きく上回る。 

 「カ．夫の親を妻が介護するのは当然だ」は、「そう思わない」が 45.2％、「どちらかといえばそう

思わない」が 19.4％である。前々回調査、前回調査と比較すると、『そう思わない』が調査のたびに増

え、『そう思う』が調査のたびに減っている。いずれの性別、いずれの年齢でも、『そう思わない』が

『そう思う』を大きく上回る。 

 さらに、「オ．妻が働いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」は、「そう思う」が 29.3％、

「どちらかといえばそう思う」が 36.7％であるが、調査のたびに『そう思う』が増え、『そう思わな

い』が減っている。いずれの性別、いずれの年齢でも『そう思う』が『そう思わない』を大きく上回

る。「エ」「カ」そして「オ」からは、同じ傾向が読み取れる。 

 伝統的なかつての家族は片働き世帯であったが、いまや共働き世帯が主流である。そのため今回調

査では、妻が働いていることを想定した「キ．夫が遠隔地に転勤する場合、妻は働いていても仕事を

辞めて、夫に同行すべきだ」、「ク．妻が働きに出る場合は、フルタイムの仕事を避け、パート・アル

バイトなどにとどめるべきだ」を、項目に追加した。妻が仕事をする場合、仕事よりも家事や家族を

優先すべきかについての意識を問うものである。「キ」「ク」とも約 7 割が『そう思わない』とし、い

ずれの性別、いずれの年齢別でも『そう思わない』が『そう思う』を大きく上回った。 

 「ウ」～「ク」から、家族内における男女の固定的な役割分担意識はかなり薄まっていることがわ

かった。また、妻が家事や家族を優先すべきであって、仕事を制約すべきといった意識も弱いことが

わかった。もっとも「ウ」の育児については、若い世代、高齢の世代で、母親の育児専念に賛成する

割合が、反対する割合を上回っている。「三歳児神話」は未だ払拭されていない。 

 

５．男女の地位の平等感（問 12、60～64 ページ） 

 各分野における男女の地位について、平等であるか、あるいは、男性と女性のどちらが優位と感じ

るかを尋ねた。「ア．学校教育の場では」は「平等である」が 70.4％であった。「平等である」が 5 割

を超えたのは「ア」だけで、「エ．地域活動の場では」（49.6％）、「カ．法律や制度の上では」

（43.3％）、「イ．家庭生活の場では」（40.4％）が続く。「ウ．職場では」（29.3％）と「オ．社会通念



110 

 

や地域の慣習・しきたりでは」（26.3％）は 3割を下回り、「キ．政治の場では」（17.7％）、「ク．経済

界では」（15.6％）、そして「ケ．社会全体として」（17．0％）は 1 割台にとどまった。 

 男性と女性のどちらが優位と感じるかについて、「ア．学校教育の場では」は『男性のほうが優位』

（19．8％）と『女性のほうが優位』（5.4％）の差はあまり大きくないが、それ以外の分野はすべて

『男性のほうが優位』とする割合が『女性のほうが優位』とする割合を大きく上回った。 

 内閣府が令和６年に実施した「男女共同参画社会に関する世論調査」（以下、内閣府調査」とい

う。）と比較すると、学校教育の場における男女の地位の平等感は 70.4％で、半数を超えたのがこの分

野だけであったことも、本調査に共通する。内閣府調査でも、地域活動の場（40.3％）、法律や制度の

上（38.2％）、家庭生活（30.0％）が続いている。順位は本調査の結果と同じであるが、この 3 分野の

本調査における平等感はいずれも内閣府調査よりも高い。社会全体における平等感は、内閣府調査が

16.7％、本調査が 17.0％であった。 

 性別でみると、「ア．学校教育の場では」以外で有意差が確認できた。「ケ．社会全体として」をみ

ると、『男性のほうが優位』は女性が 86.6％であるのに対し、男性は 61.1％であった。「ア」以外では

いずれも 20％前後の差がみられた。 

 年齢別では、すべての分野において有意差がみられた。「ケ．社会全体として」をみると、「平等で

ある」の割合は 30～39歳（26.8％）が最も高く、これより下の年代が 2 割台、これより上の年代が 1

割台である。「ア」「ウ」「エ」「オ」「キ」「ク」でも、30～39 歳が他の年代よりも「平等である」とす

る割合が最も高かった。とくに「ウ．職場では」の「平等である割合」は、30～39 歳が 42.3％である

のに対し、それより下の年代は 2割台である。 

 さて、「男性のほうが非常に優位である」の割合が最も高いのは、「キ．政治の場では」（38.0％）

で、「どちらかといえば男性のほうが優位である」を加えると、77.1％である（＝『男性のほうが優

位』）。内閣府調査では『男性の方が優遇されている』が 87.9％である。本調査の方が男性のほうが優

位と考える割合は低いが、男女の地位の平等が最も進んでいないと感じられるのが政治の場であるこ

とは、内閣府調査に共通する。内閣府調査や本調査後に、憲政史上初の女性首相が誕生した。次回調

査では政治の場での男女の地位の平等について、意識の変化がみられるかが注目される。 

 

６．法制度や行政の取組や相談窓口の認知度（問 15、79～85 ページ） 

 法律・豊中市の条例に関する各項目については、「聞いたことはあるが内容まで知らない」が 3 割～

4 割台、「まったく知らない」が 4割～5 割台である。「内容（趣旨）まで知っている」、「聞いたことは

あるが内容まで知らない」を合わせた『見聞きあり』の割合が最も高かったのは、「ウ．部落差別解消

推進法」（50.1％）であった。その他の項目はすべて、『見聞きあり』の割合が「まったく知らない」

を下回る。法律・豊中市の条例を市民に周知することが課題である。 

 「内容（趣旨）まで知っている」は、16～19 歳の割合が高い。「ア．障害者差別解消法」が

23.1％、「イ．ヘイトスピーチ解消法」が 24.6％、「ウ．部落差別解消推進法」が同じく 24.6％、

「エ．LGBT 理解増進法」が 27.7％であった。学校教育の場で学ぶ機会があったと考えられる。一方、

16～19 歳について「まったく知らない」も少なくない。「ア．障害者差別解消法」が 35.4％、「イ．ヘ

イトスピーチ解消法」が 44.6％、「ウ．部落差別解消推進法」が 35.4％、「エ．LGBT 理解増進法」が

33.8％、「オ．人権文化のまちづくりをすすめる条例」が 53.8％である。通学する学校によって、学ぶ

機会に差があるのかもしれない。 
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 豊中市の施設や取組のうち、最も認知度（『見聞きあり』の割合）が高かったのは、「カ．広報とよ

なか 人権についてのお知らせ記事」（62.6％）である。年齢別では、『見聞きあり』の割合が、50～

59 歳（73.9％）、70 歳以上（70.7％）、60～69 歳（64.4％）の順に多い。広報とよなかが市民の中高年

齢層に浸透していることがわかる。「シ．豊中市立人権平和センター」（53.4％）、「ス．とよなか男女

共同参画推進センターすてっぷ」（58.4％）、「セ．とよなか国際交流センター」（54.4％）の 3 施設は

いずれも認知度が高い。性別でみると、3 施設の『見聞きあり』の割合は、女性が 5～6 割台であるの

に対し（「シ」58.6％、「ス」66.7％、「セ」60.4％）、男性はいずれも 5割以下である（「シ」46.2％、

「ス」47.4％、「セ」46．2％）。一方、「ク．豊中市が作成した同和問題啓発動画」、「ケ．本人通知制

度」、「コ．豊中市やさしい日本語啓発事業」、「サ．豊中市パートナップ宣誓証明制度」は、7 割以上が

「まったく知らない」という結果になった（「ク」77.3％、「ケ」74.9％）、「コ」75.7％、「サ」

77.6％）。さて、本調査では「ケ」「コ」「サ」に関し、項目欄に簡単な説明を付した。本調査を契機

に、これらの取組を認識し、関心を持つ市民が増えることを期待する。 

 人権問題に関する相談窓口として、「ソ．人権相談、総合生活相談」、「タ．人権擁護委員による人権

相談」、「チ．法務局による人権相談・救済措置」の項目を立てたが、「内容（趣旨）まで知っている」

はいずれも 5％を下回り、「まったく知らない」は、「ソ」が 63.4％、「タ」が 70.5％、「チ」が 70.9％

と、7 割前後である。人権問題に関する相談窓口の市民への周知について課題がある。 

 

７．相談体制について 

人権侵害を受けたときの対応（問 3-1）と人権問題に関する相談窓口の認知度（問 15）をみる。相

談窓口を『見聞きあり』とする割合は、「ソ．人権相談、総合生活相談」が 34.0％、「タ．人権擁護委

員による人権相談」が 26.9％、「チ．法務局による人権相談・救済措置」が 26.5％である。これを、

人権侵害を受けたときに「黙って我慢した」者でみると、「ソ」が 37.1％、「タ」が 34.3%、「チ」が

31.4％で、いずれも全体の認知度を上回る。人権侵害を受けたが「黙って我慢した」者の中には、相

談窓口を認知していたが、相談窓口を利用するに至らなかった者がいることがわかる。人権問題に関

する相談窓口をただ周知するだけでなく、相談の流れや、問題解決のためにどのような支援を受けら

れる可能性があるか等、内容についてよりわかりやすく周知することも課題として考えられよう。 

 人権侵害を受けたときの対応として（問 3－1）、「11．男女共同参画推進センターすてっぷに相談し

た」、「12．とよなか国際交流センターに相談した」、「13．人権平和センターに相談した」を選んだ回

答はなかった。これらの施設の認知度（問 15）は、6．で述べたとおり、いずれも 5 割台である。人権

侵害を受けたときに何らかの行動をした者は、これらの施設に相談をしなかったものの、認知度は高

い（「シ．豊中市立人権平和センター」（63.5％）、「ス．とよなか男女共同参画推進センターすてっ

ぷ」（95.5％）、「セ．とよなか国際交流センター」（68.2％））。 

人権問題に関する相談窓口や、相談可能な施設を知っていれば、自分が人権侵害を受けたときに相

談ができるだけでなく、人権侵害を受けた誰かに相談されたときに相談窓口につなぐことができる。

相談窓口や施設の認知度をさらに高めることは、重要である。 
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８．ジェンダーの観点からの考察 

（1） 人権侵害を受けたときの対応（問 3-1）と男女の地位の平等感（問 12）について、分析する。

男女の地位の平等感（問 12）の「ケ．社会全体として」の平等感は 17.0％で、『男性のほうが優位』

が 76.1％であった。問 3-1「1．黙って我慢した」者の平等感（17.1％）及び『男性の方が優位』とす

る割合（74.3％）が、全体とほとんど差がないのに対し、何らかの対応をした者の中に、「平等であ

る」を選んだ者はなく、1 人を除き『男性のほうが優位』（95.5％）と答えた。何らかの対応をした者

は、社会全体の平等感が薄く、男性のほうが優位である社会ととらえていることがうかがえる。な

お、問 3 の人権侵害にはジェンダー以外の人権侵害も含まれること、回答者数が多くないこと（57

人）に留意する必要がある。 

(2) 家族や性別役割に関する考え方（問５）と男女の地位の平等感（問 12）について、分析する。 

男女の地位の平等感（問 12）のうち、「イ．家庭生活の場では」の平等感は 40.4％であった。問 5

「ケ．結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい」について、『そう思う』と回答した者の平等感の

割合は 45.7％と全体より高く、一方、『そう思わない』は 35.3％で、全体より低かった。「オ．妻が働

いていなくても、夫は家事・育児をするべきだ」について、『そう思わない』と回答した者の平等感は

41.9％、『そう思う』は 36.5％、「カ．夫の親を妻が介護するのは当然だ」について、『そう思う』と回

答した者の平等感は 46.5％、『そう思わない』は 37.5％であった。家族や性別役割に関して伝統的な

価値観を持つ者の方が、ジェンダー平等的な考え方の者よりも、家族生活の場が平等であると感じる

傾向にある。 

 男女の地位の平等感で、「ウ．職場では」の平等感は 29.3％であった。「キ．夫が遠隔地に転勤する

場合、妻は働いていても仕事を辞めて夫に同行すべきだ」について、『そう思う』と回答した者の職場

における平等感は 51.7％で全体を大きく上回り、『そう思わない』と回答した者の平等感は 27.3％で

あった。「ク．妻が働きに出る場合は、フルタイムの仕事を避け、パート・アルバイトなどにとどめる

べきだ」を、『そう思う』と回答した者の平等感は 46.2％、『そう思わない』は 28.3％であった。4．

で述べたとおり、家族内における男女の固定的な役割分担意識はかなり薄まり、妻が家事や家族を優

先すべきであって、仕事を制約すべきといった意識も弱くなっている。しかし、伝統的な考え方をす

る者もいる。伝統的な考え方の者の方が、ジェンダー平等的な考え方の者よりも、職場における平等

感が高い。 

 男女の地位の「ケ．社会全体として」の平等感は 17.0％であった。問 5「ケ」『そう思う』は

23.6％、「オ」『そう思わない』は 17.6％、「カ」『そう思う』は 30.2％、「キ」『そう思う』は 34.5%、

「ク」『そう思う』は 28.2％で、伝統的な考え方の者の平等感はいずれも、全体を上回った。逆に、問

5「ケ」『そう思わない』は 12.0％、「オ」『そう思う』は 14.7％、「カ」『そう思わない』は 15.3％、

「キ」『そう思わない』は 15.5％、「ク」『そう思わない』は 14.5％で、ジェンダー平等的な考え方の

者は、平等感が低い。 

(3) (2)の分析から、家族や性別役割に関して伝統的な価値観を持つ者の方が、平等感が高く、ジェ

ンダー平等的な考え方の者の方が、平等感が低いことが引き出される。その理由の 1 つは、何をもっ

て平等と考えるかは一義的に定まるものでなく、個々人の平等感が異なるからであろう。家族や性別

役割に関して伝統的な価値観を持つ者は、上の年代に多いが、家庭生活においても職場においても、

自分の若い頃と比較して、現在は男女の地位の平等が進んでおり、「平等である」と感じているとも考

えられる。職場を例に考えると、男女雇用機会均等法が施行されたのが昭和６１年で、平成１１年施
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行の改正法により女性であることを理由とする差別的取扱いがすべて禁止され、平成１９年施行の改

正法により性別を理由とする差別的取扱いを禁止（男性であることを理由とする差別的取扱いも禁

止）する内容に改められた。男女雇用機会均等法や同改正法の施行以前に働いた経験がある者には、

現在の職場は、（昔と比べて）男女平等が図られているように映るであろう。それに対して、「20～29

歳」以下の年代が入職したのは平成 19 年より後であり、男女雇用機会均等法が差別禁止立法として完

成していた。この年代の者が、男性のほうが優位に扱われていると感じる状況に接した場合、男女雇

用機会均等法等の法律や制度の上では職場における男女平等が図られているのに、現実の職場はそう

ではないと思い、むしろ平等感を低下させることになろう。若い世代の中には、法律や制度、あるい

は（将来の）あるべき平等な社会をイメージして、男女平等には未だ至っていない、と感じる者がい

ると考えられる。 

 また、(1)の分析からは、保守的・消極的な者の方が、平等感が高いことがうかがえる。 

 ジェンダーの観点からは、男女の地位の平等感の割合が向上することが望ましい。しかしながら、

以上の分析を踏まえると、真の意味での男女平等が実現していない場合でも、伝統的な価値観ゆえ

に、あるいは昔と比べて平等になったとの考えから、平等感の割合が上がることもありうる。単に平

等感の割合を上げるのではなく、真の意味での男女平等が実現するよう、市の諸施策を期待する。 
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人権に関する市民の意識の分析結果 

 

濱元伸彦 

 

最初に、筆者が行った分析の内容を大きく二つに分けて示す。まず「１. 自己責任意識と社会的孤

立度を用いた分析」と題し、主に質問紙の問６「子どもの人権」および問 13「多様な人権・差別の問

題」の回答結果について、自己責任意識と社会的孤立度という二つの尺度を用いた分析を行う。その

次に、「２．人権教育の経験と人権・差別に関する意識」と題し、人権教育を受けた経験が、多様な人

権問題についての意識とどのように関係しているかを明らかにする。最後に、「３」では知見を整理し

人権教育・啓発への示唆を述べる。 

 

１．自己責任意識と社会的孤立度を用いた分析 

（１）分析の目標 

本節では、市民意識調査の結果をもとに、市民の人権や差別に関わる意識の特徴を、いくつかの背

景的な要因と関連づけて分析を行う。具体的には、「自己責任意識」と「社会的孤立度」という二つの

指標に着目し、まず性別・年代別の分布状況を整理したうえで、両指標の相互関係を検討する。さら

に、これらの指標が、子どもの人権や多様な人権・差別問題に対する意識、そして人権侵害を受けた

際の対応行動とどのように結びついているのかを順に分析する。こうした分析を通じて、個人の意識

や社会的なつながりが、人権に関する意識や行動に及ぼす影響を考えていきたい。 

（２) 分析に用いる指標 

 以下の分析では、「自己責任意識」および「社会的孤立度」の二つの指標を用いて分析を行う。ま

ず、これらの指標について簡単に説明しておく。 

第一に、自己責任意識1は、差別の原因は被差別当事者の側にある（自己責任である）として捉え、

被差別当事者自身の自助努力によって問題解決が可能になるという意識の指標である。別の言い方を

すれば、この意識は質問紙調査の回答者にとって、人権・差別の問題は関わりがない（自分事ではな

い）と認識している度合いだとも言える。 

 第二に、社会的孤立度は、家族・友人・地域・職場などとのつながりの希薄さを示し、他者との交

流や支援関係からどの程度切り離されているかを測る指標である。この指標を用いる理由は、先行研

究（濱元 20252など）において、社会的孤立におかれている人ほど、人権感覚をもちにくいことが明ら

かにされており、同様の知見がこの市民意識調査でも確認されるのではないかと考えたためである。 

  

 
1 令和元年度(2019年度)の「人権についての市民意識調査」における筆者の分析で「自己責任志向」という名称で尺度

化した変数とほぼ同じものだと考えてよい。 
2 濱元伸彦 (2025)「子どもの社会的孤立が人権に関わる意識に与える影響に関する一考察: 人権の効力感に焦点をあて

た計量分析から」『人権教育研究』（日本人権教育研究学会）25, pp.65-80. 
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表１．自己責任意識と社会的孤立度の尺度構成に用いた質問項目 

〔自己責任意識〕（問２より） 

・差別の原因は、差別された人の側にもある 

・差別された人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある 

・人権問題は、差別する人と差別される人の問題であり、自分には関係がない 

・差別に対して抗議や反対をすることによって、かえって問題が解決しにくくなる 

・ささいなことまで差別だ、人権侵害だと声をあげるのは、世の中を窮屈にさせる 

・社会福祉に頼るより、個人がもっと努力する必要がある 

〔社会的孤立度〕（問 16 より） 

・自分には日常生活で、困ったときに相談できる相手が身近にいる（逆転項目） 

・自分には人とのつきあいがないと感じる 

・自分は取り残されていると感じる 

・自分は他の人たちから孤立していると感じる 

 各指標の尺度構成について説明する。表 1に示すように、自己責任意識は質問紙調査中の６つの質

問項目、社会的孤立度については４つの質問項目に基づき作成した。自己責任意識については、この

６つの質問項目の回答結果に得点配分を行い（「そう思わない」～「そう思う」に１～５点の得点を配

分）、そのデータに主成分分析という統計分析を行った。この分析で得られた主成分得点を「自己責任

意識」として変数化した。社会的孤立度についても、上の４つの質問項目の回答結果に同様の得点配

分と主成分分析を行い、得られた主成分得点を「社会的孤立度」とした。また、これらの変数につい

ては、分析結果を見やすくするため、全体の平均値が 50.0、標準偏差が 10.0 の偏差値となるように統

計処理を施した。 

表２. 自己責任意識・社会的孤立度の平均値（回答者の性別・年代別） 

 自己責任意識 社会的孤立度 

 男性 女性 全体 男性 女性 全体 

全年代 52.2 48.5 50.0 52.3 48.4 50.0 

10 代 57.3 50.8 54.2 49.9 49.1 49.6 

20 代 51.5 47.8 48.9 48.6 48.6 48.6 

30 代 53.1 49.3 51.0 52.4 47.6 49.7 

40 代 49.6 48.7 49.0 53.6 47.0 49.3 

50 代 51.0 46.9 48.4 53.3 47.4 49.6 

60 代 50.5 47.8 48.8 51.8 49.7 50.4 

70 代以上 52.1 49.4 50.7 53.9 49.1 51.4 

注）各性別の年代別の値で最も高いものを網掛けした。 

（３) 自己責任意識と社会的孤立度に関わる分析 

 表２は、自己責任意識と社会的孤立度について、性別と年代別の平均値を算出したものである。二

つの指標について、この表から読み取れることをいくつか整理しよう。まず、自己責任意識について

は、性別で比較すると「全年代」の平均値が、男性は 52.2、女性は 48.5 と男性のほうが高い。女性よ

りも男性のほうが自己責任意識が高いことは、全ての年齢段階で確認される。また、年代別の平均値

を比較すると、男女ともに 10 代が最も自己責任意識が高く、特に 10代の男性は 57.3 と突出して高い

値を示している。 

次に、社会的孤立度についてみていく。最も社会的孤立度が高いのは 70 代以上の男性で、53.9 であ

る。また、社会的孤立度を性別で比較すると、「全年代」において、男性は 52.3、女性は 48.4 となっ

ており、男性のほうが高い。また、20 代を除くすべての年代で、女性よりも男性の社会的孤立度のほ
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うが高く、特に、その差は 40 代で 6.6 ポイント、50 代以上で 5.9 ポイントと中高年で大きくなってい

る。 

さて、表２の結果で注目したいのが、特に 10代男性の自己責任意識が強いことである。この背景に

何があるのかを考えるため、自己責任意識と社会的孤立度の二つの関係を調べてみた。表３に示した

のは、自己責任意識と社会的孤立度の相関係数を性別・年代別に算出したものである。表が示すよう

に、回答者全体での相関係数は 0.09 と極めて小さい値であったが、10代（全体）では 0.41（1％水準

で有意）、特に男性では 0.51（1％水準で有意）と極めて高い値となった。女性も統計学的に有意では

ないが30.32 という高い値である。これが意味するのは、10 代（特に男性）の特徴として、社会的孤立

度が高いほど自己責任意識が高いという関連が強く出ていることである。                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この関連をわかりやすくグラフで表したのが図１である。10 代の男性、女性の自己責任意識の平均

値を、社会的孤立度（図中では孤立度と表記）の三分位4で分けて示している。グラフから分かるよう

に、10 代において、男性は女性よりもどの群でも自己責任意識が高いが、孤立度が高いグループの男

性ほど、自己責任意識が高くなる傾向が顕著に見られる。また、女性においても、３群の中で「孤立

度高」のグループが最も平均値が高い。 

では、なぜ、このような自己責任意識と社会的孤立度の相関がみられたのか。以下は筆者の考察で

あるが、10代は、入学試験や学校のテスト、部活動など、個人の能力や成績を意識する機会が学校や

家庭で多くある。また、そうした能力や成績を「個人の努力」に還元して捉える教育的な考え方を周

囲の環境から伝えられ内面化しやすい。特に男性は、ジェンダー化された日本の文化の中で、競争的

環境の中での自立や強さの発揮を求められやすい立場である。こうした能力や成績などを「個人の努

力」に還元して捉える見方を獲得する一方、社会の中でマイノリティが直面する困難や排除、差別を

構造的な問題として捉える学習機会も乏しいため、「差別は当事者の努力不足であり自己責任」という

理解が強化されやすい。さらに、社会的に孤立した 10 代、特に男性は、他者からの支援や共感を経験

しにくい状況の中で、自分の直面する困難は自分で乗り越えなければならないという意識がより強く

 
3 ちなみに、有意確率は 0.100（両側検定）であり、片側検定では 5%水準に近い値である。 
4 この三分位は、回答者を社会的孤立度が低い人から高い人まで並べた全体を三分の一ずつ区切ったものである。社会

的孤立度が低い（孤立していない）群から順に「孤立度低」「孤立度中」「孤立度高」と命名した。 

表３. 自己責任意識と社会的孤立度の 

相関係数（回答者の性別・年代別） 

 男性 女性 全体 

全年代 0.05 0.06 0.09* 

10 代 0.51** 0.32 0.41** 

20 代 -0.08 -0.16 -0.12 

30 代 -0.04 -0.08 -0.02 

40 代 0.13 -0.07 0.03 

50 代 0.04 0.21† 0.19* 

60 代 0.12 0.15 0.15 

70 代以

上 

-0.13 0.01 -0.02 

注）各性別の年代別の値で最も高いものを網掛

けした。†は 10％、*は５％水準で、**は 1％

水準で統計学的に有意。 

55.4 57.2 
61.8 

50.9 48.2 
54.3 

孤立度低 孤立度中 孤立度高

図１.社会的孤立度の三分位ごとの

自己責任意識の平均値（10代のみ）

男性 女性

注）図中の「孤立度」は本文中の「社会的孤立度」を

表す。他のグラフでも同様に表記する。 
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なり、かつ、こうした認識をそのまま他者にも投影することで、「差別は当事者の自己責任」という認

識を強めるのではないかと考えられる。 

次に、社会的孤立度とウェルビーイングとの関連についても見ていく。図２は「自分は毎日、大き

な心配はなく、安心して生活できている」、図３は「自分は周りの人たちから大切にされていると感じ

る」について、全年代を対象に社会的孤立度の三分位ごとの「どちらかといえばそう思う」「そう思

う」の回答パーセンテージ（以下、回答％と略記）を示したものである。両図が示すように、「そう思

う」の回答％が社会的孤立度の低い群から高い群へと下がっていることが分かる。特に図２について

いえば、「自分は毎日、大きな心配はなく、安心して生活できている」の肯定的回答（「どちらかとい

えばそう思う」「そう思う」の合計）の回答％が孤立度高群では計 41.9％であり、孤立度低群の計

83.8％に比べ約半分の値である。この結果から、人どうしの「つながり」がウェルビーイングの実感

を大きく左右する要素であることが分かる。 

（４）人権・差別の問題に関する意識の分析 

 分析の次のステップとして、自己責任意識と社会的孤立度がどのように「子どもの人権に関わる意

識」および「多様な人権・差別の問題に関する意識」と関連しているかを検討してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４. 「子どもの人権」（問 6）の各項目の回答得点と 

自己責任意識・社会的孤立度との相関係数 

  

自己責

任意識 

社会的

孤立度 

（ア）いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある  .543** .045 

（イ）教師が子どもを指導するために、ときには体罰を加えることも必要だ  .385** .140** 

（ウ）保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのは、仕方がない  .372** .119** 

（エ）家族の世話のために、子どもが学校の部活動に参加しづらくなることは

問題だ 
-.103** -.062 

（オ）学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明の場がないことはよくな

い 
-.178** -.042 

（カ）不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ  .455** .085* 

（キ）家庭の経済力によって、子どもが希望しても大学に進学できないのは、

やむを得ない 
 .350** .095* 

（ク）子どもは成長途上なので、人権が制限されても仕方がない  .367** .079* 

* 相関係数は 5% 水準で有意（両側）。** 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 。 

33.6%

49.5%

31.8%

50.2%

20.2%
10.1%

孤立度低 孤立度中 孤立度高

図２. 「自分は毎日、大きな心配は

なく、安心して生活できている」

（孤立度３分位で表示）

ど ち ら か と い え ば そ う 思 う

そ う 思 う

31.0%

50.9%

34.6%

62.5%

25.7%

9.2%

孤立度低 孤立度中 孤立度高

図３.「自分は周りの人たちから大

切にされていると感じる」

（孤立度３分位で表示）

ど ち ら か と い え ば そ う 思 う

そ う 思 う
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まず、「子どもの人権に関わる意識」（問６）と自己責任意識および社会的孤立度の相関を出したの

が、表４である。各項目の回答で、特に自己責任意識との相関が強かったのが、項目（ア）（イ）

（ウ）（カ）（キ）（ク）である。このうち（ア）のいじめや（カ）の不登校に関する項目では、その当

事者側に責任があり、自助努力で解決可能だと考えるのは「自己責任意識」の捉え方に合致するもの

であり、相関係数が高いことは納得しうる。また、（ク）の子どもの人権が制限されてもよいという考

えや、（イ）や（ウ）の子どもの指導・しつけのために体罰が必要という考えとも相関が強いことは、

自己責任意識が子どもの人権軽視の見方と結びついていることを示している。 

 次に、社会的孤立度との関連についても見ておきたい。いずれの項目も、その相関係数は自己責任

意識ほど高くないが、（イ）や（ウ）のように子どもの指導・しつけのために体罰が必要だとする見方

と弱いながらも統計的に有意な相関がある。こうした結果は、例えば、社会的孤立の状況にいる大人

（保護者）ほど、子どもに対する暴力（虐待）を「しつけ」と捉え行いやすいことと関係しているよ

うに見える。 

 次に、表５では、「多様な人権・差別の問題に関する意識」（問 13）と自己責任意識および社会的孤

立度の相関を示している。各項目の回答で、特に自己責任意識との相関が強かったのが、項目（イ）

（ウ）（コ）（サ）（ス）（セ）である。特に（イ）との相関の高さは、同和地区出身の人に対する差別

意識と自己責任意識のつながりが強いことを表している。また、同じく自己責任意識が（ア）と負の

相関（-0.304）があること、（ウ）との正の相関があることから、自己責任志向は、同和地区出身者に

対する差別を見抜く態度や、差別の解消のため同和教育・啓発を進めようとする姿勢と逆行するもの

だと考えられる。 

このほか自己責任意識は（コ）や（サ）のように性的マイノリティに対する差別意識（排除意識）

とも結びついていることが確認される。さらに、（ス）のハンセン病患者についての項目や、（セ）ホ

ームレスについての項目についても相関が強いことから、改めて、自己責任意識は、被差別当事者へ

の差別的な対応が仕方なかったとする見方や「本人の責任」と捉える見方とつながっていることが確

認される。 

表５.「多様な人権の問題」（問 13）の各項目の回答得点と 

自己責任意識・社会的孤立度との相関係数 

  

自己責任

意識 

社会的

孤立度 

（ア）結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人権侵害である -.304** .024 

（イ）自分の身内は同和地区出身者とは結婚してほしくない .331** .014 

（ウ）同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だから、同和教育・啓発はし

ないほうがよい 
.308** .079* 

（エ）同和地区住民は、現在でも生活のさまざまな面で優遇されている .292** .062 

（オ）同和問題は、他の人権問題に比べてわかりにくいと感じる .083* -.023 

（カ）就職の面接で、人事担当者が就職希望者の家族構成を聞くことは問題だ -.166** .037 

（キ）就職の面接で、人事担当者が女性に対して結婚や出産の予定の有無を聞くことは

問題だ 
-.192** .061 

（ク）凶悪事件の場合であっても、未成年の犯人の実名を公表するのは問題だ -.120** -.001 

（ケ）刑を終えて刑務所を出所した人の就職が容易に決まらないことは問題だ -.194** .064 

（コ）自分の身内に同性愛者はいてほしくない .345** .131** 

（サ）同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない .338** .194** 

（シ）知人から性的マイノリティだと打ち明けられたら、どう接するべきかわからない .231** .173** 
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 一方で、表５の社会的孤立度との相関についてであるが、表４と同様、自己責任意識ほど高い相関

は確認されない。しかし、特に（コ）（サ）（シ）のような性的マイノリティに関する人権課題に対す

る捉え方と正の相関が確認される。つまり、社会的孤立度が高い人ほど、性的マイノリティの人々に

対する忌避感情（ないしは差別意識）が強くなる傾向があるということである。この傾向について

は、理由がいくつか考えられよう。一つは、社会的孤立にある人は、日常生活における人間関係が狭

くなり、性的マイノリティの人と実際に出会い理解する機会が乏しく、偏見やステレオタイプが修正

されにくいことである。また、別の理由として、社会的孤立にある人は、日常生活の不安感が強ま

り、自分と異なる立場の人々を「秩序を脅かす存在」だと意識しやすくなるということも考えられ

る。 

 最後に、（ソ）（タ）に示されるように、社会的孤立度とインターネット上の情報を重視する態度に

は弱いながらも、正の相関がある。このことは、社会的に孤立した人ほど、即時的な反応や承認が得

られるインターネットや SNS に依存しやすくなり、その結果、偏った情報の影響を受けやすくなる可

能性を示している。 

（５）社会的孤立度と人権侵害を受けた時の対応 

 一般的に、私たちは自分を支えてくれる人のつながりを感じられる時には、社会生活で直面した問

題の解決に際してより能動的な行動をとる傾向があると言える。逆に、孤立している場合には、その

ような能動的な行動を抑制する傾向がある。こうした傾向をふまえれば、例えば、人権侵害を受けた

場合の対応も、その人の社会的孤立度により異なることが考えられる。これを検証するため、図４で

は、過去５年間に人権侵害を受けた経験がある人が、それにどのように対応したのかを社会的孤立度

の３分位に分けて検討してみた。 

（ス）ハンセン病患者が強制隔離されたことについては、仕方がなかった .403** .126** 

（セ）ホームレスになるのは、本人の責任が大きい .460** .002 

（ソ）表現の自由に関わる問題なので、インターネット上の情報規制は行うべきではな

い 
.156** .143** 

（タ）新聞やテレビ等のマスメディアからの情報よりも SNS で得られる情報のほうが信

頼できる 
.182** .143** 

* 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) 。** 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)。   
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図４. 人権侵害を受けた時に取った対応
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この図から、人権侵害に対して取る行動は、社会的孤立度により異なる可能性があると言える。例

えば、「孤立度高」のグループでは、人権侵害に対して「黙って我慢した」が 82.8%であり、ほとんど

の人がこれを選択している。他方で、「相手に抗議した」は 17.2％という低い回答％にとどまってい

る。また、孤立の状況を反映してか「友人・家族など身近な人に相談した」が 20.7%、友人・家族も含

め「誰かに相談した」（弁護士・市役所など含む）も 34.5％であり、「相談」のパーセンテージも小さ

い。つまり社会的孤立度が高い人は、出会った人権侵害に対して沈黙し、誰にも相談せず抱え込んで

しまう傾向があると言える。一方で、「孤立度低」「孤立度中」の人は「高」のグループに比べると

「黙って我慢した」の割合が減り、「相手に抗議した」もしくは他者に「相談した」の回答％が「孤立

度高」のグループに比べより高くなっている。 

以上のように、社会的孤立度が高い人ほど、人権侵害を受けても黙って我慢する割合が高く、抗議

や相談に至りにくいことが考えられる。おそらく、孤立度高群では、本人を支える人間関係が希薄で

あるため、相談支援の場へのアクセスがなかったり、他者からのアドバイスが入ってこなかったりな

ど、自らの人権を守るための行動が抑制されると考えられる。ここから、人権侵害に対して、自他の

人権を守り、それをなくすためのアクションが可能になるためには、日常生活で支え合えるような

「つながりづくり」が重要だと考えられる。 

 

２．人権教育の経験と人権・差別に関する意識 

（１）人権教育の経験について 

 続いて、「人権教育の経験」と人権・差別に関する意識の関係に関する分析を行う。まず、表６は、

「小学校から高校の間に、差別や人権に関する教育を受けたことがありますか」に対する回答結果を

世代別に分けたものである。今日、本市の学校教育では、差別や人権に関する教育（以下、「人権教

育」とする）内容はカリキュラムに位置づけられていることもあり、「受けたことがない」という回答

の割合は小さく、特に 10 代（16～19 歳）では 6.2%である。一方で、10代は、在学中の人も含まれ、

学校で受けた人権教育の内容の記憶は新しいと考えられる。人権教育について、「受けたことはある

が、内容をよく覚えていない」という回答％は、10 代以外の他の年齢段階（70歳以上を除く）はいず

れも 40％前後となっているが、10代では 24.6％と低くなっている。 

表６．人権教育を受けた経験に関する回答結果（回答者の年代別）（％） 

  

受けたことが

あり、内容は

興味深かった 

受けたことは

あるが、内容

はつまらなか

った 

受けたことは

あるが、内容

はよく覚えて

いない 

受けたこ

とがない 

無回

答 

10 代 46.2  20.0  24.6  6.2  3.1  

20 代 28.4  12.2  39.2  14.9  5.4  

30 代 25.4  11.3  46.5  11.3  5.6  

40 代 25.6  17.9  41.0  12.8  2.6  

50 代 23.5  12.2  45.2  14.8  4.3  

60 代 19.8  9.9  42.6  19.8  7.9  

70 代以上 4.7 2.0 24.7  58.7  10.0  

注）各性別の年代別の値で最も高いものを網掛けした。 
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 また、人権教育を「受けたことがある」と回答した人には、その内容に関する印象も尋ねており、

その回答結果は年齢段階によって違いがある。表６から傾向として読み取れるのは、まず、若い世代

ほど「内容は興味深かった」と回答する割合が大きいことである。特に 10 代における回答％の高さ

は、記憶が新しいだけではなく、人権教育を進める今日の学校の工夫もあるのではないかと考えられ

る。しかし、一方で、「内容はつまらなかった」という回答についても、10 代が 20.0％と他の年代と

比べて高い結果となっている。 

 次に、「受けたことがある」と回答している人は、どのような人権問題のテーマについて学んだのだ

ろうか。これを年齢段階別に示したのが、表７である。年齢が高い人ほど、学習した細かな内容が記

憶に残っていないことも考えられるが、この点も念頭に置きながら、表の内容を見ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７で、特に注目したいのは、若い年代ほど、より多様な人権問題のテーマを「学んだことがあ

る」と回答していることである。表では、年齢段階間の比較で最も回答％が高かったものをグレーで

網掛けしている。網掛けされた箇所が最も多いのは 10 代であり、「女性」「障害者」「外国人」「アイヌ

民族」「子ども」「性的マイノリティ」「インターネット」などがこれに含まれる。前述のように、10 代

では学校での教育内容の記憶が新しい点に留意しなければならないが、「女性」「障害者」「子ども」

「性的マイノリティ」といったテーマは、他の年代に比べて特に回答％が高いので、学校の人権教育

において、今日より積極的に取り組まれるようになってきていると考えられる。このようなテーマの

広がりは、今日の学校の人権教育の成果として評価されてよいだろう。 

 一方で、「同和問題」「在日韓国・朝鮮人」に関しては、他の年齢段階のほうが回答％が高くなって

いる。「同和問題」については、60代では 80.8%であるが、10 代が 55.9％、20 代や 30 代は 40%台であ

り、かなり開きがある。「在日韓国・朝鮮人」は 40 代の 36.4％が最も高く、他の年代は 30.0%前後と

なっている。 

（２）個別の人権課題を学んだ経験と人権・差別の問題に対する意識の関係 

表７．学校の人権教育で教わった内容（回答者の年代別）（％） 

  

女
性
の
人
権
問
題 

高
齢
者
の
人
権
問
題 

障
害
者
の
人
権
問
題 

同
和
問
題 

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の 

人
権
問
題 

外
国
人
労
働
者
と
そ
の 

家
族
の
人
権
問
題 

Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル

ス
）
感
染
者
の
人
権
問
題 

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
の
人

権
問
題 

ア
イ
ヌ
民
族
の
人
権
問
題 

子
ど
も
の
人
権
問
題 

子
ど
も
の
権
利
条
約 

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人

権
問
題 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権 

戦
争
と
人
権 

10代 57.6  16.9  61.0  55.9  30.5  23.7  27.1  20.3  39.0  33.9  27.1  55.9  40.7  47.5  

20代 45.8  10.2  49.2  45.8  28.8  11.9  27.1  10.2  33.9  20.3  15.3  27.1  28.8  40.7  

30代 30.5  6.8  40.7  42.4  30.5  6.8  25.4  10.2  28.8  16.9  10.2  13.6  5.1  39.0  

40代 28.8  1.5  30.3  62.1  36.4  0.0  24.2  12.1  27.3  9.1  7.6  4.5  1.5  39.4  

50代 14.0  2.2  34.4  75.3  31.2  2.2  11.8  5.4  15.1  11.8  6.5  2.2  0.0  32.3  

60代 9.6  1.4  21.9  80.8  34.2  0.0  4.1  6.8  15.1  8.2  4.1  1.4  1.4  12.3  

70代 

以上 
17.0  2.1  17.0  51.1  31.9  4.3  2.1  10.6  19.1  2.1  0.0  0.0  0.0  17.0  

注）各性別の年代別の値で最も高いものを網掛けした。  
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 では、こうした人権教育の経験は、人権や差別に関する意識に違いをもたらしているのだろうか。

以下では、学校の人権教育で、ある人権問題のテーマについて学んだ経験の有無が、そのテーマに関

する項目の意識に違いをもたらしているかどうかを分析する。この検証では、回答者の年代により人

権教育の内容に多少の違いがあると考えられるため、10代～30 代の若年層に分析対象を絞って行うこ

ととした。また、紙幅の都合上、若年層で「受けたことがある」の回答％が高かった「女性の人権問

題」「障害者の人権問題」「同和問題」「性的マイノリティの人権問題」の４つを取り上げたい。 

① 女性の人権問題 

 まず、「女性の人権問題」についての学習経験と性別役割に関する項目の回答結果のクロス集計を行

ったのが表 8 である。表が示すように、「夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ」という固定的なジェ

ンダー役割に関する項目では、人権教育において「女性の人権問題」を「学んだ経験あり」と回答し

た人のほうが、そうでない人に比べて、否定的回答のパーセンテージが高かった。また、この結果

は、さらに分析対象を男女それぞれに限定した分析でも同様の結果が確認された。 

表８.「夫が外で働き、妻は家庭を守るべきだ」と 

「女性問題の学習経験」 のクロス集計 

  

学んだ 

経験あり 
それ以外 

そう思わない 63.3% 48.9% 

どちらかと言えばそう思わない 16.5% 22.1% 

（回答者=男性のみ） 

そう思わない 53.8% 45.3% 

どちらかと言えばそう思わない 19.2% 20.3% 

（回答者=女性のみ） 

そう思わない 66.7% 52.2% 

どちらかと言えばそう思わない 15.7% 23.9% 

このほか、表には示していないが、「結婚したら、妻は夫の姓を名乗るほうがよい」という項目につ

いても、同様の傾向がみられた。この項目については、「学んだ経験あり」とした人の回答結果は「そ

う思わない」が 45.6％、「どちらかと言えばそう思わない」が 13.9％であったのに対して、「それ以

外」の回答者はそれぞれ 37.4％、11.5％となっていた。 

 

② 同和問題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

表９. 結婚差別事象において相談を受けた時にとる態度と「同和問題の学習経験」の

クロス集計 

  
学んだ経験あ

り 
それ以外 

反対する家族を説得するなど、力になろうと言う 16.5% 15.2% 

迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言

う 
45.9% 22.4% 

慎重に考えたほうがよいと言う 21.2% 26.4% 

あきらめるように言う 1.2% 0.8% 

どう言えばよいのかわからない 10.6% 24.8% 

その他 4.7% 2.4% 
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次に、「同和問題」についても同様の分析を行う。ここでは、結婚差別事象への態度（「あなたの親

類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚を反対されてい

るとします。あなたがその親類から相談を受けた場合、どのような態度をとると思いますか」）を例に

検討してみる。この場合に、どのような態度をとるかについて、同和問題を学校の人権教育で学んだ

経験の有無により回答％の違いをみた（表 9参照）。まず、「反対する家族を説得するなど、力になろ

うと言う」の回答％は、「同和問題」について学んだとする回答者もそれ以外の回答者もほぼ同程度で

あった。しかし、「迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う」の回答％は、「学習経

験あり」の回答者が 45.9％に対して、そうでない回答者が 22.4%となっており、「あり」のほうが２倍

近く大きかった。逆に、同和問題の「学習経験あり」の回答者に比べて、それ以外の回答者は「慎重

に考えたほうがよいと言う」や「どう言えばよいのかわからない」の回答％が大きくなっている。以

上を考えると、同和問題の学習経験は、結婚差別事象に対して取る行動の基盤として重要であると考

えられる。 

表 10. 住まい選びの際に物件が同和地区内にあった場合の対応と「同和

問題の学習経験」のクロス集計 

  学んだ経験あり それ以外 

避けると思う 12.9% 27.8% 

どちらかといえば避けると思う 43.5% 27.0% 

どちらかといえば避けないと思う 15.3% 27.8% 

避けないと思う 28.2% 17.4% 

もう一つ、同和問題に関する別の項目についても同様に検討してみる。表 10 は「新たに住まいを選

ぶ際、価格や交通の便などの希望条件に合致した物件が同和地区内にあったとしたら、あなたはどう

しますか」という項目のクロス集計の結果を示している。同和問題を「学んだ経験あり」と回答した

人はそれ以外の人に比べ「避けると思う」の回答％が低く、かつ、「避けないと思う」の回答％が高く

なっている。この結果から、人権教育における同和問題の学習の意義は明らかであると考えられる。

しかしながら、「学んだ経験あり」と回答した人の中でも「どちらかといえば避けると思う」の回答が

4 割程度あり、この点に、現状の人権教育・啓発の課題もあると言えよう5。 

③ 障害者の人権問題 

 また、「障害者の人権問題」についても同様のクロス集計を行った。表 11 の「障害者が一人暮らし

を理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ」については、障害者の人権問題を「学ん

だ経験あり」とする回答者はそうでない回答者に比べやや「そう思う」の回答％が高いが、その差は

顕著とは言えない。また、同様のクロス集計を「障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲

が反対することは人権侵害である」や「民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても

仕方がない」についても行ったが、「学んだ経験」の有無にほとんど差はなかった。このことは、現行

の人権教育・啓発において、障害者と共に生きる共生社会について一定学ぶ機会はあると思われる

 
5 このほか、同和問題に関連する項目では、（ア）「結婚に際して相手が同和地区出身者かどうかを調べることは人権侵

害である」、（イ）「自分の身内は同和地区出身者とは結婚してほしくない」、（ウ）「同和問題は、そっとしておけば自

然となくなる問題だから、同和教育・啓発はしないほうがよい」、（エ）「同和地区住民は、現在でも生活のさまざまな

面で優遇されている」と同和問題の学習経験とのクロス集計を行っている。詳細は省くが、同和問題の学習経験が同

和問題の理解に寄与していると見られる結果があったが、「学習経験あり」と「それ以外」との差はそれほど顕著とは

言えなかった。このことから、同和問題に関する学校での人権教育において、知的理解の面での拡充が重要ではない

かと考えられる。 
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が、障害者の人権や差別の問題については学ぶことができていない現状があるのではないかと課題が

示唆される。 

表 11. 「障害者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されるこ

とは問題だ」と「障害者の人権問題の学習経験」のクロス集計 

  学んだ経験あり それ以外 

そう思う 30.3% 25.6% 

どちらかといえばそう思う 27.0% 28.1% 

どちらともいえない 24.7% 27.3% 

どちらかといえばそうは思わない 13.5% 11.6% 

そう思わない 4.5% 7.4% 

 

④ 性的マイノリティの人権問題 

最後に、性的マイノリティの人権問題についての学習経験と意識についてクロス集計を行ったのが

表 12、表 13 である。ちなみに、前掲の表７より 30 代以上の年代ではこのテーマに関する学習経験の

回答が僅かであるため、10 代と 20代に分析対象を絞った。 

表 13. 「自分の身内に同性愛者はいてほしくない」と「性的マイノリティの人

権問題の学習経験」のクロス集計 

  学んだ経験あり それ以外 

そう思う 0.0% 8.9% 

どちらかといえばそう思う 6.1% 7.8% 

どちらともいえない 12.2% 18.9% 

どちらかといえばそうは思わない 24.5% 23.3% 

そう思わない 57.1% 41.1% 

表 12 が示すように、「同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない」の項目では、性的マ

イノリティの人権問題について「そう思わない」の回答％が「学んだ経験あり」の人が 57.1％、それ

以外の人が 45.6％と、否定的回答の割合が大きいことがわかる。同様の傾向は、表 13 における「自分

の身内に同性愛者がいてほしくない」のクロス集計の結果でも確認された。このほか、「男性どうし、

女性どうしの結婚も認めるべきだ」という項目に関しても（表 14 参照）、性的マイノリティの人権問

題を「学んだ経験あり」の回答者では、これを肯定する回答％が明らかに高い6。これらの結果は、性

的マイノリティの人権問題について学校で学習したことが、性的マイノリティの人権を他の人と平等

に捉え、差別をなくそうとする態度にポジティブな影響を与えていることを示唆するものである。 

 
6 このほか、性的マイノリティの人権問題を「学んだ経験あり」とする回答者は、そうでない回答者に比べ、「LGBT理

解増進法（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律）」に関してそ

の内容（趣旨）まで知っているとする回答％が高かった。 

表 12. 「同僚に性的マイノリティがいる職場では働きたくない」と「性的マイ

ノリティの人権問題の学習経験」のクロス集計 

  学んだ経験あり それ以外 

そう思う 2.0% 3.3% 

どちらかといえばそう思う 4.1% 7.8% 

どちらともいえない 14.3% 25.6% 

どちらかといえばそうは思わない 22.4% 17.8% 

そう思わない 57.1% 45.6% 
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〔小括〕（２）の分析結果の考察 

以上①～④の分析から、人権教育における個別の人権問題に関する学習経験の有無は、テーマによ

って程度の差はあるものの、クロス集計の結果から、人権・差別に関する意識や態度に一定の影響を

与えていると推察される。特に、女性問題、同和問題、性的マイノリティの人権問題では、学習経験

のある回答者ほどステレオタイプや偏見に基づく意見を否定し、当事者の意思や権利を尊重しようと

する傾向が明確であった。一方、障害者の人権問題など、一部の人権問題では学習経験による差が小

さいものがあり、人権教育の内容や方法についての課題の存在も示唆される。以上の結果から、人権

教育が個別の人権問題について、身の回りの事象の中で差別を見抜き、解消のために行動しようとす

る意識の形成に有効であると考えられる。しかし、その内容や方法はなおも検討し続ける必要がある

と言える。  

（３）人権教育の印象と人権・差別に関する意識の関係 

 今回の市民意識調査では、人権教育を「受けたかどうか」だけではなく、「受けてどのような印象を

もったのか」に関する選択肢が導入されている。人権教育を受けて「興味深かった」と肯定的な回答

する人と、「つまらなかった」と回答する人の間にも、違いがあるのではないかと考えられるので、最

後にこの点を検討してみたい。 

例えば、表 15（対象は 30 代以下、表 16・表 17も同じ）は、「差別の原因は、差別された人の側に

もある」の回答結果を「人権教育を受けた経験」に関する回答により分けて示したものである。グラ

フからは、同項目についての否定的回答のパーセンテージが「人権教育を受けた経験があり、興味深

かった」と回答した人において最も高くなっている。同じく、表に示していないが、「差別に対して抗

議や反対をすることによって、かえって問題が解決しにくくなる」についてクロス集計した結果にお

いても、「人権教育を受けた経験があり、興味深かった」と回答した人の否定的回答の回答％が他と比

べて最も高かった7。以上から、「人権教育を受けた経験があり、興味深かった」と回答した人は、差別

の問題を被差別当事者の自己責任として捉えず、差別に反対する取り組みを支持する傾向があると考

えられる。 

  

 
7 先に述べた「自己責任意識」という尺度について「人権教育を受けた経験の回答」ごとに平均値を出すと、「受けたこ

とがあり、興味深かった」が 48.6，「受けたことはあるが、内容はつまらなかった」が 49.3、「受けたことはあるが、

内容はよく覚えていないが」50.0、「受けたことがない」が 51.4という値となった（平均値の差は統計的に有意）。す

なわち、「興味深かった」と回答する人が「自己責任意識」が低く、被差別当事者の問題を自分事として捉える態度が

やや強いことを示している。 

表 14.「男性どうし、女性どうしの結婚も認めるべきだ」と「性的マイノリティ

の人権問題の学習経験」のクロス集計  

  学んだ経験あり それ以外 

そう思う 49.0% 33.3% 

どちらかといえばそう思う 22.4% 21.1% 

どちらともいえない 18.4% 28.9% 

どちらかといえばそうは思わない 4.1% 10.0% 

そう思わない 6.1% 6.7% 
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表 15.「差別の原因は、差別された人の側にもある」と「人権教育の印象」のクロス集計 

  

受けたことが

あり、内容は

興味深かった 

受けたことは

あるが、内容

はつまらなか

った 

受けたことは

あるが、内容

はよく覚えて

いない 

受けたことが 

ない 

そう思う 7.2% 6.7% 5.1% 4.3% 

どちらかといえばそう思う 14.5% 10.0% 16.7% 21.7% 

どちらともいえない 21.7% 36.7% 29.5% 21.7% 

どちらかといえばそうは思わない 23.2% 30.0% 23.1% 26.1% 

そう思わない 33.3% 16.7% 25.6% 26.1% 

表 16. 結婚差別事象で相談を受けた時にとる態度と「人権教育の印象」のクロス集計 

  

受けたことが

あり、内容は

興味深かった 

受けたことは

あるが、内容

はつまらなか

った 

受けたことは

あるが、内容

はよく覚えて

いない 

受けたことが 

ない 

反対する家族を説得するなど、力

になろうと言う 
23.2% 10.0% 16.7% 4.3% 

迷うことはない、自分の意思を貫

いて結婚しなさいと言う 
34.8% 46.7% 24.4% 39.1% 

慎重に考えたほうがよいと言う 26.1% 20.0% 26.9% 26.1% 

あきらめるように言う 0.0% 0.0% 1.3% 4.3% 

どう言えばよいのかわからない 13.0% 13.3% 25.6% 26.1% 

その他 2.9% 6.7% 2.6% 0.0% 

さらに、表 16 の「結婚差別事象」に対する態度では、人権教育の内容について「興味深かった」と

回答した人は他と比べて「反対する家族を説得するなど、力になろうと言う」の回答％が高いことが

確認された。また、表 17 の「外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されることは問題

だ」とのクロス集計においても、「興味深かった」と回答した人は、「そう思う」「どちらかといえばそ

うは思う」の回答％が他の回答者のそれよりも高かった。以上から、人権教育の内容を「興味深い」

と捉えることは、多様な人権上の問題を自分事として捉え、差別をなくすために行動しようとする態

度と一定の関連があるのではないかと考えられる。 

しかし、人権・差別の問題に対する意識を尋ねた他の項目におけるクロス集計では、人権教育の内

容について「興味深かった」と回答した人が、他の回答者よりも、常に人権尊重の立場に立った回答

の率が高かったわけではなく、項目によるばらつきがみられた。 

表 17.「外国人であることを理由に、賃貸住宅への入居を拒否されることは問題だ」と「人

権教育の印象」のクロス集計 

  

受けたことが

あり、内容は

興味深かった 

受けたことは

あるが、内容

はつまらなか

った 

受けたことは

あるが、内容

はよく覚えて

いない 

受けたことが

ない 

そう思う 33.3% 23.3% 30.8% 26.1% 

どちらかといえばそう思う 30.4% 16.7% 26.9% 26.1% 

どちらともいえない 15.9% 20.0% 19.2% 13.0% 

どちらかといえばそうは思わな

い 14.5% 16.7% 14.1% 21.7% 

そう思わない 5.8% 23.3% 9.0% 13.0% 
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表 18. 人権に関する国内法および日本国憲法の認知（理解）と 

「人権教育の印象」のクロス集計 

  

  
受けたことが

あり、内容は

興味深かった 

受けたこと

はあるが、

内容はつま

らなかった 

受けたことは

あるが、内容

はよく覚えて

いない 

受けたこ

とがない 

障害者差別解消法 
（障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法

律） 

内容（趣旨）まで 

知っている 
15.5% 12.9% 4.2% 5.1% 

聞いたことはあるが

内容まで知らない 
39.4% 37.1% 33.8% 29.7% 

まったく知らない 45.1% 50.0% 62.1% 65.2% 

ヘイトスピーチ解消法
（本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の

解消に向けた取組の推

進に関する法律） 

内容（趣旨）まで 

知っている 
14.8% 15.7% 2.9% 5.7% 

聞いたことはあるが

内容まで知らない 
43.7% 50.0% 40.2% 37.3% 

まったく知らない 41.5% 34.3% 56.9% 57.0% 

部落差別解消推進法
（部落差別の解消の推

進に関する法律） 

内容（趣旨）まで 

知っている 
16.9% 12.9% 3.3% 7.6% 

聞いたことはあるが

内容まで知らない 
48.6% 54.3% 46.3% 34.8% 

まったく知らない 34.5% 32.9% 50.4% 57.6% 

LGBT 理解増進法 
（性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティの多

様性に関する国民の理解

の増進に関する法律） 

内容（趣旨）まで 

知っている 
13.4% 18.6% 7.5% 6.3% 

聞いたことはあるが

内容まで知らない 
47.9% 45.7% 37.7% 35.4% 

まったく知らない 38.7% 35.7% 54.8% 58.2% 

日本国憲法の内容に関

する理解（問 4の回答

結果に基づく） 

完全正解者 26.2% 28.6% 21.8% 9.6% 

部分正解者 17.7% 35.7% 19.3% 19.2% 

不正解者 56.1% 35.7% 58.9% 71.2% 

※４タイプの回答者の中で各項目で回答％が高かったものを網掛けしている。 

※「日本国憲法の権利の理解」に関する３つの分類については、本報告書 22ページを参照。 

このほか人権に関わる国内法や日本国憲法の権利の理解度についても、「興味深かった」と回答した

人が他の人より常に優っているわけではなかった。例えば、表 18 に示すように、国内法規に関する知

識などの一部では、人権教育の内容について「つまらなかった」と回答した人のほうが認知の率が高

い項目も見られる。要約すれば、人権教育の内容について興味深かったと感じたかどうかは、人権の

尊重（ないしは反差別）の態度とポジティブな関係にあるものの、人権に関する知識が多いか少ない

かとはそれほど関連していないようである。そのような意味で考えると、「つまらなかった」と回答し

た人の中には、教わった人権教育の内容に興味・関心がなかったのではなく、その教わり方（授業方

法）が興味・関心を高めるものではなかったという意見をもつ人も一定数含まれると考えられる。 
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上記の人権教育の内容を「興味深かった」と感じる人が、必ずしも人権に関する知識をより多くも

っているわけではないというのは、分析を担当した筆者にとっては意外な結果であった。というの

も、人権教育の内容を「興味深かった」と感じる人ならば、さまざまな人権問題の話題についてアン

テナを高くもち、日常生活での人権に関する学びの機会を豊富にもつだろうと考えられるからであ

る。「興味深かった」と感じる人が、同時に、人権に関する知識を豊富にもち、多様な人権課題につい

て学び続ける意欲をもつことが、共生社会の形成を担う市民として重要な資質ではないかと考えられ

る。要するに、現行の人権教育の課題とは、さまざまな人権や差別の問題について、教員がそれを教

える授業を行い、人権課題に対する興味・関心をある程度高めているかもしれないが、人権や差別の

問題について、生涯にわたり学び続ける姿勢を育んでいないのではないかとも考えられる。この点

を、既存の人権教育の課題として指摘しておきたい。 

また、別の観点として、人権教育の内容について「興味深かった」と回答する人のパーセンテージ

と社会的孤立度の間には一定の相関があると考えられる。社会的孤立度の三分位とクロス集計したグ

ラフ（図５）によれば、社会的孤立度が高い層では、「興味深かった」の回答％が低いことが分かる。

また、図６は、「自分は周りの人たちから大切にされていると感じる」という項目と人権教育について

の印象をクロス集計した結果のグラフである。このグラフでは、同項目について「そう思う」と回答

した人において「興味深かった」の回答％が突出して高かった。このように、社会的なつながりやウ

ェルビーイングの状態と人権教育の内容を「興味深かった」と捉えることの間に何らかの共通点があ

ると言える。いうなれば、人権が尊重されるような環境にあることによって、人権教育の内容もまた

学習者にとって関心がもて、より自分事として感じられるのではないかと考えられる。 

29.4%

22.4%
18.3%

11.9% 10.5% 12.4%

孤立度低 孤立度中 孤立度高

図５. 社会的孤立度（３分位）と人権教育を受けた印象

受けたことがあり、内容は興味深かった

受けたことはあるが、内容はつまらなかった
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３. 分析結果のまとめと人権教育・啓発への示唆 

 以上に示した分析結果は多岐にわたるが、その要点は次の通りである。 

・全体的にみて、男性は女性より自己責任意識・社会的孤立度がともに高い。 

・10 代（特に男性）では社会的孤立度が高いほど自己責任意識が強くなるという相関が確認され

た。 

・自己責任意識が強い人ほど、いじめや不登校や教育格差等の問題を、不利益を受けている「本人

の問題」と捉える傾向がある。また、自己責任意識は、多様な差別問題の被差別当事者に対する

否定的態度とも関連している。 

・社会的孤立度が高い人ほど、日常生活の安心感や「自分は大切にされている」という感覚が低

い。また、社会的孤立度の高さは、インターネットや SNS 上の情報をより重視する傾向と一定の

相関がある。 

・社会的孤立度が高い人は、人権侵害を受けても「黙って我慢する」割合が高く、抗議や相談に至

りにくい傾向がみられる。 

・個別の人権課題を学んだ経験と人権問題についての意識のクロス集計から次のことが分かった。

女性の人権問題を学んだ経験がある人では、固定的なジェンダー役割意識への同調が弱まる傾向

がみられる。また、同和問題や性的マイノリティの人権問題の学習の経験がある人は、差別を問

題視し、これをなくそうとする態度が強い。 

・人権教育を「興味深い」と感じた人は、一部の人権問題について、それを自分事として捉える態

度が強くあらわれている。ただ、「興味深い」と感じた人が他と比べて、人権問題に関して知識が

豊富とは必ずしも言えない。他方で、「興味深い」と感じることは、他者との社会的なつながりや

ウェルビーイングの高さと関連している。 

  

33.5%

19.5%
16.4% 17.2% 16.7%

10.8% 11.4% 10.9%
13.8%

16.7%

図６.「自分は周りの人たちから大切にされていると感じる」と人

権教育を受けた印象

受けたことがあり、内容は興味深かった

受けたことはあるが、内容はつまらなかった
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以上の知見から、市民の人権意識を高め、身近な差別に気づきなくすための行動がとれるようにな

るために、人権教育・啓発の中で、個別の人権課題について学習することは改めて重要である。ま

た、差別を個人の責任に還元して捉える見方を問い直すとともに、人権の平等性や差別の不当性を理

解する学習が不可欠である。 

加えて、今回の分析では、「社会的孤立度」という尺度を用いた分析から明らかになったように、孤

立状態にある人ほど、人権侵害を受けても沈黙しやすい傾向が確認される。自分や他者の人権を尊重

し、差別をなくすための行動につなげるためには、日常的な「人のつながり」の役割も大きいと考え

られる。また、多様な他者の存在を受け入れ、差別を「自分事」として捉えるためにも、多様な他者

との日常的なつながりが欠かせない。子どもの成長期から成人後の社会生活にいたるまで、多様な人

と出会い、認め合い、支え合える関係を築いていくことが、人権意識とそれに基づく行動の基盤にな

るものだと考えられる。この「つながり」をつくる（逆にいえば「孤立」を予防する）という点は、

人権教育やインクルーシブ教育では「集団づくり」と呼ばれ大切にされてきたが、人権啓発のあり方

や人権に関わる施策のあり方としても重視される必要がある。例えば、人権啓発の取り組みの中で参

加者の人間関係形成やネットワークづくりを促進するということも考えられる。このほか、地域にお

ける市民の「つながり」を生み出すために、人権教育・啓発や社会教育に関わる施設等の場やそこで

の交流事業の充実も重要である。 

最後に、学校等での人権教育・啓発の進め方においても、引き続き改善が必要である。すなわち、

学習者が人権問題について興味や関心をもち、生涯にわたり学び続けたいと思う意識が高められると

ともに、学習したことが人権についての知的理解や人権を尊重する行動に結びつくような工夫（探究

的な学習や体験型の学習など）がなされなければならない。以上のことが、インクルーシブな共生社

会の形成をめざす教育としても重要である。 
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高齢者・障がい者ならびに同和地区の人権に関する市民意識について 

玉置好徳 

はじめに 

本調査の結果を踏まえて、本稿では「１．高齢者や障がい者に関する人権についての考え方」と

「２．同和地区に関する人権についての考え方」について検討したうえで、「３．考察と提言」におい

て若干の私見を述べる。 

 

１．高齢者や障がい者に関する人権についての考え方（問 7） 

ここでは、高齢者や障がい者に関する人権の考え方（問 7）の各選択肢を、「(1)入居拒否について」

「(2)就職について」「(3)結婚や子育てについて」「(4)特殊詐欺などの犯罪被害について」「(5)要介護

者などの自己主張について」に分類して考察した。 

その方法は、各設問のクロス集計表における全体、性別および年代の各カテゴリーの「そう思う」

と「そう思わない」の最大値を取り上げて比較検討した。なお、より正確を期すために「どちらかと

いえば…」との合算は採用しなかった。 

 

(1)入居拒否について 

イ．高齢者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ 

 

全体では、「そう思う」が 30.０％、「そう思わない」が 2.9％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 34.2％、女性が 26.5％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合

が高い。その一方で、「そう思わない」でも男性が 6.0％、女性が 0.9％と、人権侵害とは思わない割

合も男性が上回っている。 

年齢別では、「そう思う」では 60～69 歳の 39.6％が最も高く、次いで 70 歳以上の 37.3％である。3

番目は 16～19 歳の 36.9％である。 

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 30.0 41.9 17.0 7.1 2.9 1.0

男性 234 34.2 33.8 18.8 6.4 6.0 0.9

女性 336 26.5 47.6 16.1 7.7 0.9 1.2

16～19歳 65 36.9 21.5 24.6 9.2 7.7 0.0

20～29歳 74 18.9 33.8 27.0 12.2 8.1 0.0

30～39歳 71 22.5 46.5 12.7 9.9 8.5 0.0

40～49歳 78 12.8 50.0 19.2 12.8 5.1 0.0

50～59歳 115 33.0 37.4 19.1 7.0 1.7 1.7

60～69歳 101 39.6 43.6 13.9 2.0 1.0 0.0

70歳以上 150 37.3 37.3 16.7 4.7 1.3 2.7

年
齢

全体

性
別
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「そう思わない」では、30～39 歳の 8.5％が最も高く、次いで 20～29歳の 8.1％である。3 番目は

16～19 歳の 7.7％である。 

以上から、実際に入居拒否に直面する可能性が高い高齢世代では人権侵害ととらえる割合が高くな

る一方で、若い世代では割合が低くなる傾向がある。 

 

カ．障害者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ 

 

全体で見ると「そう思う」が 28.1％、「そう思わない」が 3.8％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 33.3％、女性が 23.8％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合

が高い。また、「そう思わない」では男性が 3.8％、女性が 3.9％と、人権侵害とは思わない割合は女

性の方が若干高い。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 46.2％が最も高く、次いで 60～69 歳の 36.6％である。

また、「そう思わない」では、20～29 歳の 8.1％が最も高く、次いで 16～19 歳と 40～49 歳の 7.7％で

ある。 

以上から、障がい者への入居拒否については、各世代のとらえ方にばらつきがあることが分かっ

た。 

 

  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 28.1 35.0 26.5 5.5 3.8 1.0

男性 234 33.3 31.6 22.6 7.7 3.8 0.9

女性 336 23.8 37.5 29.5 4.2 3.9 1.2

16～19歳 65 46.2 21.5 13.8 10.8 7.7 0.0

20～29歳 74 20.3 28.4 31.1 12.2 8.1 0.0

30～39歳 71 18.3 32.4 32.4 14.1 2.8 0.0

40～49歳 78 14.1 37.2 37.2 3.8 7.7 0.0

50～59歳 115 29.6 36.5 24.3 4.3 3.5 1.7

60～69歳 101 36.6 36.6 19.8 4.0 3.0 0.0

70歳以上 150 32.7 36.7 23.3 3.3 1.3 2.7

年
齢

全体

性
別
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(2)就職について 

ア．高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなることは、人権侵害である 

 

全体で見ると「そう思う」が 15.8％、「そう思わない」が 8.0％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 20.5％、女性が 11.3％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合

が高い。なお、「そう思わない」でも男性が 13.2％、女性が 4.5％と、人権侵害とは思わない割合も男

性が上回っている。 

年齢別では、「そう思う」で最も高いのが 60～69 歳の 21.8％、次いで 50～59 歳の 18.3％である。

また、「そう思わない」では、16～19 歳の 21.5％が最も高く、次いで 20～29 歳の 14.9％である。 

以上から、実際に高齢者雇用に該当する世代では人権侵害ととらえる割合が高くなる一方で、若い

世代では割合が低くなる傾向がある。 

 

キ．民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても仕方がない 

 

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 3.5 10.2 29.3 22.9 33.1 1.0

男性 234 6.0 15.0 25.6 17.1 35.5 0.9

女性 336 1.8 6.8 32.1 26.8 31.3 1.2

16～19歳 65 15.4 20.0 29.2 18.5 16.9 0.0

20～29歳 74 4.1 12.2 36.5 18.9 28.4 0.0

30～39歳 71 5.6 18.3 28.2 26.8 21.1 0.0

40～49歳 78 1.3 10.3 34.6 20.5 33.3 0.0

50～59歳 115 2.6 8.7 28.7 27.8 30.4 1.7

60～69歳 101 2.0 5.9 24.8 18.8 48.5 0.0

70歳以上 150 3.3 9.3 30.0 20.0 34.7 2.7

年
齢

全体

性
別

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 15.8 27.6 29.8 17.7 8.0 1.2

男性 234 20.5 18.4 25.6 20.9 13.2 1.3

女性 336 11.9 33.6 33.3 15.5 4.5 1.2

16～19歳 65 7.7 32.3 20.0 18.5 21.5 0.0

20～29歳 74 13.5 25.7 36.5 9.5 14.9 0.0

30～39歳 71 15.5 28.2 14.1 33.8 8.5 0.0

40～49歳 78 6.4 23.1 30.8 28.2 11.5 0.0

50～59歳 115 18.3 25.2 35.7 13.0 6.1 1.7

60～69歳 101 21.8 23.8 34.7 9.9 9.9 0.0

70歳以上 150 16.7 30.0 31.3 13.3 5.3 3.3

年
齢

全体

性
別
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全体で見ると「そう思う」が 3.5％、「そう思わない」が 33.1％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 6.0％、女性が 1.8％と、男性の方がこれを仕方ないととらえる割

合が高い。その一方で、「そう思わない」は男性が 35.5％、女性が 31.3％と、男性の方がやや上回っ

てはいるが、どちらも仕方ないと思うよりも思わない方の割合が高くなる。 

年齢別では、「そう思う」は 16～19歳の 15.4％が他と比べて際立って高い。また、「そう思わない」

では、60～69 歳の 48.5％が最も高く、次いで 70 歳以上の 34.7％である。 

 以上から、就労に関する障壁については、若い世代よりも高齢世代の方が、その対象が高齢者でも

障がい者でも人権侵害としてとらえる傾向が強い。 

 

(3)結婚や子育て 

オ．障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対することは人権侵害である 

 

 

全体では、「そう思う」が 31.0％、「そう思わない」が 7.5％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 37.2％、女性が 26.2％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合

が高い。その一方で、「そう思わない」でも男性が 8.1％、女性が 6.8％と、人権侵害とは思わない割

合も男性が上回っている。 

年齢別では、「そう思う」は 60～69歳の 42.6％が最も高く、次いで 16～19 歳の 41.5％である。ま

た、「そう思わない」は、20～29 歳の 17.6％が最も高く、次いで 40～49 歳の 14.1％である。 

以上から、障がい者の結婚や出産に反対することについては、年少世代と高齢世代で人権侵害とと

らえる割合が高くなる一方で、中間世代ではこれを人権侵害ととらえる割合が低くなる傾向がある。 

 

  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 31.0 29.6 23.7 7.1 7.5 1.0

男性 234 37.2 27.4 20.5 6.0 8.1 0.9

女性 336 26.2 31.5 26.2 8.0 6.8 1.2

16～19歳 65 41.5 26.2 15.4 7.7 9.2 0.0

20～29歳 74 23.0 31.1 16.2 12.2 17.6 0.0

30～39歳 71 16.9 29.6 31.0 12.7 9.9 0.0

40～49歳 78 19.2 26.9 33.3 6.4 14.1 0.0

50～59歳 115 33.0 31.3 21.7 7.0 5.2 1.7

60～69歳 101 42.6 27.7 24.8 3.0 2.0 0.0

70歳以上 150 35.3 30.7 20.0 6.0 5.3 2.7

年
齢

全体

性
別



135 

 

(4)特殊詐欺などの犯罪被害について 

ウ．悪徳商法や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が足りないからだ 

 

全体では、「そう思う」が 4.7％、「そう思わない」が 33.1％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 6.4％、女性が 3.3％と、男性の方が被害の原因を本人の注意不

足、すなわち自己責任と思う割合が高い。なお、「そう思わない」でも男性が 27.4％、女性が 37.5％

と、自己責任とは思わない割合も女性が上回る。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 13.8％が最も高く、次いで 70 歳以上の 10.7％である。

また、「そう思わない」では、40～49 歳の 55.1％が最も高く、次いで 50～59 歳の 38.3％である。 

以上から、高齢者の詐欺被害に対しては、高齢と年少世代で自己責任ととらえる割合が高くなる一

方で、中間世代ではこれを自己責任ととらえる割合が低くなる傾向がある。 

 

(5)要介護者などの自己主張について 

エ．介護や介助を受ける高齢者や障害者が、あまりあれこれ自己主張するのはよくない  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 4.7 15.1 24.4 21.7 33.1 1.0

男性 234 6.4 20.9 25.2 19.2 27.4 0.9

女性 336 3.3 11.0 23.8 23.2 37.5 1.2

16～19歳 65 13.8 16.9 21.5 30.8 16.9 0.0

20～29歳 74 2.7 24.3 16.2 27.0 29.7 0.0

30～39歳 71 2.8 19.7 18.3 28.2 31.0 0.0

40～49歳 78 1.3 10.3 7.7 25.6 55.1 0.0

50～59歳 115 1.7 9.6 26.1 22.6 38.3 1.7

60～69歳 101 3.0 13.9 27.7 19.8 35.6 0.0

70歳以上 150 10.7 17.3 32.7 15.3 21.3 2.7

年
齢

全体

性
別

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 5.9 17.7 34.5 21.8 18.9 1.2

男性 234 9.0 22.6 33.8 17.9 15.4 1.3

女性 336 3.6 14.0 34.8 24.7 21.7 1.2

16～19歳 65 16.9 30.8 21.5 16.9 13.8 0.0

20～29歳 74 10.8 23.0 21.6 24.3 20.3 0.0

30～39歳 71 11.3 16.9 28.2 19.7 23.9 0.0

40～49歳 78 2.6 11.5 35.9 29.5 20.5 0.0

50～59歳 115 4.3 15.7 39.1 20.0 19.1 1.7

60～69歳 101 2.0 18.8 34.7 23.8 20.8 0.0

70歳以上 150 7.3 18.0 38.0 19.3 14.0 3.3

年
齢

全体

性
別
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全体では、「そう思う」が 5.9％、「そう思わない」が 18.9％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 9.0％、女性が 3.6％と、男性の方が自己主張すべきでないと思う

割合が高い。また、「そう思わない」では男性が 15.4％、女性が 21.7％と、自己主張すべきでないと

は思わない割合は女性の方が高い。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 16.9％が最も高く、次いで 30～39 歳の 11.3％である。

また、「そう思わない」では、30～39 歳の 23.9％が最も高く、次いで 60～69 歳の 20.8％である。 

以上から、要介護高齢者などの自己主張に対しては、年少世代ではすべきでないととらえる割合が

高くなる一方で、中間世代以上では割合が低くなる傾向がある。 

 

２．同和地区に関する人権についての考え方 

 ここでは、問９～問 11 の同和地区に関する人権の考え方について分析する。 

 その方法は、高齢者や障がい者に関する設問と同様に、全体、性別および年代の各カテゴリーでの

最大値を比較検討する。また必要に応じて前回との比較検討を行う。 

 

(1)結婚について 

問 9．あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚

を反対されているとします。あなたがその親類から相談を受けた場合、どのような態度をとると思い

ますか。（○は１つ）(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度について尋ねたところ、「慎重に考えた

ほうがよいと言う」が 25.6％で最も高かった。なお、問 13の(イ)「自分の身内は同和地区出身者とは

結婚してほしくない」でも、「そう思う」8.3％、「どちらかといえばそう思う」20.1％の合計 28.4％で

あるので、両設問はほぼ近似値である。これらから、結婚によって同和地区出身者が親族となること

に対して否定的な層が一定程度いるのではないかと考えられる。 

また、前回（2019 年調査）でも、「慎重に考えたほうがよいと言う」が 28.2%で最も高かったので、

若干数値が下がったとはいえ、その傾向は続いている。 

（単位：％）

合
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す
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に
言
う

ど
う
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ば
よ
い

の
か
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

577 13.5 21.8 25.6 1.2 25.0 4.0 8.8

男性 234 14.5 29.1 26.9 1.3 15.8 6.0 6.4

女性 336 13.1 16.4 25.3 1.2 31.5 2.7 9.8

16～19歳 65 21.5 40.0 13.8 0.0 13.8 6.2 4.6

20～29歳 74 17.6 32.4 21.6 0.0 23.0 1.4 4.1

30～39歳 71 8.5 23.9 36.6 2.8 19.7 2.8 5.6

40～49歳 78 17.9 20.5 29.5 2.6 17.9 7.7 3.8

50～59歳 115 19.1 20.0 28.7 0.9 24.3 2.6 4.3

60～69歳 101 10.9 21.8 25.7 0.0 26.7 5.9 8.9

70歳以上 150 10.0 15.3 20.7 1.3 33.3 4.0 15.3

年
齢

全体

性
別
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性別では、男性は「迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う」の 29.1％、女性は

「どう言えばよいのかわからない」の 31.5％が最大である。男性は比較的積極的で、女性は判断保留

の傾向が見受けられる。 

年齢別では、16～19 歳（40.0％）と 20～29 歳（32.4％）は、「迷うことはない、自分の意思を貫い

て結婚しなさいと言う」が最も高かった。30～39 歳（36.6％）と 40～49 歳（29.5％）と 50～59 歳

（28.7％）は、「慎重に考えたほうがよいと言う」が最も高かった。60～69 歳（26.7％）と 70歳以上

（33.3％）は、「どう言えばよいのかわからない」が最も高かった。 

このように年少世代、中間世代、高齢世代で考え方がはっきりと色分けされたのは特徴的である。 

 

【問 9 で「3」または「4」を選んだ方にお聞きします。】 問 9-1．「結婚は慎重に考えたほうがよい」

「結婚はあきらめたほうがよい」と考えるのは、どうしてですか。（○はいくつでも）(MA) 

 

全体では、「将来、結婚した本人やその子どもが差別を受けるかもしれないから」が 60.6％で最も高

く、次いで「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が 58.7％で

続いている。なお、本設問は今回新設されたので、前回（2019 年調査）との比較はない。 

性別では、男性が「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が

66.7％で最も高い。女性では「将来、結婚した本人やその子どもが差別を受けるかもしれないから」

が 62.9％で最も高い。 

年齢別では、16～19 歳（55.6％）と 30～39 歳（60.7％）と 40～49 歳（68.0％）と 50～59 歳

（61.8％）は、「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が最も高

い。20～29歳（87.5％）と 60～69歳（65.4％）と 70 歳以上（72.7％）は、「将来、結婚した本人やそ

の子どもが差別を受けるかもしれないから」が最も高かった。 

このように両選択肢がほぼ並立しているのが特徴的である。 
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受
け
る
か
も
し
れ
な

い
か
ら

同
和
地
区
の
人
と
親
戚

に
な
り
た
く
な
い
か
ら

将
来
、

自
分
や
自
分
の

家
族
が
差
別
を
受
け
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

155 11.6 58.7 60.6 11.0 20.0 9.7 0.6

男性 66 7.6 66.7 57.6 10.6 24.2 6.1 1.5

女性 89 14.6 52.8 62.9 11.2 16.9 12.4 0.0

16～19歳 9 11.1 55.6 44.4 0.0 44.4 0.0 0.0

20～29歳 16 0.0 56.3 87.5 25.0 25.0 6.3 0.0

30～39歳 28 10.7 60.7 53.6 14.3 14.3 14.3 3.6

40～49歳 25 8.0 68.0 48.0 8.0 4.0 16.0 0.0

50～59歳 34 8.8 61.8 55.9 2.9 20.6 11.8 0.0

60～69歳 26 11.5 57.7 65.4 15.4 26.9 7.7 0.0

70歳以上 33 21.2 45.5 72.7 12.1 27.3 3.0 0.0

全体

性
別

年
齢
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(2)同和地区に関する発言について 

問 10．あなたは、この５年間に同和問題に関して、次のような発言を直接聞いたことがありますか。

複数ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。（○は１つ）(SA) 

 

この 5 年間での同和地区に関する発言について尋ねたところ、全体では「聞いたことがない」が

70.4％と最大であった。また、何らかの発言を聞いたことがあるという選択肢の中では、「住宅を購入

する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい」が 7.6％で最も高かった。なお、前回（2019 年調

査）も、「聞いたことがない」の 71.2%が最大で、発言の中では「住宅を購入する際、同和地区内の物

件を避けたほうがいい」の 8.4％が最大だったので、その傾向は継続している。 

性別では、男性は「聞いたことがない」が 70.９％で最大で、発言の中では、「住宅を購入する際、

同和地区内の物件を避けたほうがいい」が 6.8％で最大だった。女性は「聞いたことがない」が

70.2％と最大で、発言の中では「住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい」が 8.3％

で男性よりも 1.5 ポイント高かった。 

年齢別では、16～19 歳（10.8％）と 20～29 歳（9.5％）と 30～39 歳（12.7％）と 40～49 歳

（10.3％）は、「同和地区は治安が悪い」が最大だった。20～29 歳（9.5％（上記と同率））と 40～49

歳（10.3％（上記と同率））と 50～59 歳（10.4％）と 60～69 歳（5.9％）と 70 歳以上（6.0％）は、

「住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい」が最大だった。 

このように年少世代と中間世代以降で体験が色分けされたのは、高額の費用を要する住宅購入とい

うライフイベントを身近に感じるのか否かによるのではないかと思われる。 

 

  

（単位：％）

合
計

同
和
地
区
の
人
（

子
ど
も
）

と
は
、

付
き
合
っ

て
は
（

遊

ん
で
は
）

い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
と
は
、

結
婚

し
て
は
い
け
な
い

同
和
地
区
の
人
は
こ
わ
い

同
和
地
区
の
人
は
無
理
難
題

を
言
う

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い

住
宅
を
購
入
す
る
際
、

同
和

地
区
内
の
物
件
を
避
け
た
ほ

う
が
い
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

不
明
・
無
回
答

577 1.0 1.7 0.7 2.4 6.1 7.6 70.4 10.1

男性 234 1.3 1.3 0.9 3.0 6.4 6.8 70.9 9.4

女性 336 0.9 2.1 0.6 2.1 6.0 8.3 70.2 9.8

16～19歳 65 1.5 0.0 0.0 0.0 10.8 3.1 78.5 6.2

20～29歳 74 2.7 1.4 1.4 1.4 9.5 9.5 66.2 8.1

30～39歳 71 0.0 1.4 2.8 2.8 12.7 8.5 62.0 9.9

40～49歳 78 0.0 0.0 0.0 6.4 10.3 10.3 69.2 3.8

50～59歳 115 0.9 2.6 0.0 0.9 6.1 10.4 74.8 4.3

60～69歳 101 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.9 74.3 12.9

70歳以上 150 1.3 1.3 0.7 2.7 2.0 6.0 70.7 15.3

全体

性
別

年
齢
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【問 10 で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。】 問 10-1．それは誰から聞きましたか。主な

ものを選んでください。（○は１つ）(SA) 

 

この 5 年間での同和地区に関する発言を誰から聞いたのかと尋ねたところ、全体では「家族」が

26.5％で最大だった。なお、前回（2019 年調査）は、「友人」の 21.9%が最大で、次いで「職場の人」

の 21.1％だった。 

性別では、男性は「職場の人」の 26.1％が最大で、女性は「家族」の 29.9％が最大だった。 

年齢別では、16～19 歳（50.0％）と 20～29 歳（36.8％）と 30～39 歳（35.0％）と 40～49 歳

（23.8％）と 50～59 歳（25.0％）は、「家族」が最大だった。40～49歳（10.3％（上記と同率））と

60～69 歳（30.8％）は「友人」が最大だった。50～59 歳（25.0％（上記と同率））と 70 歳以上

（28.6％）は、「職場の人」が最大だった。 

このように大多数の世代が「家族」からと回答したのが特徴的だった。 

 

【問 10 で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。】 問 10-2．それを聞いたとき、どう感じまし

たか。また、どうしましたか。（○は１つ）(SA)  

（単位：％）

合
計

家
族

親
戚

近
所
の
人

友
人

職
場
の
人

知
ら
な
い
人

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

113 26.5 13.3 6.2 14.2 17.7 8.8 12.4 0.9

男性 46 21.7 10.9 6.5 13.0 26.1 4.3 17.4 0.0

女性 67 29.9 14.9 6.0 14.9 11.9 11.9 9.0 1.5

16～19歳 10 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 20.0 0.0

20～29歳 19 36.8 15.8 5.3 5.3 15.8 5.3 15.8 0.0

30～39歳 20 35.0 15.0 5.0 0.0 15.0 0.0 30.0 0.0

40～49歳 21 23.8 9.5 0.0 23.8 4.8 14.3 19.0 4.8

50～59歳 24 25.0 4.2 16.7 12.5 25.0 12.5 4.2 0.0

60～69歳 13 23.1 23.1 0.0 30.8 23.1 0.0 0.0 0.0

70歳以上 21 9.5 14.3 9.5 14.3 28.6 14.3 9.5 0.0

全体

性
別

年
齢

（単位：％）

合
計

そ
の
と
お
り
と
思
っ

た

そ
う
い
う
見
方
も
あ
る

の
か
と
思
っ

た

反
発
・
疑
問
を
感
じ
た

が
、

相
手
に
は
何
も
言

わ
な
か
っ

た

反
発
・
疑
問
を
感
じ
、

相
手
に
そ
の
気
持
ち
を

伝
え
た

と
く
に
何
も
思
わ
な

か
っ

た

不
明
・
無
回
答

113 19.5 55.8 11.5 1.8 10.6 0.9

男性 46 23.9 47.8 10.9 0.0 15.2 2.2

女性 67 16.4 61.2 11.9 3.0 7.5 0.0

16～19歳 10 20.0 30.0 20.0 0.0 30.0 0.0

20～29歳 19 10.5 36.8 21.1 0.0 31.6 0.0

30～39歳 20 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0 0.0

40～49歳 21 23.8 47.6 9.5 4.8 14.3 0.0

50～59歳 24 20.8 62.5 0.0 0.0 16.7 0.0

60～69歳 13 23.1 38.5 15.4 7.7 7.7 7.7

70歳以上 21 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 0.0

全体

性
別

年
齢
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この 5 年間での同和地区に関する発言を聞いてどう感じたのか、またどうしたのかを尋ねたとこ

ろ、すべてのカテゴリーで「そういう見方もあるのかと思った」が最大だったのが特徴的だった。 

割合は、全体では 55.8％だった。なお、前回（2019 年調査）も「そういう見方もあるのかと思っ

た」の 58.8%が最大だった。 

性別では、男性は 47.8％で、女性は 61.2％だった。 

年齢別では、16～19 歳が 30.0％、20～29 歳が 36.8％、30～39 歳が 70.0％、40～49歳が 47.6％、

50～59 歳が 62.5％、60～69 歳が 38.5％、70 歳以上が 71.4％だった。なお、16～19 歳では「とくに何

も思わなかった」が上記と同率で 30.0％だった。 

 

(3)同和地区内の不動産取引について 

問 11．あなたが新たに住まいを選ぶ際、価格や交通の便などの希望条件に合致した物件が同和地区内

にあったとしたら、あなたはどうしますか。（○は 1 つ）(SA) 

 

希望に合致した物件が同和地区内にあったときにどうするのかを尋ねたところ、性別および年代の

30～39 歳を除くすべてのカテゴリーで、「どちらかといえば避けると思う」が最大であるのが特徴的だ

った。 

全体では 38.1％だった。なお、本設問は今回新設なので、前回（2019 年調査）との比較はない。 

性別では、男性は 30.3％で、女性は 43.8％だった。 

年齢別では、16～19 歳が 30.8％、20～29 歳が 37.8％、40～49 歳が 33.3％、50～59歳が 47.0％、

60～69 歳が 33.7％、70歳以上が 42.0％だった。なお、30～39 歳では「避けると思う」が 29.6％だっ

た。 

 

 

  

（単位：％）

合
計

避
け
る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
避
け
る
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
避
け
な
い
と
思

う 避
け
な
い
と
思
う

不
明
・
無
回
答

577 21.3 38.1 20.3 11.4 8.8

男性 234 23.9 30.3 22.6 15.0 8.1

女性 336 19.9 43.8 19.0 8.3 8.9

16～19歳 65 13.8 30.8 24.6 27.7 3.1

20～29歳 74 17.6 37.8 20.3 20.3 4.1

30～39歳 71 29.6 28.2 19.7 15.5 7.0

40～49歳 78 28.2 33.3 26.9 9.0 2.6

50～59歳 115 22.6 47.0 18.3 8.7 3.5

60～69歳 101 20.8 33.7 24.8 10.9 9.9

70歳以上 150 15.3 42.0 17.3 9.3 16.0

年
齢

全体

性
別
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【問 11 で「１」または「2」を選んだ方にお聞きします。】 問 11-1．あなたはなぜそのように思うの

ですか。（○はいくつでも）(MA) 

 

 

なぜそう思うのかを尋ねたところ、全体では「同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受ける

かもしれないから」が 35.6％で最大だった。 

性別では、男性も女性も「同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受けるかもしれないから」

が最大で、男性は 39.4％、女性は 33.6％だった。 

年齢別では、16～19 歳（44.8％）と 40～49 歳（41.7％）と 50～59 歳（33.8％）は、「同和地区に住

むことで、自分や家族が差別を受けるかもしれないから」が最大だった。60～69 歳（47.3％）と 70 歳

以上（40.7％）は、「同和地区の生活環境や慣習などが自分には合わないと思うから」が最大だった。

20～29 歳は「同和地区には住まない方がいいと聞いたことがあるから」の 29.3％が最大だった。30～

39 歳は「同和地区は治安が悪いから」と「同和地区の物件は価格上昇が見込めないから（転売が難し

いと思うから）」が同率での最大で 39.0％だった。 

 このように、自分や家族が部落差別に巻き込まれる恐れや、転売が難しいなどの経済的動機から、

同和地区に引っ越したり、住宅を購入したりすることが忌避される傾向があることが分かった。 

 なお、このような傾向は本市だけでなく他の市町村の調査においても同様に示されており、その原

因として「『そこに住めば自分も部落出身者とみなされるかもしれない』との不安から、部落の土地を

忌避する意識」（阿久澤 2023）が広く蔓延していることが指摘されている。 

 

３．考察および提言 

以上の調査結果の分析から、本市における人権に関する市民意識には、次のような傾向を見出すこ

とができる。 

まず、高齢者や障がい者の人権については、世代などによる立場の違いから生じる認識のずれがあ

る。 

（単位：％）

合
計

同
和
地
区
に
住
む
こ
と
で
、

自
分
や
家
族
が
差
別
を
受
け

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

同
和
地
区
の
生
活
環
境
や
慣

習
な
ど
が
自
分
に
は
合
わ
な

い
と
思
う
か
ら

同
和
地
区
は
閉
鎖
的
で
、

自

分
や
家
族
が
「

よ
そ
者
」

扱

い
さ
れ
そ
う
だ
か
ら

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い
か

ら 同
和
地
区
の
物
件
は
価
格
上

昇
が
見
込
め
な
い
か
ら
（

転

売
が
難
し
い
と
思
う
か
ら
）

同
和
地
区
に
は
住
ま
な
い
方

が
い
い
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

343 35.6 32.7 25.7 20.1 24.2 25.1 7.6 1.2

男性 127 39.4 35.4 32.3 25.2 28.3 17.3 6.3 0.0

女性 214 33.6 30.8 22.0 17.3 22.0 29.0 8.4 1.9

16～19歳 29 44.8 24.1 20.7 34.5 6.9 17.2 6.9 0.0

20～29歳 41 22.0 12.2 26.8 26.8 9.8 29.3 12.2 0.0

30～39歳 41 29.3 34.1 29.3 39.0 39.0 29.3 12.2 0.0

40～49歳 48 41.7 20.8 22.9 39.6 22.9 20.8 8.3 0.0

50～59歳 80 33.8 22.5 30.0 15.0 22.5 17.5 10.0 1.3

60～69歳 55 45.5 47.3 29.1 10.9 32.7 25.5 5.5 0.0

70歳以上 86 29.1 40.7 17.4 9.3 19.8 30.2 5.8 3.5

全体

性
別

年
齢
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また、本市では、これまで長年にわたって部落差別の解消に取り組んできたが、結婚や住宅購入に

まつわる差別はいまだに一定程度持続している。 

その背後には、「関係者差別」や「みなし差別」に対する不安と回避願望があるのではないかと考え

られる。ちなみに、関係者差別とは「被差別当事者と何らかの関係があること、たとえば被差別当事

者の家族や恋人、友人であるということを理由に行われる差別」であり、みなし差別とは「差別が行

われる属性を持つかどうかに関わりなく、属性を持つものとみなして行う差別」であると定義される

が（李 2020）、結婚や住宅購入という人生の一大事をきっかけとして、もしかしたら自分や家族が部落

差別に巻き込まれるかもしれないという漠然とした不安が生じてしまい、やがてそれが部落に対する

忌避意識へと明確に転じてゆき、結果として差別が広く深く人々の心の内に温存され、また次の世代

にも伝承されてしまうという、いわば「負のスパイラル」ともいえる一連の流れが横たわっているよ

うに見受けられる。 

したがって、これらの差別を解消するための人権教育・啓発や人権相談などに関して、以下のよう 

に提言する。 

 

(1)地域共生社会の構築に向けた人権教育・啓発および福祉教育の推進 

 前述のように、高齢者や障がい者の人権については、場面によっては性別や世代間で立場の違いか

ら認識のずれが生じることが分かった。このような垣根を超えて老若男女が手を携えるためには、た

とえば、誰もが不慮の事故や病気などによって、ある日突然に障がい者になる可能性があるという観

点から、あるいは、現在の高齢者の問題は、やがて自分の身にも起こりうるという観点から、他人事

ではなく「我が事」として認め合い、ともに手を取り合って地域共生社会の構築に取り組めるよう

に、人権教育・啓発および福祉教育を推進する必要がある。 

 

(2)豊中市立人権平和センターの認知度と心理的アクセシビリティの向上 

人権問題に関する相談窓口の認知について（問 15）では、「豊中市立人権平和センター」は「内容ま

で知っている」8.0％、「聞いたことはあるが内容までは知らない」45.4％、「まったく知らない」が

47.3％であった。また、同センター内などで実施している「人権相談、総合生活相談」は、「内容まで

知っている」4.2％、「聞いたことはあるが内容までは知らない」29.8％、「まったく知らない」が

63.4％であった。これらについて、市民の人権平和センターに対する認知度は「内容まで知ってい

る」と「聞いたことはあるが内容までは知らない」の合計で 50％以上、「人権相談、総合生活相談」も

同じく 30％以上と評価できる。 

ところが、「差別を受けたときの対応」（問３－１）においては、「市役所に相談した」が 1.7％、「人

権平和センターに相談した」が 0.0％にとどまっている。 

その一方で、「黙って我慢した」は 59.9％であった。また、相談先については「友人・家族など身近

な人に相談した」が 39.0％であった。つまり、差別を受けても約６割の人は黙って我慢してやり過ご

してきたのであり、仮に相談相手がいたとしても約４割が友人や家族など身近な人であり、その人が

人権問題に精通していなければ、専門的な助言や支援を受ける機会にはつながらないかもしれない。 

このギャップについてどう解釈すべきだろうか。ここでは仮に、人権相談に対する潜在的需要が市

民の間に一定程度あると仮定してみよう。だが、もしそうだとしても、たとえ「豊中市立」や「人

権」などの金看板を掲げていたとしても、名前を聞いたことはあるが何をしているのか、事業内容さ
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えもわからないようなところに、今自分が直面している人権や差別にかかわるセンシティブな問題に

ついて、自分から進んで相談しようと思うだろうか。それどころか、その存在さえまったく知らなか

ったとすれば、相談のしようもないだろう。 

したがって、豊中市立人権平和センターが市民から真に認知を得て、さらに心置きなく人権相談が

できるように信頼を得るためには、具体的な相談内容にもとづいて問題解決までの道筋を例示した

り、その過程を通じて親身になって寄り添う姿勢をアピールしたりするなど、人権平和センターに対

する心理的アクセシビリティをより一層向上させる努力が必要である。 

 

(3)宅建業者と連携した人権啓発の実施 

 同和地区に対する土地差別１）は、実際には不動産取引の現場において発生する可能性が高い。これ

について、国土交通省では、同和地区であるかどうかの情報は宅建業法上の重要事項説明の対象外で

あるとの見解を示している。また、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する

条例」が制定されており、同和地区の所在地を調査したり報告したりする行為が禁止されている。 

したがって、市内の宅建業者が正しい知識と姿勢を持って対応できるように、本市が宅建業者など

に継続的な啓発や情報提供などを行うことによって、宅建業者と連携した人権啓発の実施が求められ

る２）。 

 

(4)「寝た子を起こすな論」に関する一見解 

最後に、各対象者別の人権や差別に対する考え方（問 13）では、「ウ．同和問題は、そっとしておけ

ば自然となくなる問題だから、同和教育・啓発はしないほうがよい」について、「そう思う」が

11.1%、「どちらかといえばそう思う」が 17.2%と、いわゆる「寝た子を起こすな論」に３割近くの人が

賛意を示している。 

けれども、本調査の結果からは、結婚や住宅購入などの重大なライフイベントに際して、家族など

身近な人からの助言や忠告などのかたちで、部落差別に関するネガティブな情報がもたらされてい

る。このような日常生活に埋め込まれた差別を「マイクロアグレッション」３）というが、これが自然

のうちに解消されることは期待できない。 

したがって、本市は、部落差別などの解消に向けて、引き続き積極的に人権教育・啓発に取り組む

べきである。 
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自由記述（問 18）からみえてきた人権教育・啓発の課題 

石元清英 

 

 問 18 は自由記述となっており、「人権が尊重されるまちをつくるために、あなたはどのようなこと

ができると思いますか」と問うている。 

 何らかの記述があったのは 391件で、男性 159 件、女性 229 件、その他・無回答 3 件であった。「あ

なたはどのようなことができると思いますか」と問うているので、調査対象者ができると思うことを

記入したものが多くあがった。 

 たとえば、「お互いに思いやりと気遣いを持てば、無用な争いや諍いは少なくなると思います。自己

中心的な考えを持つのではなく、自分が相手の立場である時のことを考えれば、そのような気持ちは

自ずと持てるようになると考えます」（40～49歳女性）というように、優しさや思いやりの心をもつこ

とが大事だという記述が多くみられた。このほかにも「自分のことだけではなく、周りを気遣うまち

づくり、近所づきあいが一番大事」（16～19 歳男性）、「周囲の人への思いやり、イライラしない等感情

のコントロールが大事」（40～49 歳男性）、「思いやりある態度、言葉がけを常に心掛けることです」

（50～59 歳男性）、「相手への理解と思いやり」（20～29 歳女性）、「人に優しく、偏見をなくすこと」

（30～39 歳女性）、「思いやりや優しさをみんなが持つ」（60～69 歳女性）などがあがった。 

また、自分ができることとして、「自分はもちろん、友達が差別的な発言をした時に注意して、意識

を変えていく」（16～19歳男性）、「偏見を持たないように努める事ぐらいしかできないと思う」（20～

29 歳男性）、「ネットや SNS の情報を鵜吞みにしない。安易に拡散しない」（40～49歳男性）、「異なる

考え方を認めること。その上でギャップがある場合に対話をし、着地点を見つける努力をすること」

（60～69 歳男性）、「人権侵害の場に出くわしたら、その場で注意する」（40～49歳女性）、「日常生活

において普通に接していけばと思います。また、町内会やいろいろな行事にお互いが参加していけば

よいと思います」（70～79 歳女性）などがあがった。 

知識を獲得する大事さについての記述も多くみられた。たとえば、「まずは現状（事実）を知ること

が大事だと思います」（50～59 歳男性）、「人権に対する正しい知識を私たち一人ひとりが身につけ、意

識を持って過ごしていくべき」（16～19 歳女性）、「人権問題に関心を持ち、知識を深めるようにする」

（50～59 歳女性）などである。そして、調査票への回答を通して気づいた点を記述しているものとし

て、「問 15で問われた市の条例や施設・取組みについて、私はほとんど知らなかったので、まずはこ

ういった制度があることを知る必要があると感じました」（30～39 歳女性）、「問 15 で行政の取組など

今まで関心がなかった。これからは少しずつでもまず関心を持っていくことだと思います」（60～69 歳

女性）、「質問に答えながら、今まで関心がなかった事に気づきました。興味を持って知識を広げたい

と思いました」（60～69歳女性）、「憲法を身近なものとして学び直したいと思います」（70～79 歳女

性）などがあがった。 

一方、「人権は尊重されるべきだが、自分の生活に精一杯なので、そこまで考える余裕はない」（40

～49 歳男性）、「具体的な人権侵害を知らないので、何ができるか分からない」（60～69 歳男性）、「人

間一人がなにかした所で、まちの意識が大きく変わるわけではない」（20～29 歳女性）など、具体的に

自分ができることがわからない、できることはないといった記述も多くあがった。 

また、自分ができることではないが、人権教育や啓発の充実など、行政への提案が多くあった。 
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問 18 の問からは外れ、人権問題に関する自身の考えが書かれたものも多くみられた。なかでも多い

のが同和問題で、「同和差別も知らなければ差別しようがないので、知らない人にわざわざ積極的に周

知していかないで良い」（30～39 歳男性）、「小学校の道徳の時間に習うまでは同和問題の事は知らなか

った。知らなければ差別の感情もなかったのではないか。逆に知ったことで、変な関心を持ってしま

う事が心配です」（50～59 歳女性）、「人権とばかり言うと、何これと差別が出来る。言わない方が良

い」（80 歳以上女性）といった、いわゆる「寝た子を起こすな」という内容の記述がみられた。しかし

一方で、「以前まで「寝た子を起こすな」理論に賛同していたが、仕事で研修を受けた結果、このまま

だと「同和地区と聞いたから、なんとなく避ける」といった無意識レベルの差別はなくならないた

め、正面から教育、啓発していくべきだと、考えが変わった」（20～29 歳女性）、「自分は人権センター

の近くで育ってきて、同和問題について学校で学ぶ機会が多かったけど、高校に進学してからは、周

りの友達が部落や同和問題について全く知らない子ばかりでびっくりしたので、もっと世間にこの問

題を明るみにした方が良いと思う」（16～19 歳女性）といった部落問題学習の重要性を指摘する記述も

あった。 

問 10 でみたように、この 5 年間に限っても、６つの同和問題に関する差別的な発言を直接聞いたこ

とがあるのは 19.6％であった。2 割ほどの人がこの 5 年間に同和問題に関する差別的な発言を直接聞

いているのである。その際、同和問題に関する正しい知識をもっていなければ、その差別的な発言内

容を鵜呑みにしてしまうことになる。現に、問 10－2 では、差別的な発言を聞いて、反発・疑問を感

じたのは 13.3％にすぎないのである。このように、何も教えなければ、部落差別は自然と解消するも

のではなく、再生産され続けていくのである。それゆえ、教育・啓発が必要なのであり、「寝た子を起

こすな」という考え方を批判していくことは大事である。 

同和問題以外では、「日本に住む以上、日本の文化伝統に従うべき。郷に入っては郷に従え精神が最

も重要」（30～39 歳男性）、「外国人（中国人、朝鮮人、クルド人、イスラム人、ベトナム人）が日本の

法律を守らず、日本人差別をする。犯罪者は日本から強制送還すべき」（40～49歳男性）、「犯罪が多い

外国人等は強制送還を進めることが一番だと思います。日本の法律やルールを守らず、日本人差別を

する人達と共存する必要はない」（40～49 歳男性）、「外国人差別とよく言われますが、実際は日本人の

ほうが差別されているように思います」（年齢無回答・女性）というように、在日外国人に関する批判

が多くあがった。 

たしかに外国籍住民と地域住民とのトラブルが報道されることがあるが、外国籍住民が地域住民と

共生している事例は各地に数多くあり、その件数は前者を大きく上回っている。ただこうした事例は

問題が生じているわけではないので、目立つことはなく、また報道もされない。一部のセンセーショ

ナルな報道に惑わされることなく、地域における外国籍住民との共生の必要性を広く啓発していくこ

とが必要であると思われる。 
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Ⅳ．調査票 
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